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Ⅰ 大学の現況及び特徴 

１ 現況  

（１）大学名  信州大学 

（２）所在地  長野県松本市 

（３）学部等の構成 

学部：人文学部，教育学部，経済学部，理学部，

医学部，工学部，農学部，繊維学部 

研究科：人文科学研究科，教育学研究科，経済・

社会政策科学研究科，理工学系研究科，農学研究

科，医学系研究科，総合工学系研究科，法曹法務

研究科 

関連施設：全学教育機構，総合健康安全センター，

総合情報センター，高等教育研究センター,国際交

流センター，山岳科学総合研究所，カーボン科学

研究所，ヒト環境科学研究支援センター，e-

Learningセンター，教員免許更新支援センター，

環境マインド推進センター，産学官連携推進本部，

地域共同研究センター，サテライト・ベンチャー

・ビジネス・ラボラトリー，イノベーション研究

・支援センター，アドミッションセンター，学生

総合支援センター，キャリア・サポートセンター，

学生相談センター 

（４）学生数及び教員数（平成24年５月１日現在） 

 学生数：学部9,307人，大学院2,031人 

 専任教員数：1,023人 

 助手数：５人 

２ 特徴 

（１） 分散キャンパスを活かした地域密着型総合大学 

本学は８学部・８研究科を持つ総合大学である。本部

を松本市に置き，キャンパスは長野県内４地域５キャン

パス（松本市，長野市，南箕輪村，上田市）に分散し，

県内の他地域にも多くの教育研究施設を有している。県

内の広範な地域にキャンパスが分散していることを活用

し，地域尊重・自然環境の保全・多様な文化と思想の共

存・自立した個性・人類の幸福という五つの理念に基づ

き，教育研究のプロジェクトや産学官の研究協力体制，

各種研究機関を設置し，相互の連携を密にした教育研究

体制を構築している。 

（２）教育及び教育体制の充実 

本学が定める教育目標に基づき，各学部と緊密に連携

し共通教育を実施する組織として全学教育機構を設置し，

全学部の１年次生（医学部医学科生は２年次生を含む）

が松本キャンパスの全学教育機構に集い，共通教育科目

を受講している。また，１年次生における共通教育科目

について，本学の学位授与の方針と対応させたカリキュ

ラムを導入し，全授業のシラバスに「その授業で得られ

る学位授与の方針の要素」と「その要素をどのように授

業で身に付けるのか」を記載している。 

遠隔講義システム（SUNS）を用いた遠隔講義や，教育

支援システム（eALPS）を用いた教材の掲示，課題の提

出，学生への連絡等，情報通信技術を活用した教育の充

実を進めている。また，平成24年度には教育学部のコー

ス再編，繊維学部の系・課程再編，理工学系研究科及び

医学系研究科の専攻再編を実施するなど，教育実施体制

の見直し・改善を進めている。また，本学主導により，

長野県内８大学が加盟する高等教育コンソーシアム信州

を発足させ，平成22年度より遠隔講義システムを活用し

た授業による単位互換を実施している。 

（３） 環境マインドを持つ人材の養成 

附属病院を置く大学として全国２校目となる全部局で

のISO14001認証を取得した。キャンパス内において実践

する環境マネジメント活動を通じて全学生の環境に対す

る意識を高めるとともに，環境マインド推進センターに

おける環境マインド育成活動や，共通教育科目環境科学

群の科目を２単位必修とするなど，さらなる環境人材育

成の充実を進めている。 

（４）世界的研究拠点と特色ある研究・産学官連携の推

進 

世界的な研究拠点である①エキゾチック・ナノカーボ

ンの創成と応用プロジェクト拠点（カーボン科学研究

所）②国際ファイバー工学教育研究拠点において先進的

な研究を進めるとともに，高度で特色ある研究を推進す

るための重点研究領域として①環境調和型システム②包

括的予防医学③先端医療推進④地域生物資源の利活用⑤

山岳科学の５領域を設定している。その他に，信州大学

産学官連携推進本部を設置するとともに，レンタルラボ

等を備えたインキュベーション施設を上田・長野（工

学）の各キャンパスに整備し,産学官連携を推進してい

る。
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Ⅱ 目的 

本学の理念 

信州の豊かな自然，その歴史と文化，人々の営みを大切にします。 

その知的資産と活動を通じて，自然環境の保全，人々の福祉向上，産業の育成と活性化に奉仕します。 

世界の多様な文化・思想の交わるところであり，それらを理解し受け入れ共に生きる若者を育てます。 

自立した個性を大切にします。 

本学で学び，研究する我々は，その成果を人々の幸福に役立て，人々を傷つけるためには使いません。 

本学の目標 

（教 育） 

かけがえのない自然を愛し，人類文化・思想の多様性を受容し，豊かなコミュニケーション能力を持つ教養人

であり，自ら具体的な課題を見出しその解決に果敢に挑戦する精神と高度の専門知識・能力を備えた個性を育て

ます。 

（研 究） 

人類の知のフロンティアを切り拓き，自然との共存のもとに人類社会の持続的発展を目指した独創的研究を推

進し，その成果を地域と世界に発信し，若い才能を引きつける研究環境を築きます。 

（地域貢献） 

信州の自然環境の保全,歴史と文化・伝統の継承・発展，人々の教育・福祉の向上と産業発展の具体的課題に

貢献するため，大学を人々に開放し関連各界との緊密な連携・協力を進めます。 

（国際交流） 

諸外国から学生・研究者を積極的に受け入れ，世界に開かれた大学とし，信州の国際交流の大きい推進力とな

ります。 

 

第２期中期目標期間における重点目標 

(1) 未来の社会を展望した有為な人材教育の実践 

学生の視点に立ち，高度専門職業人としての専門的知力の修得を支援するとともに，優れた社会的課題解決能

力などの人間力と豊かな人間性を備え，社会で指導的役割を果たしうる人材を育成する。 

(2) 地域に根ざし世界に拓く研究拠点の形成 

人類の知のフロンティアを切り拓き，自然との共存のもとに人類社会の持続的発展を目指した独創的研究を推

進し，その成果を広く提供することにより，地域と世界に貢献する。 

(3) 豊かな地域社会の創造に向けての協働と貢献 

信州にある唯一の総合大学として，県内全域に向けた教育・文化の拠点づくりや地域の産業振興，まちづくり

などに積極的に関わっていく。 

(4) 社会環境の変化に柔軟に対応する大学経営の推進 

学長のリーダーシップのもと，社会環境の変化に柔軟に対応する自立的な大学経営を推進する。 

 

各学部・研究科等における目標 

＜別添 各学部・研究科の理念・目標＞ 
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Ⅲ 区分ごとの自己評価 

区分１ 

第１ 大学の目的 

 

 

評価項目１－１ 

  本学の目的（使命，教育研究活動を実施する上での基本的な方針，達成しようとしている基本的な成果等）

が明確に定められており，その内容が，学校教育法に規定されている，大学及び大学院一般に求められる目的

に適合するものであること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点１－１－① 

   本学の目的（学部，学科又は課程等の目的を含む。）並びに大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。）

が，学則等に明確に定められ，その目的が，学校教育法第83条及び第99条に規定された，大学及び大学院一

般に求められる目的に適合しているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は，信州大学学則（以下「学則」という。）第１条及び信州大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）

第１条に教育基本法及び学校教育法の主旨に沿った教育研究上の目的を定めている（資料１－１－①－１）。この

目的を踏まえ，平成13年10月に教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や養成する人材像を含めた，達

成する基本的な成果を示した理念と目標を制定している（資料１－１－①－２）。 

本学は，教育研究上の基本組織として８学部，８研究科を設置し，大学設置基準第２条，大学院設置基準第１

条の２に沿って，各学部，各研究科の特性に応じた人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を規程に

定めている（資料１－１－①－３）。 

信州大学の理念と目標，学則，大学院学則や各学部，各研究科の目的を具体的に実現するために，第２期中期

目標期間における本学の基本的な目標が定められ，その前文に大学の基本的な目標を記載している（資料１－１

－①－４）。 

また，平成23年から平成25年の間に，学長主導のもと各理事・副学長を中心に，本学構成員が一丸となって

次のステージにワンランクアップすることを目標とした基本的な行動指針とそれを実現するための具体的な手法

（メソッド）を記載した「信州「知の森」づくり PLAN“the FIRST”2011－2013」（以下「PLAN“the FIRST”」と

いう。）を作成・公表した。このPLAN“the FIRST”の実現にあたっては，学長が座長を努める戦略企画会議にお

いて担当役員ごとにメソッドごとの進捗管理を行い，確実な推進を図っている（資料１－１－①－５）。 

資料１－１－①－１「学則及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（目的） 

第１条 信州大学（以下「本学」という。）は，教育基本法（平成18年法律第120号）の精神に則り，学術の中心として，広く知

識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 

２ 本学は，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するもの

とする。 
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信州大学大学院学則 

 （目的） 

第１条 信州大学大学院（以下「本大学院」という。）は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専

門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 本大学院のうち，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力

を培うことを目的とするものは，専門職大学院とする。 

 （課程） 

第４条 

３ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職

業を担うための卓越した能力を培うものとする。 

４ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要

な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 

第４条の２ 法曹法務研究科に，専門職学位課程を置く。 

２ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うものとする。 

３ 法曹法務研究科に置く専門職学位課程は，専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする法科大学院とする。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料１－１－①－２「信州大学の理念と目標」 

理 念 

信州大学は，信州の豊かな自然，その歴史と文化，人々の営みを大切にします。 

信州大学は，その知的資産と活動を通じて，自然環境の保全，人々の福祉向上，産業の育成と活性化に奉仕します。 

信州大学は，世界の多様な文化・思想の交わるところであり，それらを理解し受け入れ共に生きる若者を育てます。 

信州大学は，自立した個性を大切にします。 

信州大学で学び，研究する我々は，その成果を人々の幸福に役立て，人々を傷つけるためには使いません。 

目 標 

信州大学は，その存立の理念に基づき，教育・研究・地域貢献・国際交流において次の目標を掲げます。 

教 育 

かけがえのない自然を愛し，人類文化・思想の多様性を受容し，豊かなコミュニケーション能力を持つ教養人であり，自ら具

体的な課題を見出しその解決に果敢に挑戦する精神と高度の専門知識・能力を備えた個性を育てます。 

研 究 

人類の知のフロンティアを切り拓き，自然との共存のもとに人類社会の持続的発展を目指した独創的研究を推進し，その成果

を地域と世界に発信し，若い才能を引きつける研究環境を築きます。 

地域貢献 

信州の自然環境の保全，歴史と文化・伝統の継承・発展，人々の教育・福祉の向上と産業発展の具体的課題に貢献するため，

大学を人々に開放し関連各界との緊密な連携・協力を進めます。 

国際交流 

諸外国から学生・研究者を積極的に受け入れ，世界に開かれた大学とし，信州の国際交流の大きい推進力となります。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/philosophy/mission.html） 

資料１－１－①－３「学部規程及び研究科規程（抜粋）」 

信州大学人文学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第１条に則り，人文科学及びこれに関

する専門分野の教育，研究を行うものとする。 

 （学科及び講座） 

第３条 

２ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人間情報学科は，人間の本質や行動様式，社会や文化の仕組みなどについて幅広い視野から緻密な探求を試み，豊かな人間

性と実践知を身につけた優れた人材を養成することを目的とする。 

 二 文化コミュニケーション学科は，文学・言語や芸術が生み出す人間文化の諸相について幅広い視野から緻密な探求を試み，

豊かな人間性と実践知を身につけた優れた人材を養成することを目的とする。 

信州大学教育学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第１条に則り，学校教育等に関する専

門家を養成するための学芸及びこれに関連する分野の教育，研究を行うことを目的とする。 

 （課程） 

第３条 

２ 各課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 
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 一 学校教育教員養成課程は，児童，生徒の成長及び発達過程並びに社会の変化の中で生じる多様な問題に迅速かつ柔軟に対応

できる教員を育成することを目的とする。 

 二 特別支援学校教員養成課程は，心身の障害及び学習困難から生じる特別なニーズを持つ児童，生徒に対して，その障害の程

度及び種別等に応じた適切な教育を行うことのできる教員を育成することを目的とする。 

 三 生涯スポーツ課程は，高齢化の急速な進展と，健康への関心の高まりを背景とした，生涯学習社会における生涯スポーツに

対する社会的ニーズに対応できる指導者を育成することを目的とする。 

 四 教育カウンセリング課程は，学校教育に密接したカリキュラムにより，いじめ，不登校等の問題を学校現場で実践的に解決

できるような人材を育成することを目的とする。 

信州大学経済学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第１条に則り，経済学，法律学，政治

学及びこれに関する専門分野の教育，研究を行うものとする。 

 （学科及び講座） 

第３条 

２ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 経済学科は，経済学及びこれに関連する分野の専門的知見をもって産業社会と地域社会に貢献できる人材を養成するため，

これらの専門分野の教育を行い，またこれらの分野の現代的課題に係る政策研究及びその基礎研究を行うことを目的とする。

 二 経済システム法学科は，法律学，政治学及びこれらに関連する分野の専門的知見をもって産業社会と地域社会に貢献できる

人材を養成するため，これらの専門分野の教育を行い，またこれらの分野の現代的課題に係る政策研究及びその基礎研究を行

うことを目的とする。 

信州大学理学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，自然科学に関する教育を通して，個性豊かな人材を養成するとともに，専門分野に係る学術の研究を行う。 

 （学科及び講座） 

第３条 

２ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 数理・自然情報科学科は，数学及びこれに関連した諸科学の研究を通して,論理的な思考力や柔軟な発想力をもち社会の発

展や文化の創造に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 二 物理科学科は，物理学の理論的・実験的研究を行い，その両面からの教育を通して，知識に基づいて自由な発想と豊かな創

造力を発揮できる人材の育成を目的とする。 

 三 化学科は，構造・計測及び反応・物性化学に関する教育を通して，基礎学力と問題解決能力を兼ね備えた人材を育成すると

ともに，これらの分野に係る研究を行うことを目的とする。 

 四 地質科学科は，地球を科学的に探求し，人類と自然との共生のために，知識や技術を活用できる人材を育成することを目的

とする。 

 五 生物科学科は，分子から生態系までのレベルにわたる生物学の基礎理論の習得と，自然に恵まれた信州の地の利を生かした

実習及び実験を通して，生物・生命現象をめぐる21世紀の諸問題に主体的に対処できる人材を育成することを目的とする。

 六 物質循環学科は，自然環境の成り立ちを基礎科学に立脚した物質循環の視点で解明する研究を推進するとともに，あわせて

地球環境問題の解決に貢献できる人材の育成を目的とする。 

信州大学医学部規程 

 （目的） 

第１条 信州大学医学部（以下「本学部」という。）は，医学及び医療に関する分野の高度な研究を行うとともに，豊かな人間性

と広い学問的視野を持ち，柔軟な思考力及び洞察力並びに問題を自発的に発見し解決する能力を身につけた医師及び医学研究者

並びに医療技術者及び医療研究者を育成し，医学及び医療研究並びに医療活動による国際貢献を果たし，地域医療の発展に寄与

することを目的とする。 

 （学科，専攻及び講座） 

第３条 

４ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 医学科は，医科学及びこれに関する専門分野の教育，研究並びに医療活動を行うとともに，医師を養成することを目的とす

る。 

 二 保健学科は，保健学及びこれに関する専門分野の教育，研究並びに保健活動を行うとともに，看護師，保健師，助産師，臨

床検査技師，理学療法士及び作業療法士を養成することを目的とする。 

信州大学工学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第１条に則り，総合的判断力を持ち，

個性豊かで，研究開発能力に優れた人材を養成するために，機械システム工学，電気電子工学，土木工学，建築学，物質工学，

情報工学及び環境機能工学並びにこれに関連する専門分野に係る学術の教育研究を推進する。 

 （学科，教育分野及び研究部門） 
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第３条 

２ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 機械システム工学科は，時代に応じた機械系分野の専門基礎能力，科学的思考力を身につけた創造性と発展性及び環境マイ

ンドと環境調和型の機械デザインの修得を目指すとともに，これらに必要となる基礎的学力はもとより，広い見識と健全な倫

理観を涵養し，工学及び科学技術に携わるための確かな力量，総合的に豊かな人間性を備えた機械系技術者・研究者を養成す

ることを目的とする。 

 二 電気電子工学科は，あらゆる産業界で活躍できる電気電子技術者を養成するために，広範な分野に共通の基礎教育を重視す

るとともに，エネルギー，エレクトロニクス，情報通信の３分野にわたる教育・研究を推進することを目的とする。 

 三 土木工学科は，土木工学に必要な基礎と専門領域を体系的に学習し，土木技術者に求められる総合的な問題解決能力とコミ

ュニケーション能力に加え強い倫理観を養い，社会基盤の整備と減災技術の習得に努めるとともに，社会全体に対して生命財

産の保護及び国土の保全政策立案を通じて奉仕できる技術者を育成することを目的とする。 

 四 建築学科は，建築学を中心として社会の情勢の変化に対応した広範かつ多様な知識を授けるとともに，深く建築における専

門的学術及び技術を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 

 五 物質工学科は，現代社会の基盤形成における化学技術の役割とその社会・自然環境との調和の重要性を認識し，化学的原理

の理解と物質に関する実際的な知識・経験を備えた技術者・研究者の育成及び化学に関連した基礎・応用研究の実施により社

会に寄与することを目的とする。 

 六 情報工学科は，コンピュータのソフトウェア・ハードウェアに関連する基礎力と専門性を有し，これらを実際の応用に展開

できる人材を育成するとともに，論理的・創造的思考に優れ，同時に実践的な技術を備える，高度で知的な素養のある人材を

育成することを目的とする。 

 七 環境機能工学科は，環境材料及び環境エネルギーの分野を主として，生命や人間社会の観点をふまえたエコテクノロジーの

教育研究を行い，地域社会及び国際社会において，地球温暖化などの環境問題の解決に寄与できる技術者・研究者等の人材育

成を目的とする。 

信州大学農学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第１条に則り，食料生産科学，森林科

学及び応用生命科学並びにこれに関連する専門分野の教育，研究を行うものとする。 

 （学科及び分野） 

第３条 

２ 各学科の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 食料生産科学科は，動植物資源の開発，生産及び利用並びに農業経営及び農産物流通に関する教育･研究及び人材養成を行

うことを目的とする。 

 二 森林科学科は，森林環境の保全と修復，森林資源の持続的生産と有効利用，田園の生産と生活環境の整備，緑地環境の創造

と持続的活用に関する教育･研究及び人材養成を行うことを目的とする。 

 三 応用生命科学科は，生命現象を化学と生物学の視点から科学し，生命科学・食品科学の基礎から応用にわたる分野の教育・

研究及び人材養成を行うことを目的とする。 

信州大学繊維学部規程 

 （目的） 

第１条 本学部は，繊維を含む，理学，工学，医学，農学及びそれらを融合した学際的分野の知識を授け，独創性にあふれ，優れ

た人格と国際性を持つ人材の育成と専門に係る学術の研究を推進することを目的とする。 

 （系及び課程） 

第３条 

２ 各系の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 繊維・感性工学系 多様化する社会の価値観に対応するために，繊維工学や感性工学の基礎を理解し応用発展させる能力を

有する技術者や研究者を育成するとともに，機能性に優れ感性を満たす先進的な「製品」を創造して人類の生活と文化の向上

に貢献できる教育研究を行うことを目的とする。 

二 機械・ロボット学系 環境に調和しながら人間の生活の質を向上させ，人間の心と暮らしを豊かにするために，「限りなく

ヒトに近い機能とヒトを超える性能をもつ機械の創造」そして「生物に学び，新たな発想によるヒトと環境にやさしいものづ

くり」をめざした教育研究を行い，エンジニアとしての専門基礎知識を身につけ，総合的な能力と幅広い知識をもち様々な問

題を解決できる総合的な能力と，地球的視点から多面的に物事を考えることができる高い倫理観をもつ技術者，研究者を養成

することを目的とする。 

三 化学・材料系 人類社会の発展と地球環境との共生の視点を持ち，化学及び材料分野に対する探究心豊かで課題解決能力を

有する技術者・研究者の育成を目指すとともに，国際的に通用する体系に基づいて，化学・材料分野の基礎，最先端及び境界

領域の学問を教育研究することを目的とする。 

四 応用生物科学系 応用生物学的な視点で，生物利用技術の開発に関する教育研究を行い，資源循環を基礎とした持続型社会

の実現に貢献できる創造力及び応用力豊かな人材を養成することを目的とする。 

３ 先進繊維工学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 先進的な繊維関連製品づくりの基礎となる新繊維材料や新繊維集合体の開発で活躍できる人材を育成することを目的と
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する。 

ロ 地球環境と人間生活に適合する繊維関連製品の計測・評価技術や高度な情報を付帯させて価値ある情報を識別できる知能

情報技術を活用できる人材を育成することを目的とする。 

ハ マーケティングを踏まえて国際的な視野で繊維関連製品の企画を立案し実行できる人材を育成することを目的とする。 

ニ テキスタイルに関係する様々な分野で広く活躍できる人材を育成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ ものづくりの基本である工学的アプローチ能力を会得させ，豊かな感性と発想を基に，斬新な繊維関連製品群を提起でき

る発想・構想力を培う教育研究を行うことを目的とする。 

ロ 多種多様な機能を付加した繊維関連製品の基礎となる繊維材料・繊維集合体を開発・製造できる能力を養い，さらに繊維

関連製品の設計，計測・評価，品質管理，マーケティング能力，情報分析を中心としたテキスタイル工学の教育・研究を行

うことを目的とする。 

４ 感性工学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ ものづくりや企画，研究・技術開発の場面で新たな価値を創造し，活躍できる人を養成することを目的とする。 

ロ 製品・商品の構想からマーケティング，デザイン，設計，評価までの基礎技術を習得し，さらに個性・センス，五感，知

的好奇心などの感性を満たす製品・商品やサービスの企画・開発・評価のできる人を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 心のしくみを知り 感性の生じる源としての脳及び感覚器官の生理的機能と心理的問題を究明することを目的とする。 

ロ 心の形を学び 芸術的表現法や感性情報のやりとりを科学的に解明し，優れた対話型デザインシステムの研究を行うこと

を目的とする。 

ハ 心の喜ぶものを作る 感性材料学，感性造形法，快適製品評価法など，豊かな暮らしをサポートする感性製品の研究を行

うことを目的とする。 

５ 機能機械学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 限りなく人に近い機能と人を超える性能を持つ機械の創造を目指し，材料，エネルギー，流体，メカトロニクス，情報，

制御を基本とした機械工学分野の基礎能力を有する技術者を養成することを目的とする。 

ロ 工学的課題の設定，計画，立案，問題解決などを自主的に遂行でき，総合的ものづくりができる感性と創造力の豊かな技

術者を養成することを目的とする。 

ハ 多様な価値観を調整できるバランス感覚の優れた技術者を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 限りなく人に近い機能と人を超える性能を持つ機械の創造を目指し，ものづくりに必要な学問と技術に関する教育研究を

行うことを目的とする。 

ロ 日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）認定プログラム（機械及びその関連分野）による技術者・研究者を養成すること

を目指した教育を行うことを目的とする。 

６ バイオエンジニアリング課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ ヒトと環境に優しいものづくりのための生物から発想を得た新たなシステムと創造的なバイオデザインのできる人を養

成することを目的とする。 

ロ 生物と工学の専門基礎とバイオエンジニアリングに関する専門分野を体系的かつ総合的に学び，地球的視点から多面的に

物事を考えることができ，また，問題解決に応用できる能力と高い倫理観をもち社会に貢献できる人を養成することを目的

とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 生物の構造及び機能並びに生体の情報処理システムを学び，新たなデザイン及びシステム並びに生体材料の創出など工学

分野への応用を目的とした教育研究を行うことを目的とする。 

ロ 生物と工学とを融合したバイオエンジニアリングに関する教育研究を行うことを目的とする。 

７ 応用化学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 化学の基礎及び専門的知識を身につけるとともに，正しい職業倫理観を有する人を養成することを目的とする。 

ロ 身につけた専門知識を活用してナノ物質をはじめとした新しい素材を創造し探求できる人を養成することを目的とする。

ハ 化学の視点から広く社会に貢献できる人を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 数学，物理，化学などの基礎学力の向上，ＴＯＥＩＣ英語による実践的な英語力の向上，人文・社会科学系素養の充実を

図ることを目的とする。 

ロ 有機化学，物理化学，無機化学，量子化学，分析化学，高分子化学など化学の広い専門教育を行うことを目的とする。 

ハ 材料開発のための幅広い化学技術に関してより深い知識を習得し，豊かな感性と独創的な発想を持つ研究者・技術者にな

るための基礎能力を涵養することを目的とする。 

８ 材料化学工学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 国際的な視野を持った化学・材料系の研究者・技術者として，自然や社会を多面的に捉え，それら
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に技術が及ぼす影響を理解する能力，自立した研究者・技術者として行動する能力，コミュニケーションを図り協同作業をす

る能力，科学・工学の基礎知識を理解する能力，化学，材料に関する工学的問題を解決する能力，工学的なシステムやプロセ

スを設計する能力，現代の社会問題を工学的に解決する能力を有する人を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 資源・エネルギー・環境問題の解決に役立ち，持続性のある社会を目指した材料及びその物性，製

造プロセスや利用システムに関する学問を教育・研究するとともに，学部において充実している材料化学分野に，経済性や社

会及び環境への影響などを考慮する工学的視点を養う化学工学を取り入れた特色のある教育研究を行うことを目的とする。 

９ 機能高分子学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 高分子合成・物性，生命高分子などの基礎研究とともに，高性能・高機能高分子材料，医用高分子材料への応用研究の場

で活躍できる人を養成することを目的とする。 

ロ 高分子科学，材料開発に関する深い知識と技術，さらに応用力を兼ね備えた人を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 高分子材料の構造・物性・機能を，分子・分子集合体などの各レベルで解明し物理，化学，生物学的な機能を発揮する機

能性分子集合体・高分子の創成について教育研究を行うことを目的とする。 

ロ 高分子材料，生体材料，機能材料にまたがる新しい複合領域分野について教育研究を行うことを目的とする。 

10 生物機能科学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 生命のしくみを理解し，バイオテクノロジーを活用して，様々な問題解決に取り組める人を養成することを目的とする 

ロ バイオ材料やゲノム工学などを基に，新しい生物利用技術の開発を推進できる人を養成することを目的とする 

二 教育研究に関する目的 

イ 生物の個体，組織，細胞及び分子レベルそれぞれにおける仕組みを追求し，その理解を深めるための教育研究を行うこと

を目的とする。 

ロ 生物の持つ多様な機能を活用し，人類社会の福祉向上に寄与するための教育研究を行うことを目的とする。 

11 生物資源・環境科学課程の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人材養成に関する目的 

イ 社会全般にわたる分野で持続可能な資源利用システムを構築するための企画力・技術力・実践力を持つ人を養成すること

を目的とする。 

ロ 環境に関する知識を基盤とした生物資源の新しい利用技術の開発に貢献できる人を養成することを目的とする。 

二 教育研究に関する目的 

イ 生物資源の新規有効利用と環境保全に関する専門分野の教育・研究を行うことを目的とする。 

ロ 持続可能な資源利用システムを構築するために必要な技術に関する教育・研究を行うことを目的とする。 

信州大学大学院人文科学研究科規程 

（目的） 

第１条の２ 研究科は，人文諸科学の広範囲な学問領域が相互に緊密に協力し，文化の本質と構造，その多様性と普遍性，その他

文化にかかわる種々の問題を，比較論的・学際的・総合的に研究し教育することを基本目標とする。このような目標のもと，文

化について広い視野と高い識見をもち，着実にして真摯な研究態度を身につけ，専門的能力と豊かな人間性を備えた高度な職業

人の養成を目的とする。 

信州大学大学院教育学研究科規程 

 （目的） 

第１条の２ 研究科は，人間の生成と教育に関する専門的知識・技能を授けることにより，創造性豊かな研究能力と高度な実践的

指導力を有する教育研究の中核となる人材を育成するとともに，学校教員をはじめとする各種教育専門識者の再教育により，教

育専門職業人の資質の向上に資することを目的とする。 

信州大学大学院経済・社会政策科学研究科規程 

 （目的） 

第１条の２ 研究科の経済･社会政策科学専攻は，経済社会の現実問題への解決能力を有した人材を，イノベーション･マネジメン

ト専攻は，先端技術と市場の動向に関する深い理解を併せて持ち，組織改革を達成できる人材を養成することを目的とする。 

信州大学大学院理工学系研究科規程 

（目的） 

第１条の２ 研究科は，質の高い教育研究を展開し，独創的な学術研究を推進するとともに，創造性豊かな優れた研究・開発能力

を持つ研究者，高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人及び環境調和社会・知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素

養のある人材を養成し，もって科学技術の進歩と地域社会，国際社会に貢献することを目的とする。 

信州大学大学院農学研究科規程 

（目的） 

第１条の２ 研究科は，環境の保全と修復及び生命科学や食料の生産などの分野における幅広い体系的な基礎学力，実践的技術力，

研究開発能力を備えた高度専門技術者を養成することにより，農学部の理念・目標を礎とする 21 世紀に求められる，環境と調

和した持続生産に基づく，より豊かな人間社会を作ることを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するための教育上の目標は，次の各号に掲げるとおりとする。 
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 一 自然環境と共生し得る農学の学際的先端領域を開拓すること。 

 二 実践的技術力及び創造性豊かな研究開発能力を備えた人材を養成すること。 

 三 社会人及び外国人留学生を積極的に受け入れ，高度の学術，技術を修得させ，国内外の社会の発展に寄与すること。 

 四 地域産業へ貢献すること。 

信州大学大学院医学系研究科規程 

 （目的） 

第１条の２ 研究科の各専攻の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 医科学専攻は，心とからだを結ぶヒューマンサイエンスを機軸にした新しいネットワークをつくり多彩な人材を養成するこ

とにより，社会への総合的な貢献を図ることを目的とする。 

 二 医学系専攻は，人類の福祉と医学の発展をたえず視点におき，医科学の真理の深奥を究め，基礎・臨床医学の枠を超えた医

学研究を行い，世界を先導するような創造的研究・トランスレーショナルリサーチを実施する医学研究者，移植医療，再生医

療，遺伝子医療など先端医療を科学的基盤に基づいて実践する医学研究者及び高度医療職業人を育成することを目的とする。

 三 疾患予防医科学系専攻は，ヒト生命の本質を把握すべく遺伝子（ゲノム）レベルから個体，社会レベルまで総合的解析を行

い，ヒトの基礎的生命現象と疾病機序の理解に基づいて，疾病予防及び制御と健康づくりを目指す包括的予防医科学領域を開

拓することを目的とする。 

 四 保健学専攻（博士前期課程）は，高い倫理観と豊かな人間性を有し，高度な専門知識・技術，科学的根拠に基づく臨床問題

解決能力，国際的な視野を持つ高度専門保健医療職者を育成することを基本理念とし，精神的・身体的・社会的な側面から人

間を全人的な存在としてとらえ，保健・医療・福祉に関する教育及び研究の成果を社会に還元することにより，健康保持と疾

病や障害の予防・治療・医療安全に広く貢献し，人類の幸福と福祉の向上に寄与する保健学を構築することを目的とする。 

 五 保健学専攻（博士後期課程）は，博士前期課程等における教育及び研究を通して養われた知識や技術による高度の専門能力

を更に高め，創造的な研究能力を有する教育者，研究者及び高度専門保健医療職者を養成することを目的とする。 

信州大学大学院総合工学系研究科規程 

(目的) 

第１条の２ 研究科は，創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者・技術者を養成し，教育研究を通じて学術社会の高度化

に寄与し，地域社会及び国際社会に貢献することを目的とする。 

２ 生命機能・ファイバー工学専攻における目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人材育成に関する目的 

  イ 伝統的な繊維工学の基本知識の上にバイオテクノロジー，メカトロニクス，エレクトロニクス，ＩＴ及びナノテクノロジ

ーと融合した統合的な先進的ファイバー工学の知識を有する人材を養成する。 

  ロ 繊維関連分野において，国際競争の中で知的財産を確立でき，個性的でバランスのとれた人材を育成する。 

  ハ 国際的視野を持って自律的に行動し，基礎的な科学技術探究心はもとより，われわれの生活に有用なものの創成に対する

追求心を強く有し，基礎技術開発から産業界の動向に至るまでの総合的な知識と対応能力を備えた先進ファイバー工学研究

者を養成する。 

 二 教育研究に関する目的 

  イ 先端分野と人間の社会及び自然との融合・調和ができる高次元機能を個体，組織，細胞及び分子レベルから究明するため

の教育研究を行う。 

  ロ 人間の生活や行動との調和を考究する「着る」科学技術における理想的繊維機能を追求する教育研究を行う。 

  ハ 人間や自然にとって最適なものづくりの目標を生物機能とファイバーに定め，技術と生態の境界に形成されるべき課題に

ついて教育研究を行う。 

３ システム開発工学専攻における目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人材育成に関する目的 

  イ 人間，社会及び自然と調和したシステムとデバイスの開発を自立的に遂行できる人材を養成する。 

  ロ 各種システムやデバイスに関する高度な基礎力と深い専門性を擁し，これらを実際の応用に展開できる人材を育成する。

  ハ 協調性と競争性の均衡のとれたプロジェクトリーダーとしての資質を有する人材を育成する。 

 二 教育研究に関する目的 

  イ 高機能な機械システムの開発，エネルギーからコンピュータまでの広い分野の基盤となる電気電子システムの開発，ナノ

材料を応用した高機能精密デバイスの創成及びこれらシステムとデバイスを開発する際の基礎となる数理情報科学の高度

な基礎力と深い専門性を涵養する。 

  ロ システム開発工学の人類社会への貢献を図るために，地球環境保全に関する深い理解と高度な技術者倫理を身につけさせる。

  ハ 産学連携による教育研究の積極的な推進によって，高度専門職業人として幅広い資質を修得させる。 

４ 物質創成科学専攻における目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人材育成に関する目的 

  イ 基本原理を深く理解し，これらの基本原理に基づき自律的に多様な応用研究を展開できる人材を育成する。 

  ロ 社会及び自然環境と科学技術との調和に対する深い理解力を備えた人材を育成する。 

  ハ 他者の考えを理解した上で自らの考えを主張できる協調性と競争性の均衡のとれた人材を育成する。 

 二 教育研究に関する目的 

  イ 自然現象を物質科学的立場から捉え，自然界を構成する素粒子，原子，分子，高分子，分子組織体，凝縮系，複雑系及び

宇宙に至るまでの各階層における物質の構造，諸現象及び諸機能を従来の学問領域の枠を超えた総合的見地と，従来の分野
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をより先鋭化させた学問的見地に立って解明できる能力を涵養する。 

  ロ 解明された基本原理を基に，新しい機能を持つ物質，素材及び素子を開発し，あるいは各階層における諸現象を統一的に

理解するための新しい抽象概念を構築する道筋を修得させる。 

５ 山岳地域環境科学専攻における目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人材育成に関する目的 

  イ 山岳地域における自然と人間との共生について，自立的に研究する人材を養成する。 

  ロ 山岳環境科学に関する高度な基礎力と深い専門性を有し，実際の問題について応用することのできる人材を養成する。 

  ハ 協調性と競争性の均衡のとれたプロジェクトリーダーとしての資質を有する人材を養成する。 

 二 教育研究に関する目的 

  イ 山岳地域の形成及び環境変動に関わる基礎研究から環境保全や防災などの応用研究までを総合的に修得させる。 

  ロ 山岳地域における自然と人間との共生を実現するために，山岳地域における環境保全に関する深い理解と高度な技術者倫

理を修得させる。 

６ 生物・食料科学専攻における目的は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 人材育成に関する目的 

  イ 自然界の生物にみる多様な構造と機能に，未知あるいは未解決の問題を発掘できる人材を育成する。 

  ロ 食料生産及び食に関する的確な総合科学的思考や創造性を身につけた高度専門職業人や技術者・研究者を育成する。 

  ハ 環境保全に立脚した持続的食料生産の発展を目指し，その開発能力を備えた人材を養成する。 

 二 教育研究に関する目的 

  イ 生物多様性及び環境保全の教育研究並びに最先端のバイオテクノロジーを応用して，安全で機能的な食資源の育種に関す

る教育研究を行う。 

  ロ バイオサイエンスを基盤とした革新的な食料生産技術体系を確立するための理論の構築と技術の発展を目的とし，教育研

究を行う。 

  ハ 健康と食品の関わり，食品素材の評価，生体調節成分の探索・機構解明及び食品の安全性に関する教育研究を行う。 

信州大学大学院法曹法務研究科規程 

（目的) 

第１条の２ 研究科は，次の各号に掲げる法曹養成に努めるとともに，そのための教育課程の不断の検証並びに教育研究の更なる

向上及び教育環境の快適な実現を図ることを目的とする。 

 一 法の支配に奉仕する豊かな人間性と高い倫理性を備えた法曹の養成 

 二 高度な専門的能力を持ち地域の経済・社会・行政に貢献できる法曹の養成 

 三 経済・経営に強い法曹の養成 

 四 科学技術の動向に対する知見を持った法曹の養成 

（出典：各学部規程及び各研究科規程） 

資料１－１－①－４「第２期中期目標期間における大学の基本的な目標」 

信州大学は，信州の豊かな自然と文化の中で，自然環境の保全，新しい文化の創造，人々の健康と福祉の向上，産業の育成と活

性化などを目指し，優れた教育研究を行うことによって，大学に求められている社会的使命を果たすことを理念としている。 

この理念のもとに，全学の構成員が新たな可能性に挑戦するための将来構想「信州大学ビジョン2015」を策定した。 

本学は，この将来構想に基づき，信州の歴史と立地条件を活かした個性豊かな学部が協働し，総合力と相乗効果を発揮させ，世

界へ飛翔する「オンリーワンの魅力あふれる地域拠点大学」の構築を目指し，第二期中期目標期間中において，以下の事柄に重点

を置いて取り組む。 

(1) 未来の社会を展望した有為な人材教育の実践 

学生の視点に立ち，高度専門職業人としての専門的知力の修得を支援するとともに，優れた社会的課題解決能力などの人間力

と豊かな人間性を備え，社会で指導的役割を果たしうる人材を育成する。 

(2) 地域に根ざし世界に拓く研究拠点の形成 

人類の知のフロンティアを切り拓き，自然との共存のもとに人類社会の持続的発展を目指した独創的研究を推進し，その成果

を広く提供することにより，地域と世界に貢献する。 

(3) 豊かな地域社会の創造に向けての協働と貢献 

信州にある唯一の総合大学として，県内全域に向けた教育・文化の拠点づくりや地域の産業振興，まちづくりなどに積極的に

関わっていく。 

(4) 社会環境の変化に柔軟に対応する大学経営の推進 

学長のリーダーシップのもと，社会環境の変化に柔軟に対応する自立的な大学経営を推進する。 

（出典：国立大学法人信州大学中期目標・中期計画一覧表P1） 

資料１－１－①－５「信州「知の森」づくりのための基本的な行動指針」 

1. 信州「知の森」の育成と発展 

 学生が生き生きと学び，教職員が教育，研究そして社会貢献に専念できる"まなびや"を構築し，「知の継承（教育）と新しい知の

創造（研究）」に力を注ぎ，風通しがよく，透明性の高い，大地にしっかりと根を張る信州「知の森」を育てます。  

2. 人と自然を愛する心豊かな学生 
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 学生には将来，グローバル社会で指導的役割を果たせるように，高度な専門的知識を修得させます。さらに信州の自然，文化な

どをいつくしむなかで環境マインドを育成するとともに，地域の人々とのふれあいを通して「自ら考え学び，問題を解決する力＝

人間力」を鍛え，優しさと逞しさを兼ね備えた人間性豊かな人材を育成します。  

3. 人間性と意欲に富む卓越した教員 

 教員は，一人一人が豊かな人間性を持って学生との相互信頼関係を構築するとともに，大学の社会的責務を自覚し，学内・地域

はもとより国内外の様々な機関との連携・協力のもとで，未来の創造に向かって挑戦していきます。また，自然との共存のもとに，

人類社会の持続的発展を目指した独創的研究を推進し，その成果を広く発信することにより，地域と世界の発展に貢献します。  

4. 豊かな経験と専門性を併せ持つ職員 

 全ての職員は，大学に課された使命を十分に理解し，大学全体を見渡すことができる幅広い知識と経験を身につけるとともに，

常に相手を思いやる気持ちを大切にし，高い倫理観に基づいて業務に携わるように努めます。さらに，前例に囚われず柔軟な発想

で新しい課題に積極的に取り組み，自己研鑽と創意工夫によって専門性を深めることを目指します。  

5. 安全かつ安心な地域社会の構築 

 信州大学は，総合大学である利点を活かして，人文，社会，自然の諸科学の有機的な知の融合により，安全かつ安心な社会の構

築に資する学術研究を推進するとともに，これらの分野の卓越した人材の育成に努めます。また，学生，教職員はもとより学外の

方々も安心して学び，集えるキャンパス環境を整備するとともに，地域社会の医療を担い，防災研究などに力を注ぎ，安全・安心

の拠点としての機能を果たします。  

6. スピーディで戦略的な経営 

 学長のリーダーシップのもと，大学の意思決定過程の迅速化と効率化を進めるとともに，経営資源を戦略的に運用し，中長期的

な展望に立った経営を行います。また，社会の変化に柔軟に対応できるよう教育研究理念をしっかりと保持した上で，組織の効率

的・効果的な運営の実現を目指します。  

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/plan_the_first.pdf P5） 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の目的並びに大学院の目的は，学則及び大学院学則に教育基本法並びに学校教育法第83条及び第99条の

主旨に沿った教育研究上の目的を定めており，大学及び大学院一般に求められる目的に適合している。また，大

学設置基準第２条，大学院設置基準第１条の２で要求される人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

は，各学部，各研究科の規程に定められており，それらは各学部，各研究科の特性に応じた内容となっている。

また，平成23年から平成25年の間に，学長主導のもとPLAN“the FIRST”を作成・公表し，このPLAN“the FIRST”

の実現に向け担当役員ごとにメソッドごとの進捗管理を行い，確実な推進を図っている。 

以上のことから，大学の目的並びに大学院の目的が明確に定められ，その目的が，大学及び大学院一般に求め

られる目的に合致していると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

○学長主導によるPLAN“the FIRST”の作成・公表と確実な推進 

  学長主導のもと PLAN“the FIRST”を作成・公表し，この PLAN“the FIRST”の実現に向けメソッドご

との進捗管理による確実な推進を図っている。 

 

【改善を要する点】 

該当なし。 
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区分２ 

第２ 教育研究組織 

 

評価項目２－１ 

  本学の教育研究に係る基本的な組織構成（学部及びその学科，研究科及びその専攻，その他の組織並びに教

養教育の実施体制）が，本学の目的に照らして適切なものであること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点２－１－① 

   学部及びその学科の構成（学部，学科以外の基本的組織を設置している場合には，その構成）並びに研究

科及びその専攻の構成（研究科，専攻以外の基本的組織を設置している場合には，その構成）が，学士課程，

大学院課程及び専門職学位課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

学部については，学則において教育研究上の目的を定めており（前掲資料１－１－①－１），この目的を達成

するため，８学部22学科13課程を置くとともに（資料２－１－①－１），各学部，学科及び課程の目的を定め，

教育研究活動を行っている（前掲資料１－１－①－３）。 

また，大学院については，大学院学則において教育研究上の目的を定めており（前掲資料１－１－①－１），

この目的を達成するため，８研究科34専攻を置くとともに（資料２－１－①－２），各研究科，専攻の目的を定

め，教育研究活動を行っている（前掲資料１－１－①－３）。 

資料２－１－①－１「学則（抜粋）」 

信州大学学則 
（学部） 

第４条 本学に，次の学部を置く。 
人文学部 
教育学部 
経済学部 
理 学 部 
医 学 部 
工 学 部 
農 学 部  
繊維学部 
（全学教育機構） 

第４条の２ 本学に，全学教育機構を置く。 
（系，学科又は課程） 

第９条 学部に，次の系，学科又は課程を置く。 
 人文学部 人間情報学科 

文化コミュニケーション学科 
 教育学部 学校教育教員養成課程 
      特別支援学校教員養成課程 
      生涯スポーツ課程 
      教育カウンセリング課程 
 経済学部 経済学科 
      経済システム法学科 
 理 学 部 数理・自然情報科学科 
      物理科学科 

化学科 
地質科学科 

      生物科学科       
物質循環学科  

医 学 部 医学科 
      保健学科 
 工 学 部 機械システム工学科 
      電気電子工学科 
      土木工学科 
      建築学科 
      物質工学科 
      情報工学科 
      環境機能工学科 
農 学 部  食料生産科学科 

      森林科学科 
      応用生命科学科 
 繊維学部 繊維・感性工学系   先進繊維工学課程 
                 感性工学課程 
      機械・ロボット学系 機能機械学課程 

バイオエンジニアリング課程
      化学・材料系    応用化学課程 
                材料化学工学課程 
                機能高分子学課程 

応用生物科学系      生物機能科学課程 
生物資源・環境科学課程 

（出典：学則） 
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資料２－１－①－２「大学院学則（抜粋）」 

信州大学大学院学則 
（研究科） 

第３条 本大学院に，次の研究科を置く。 
 人文科学研究科 
 教育学研究科 
 経済・社会政策科学研究科 
 理工学系研究科 
 農学研究科 
 医学系研究科 
 総合工学系研究科 
 法曹法務研究科 
（専攻） 

第５条 本大学院の研究科に，次の専攻を置く。 
 人文科学研究科 
   地域文化専攻 
   言語文化専攻 
 教育学研究科 
   学校教育専攻 
   教科教育専攻 
 経済・社会政策科学研究科 
   経済・社会政策科学専攻 
   イノベーション・マネジメント専攻 
 理工学系研究科 
   数理・自然情報科学専攻 
   物質基礎科学専攻 
   地球生物圏科学専攻 
   機械システム工学専攻 
   電気電子工学専攻    

土木工学専攻 
建築学専攻 
物質工学専攻 
情報工学専攻 
環境機能工学専攻 
繊維・感性工学専攻 
機械・ロボット学専攻 
化学・材料専攻 
応用生物科学専攻 

 農学研究科 
   食料生産科学専攻 
   森林科学専攻 
   応用生命科学専攻 
   機能性食料開発学専攻 
 医学系研究科 
 （修士課程） 
   医科学専攻 
 （博士課程） 
   医学系専攻 
   疾患予防医科学系専攻 
   保健学専攻 
 総合工学系研究科 
   生命機能・ファイバー工学専攻 
   システム開発工学専攻 
   物質創成科学専攻 
   山岳地域環境科学専攻 
   生物・食料科学専攻 
法曹法務研究科 

   法曹法務専攻  

（出典：大学院学則） 

【分析結果とその根拠理由】 

学部，学科及び課程は，大学の目的，社会のニーズ等に則して，学問領域ごとに学部，学科が構成されるとと

もに，それぞれの組織の目的は本学の目的に合致したものである。 

研究科及び専攻は，大学の目的，社会のニーズ等に則して，学問領域ごとに研究科，専攻が構成され，それぞ

れの組織の目的は本大学院の目的に合致したものである。 

以上のことから，学部，研究科等の構成は，本学における教育研究の目的を達成する上で適切なものであると

判断する。 

 

 観点２－１－② 

   共通教育（教養教育）の体制が適切に整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の共通教育を実施する組織として全学教育機構を設置し，47名の専任教員を配置している（大学現況表よ

り）。 

共通教育は，学長の最終責任の下，全学教育機構を中心として全学協力体制により実施している（資料２－１

－②－１）。本学は，長野県内５つのキャンパスに８学部が分散しているが，全学部１年次生（医学部医学科は２

年次生を含む）は，松本キャンパスにある全学教育機構において共通教育科目等を受講し，総合大学としての一

体感を作り出している。 

学長，教学担当理事,全学教育機構の執行部と各学部の評議員などによって構成された全学教育連携会議におい

て,本学の共通教育に係る必要な事項について協議し企画立案を行うほか，全学教育機構と各学部の連携協力及び
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連絡調整を円滑に行うとともに，全学教育機構の機構長，部門長と各学部等の教務委員長によって構成された全

学教育機構連絡調整会議において,共通教育に関わるカリキュラムの実施・改善について各学部との連絡調整を

行っている（資料２－１－②－２）。また，機構内に共通教育の運営等を担う共通教育企画実施部，学生の学習支

援その他の修学上の支援を行う共通教育修学支援部，共通教育の中長期的な実施計画を扱う共通教育検討委員会，

当面の共通教育を実施する上での課題を扱う教務委員会を設け，共通教育実施のための体制を整えている（資料

２－１－②－１，資料２－１－②－２）。 

また，松本キャンパス以外の高年次学生が松本キャンパスで開講する共通教育科目を，当該キャンパスで受講

するため，信州ユビキタスネットシステム（Shinshu Ubiquitous-Net System，以下「SUNS」という。）を利用し

た遠隔講義やe-Learningを活用した授業等を実施することにより，松本キャンパス以外の学生が共通教育科目を

受けることができる体制を整えている（資料２－１－②－３，資料２－１－②－４）。 

資料２－１－②－１「信州大学全学教育機構規程（抜粋）」 

信州大学全学教育機構規程 

（目的） 

第２条 機構は，信州大学（以下「本学」という。）が定める教育上の基本方針に基づき，本学の共通教育（各学部が編成する教

育課程のうち，本学学生に対する教養教育，基礎教育及び日本語・日本事情に係る教育について，全学協力体制のもとに，全学

共通に行う教育をいう。以下同じ。）及び教職関係５学部（人文学部，理学部，工学部，農学部及び繊維学部をいう。以下同じ。）

の教職教育(教育職員の免許状授与の所要資格を得させるための教育をいう。以下同じ。)の実施機関として，各学部と緊密に連

携し，全学的な見地から共通教育に係る教育課程の企画及び円滑な実施を図るとともに，本学が掲げる高度専門職業人養成の教

育目標を達成するため，学部一貫教育を前提に本学の教育に関する研究開発，企画及び支援を総合的に行うことを目的とする。

（全学協力体制等） 

第３条 共通教育及びこれを履修する学生（以下単に「学生」という。）の修学指導は，全学協力体制により実施するものとし，

各学部は，その実施体制の管理及び運営に責任を負うとともに，本学のすべての教員は，その構成員として共通教育の実施及び

学生の修学指導を担当することを任務とする。 

２ 機構は，前条の目的を達成し，次条に定める業務を遂行するため，附属図書館，総合健康安全センター，総合情報センターそ

の他の関係部局（以下「関係部局」という。）と有機的に連携するとともに，関係委員会等と緊密に連携協力する。 

（共通教育企画実施部） 

第10条 機構に，共通教育企画実施部を置く。 

２ 共通教育企画実施部は，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 共通教育に係る教育課程の企画及び立案に関すること。 

二 共通教育の授業担当者の選任に関すること。 

三 共通教育の授業の実施に関すること。 

四 専門科目と共通教育との実施上の調整に関すること。 

五 高年次共通教育及び日本語・日本事情に係る留学生教育の企画及び調整に関すること。 

（共通教育修学支援部） 

第11条 機構に，共通教育修学支援部を置き，学生の学習支援その他の修学支援に関する業務を行う。 

２ 共通教育修学支援部に，修学支援部門を置く。 

３ 共通教育修学支援部に責任者を置き，副機構長（修学支援担当）をもって充てる。 

（学長及び拡大役員会） 

第19条 共通教育の実施に係る最終責任は，共通教育担当教員（専任教員，兼任教員及び兼担教員をいう。）の任命権者である学

長が負う。 

２ 学長は，機構長を任命及び解任する権限を持つとともに，全学（すべての学部，学内共同教育研究施設等及び教員をいう。）

に対して共通教育への協力を要請し，必要に応じて共通教育担当教員の兼務等を命ずることができる。 

 （全学教育連携会議） 

第20条 本学に，本学の共通教育に係る必要な事項について協議し企画立案を行うほか，機構と各学部との連携協力及び連絡調整

を円滑に行うため，全学教育連携会議を置く。 

 （連絡調整会議） 

第21条 本学に，機構と各学部及び関係部局との間で，共通教育の実施及び改善に関する具体的な連絡調整を行うため，信州大学

全学教育機構連絡調整会議（以下「連絡調整会議」という。）を置く。 

２ 連絡調整会議は，副機構長（教育担当），共通教育企画実施部の各教育部門長及び各学部教務関係委員会委員長等で構成する。

（出典：信州大学全学教育機構規程） 
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資料２－１－②－２ 「全学教育機構組織図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全学教育機構提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料２－１－②－３「平成23年度におけるSUNS利用科目の開講状況」 

授   業   名 開設時期 担 当 教 員 受講者数

日本人のための日本語練習ゼミ【SUNS】 前期 加藤 鉱三 26 

キャリア形成論Ⅰ－本当の自分を理解するステップ－【SUNS】 前期 赤羽 貞幸 63 

キャリア形成論Ⅰ－本当の自分を理解するステップ－【SUNS】 前期 赤羽 貞幸 106 

現代ドイツの言語と日常ゼミ【SUNS】 前期 松岡 幸司 9 

物理学の世界【SUNS】 前期 矢部 正之 40 

Rによる統計学入門【SUNS】 前期 鈴木 治郎 23 

検索の科学【SUNS】 前期 鈴木 治郎 94 

ドイツ語初級（総合）Ⅰ【SUNS】 前期 松岡 幸司 20 

微分積分学Ⅰ【SUNS】 前期 高野 嘉寿彦 101 

発達と教育【SUNS】 前期(前半) 庄司 和史 17 

特別支援教育の理論【SUNS】 前期(後半) 庄司 和史 15 

英語基礎Ⅰ（たてなおし英語）【清泉女学院大学開講】【SUNS】 前期 田村 亮子（清泉女学院大学） 10 

英語基礎Ⅱ（たてなおし英語）【清泉女学院大学開講】【SUNS】 前期 田村 亮子（清泉女学院大学） 10 

日本国憲法【松本大学開講】【SUNS】 前期 眞次 宏典（松本大学） 1 

看護基礎理論【佐久大学開講】【SUNS】 前期 竹尾 惠子（佐久大学） 1 

生態学Ａ【長野大学開講】【SUNS】 前期 高橋 大輔（長野大学） 10 

国際看護学【長野県看護大学開講】【SUNS】 前期 宮越 幸代（長野県看護大学） 4 

環境文学のすすめ【SUNS】 後期 松岡 幸司 56 

日本人のための英作文練習ゼミ【SUNS】 後期 加藤 鉱三 31 

新聞と私たちの社会【SUNS】（信濃毎日新聞社寄附講義） 後期 加藤 鉱三 21 

キャリア形成論Ⅱ－自分の将来像を探るステップ－【SUNS】 後期 赤羽 貞幸 203 

キャリア形成論Ⅱ－自分の将来像を探るステップ－【SUNS】 後期 赤羽 貞幸 150 

現代ドイツ事情ゼミ【SUNS】 後期 松岡 幸司 8 

電子出版の現代【SUNS】 後期 鈴木 治郎 31 

ドイツ語初級（総合）Ⅱ【SUNS】 後期 松岡 幸司 17 

教職論【SUNS】 後期 坂本 保富 70 

微分積分学Ⅱ【SUNS】 後期 高野 嘉寿彦 76 

宗教と文学【清泉女学院大学開講】【SUNS】 後期 古橋 昌尚（清泉女学院大学） 3 

医用生体工学【諏訪東京理科大学開講】【SUNS】 後期 清水 俊治（諏訪東京理科大学） 6 

生態学Ｂ【長野大学開講】【SUNS】 後期 高橋 大輔（長野大学） 0 

機械システム工学通論【諏訪東京理科大学開講】【SUNS】 後期 専攻全教員（諏訪東京理科大学） 1 

地域社会とスポーツ【松本大学開講】【SUNS】 後期 吉田 勝光（松本大学） 1 

教育研究評議会 学長 

全学教育連携会議 

全学教育機構連絡調整会議 

全学教育機構長 

全学教育機構運営会議 

共通教育検討委員会 教務委員会 

共通教育企画実施部

共通教育修学支援部

副学長 各学部 

協議 

全学教育機構 
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※SUNS利用の他大学開講授業は単位互換により，「教養科目」の単位として認定。 

（出典：全学教育機構提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料２－１－②－４「平成23年度における共通教育『EA』科目（e-Learningのみで行う授業）の開講状況」 

授  業  名 開設時期 担当教員 受講者数

総合英語Ⅰ【EA】 前期 BONG HYUN KYUNG 9 

TOEIC英語Ⅰ【EA】 前期 花﨑 一夫 29 

アカデミック・イングリッシュⅠ【EA】 前期 近藤 富英 38 

キャンパスライフと健康【EA】 前期 川 茂幸 他 31 

情報科学演習【EA】 前期 鈴木 治郎 3 

総合英語Ⅱ【EA】 後期 BONG HYUN KYUNG 21 

TOEIC英語Ⅱ【EA】 後期 近藤 富英 25 

アカデミック・イングリッシュⅡ【EA】 後期 近藤 富英 58 

検索の科学【EA】 後期 鈴木 治郎 27 

アカデミック・イングリッシュⅠ【EA】 後期 花﨑 美紀 15 

力学【EA】 後期 天児 寧 10 

健康科学・理論と実践【EA】 後期 川 茂幸 他 63 

（出典：全学教育機構提供資料を基に経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

学長を責任者とした全学協力体制の下，全学部の１年次生（医学部医学科は２年次生を含む）が松本キャンパ

スにおいて共通教育科目を受講する体制が整備されている。全学教育機構を共通教育の実施機関として47名の専

任教員を配置するとともに，全学教育連携会議，全学教育機構連絡調整会議を設け，各学部との連携を図る体制

を有している。また，共通教育企画実施部，共通教育修学支援部，共通教育検討委員会，教務委員会など運営・

検討のための体制が整備されている。 

SUNS を用いた遠隔授業や e-Learning を活用した授業を実施することにより，松本キャンパス以外の高年次の

学生に対する共通教育科目の受講についても配慮している。 

以上のことから，共通教育の体制が適切に整備されていると判断する。 

 

 観点２－１－③ 

   附属施設，センター等が，教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は，総合大学としての教育研究等の目的を達成するため，28施設を設置している（資料２－１－③－１）。

これらの施設はそれぞれの設置目的に従って，教育研究活動に必要な施設設備やフィールドの提供，学生，教職

員等に対する各種の教育研究上のサービスの提供など，教育研究活動を推進するために活動している。 

また，各施設の教員が学部・大学院教育を担当しているほか（資料２－１－③－２），山岳科学総合研究所にお

いては山岳地域，湖沼地域におけるフィールド実習，附属病院においては医師，看護師等の医療人養成のための

臨床実習等，附属学校においては教員免許状取得のための教育実習，附属農場においては農学教育のための施設

提供や技術支援等の教育活動を担っている（資料２－１－③－３）。 

資料２－１－③－１「各附属施設・センター等の目的」 

各附属施設等名称 各附属施設等の目的 

附属図書館 

附属図書館の理念・目標に基づき，教育及び研究の活動に資するため，図書，雑誌，データベー
スその他の情報資料を収集し，整理し，及び保存して，信州大学の職員，学生等の利用に供すると
ともに，その他学術情報利用の円滑化に必要な活動を行うことにより，広く学術の発展に寄与する
ことを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/ 

総合健康安全センター 
信州大学の学生及び職員の健康，安全及び衛生を総合的に確保するとともに，環境保全並びに教

育研究及び職場の快適な環境の実現を図ることを目的とする。 
http://jimuwww.shinshu-u.ac.jp/swd/health/ 
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総合情報センター 
信州大学における情報化に係る施策を実施するとともに，情報技術に係る教育及び研究開発を行

うこと並びに国立大学法人信州大学情報戦略推進本部に係る業務を行うことを目的とする。 
http://www.center.shinshu-u.ac.jp/ 

高等教育研究センター 
学内共同教育研究施設として，本学における体系的な教育課程の構築を支援するとともに，教育

の質保証に係る戦略及び教学関連の施策実施のための手法に係る研究開発を行うことを目的とす
る。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/rche/ 

地域共同研究センター 
学内の異なる部局に所属する者が共同で行う研究並びに外部の機関との共同研究及び研究開発

等を推進することにより，信州大学の研究及び教育の進展を図るとともに，地域社会における技術
開発及び技術教育等の振興に資することを目的とする。 

http://www.crc.shinshu-u.ac.jp/index.html 

国際交流センター 

学内共同教育研究施設として，本学における外国人留学生に対する日本語等に関する教育の実
施，本学の学生の海外留学の促進，海外向け広報の強化，地域の国際化貢献及び国際協力連携等の
推進を図るとともに，大学全体としての国際交流の一貫性を確保するために，各部局との総合調整
及び全体方針の策定等全学の調整機能の強化を図ることを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/ 

ヒト環境科学研究支援セン
ター 

学内共同教育研究施設として，本学における遺伝子実験，動物実験，機器分析及び放射性同位元
素利用の各分野の有機的な連携を保ち，より高度な実験を，安全かつ効率的に実施するとともに，
各分野にわたり総合的な支援のできる人材育成を行い，もって本学における教育研究の向上と進展
に資することを目的とする。 

http://kikiweb2.shinshu-u.ac.jp/index.html 

山岳科学総合研究所 

本学の位置する信州の自然と社会を最適のフィールドとして，山岳及びそれに連なる里山におけ
る自然と人間の相互関係に関わる諸課題の解決を目指し，総合的かつ学際的な研究を推進し，新し
い学問領域「山岳科学」を創造するとともに，その成果を世界に発信することにより，21 世紀に
おける自然と人間の新たな関係の構築を目指し，あわせて本学における教育及び研究の進展並びに
地域の振興に資することを目的とする。 

http://ims.shinshu-u.ac.jp/ 

e-Learningセンター 
学内共同教育研究施設として，本学におけるe-Learning その他の情報通信技術を利用した教育

の実施に必要な支援を行うことを目的とする。 
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/e-L/ 

カーボン科学研究所 

世界的なカーボン科学の研究教育拠点として，カーボン関連の基礎科学を明らかにすることによ
り先駆的な研究を推進し，及び主に医用科学・バイオサイエンス及び応用材料工学の研究を重点的
に行うことにより電気電子，機械，化学，環境，医療，材料，エネルギー等の分野への一層の応用
を図り，それらの研究成果を高付加価値新産業の創出につなげるとともに，研究指導により次世代
のカーボン産業を担う世界レベルの若手研究者及び技術者を育成することを目的とする。 

http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/ 
サテライト・ベンチャー・ビ
ジネス・ラボラトリー 

本学において，ベンチャー・ビジネスの萌芽ともなるべき独創的な研究開発を推進するとともに，
高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成することを目的とする。 

http://www.svbl.shinshu-u.ac.jp/ 
イノベーション研究・支援セ
ンター 

学内外のイノベーションに係る研究を行うとともに，我が国の中小企業基盤整備機関及び長野県
内の商工観光機関等と連携して，本学の産学官連携支援組織の充実を図ることを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/im-center/ 

産学官連携推進本部 

大型資金等の獲得及び当該資金獲得後の研究開発管理に関する支援を行うこと，将来にわたる人
類社会の発展に寄与するため，産学官連携による研究を推進すること，創出される知的財産を社会
へ還元することにより，経済・社会の発展と産業界の活性化に貢献すること，地方自治体等との協
力のもと，地域連携を推進すること及び本学の安全保障輸出管理全体を把握し統一的にマネジメン
トを行うことを目的とする。 

http://jimuwww.shinshu-u.ac.jp/rcd/rcd/silo/ 

学生総合支援センター 
学生にとってわかりやすい一元的な学生支援体制の実現を目指し，職員が連携し，一体となって

学生生活全般の教育・指導を行うとともに，学生が社会的なニーズに対応するための支援を行うこ
とを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/ 

学生相談センター 
信州大学学生相談センター会議の下で，学生相談に対応するほか，学生の自殺を防止するために

必要な支援を行うことを目的とする。 
http://www.shinshu-u.ac.jp/news2/2012/04/post-147.html 

キャリアサポートセンター 
我が国の労働，経済状況を的確かつ迅速に把握し，学生が効果的な就職活動を展開するための支

援を行うことを目的とする。 
http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/careersupport/ 

アドミッションセンター 
入学試験委員会から付託を受けた事項について審議，検討を行い，その結果等を入学試験委員会

に報告及び提案するとともに，前条の目的を達成するために必要な業務を行う。 
Webサイトなし。 

教員免許更新支援センター 
教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第９条の３に規定する免許状更新講習の企画及び円

滑な実施を図ることを目的とする。 
http://kmksc.shinshu-u.ac.jp/ 

環境マインド推進センター 
本学における環境マインドを持った人材を育成するとともに，エコキャンパスの発展を通じて自

主的な環境保全・改善活動を推進することを目的とする。 
http://www.shinshu-u.ac.jp/iso14001/index.html 
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ファイバーナノテク国際若
手研究者育成拠点 

本学においてテニュア･トラック制（若手研究者が，任期付きの雇用形態で自立した研究者とし
ての経験を積み，厳格な審査を経て安定的な職を得る仕組みをいう。）に基づき，ファイバーナノ
テク若手研究者に競争的環境の中で，自立性及び活躍の機会を提供することを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/research/project/fiber-wakate/index.html 
エキゾチック・ナノカーボン
の創成と応用プロジェクト
拠点 

エキゾチック・ナノカーボン科学の構築とイノベーティブな機能発現を達成することにより，地
域の新産業創出の実現に資することを目的とする。 

http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/project1.html 

教育学部附属学校園 
教育基本法（平成18年法律第120号）及び学校教育法（昭和22年法律第26号）に則り，幼稚

園，小学校，中学校及び特別支援学校の教育を行うとともに，教育の理論及び実際に関する研究と
実証を行い，かつ，学部学生の教育実習を行う。 

附属長野小学校    http://cert.shinshu-u.ac.jp/sch/sho/fnagano/index.htm 
附属長野中学校    http://cert.shinshu-u.ac.jp/sch/chu/fnagano/index.html 
附属特別支援学校   http://cert.shinshu-u.ac.jp/tokushi/   
附属幼稚園      http://cert.shinshu-u.ac.jp/sch/youchi/fyouchi/index-j.htm 
附属松本小学校    http://cert.shinshu-u.ac.jp/sch/sho/fmatusho/fmatusho.htm 
附属松本中学校    http://cert.shinshu-u.ac.jp/sch/chu/fmatsu/matsujhs.htm 

教育学部附属志賀自然教育
研究施設 

高山地における自然科学の学術研究及び学生の実習並びに一般学生及び社会人の自然教育を行
うことを目的とする。 

http://cert.shinshu-u.ac.jp/shiga/ 
教育学部附属教育実践総合
センター 

地域社会との連携を図り，教育実践に関する理論的，実証的及び臨床的研究，開発を行うととも
に，実践的指導力を持った教員の養成並びに現職教員の研修に寄与することを目的とする。 

http://cert.shinshu-u.ac.jp/certx/ 

医学部附属病院 患者の診療を通じて医学の教育及び研究を行うものとする。 

http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/ 
農学部附属アルプス圏
フィールド科学教育研究セ
ンター 

フィールド科学の実践の場として，フィールドにおける生物生産技術及び環境管理技術に関する
教育研究を行うとともに，広く地域社会の発展に寄与するための社会教育を行うことを目的とす
る。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/institutes/afc/ 

繊維学部附属農場 
繊維原料・素材等に関する学術理論を技術化するとともに，フィールドサイエンスに関わる研

究・教育を通じて，豊かな人間性を有し，探求心旺盛で創造的な人材養成を行い，あわせて地域の
振興に寄与することを目的とする。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/farm/ 
繊維学部附属高分子工業研
究施設 

高分子工業の発展と技術の開発をはかるため，学部内各課程と協力し，高分子に関する総合的研
究を行い，産業の振興に寄与することを目的とする。 

Webサイトなし。 

（出典：各附属施設，センターの規程等を基に経営企画課にて作成） 

資料２－１－③－２「平成23年度における各施設等の教員による授業担当状況」 

施 設 名 

総
合
健
康
安
全
セ
ン
タ
ー 

総
合
情
報
セ
ン
タ
ー 

高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

地
域
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー 

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー 

ヒ
ト
環
境
科
学
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー 

山
岳
科
学
総
合
研
究
所 

カ
ー
ボ
ン
科
学
研
究
所 

産
学
官
連
携
推
進
本
部 

フ
ァ
イ
バ
ー
ナ
ノ
テ
ク
国
際
若
手
研
究
者
育
成
拠
点

医
学
部
附
属
病
院 

専任教員数 3 2 3 2 2 6 4 6 2 22 3 

学 部 40 0 17 0 30 6 24 3 0 40 0 

大 学 院 0 19 3 1 2 4 4 2 1 23 11 

（出典：シラバス及び学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料２－１－③－３「平成23年度における各施設を活用した実習等の状況」 

施   設   名 活用授業数 延べ受講者数 

山岳科学総合研究所 2 53 

教育学部附属学校 20 1,703 

教育学部附属志賀自然教育研究施設 1 268 
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医学部附属病院 64 5,137 

農学部附属農場 6 225 

繊維学部附属農場 3 80 

（出典：学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各附属施設等は，それぞれの目的に沿って活動するとともに，本学の教育研究組織の一部として教育活動等に

おいて重要な役割を担っている。 

以上のことから，附属施設，センター等が，教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっていると判断す

る。 

 

評価項目２－２ 

  教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され，機能していること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点２－２－① 

   教授会等が，教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。また，教育課程や教

育方法等を検討する教務委員会等の組織が，適切に構成されており，必要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 

学長，理事，副学長，学部長，研究科長，全学教育機構長をはじめとする評議員で構成する教育研究評議会を

毎月１回開催し，大学全体の教育研究に係る事項を審議している（資料２－２－①－１）。さらに，同評議会の下

に評議員で構成する教学専門委員会を設けて，学士課程教育の改善・充実，中期目標・中期計画の実施に関する

ことなどの重要事項を審議している（資料２－２－①－２）。大学院に関しては，平成24年度から大学全体の大

学院教育施策や大学院将来構想を検討し実現するための組織として，学長を座長とする大学院戦略会議を設ける

とともに，主に大学院教育の質の保証に関する施策検討とその推進を担う組織として教学担当理事を座長とする

大学院教務委員会を設置している（資料２－２－①－３，資料２－２－①－４）。 

また，各学部・全学教育機構・研究科は学則及び大学院学則に基づき（資料２－２－①－５），教授会及び研究

科委員会を設置し運営している。これらの教授会等は，信州大学教授会通則及び信州大学大学院研究科委員会通

則に基づく各学部教授会規程，各研究科委員会規程により，原則毎月１回開催され，教育研究活動に関わる事項

を審議している（資料２－２－①－６）。 

本学の共通教育に係る教育課程や教育方法については，学長が議長を務め各学部の代表者で構成する全学教育

連携会議で共通教育に係る方針や中長期的な実施計画を策定するとともに，信州大学全学教育機構教授会規程に

基づき全学教育機構教授会で審議・決定している（資料２－２－①－７，前掲資料２－１－②－２）。さらに，全

学教育機構内に共通教育の中長期的な実施計画を扱う共通教育検討委員会と，当面の共通教育を実施する上での

課題を扱う教務委員会を設置し，共通教育に係る教育課程や教育方法等を検討している。 

各学部等における教育課程や教育方法等を検討する委員会等は，原則として月１回開催し，教育課程の立案・

実施・点検・評価等の事項について審議し，教授会等へ報告している（資料２－２－①－８）。さらに，同委員会

等は，各部局におけるＦＤ活動，授業改善アンケート等の活動の実施主体を担っている。 
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資料２－２－①－１「国立大学法人信州大学教育研究評議会規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学教育研究評議会規程 

（審議事項） 

第２条 教育研究評議会は，本法人に設置する信州大学（以下「本学」という。）の教育研究に関する次の各号に掲げる事項について

審議する。 

 一 中期目標についての意見（本法人が国立大学法人法（平成15年法律第112号）第30条第３項の規定により文部科学大臣に対

し述べる意見をいう。）に関する事項（本法人の経営に関するものを除く。） 

二 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く。） 

三 学則（本法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

四 教員人事に関する事項 

五 教育課程の編成に係る方針に関する事項 

六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

七 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に係る方針及び学位の授与に係る方針に関する事項 

八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

九 その他本学の教育研究に関する重要事項 

第３条 教育研究評議会は，次の各号に掲げる評議員をもって組織する。 

一 学長 

二 学長が指名する理事 

三 副学長 

四 各学部長 

五 全学教育機構長 

六 法曹法務研究科長 

七 附属図書館長 

八 医学部附属病院長 

九 各学部教授会からの推薦に基づき，学長が指名する教授各２人 

十 全学教育機構教授会からの推薦に基づき，学長が指名する教授１人 

十一 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員 

（出典：国立大学法人信州大学教育研究評議会規程） 

資料２－２－①－２「教学専門委員会議題一覧」 

第１回 平成２２年６月１４日（月） 16:00～17:30 
１．教学専門委員会の定例会について 
２．審議事項の確認について 

第２回 平成２２年７月１４日（水） 16:00～17:45 
１．全学教育機構の課題について 
２．成績優秀学生の授業料免除について 
３．学生支援GPの今後について 

第３回 平成２２年９月８日（水） 15:00～16:15 
１．教学関係の新センター構想について 

第４回 平成２２年１０月１３日（水） 16:30～18:00 
１．教学関係の新センター構想について 
２．３年次編入学定員の取り扱い 
３．その他（学生指導に関して） 

第５回 平成２２年１１月１０日（水） 14:00～16:00 
１．第1期中期計画の反省と第2期中期計画期間での対応につ
いて 

２．平成２２年度計画進捗状況について 
３．入学式並びに卒業式の開催日について 

第６回 平成２２年１２月８日（水） 16:30～18:00 
１．学生定員の取り扱いについて 
２．学生の満足度調査について 
３．教育活動等の状況に係る情報の公表について 
４．その他（①学生支援GP について，②改正学芸員要請科目
に関する対応について） 

第７回 平成２３年１月１２日（水） 16:30～18:00 
１．第１期中期計画期間の教育研究の状況の評価結果について
２．各学部「学位授与の方針」並びに「カリキュラム・マップ」
の確認 

第８回 平成２３年２月９日（水） 16:30～18:00 
１．ＧＰＡについて 
２．アドミッションセンターの専任教員について 

第９回 平成２３年３月１０日（木） 16:30～18:00 
１．平成２２年度計画の実績報告について 

２．ＧＰＡ制度について 
３．その他（学生寮について） 

第11回 平成２３年５月１２日（木） 16:30～18:15 
１．ＧＰＡ制度について 
２．カリキュラム・ポリシーについて 
３．その他（中期目標・中期計画（平成23 年度計画）に関す
ることについて） 

第12回 平成２３年６月９日（木） 16:30～18:00 
１．第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果等
について 

２．ＴＡの活動内容について 
３．ＧＰＡ制度について 

第13回 平成２３年７月１４日（木） 16:30～18:15 
１．ＧＰＡ制度について 
２．大学の機関調査（IR:Institutional Research）データの
構築（案）について 

第14回 平成２３年９月１４日（水） 16:30～18:05 
１．ＧＰＡ制度の導入について 
２．大学の機関調査（IR：Institutional Research）について
３．カリキュラム・ポリシーについて 

第15回 平成２３年１０月１３日（木） 16:30～18:00 
１．学生の学修支援について 
２．カリキュラム・ポリシーについて 

第16回 平成２３年１１月８日（火） 16:30～18:10 
１．信州大学カリキュラム編成の方針・実施の方針について 
２．平成２３年度計画進捗状況報告書について 

第17回 平成２３年１２月８日（木） 16:30～18:05 
１．信州大学カリキュラム編成の方針・実施の方針について（確
認） 

２．平成２３年度中期計画「成績評価分布の公表方法について」
３．平成２４年度計画の策定について 
４．授業の土曜日開講について 

第18回 平成２４年１月１２日（木） 16:30～17:50 
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２．ＧＰＡ制度について 
第10回 平成２３年４月１３日（水） 16:30～18:10 

１．平成22年度計画の実績報告について 

１．信州大学教学の戦略について 
第19回 平成２４年２月９日（木）16:00～17:30 

１．平成２４年度計画（案）等の作成について 
２．秋入学について 
３．学生証のＩＣ化について 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料２－２－①－３「国立大学法人信州大学戦略企画会議規程及び国立大学法人信州大学大学院教務委員会規程

（抜粋）」 

国立大学法人信州大学戦略企画会議規程 

 （大学院戦略会議） 

第６条 戦略企画会議に，大学院戦略会議を置く。 

２ 大学院戦略会議は，本法人が設置する信州大学大学院の教育研究戦略に係る調査研究及び企画立案を行う。 

３ 大学院戦略会議に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

国立大学法人信州大学大学院教務委員会規程 

（職務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議し，必要な事項を処理する。 

一 本法人が設置する信州大学大学院（以下「大学院」という。）の教育の質保証に関すること。 

二 大学院の教学に係る中期計画の実施に関すること。 

三 その他大学院の教学に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 教学担当の理事 

二 高等教育研究センター長 

三 高等教育研究センター所属の大学院担当教員 

四 各研究科の教務に関する委員会の委員長又はこれに準ずる者 

五 学務課長 

六 その他委員会が必要と認めた者 

（出典：国立大学法人信州大学戦略企画会議規程及び国立大学法人信州大学戦略企画会議規程） 

資料２－２－①－４「大学院戦略会議及び大学院教務委員会の議題一覧」 

大学院戦略会議 

第１回 平成２４年７月４日（水） ９：30～10：00 

１．リーディング大学院について 

２．その他 

大学院教務委員会 

第１回 平成２４年５月２９日（火） 14：40～16：00 

１．大学院教務委員会について 

２．中期計画・年度計画の実施について 

３．信州大学大学院入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）（案）について 

４．信州大学大学院学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）（案）について 

５．大学院共通科目について 

６．その他 

・シラバスの充実について 

 ・履修プロセス概念図の公表について 

 ・大学院入試について 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料２－２－①－５「学則及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（教授会） 

第25条 各学部及び全学教育機構に，学部又は全学教育機構の教育又は研究に関する重要事項を審議するため，教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 
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信州大学大学院学則 

 （教育研究評議会） 

第10条 本大学院の管理，運営その他本大学院における重要事項の審議は，国立大学法人信州大学教育研究評議会（以下「教育研究

評議会」という。）において行う。 

（大学院研究科委員会） 

第11条 各研究科に，教育課程の編成，学生の入学及び退学その他の当該研究科における重要事項を審議するため，大学院研究科委

員会（法曹法務研究科にあっては，研究科教授会。以下「研究科委員会」という。）を置く。 

２ 研究科委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料２－２－①－６「信州大学教授会通則及び信州大学大学院研究科委員会通則（抜粋）」 

信州大学教授会通則 

 （審議事項） 

第３条 教授会は，当該学部に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程の編成に関する事項 

二 学生の入学，卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

三 学部長及び教員候補者の選考に関する事項 

四 その他学部の教育又は研究に関する重要事項 

信州大学大学院研究科委員会通則 

 （審議事項） 

第３条 委員会は，当該研究科に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程の編成に関する事項 

二 学生の入学，修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

三 研究科の教員の選考に関すること。 

四 その他研究科の教育又は研究に関する重要事項 

（出典：信州大学教授会通則及び信州大学大学院研究科委員会通則） 

資料２－２－①－７「信州大学全学教育機構規程及び信州大学全学教育機構教授会規程（抜粋）」 

信州大学全学教育機構規程 

（教授会） 

第17条 機構に，信州大学学則(平成16年信州大学学則第１号)第25条第２項の定めるところにより，信州大学全学教育機構教授会

（以下「教授会」という。）を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。  

（全学教育連携会議） 

第20条 本学に，本学の共通教育に係る必要な事項について協議し企画立案を行うほか，機構と各学部との連携協力及び連絡調整を

円滑に行うため，全学教育連携会議を置く。 

２ 全学教育連携会議の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 

信州大学全学教育機構教授会規程 

（審議事項） 

第３条 教授会は，機構に係る次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程の企画及び実施に関する重要事項 

二 教員候補者の選考に関する事項 

三 教育，研究その他機構の業務に関する重要事項 

（出典：信州大学全学教育機構規程及び信州大学全学教育機構教授会規程） 

資料２－２－①－８「各学部等における教育課程や教育方法等を検討する委員会等」 

部  局  等 委  員  会  等  名 
人文学部 学務委員会 

教育学部 実務委員会教務部会・教育課程委員会 

経済学部 教育企画委員会 

理学部 教務委員会 

医学部 医学教育センター会議（医学科），教務委員会（保健学科） 

工学部 学務委員会 

農学部 学務委員会 

繊維学部 教務委員会 

人文科学研究科 大学院委員会 

教育学研究科 実務委員会教務部会・教育課程委員会 

経済・社会政策科学研究科 経済･社会政策科学専攻運営委員会，イノベーション・マネジメント独
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立専攻FD委員会 

農学研究科 学務委員会 

理工学系研究科 修士課程小委員会，教員会議，大学院教務委員会 

医学系研究科 
修士課程委員会，大学院委員会（博士課程対象），保健学専攻大学院委

員会 

総合工学系研究科 教務委員会 

法曹法務研究科 学生委員会（学務関係チーム） 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の教育活動における重要事項は，教育研究評議会で審議している。学部，研究科等における教育研究活動

に関わる事項は，各学部の教授会，各研究科の研究科委員会において審議している。共通教育に関する事項は，

全学教育連携会議，全学教育機構教授会等において審議している。各学部・研究科等では，学務委員会等の委員

会や会議を設置し，教育課程や教育方法等を検討し，必要な教育活動が行われている。 

以上のことから，教授会等，教育課程や教育方法等を検討する組織が適切に構成されており，必要な活動が行

われていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

○全学教育機構の設置 

学長を最終責任者とした全学教育機構を設置し，47名の専任教員を配置して共通教育の企画・運営を実

施する体制を確立した。これにより，全学教育機構を中心とした全学協力体制による共通教育の実施体制

を確立している。 

 

【改善を要する点】 

該当なし。 
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区分３ 

第３ 教員及び教育支援者 

 

評価項目３－１ 

  教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点３－１－① 

   教員の適切な役割分担の下で，組織的な連携体制が確保され，教育研究に係る責任の所在が明確にされた

教員組織編制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の教員組織編制については，国立大学法人信州大学組織に関する規則において，学部，研究科等の教員組

織編制の基本的事項を規定している（資料３－１－①－１）。この基本的事項に基づき，学部，学科，系，課程又

は研究科，専攻を置くとともに（前掲資料２－１－①－１，前掲資料２－１－①－２），教育研究等の活動を行う

ための教員組織として，必要に応じて講座，部門及び分野を置いている（資料３－１－①－２）。 

各教員は基本的に学部に所属し教育研究活動に当たるとともに，研究科における研究指導等を担当している（資

料３－１－①－３）。さらに，全学教育機構を中心とした全学協力体制により松本キャンパスにおいて共通教育を

担当している（資料３－１－①－４，前掲資料２－１－②－１）。このように，教員の役割分担による組織的な連

携体制を確保している。 

また，部局長の下，副部局長や必要に応じて部局長補佐及び学科長（繊維学部においては系長又は課程長）等

を置き，それぞれの教員組織について責任をもって運営に当る体制を構築している（資料３－１－①－１，資料

３－１－①－５，資料３－１－①－６）。 

 資料３－１－①－１「国立大学法人信州大学組織に関する規則（抜粋）」 

国立大学法人信州大学組織に関する規則 

（信州大学の教育研究組織等） 

第２条 本法人に，学校教育法（昭和22年法律第26号）第２条第１項及び国大法第４条第２項の規定に基づき，信州大学を設置

する。 

２ 信州大学に，教育研究等の組織として学部，全学教育機構，大学院研究科，附属図書館，総合健康安全センター，総合情報セ

ンター，学内共同教育研究施設，医学部附属病院その他の組織を置く。 

３ 部局に，教育，研究，診療その他の活動を行うため，学科，課程，専攻，講座，部門，診療科その他の組織を置くほか，研究

プロジェクトその他特定の活動目的に応じ編制した組織を置くことができる。 

４ 部局の長（以下「部局長」という。）は，必要に応じ教授会又はこれに相当する委員会等の議を経て，前項の組織を編制する

とともに，責任者を置き，当該組織に所属する職員に対して，職務上必要な指示を行わせるものとする。 

５ 第３項の組織は，教育，研究等の活動に応じ複数の部局にわたり編制することができる。この場合において，組織の編制及び

責任者は，当該部局長が協議の上，前項の規定に準じて定める。 

６ 前３項に定めるもののほか，必要に応じ信州大学に他大学等機関と連携し，又は本法人以外の者を加え組織を編制することが

できる。この場合において，組織の編制及び責任者は，第４項の規定に準じて学長が定める。 

７ その他信州大学の教育研究組織等に関し必要な事項は，信州大学学則（平成16年信州大学学則第１号）及び信州大学大学院

学則（平成16年信州大学学則第２号）の定めるところによる。 

（定義） 

第３条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

一 法人本部 学長，理事，副学長，監事及びその直接指揮下にある部，スタッフ組織その他の執行組織をいう。 

二 部局 別表に定める組織をいう。 

（部局長の権限） 

第24条 部局長は，学長から命じられた業務及び部局の管理・運営その他の業務について部局職員を指揮・監督し，必要な業務

を命ずることができる。 
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２ 部局長は，教育研究上の事項について，部局職員に対して，必要な指示をすることができる。ただし，学部長である部局長に

あっては，重要な事項について，事前又は事後に教授会の承諾を得なければならない。 

３ 部局長と理事及び副学長との間の権限に関し疑義が生じた場合は，学長が決する。 

（出典：国立大学法人信州大学組織に関する規則） 

資料３－１－①－２「講座，部門及び分野一覧」 

学部又は研究科 学科，課程，専攻等 講座，部門又は分野等※ 

人間情報学科 △哲学・思想論講座，△心理学・社会心理学講座，△社会・情報学講座，

△歴史学講座 

人文学部 

文化コミュニケーション学

科 

△日本言語文化講座，△比較言語文化講座，△英米言語文化講座，△芸術

コミュニケーション講座 

教育学部 学校教育教員養成課程 

特別支援学校教員養成課程

生涯スポーツ課程 

教育カウンセリング課程 

△言語教育講座，△社会科学教育講座，△数学教育講座，△理科教育講座，

△技術教育講座，△家庭科教育講座，△音楽教育講座，△美術教育講座，

△スポーツ科学教育講座，△教育科学講座，△特別支援教育 

経済学科 △経済・社会の基礎講座，△社会システムと政策講座，△市場と情報講座，

△産業社会交流講座 

経済学部 

経済システム法学科 △経済活動の法とシステム講座，△公共システムと地域政策講座 

数理・自然情報科学科 △数理構造講座，△空間構造講座，△数理解析講座，△自然情報学講座 

物理科学科 △物性物理学講座，△素粒子・宇宙物理学講座 

化学科 △構造・計測化学講座，△反応・物性化学講座 

地質科学科 △地層科学講座，△地球物質科学講座 

生物科学科 △生体生物学講座，△進化生物学講座 

理学部 

物質循環学科 △地球システム解析講座，△生態システム解析講座 

医学科 ○組織発生学講座，○人体構造学講座，○病理組織学講座，○病理学講座，

○器官制御生理学講座，○統合生理学講座，○分子薬理学講座，○免疫・

微生物学講座，○免疫制御学講座，○分子細胞生化学講座，○内科学講座，

○小児医学講座，○皮膚科学講座，○画像医学講座，○外科学講座，○産

科婦人科学講座，○泌尿器科学講座，○運動機能学講座，○形成再建外科

学講座，○歯科口腔外科学講座，○麻酔蘇生学講座，○精神医学講座，○

脳神経外科学講座，○眼科学講座，○耳鼻咽喉科学講座，○遺伝医学・予

防医学講座，○衛生学公衆衛生学講座，○病態解析診断学講座，○法医学

講座，○救急集中治療医学講座，○地域医療推進学講座，○創薬科学講座

（連携講座），○神経難病学講座（寄附講座），○医学教育学講座（寄附講

座），○下部尿路医学講座（寄附講座）  

医学部 

保健学科 ○基礎看護学講座，○成人・老年看護学講座，○小児・母性看護学講座，

○広域看護学講座，○生体情報検査学講座，○病因・病態検査学講座，○

基礎理学療法学講座，○応用理学療法学講座，○基礎作業療法学講座，○

実践作業療法学講座 

機械システム工学科 計測制御システム工学教育分野，材料・設計システム工学教育分野，熱流

体システム工学教育分野 

電気電子工学科 エネルギー教育分野，エレクトロニクス教育分野，情報通信教育分野，機

能性単結晶材料創製研究部門（寄附研究部門） 

土木工学科 環境防災学教育分野，地域計画学教育分野，社会基盤工学教育分野 

建築学科 建築意匠設計教育分野，建築歴史計画教育分野，建築環境設備教育分野，

建築構造防災教育分野 

物質工学科 分子創成化学教育分野，材料創成化学教育分野，β糖質産業用ハイブリッ

ドリアクターシステム研究部門（寄附研究部門） 

情報工学科 コンピュータサイエンス教育分野，コンピュータエンジニアリング教育分

野 

工学部 

環境機能工学科 環境材料エネルギー学教育分野，環境計測制御学教育分野，環境機能物質

学教育分野 

食料生産科学科 △農学分野，△動物生産学分野 

森林科学科 △森林環境科学分野，△田園環境工学分野 

農学部 

応用生命科学科 △応用生物化学分野，△生物工学分野 

繊維学部 繊維・感性工学系 先進繊維工学課程，感性工学課程 
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機械・ロボット学系 機能機械学課程，バイオエンジニアリング課程 

化学・材料系 応用化学課程，材料化学工学課程，機能高分子学課程 

応用生物科学系 生物機能科学課程，生物資源・環境科学課程 

地域文化専攻  人文科学研究科 

言語文化専攻  

学校教育専攻  教育学研究科 

教科教育専攻  

経済・社会政策科学専攻  経済・社会政策科学

研究科 イノベーション・マネジメ

ント専攻 

△イノベーション・マネジメント講座，△先端技術と産業連携講座（協力

講座） 

数理・自然情報科学専攻  

物質基礎科学専攻  

地球生物圏科学専攻  

機械システム工学専攻 △計測制御システム講座，△材料・設計システム講座，△熱流体システム

講座 

電気電子工学専攻 △電子材料講座，△機能デバイス講座，△回路システム講座，△エネルギ

ー工学講座，△情報通信講座，△知覚工学講座，△モバイル制御講座（寄

附講座） 

土木工学専攻 △環境防災学講座，△地域計画学講座，△社会基盤工学講座 

建築学専攻 △建築意匠設計講座，△建築歴史計画講座，△建築環境設備講座，△建築

構造防災講座 

物質工学専攻 △応用有機化学講座，△応用物理化学講座，△無機・分析化学講座 

情報工学専攻 △情報基礎講座，△知能情報講座，△情報システム講座，△情報計測講座，

△情報メディア学講座，△情報セキュリティ学講座 

環境機能工学専攻 △環境材料エネルギー学講座，△環境計測制御学講座，△環境機能物質学

講座 

繊維・感性工学専攻  

機械・ロボット学専攻  

化学・材料専攻  

応用生物科学専攻  

理工学系研究科 

共通講座 △数理工学講座，△応用物理講座 

食料生産科学専攻  

森林科学専攻  

応用生命科学専攻  

農学研究科 

機能性食料開発学専攻 △機能性食料育種学講座，△食料機能解析学講座，△食料機能開発学講座，

△機能性食品創製学講座（連携講座） 

医科学専攻  

保健学専攻  

医学系専攻  

医学系研究科 

疾患予防医科学系専攻 ○分子細胞制御学部門，○個体機能制御学部門，○健康促進部門（協力・

連携部門） 

生命機能・ファイバー工学

専攻 

○生物機能科学講座，○ファイバー機能工学講座，○スマート材料工学講

座，○感性生産システム工学講座，○先端素材工学講座（連携講座），○

スマートデバイス産業技術総合研究所連携講座（連携講座） 

システム開発工学専攻 ○機械システム工学講座，○電気電子システム工学講座，○ナノカーボン

先端材料工学講座，○数理情報システム学講座 

物質創成科学専攻 ○物質解析科学講座，○分子基盤科学講座，○分子機能材料工学講座，○

極限材料工学講座 

山岳地域環境科学専攻 ○大気・水・生物環境科学講座，○地殻環境科学講座，○地域環境共生学

講座，○環境創生構築学講座 

総合工学系研究科 

生物・食料科学専攻 ○生物・生命科学講座，○食資源生産学講座，○食品科学講座，○食品創

製学講座（連携講座） 

法曹法務研究科 法曹法務専攻  

※ 講座，部門又は分野欄中，△は修士講座又は分野を，○は博士講座又は部門を示す。 

 （出典：信州大学の講座，部門及び分野に関する規程別表を基に経営企画課にて作成） 
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資料３－１－①－３「学部と研究科の関連

性」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経営企画課にて作成） 

資料３－１－①－４「平成24年度共通教育科目の各学部教員担当状況」 

担 当 教 員 の 所 属 学 部 等 
科 目 

全学教育機構 人文学部 教育学部 経済学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部 その他 非常勤 

教 養 講 義 102 30 9 15 9 3 7 12 8 11 10 

教 養 ゼ ミ ナ ー ル 49 10 6 9 6 2 3 0 0 7 6 

ｽﾎﾟｰﾂ実践 14 0 10 10 0 0 0 0 0 0 16 

外 国 語 175 14 5 0 0 0 20 0 4 2 291 

健 康 科 学 42 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 

新 入 生 ｾ ﾞ ﾐ ﾅ ｰ ﾙ 0 10 15 20 13 5 13 6 11 0 0 

基 礎 科 学 73 0 1 0 30 0 12 3 18 2 30 

日本語・日本事情 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

（出典：全学教育機構提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－①－５「学則及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（学部長） 

第17条 学部に，学部長を置き，その学部の教授会構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。 

（学科長） 

第18条 学部の学科に，学科長を置くことができる。 

２ 学科長は，その学部の教授会構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。 

 （系長及び課程長） 

第18条の２ 繊維学部の系に系長を，課程に課程長を置くことができる。 

２ 系長及び課程長は，繊維学部の教授会構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。 

信州大学大学院学則 

（研究科長） 

第９条 本大学院の各研究科（法曹法務研究科を除く。）に研究科長を置き，当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。た

だし，工学系研究科にあっては理学部長，工学部長又は繊維学部長を，総合工学系研究科にあっては理学部長，工学部長，農学

部長又は繊維学部長をもって充てる。 

２ 法曹法務研究科に研究科長を置き，当該研究科の教授をもって充てる。 

３ 前項の研究科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

４ 研究科長は，当該研究科に関する事項を掌理する。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料３－１－①－６「国立大学法人信州大学業務執行に関する規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学業務執行に関する規程 

（業務執行に伴う決定の基本原則） 

第２条 学長は，本法人を代表し，その業務に関する決定を行う。 

２ 学長は，国立大学法人法（平成15年法律第112号）第11条第２項各号に定める事項について決定をしようとするときは，国

立大学法人信州大学役員会（以下「役員会」という。）の議を経て，本法人としてその業務に関する決定を行う。 

３ 理事は，役員会の構成員として，本法人経営の決定に参画するほか，規則第20条に定める業務の執行に関し，本法人として
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の決定を行う。 

４ 副学長は，理事と共に本法人経営の決定に参画するほか，規則第20条に定める業務の執行に関し，学長の命により本法人と

しての決定を行う。 

５ 部局長は，規則第24条に定める部局の業務の執行に関し，決定を行う。 

（学科長に処理させる事項） 

第８条 学部長は，次に掲げる事項に関する業務を学科長に処理させることができる。ただし，学部長は，当該事項に関する業務

執行管理，指導監督及びその結果に対する責任を負わなければならない。 

一 教育課程の編成及び授業の実施に関する事項 

二 教育実習に関する事項 

三 学生相談に関する事項 

四 学生の就職に関する事項 

五 学生の団体，集会，催物，印刷物及び掲示に関する事項 

六 学生の健康管理に関する事項 

七 儀式その他諸行事に関する事項 

 八 その他学科長の職務に必要な業務 

（系長又は課程長に処理させる事項） 

第８条の２ 繊維学部長は，系に係る次に掲げる事項に関する業務並びに当該系及び各系との連絡調整の業務を系長に，課程に係

る次に掲げる事項に関する業務を課程長に処理させることができる。ただし，繊維学部長は，当該事項に関する業務執行管理，

指導監督及びその結果に対する責任を負わなければならない。 

一 教育課程の編成及び授業の実施に関する事項 

二 教育実習に関する事項 

三 学生相談に関する事項 

四 学生の就職に関する事項 

五 学生の団体，集会，催物，印刷物及び掲示に関する事項 

六 学生の健康管理に関する事項 

七 儀式その他諸行事に関する事項 

八 その他系長又課程長の職務に必要な業務 

（出典：国立大学法人信州大学業務執行に関する規程） 

【分析結果とその根拠理由】 

学部教員による研究科の兼務や共通教育の全学協力体制の構築等により，教員の適切な役割分担による組織的

な連携体制が確保されている。さらに，国立大学法人信州大学組織に関する規則等に基づき，教育研究に係る責

任の所在が明確にされた教員組織編制がなされている。 

以上のことから，教員の適切な役割分担の下で，組織的な連携体制が確保され，教育研究に係る責任の所在が

明確にされた教員組織編制がなされていると判断する。 

 

 観点３－１－② 

   学士課程において，教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。また，教育上主要と認め

る授業科目には，専任の教授又は准教授を配置しているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程を担当する専任教員数は，別添資料「大学現況票 区分３ 教員及び教育支援者」のとおりである。 

また，各学部等における教育上主要な科目の専任教員の配置状況は，専任の教授・准教授が大部分を担当して

いる（資料３－１－②－１）。 

資料３－１－②－１「授業科目の専任教員による担当状況」 

担 当 教 員 数 
学  部 授業数 

教授 准教授 講師 助教 非常勤 

人文学部 366 122 247 6 0 0

教育学部 812 383 270 24 93 42

経済学部 120 153 88 43 1 42

理学部 276 346 186 0 33 14

医学部医学科 60 182 135 80 189 210

※平成 24 年度開講授業

について，各授業を担

当する教員の「延べ人

数」をカウント。 
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医学部保健学科 237 218 148 50 98 8

工学部 474 293 339 6 82 73

農学部 191 295 129 7 130 16

繊維学部 363 180 170 0 23 22

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全ての学部，学科及び課程の専任教員数は，大学設置基準に照らして必要な教員数を確保している。また，教

育上主要と認める授業科目の大部分において，専任の教授又は准教授を配置している。 

以上のことから，学士課程において，教育活動を展開するために必要な教員が確保され，また，教育上主要と

認める授業科目には，専任の教授又は准教授を配置していると判断する。 

  

 観点３－１－③ 

   大学院課程及び専門職学位課程において，教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 

大学院課程を担当する研究指導教員及び研究指導補助教員数は，別添資料「大学現況票 区分３ 教員及び教

育支援者」のとおりである。 

なお，教育学研究科教科教育専攻においては，大学院設置基準の教科に係る「専攻」において必要とされる教

員数を「専修」に準用した場合，10専修中８専修において教員数を満たしていない（資料３－１－③－１）。 

大学院課程における授業科目の専任教員の配置状況は，専任の教授・准教授が大部分を担当している（資料３

－１－③－２）。 

法曹法務研究科（専門職学位課程）を担当する専任教員数は，別添資料「大学現況票 区分３ 教員及び教育

支援者」のとおりである。このうち，実務家教員については，実務経験と高度な実務能力を有する教員を配置し

ている（資料３－１－③－３）。また，法曹法務研究科（専門職学位課程）における授業科目の専任教員の配置

状況は，専任の教授・准教授が大部分を担当している（資料３－１－③－４）。 

資料３－１－③－１「教育学研究科における研究指導教員及び研究指導補助教員の状況」 

 現     員 基  準  数 

  教育学研究科 

教科教育専攻 

研究指導

教員数 うち教授数 

研究指導 

補助教員数
計 

研究指導

教員数 うち教授数

研究指導 

補助教員数
基準数計

国語教育専修 4 2 2 6 4 3 3 7

社会科教育専修 5 4 4 9 6 4 6 12

数学教育専修 3 2 2 5 4 3 3 7

理科教育専修 8 6 3 11 6 4 6 12

音楽教育専修 5 3 2 7 4 3 3 7

美術教育専修 2 2 3 5 4 3 3 7

保健体育専修 6 6 4 10 4 3 3 7

技術教育専修 3 2 1 4 3 2 2 5

家政教育専修 4 4 2 6 4 3 3 7

英語教育専修 2 2 3 5 3 2 2 5

 ※網掛け部分は基準数を満たしていないことを示す。                    （出典：大学現況表を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－③－２「大学院課程における授業科目の専任教員による担当状況」 

担 当 教 員 数 
研  究  科 授業数 

教授 准教授 講師 助教 非常勤 

人文科学研究科 89 58 90 3 － －

教育学研究科 298 177 80 8 28 5

経済・社会政策科学研究科 48 55 16 2 0 3

※平成24年度開

講授業につい

て，各授業を

担当する教員

の「延べ人数」

をカウント。 
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理工学系研究科 750 1,047 881 13 135 31

農学研究科 100 176 81 4 43 4

医学系研究科（修士（博士前期を含む。）） 114 172 101 24 19 8

医学系研究科（博士（博士後期を含む。）） 208 257 154 37 50 21

総合工学系研究科（博士後期） 226 140 80 0 2 5

（出典：各研究科提出資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－③－３「法曹法務研究科における実務家教員の配置状況」 

実務経験種別 人数 備    考 

弁護士 6 うちみなし専任教員は5名 

元弁護士 1  

元企業法務担当者 1  

（出典：法曹法務研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－③－４「法曹法務研究科における授業科目の専任教員による担当状況」 

担 当 教 員 数 
授業数 

教授 准教授 講師 助教 みなし教員 非常勤 

69 57 13 0 0 16 20 

（出典：法曹法務研究科提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

大学院課程の研究指導教員数及び研究指導補助教員数は，大学院設置基準に照らして，教育学研究科教科教育

専攻を除いて必要な教員数を確保している。また，授業科目の大部分において，専任教員が配置されている。 

教育学研究科教科教育専攻においては,大学院設置基準に定める教員数を満たしていない。さらに，専修ごとで

は,10専修中８専修において大学院設置基準に定める教員数を満たしていない。 

法曹法務研究科（専門職学位課程）の専任教員数は，専門職大学院設置基準に照らして必要な教員数を確保し

ている。また，授業科目の大部分において，専任教員が配置されている。 

以上のことから，大学院課程及び専門職学位課程において，教育学研究科教科教育専攻を除いて教育活動を展

開するために必要な教員が確保されていると判断する。 

 

 観点３－１－④ 

  本学の目的に応じて，教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

教員の年齢構成は，全体としてバランスのとれた構成となっている（資料３－１－④－１）。また，平成24年

度の女性教員の割合は12.4％，外国人教員の割合は3.1％となっている（資料３－１－④－２）。 

本学の目的に応じて，教員組織の活動をより活性化するための措置として，公募制・任期制，テニュア・トラ

ック制度，サバティカル・リーブ制度，女性教員支援制度，優秀教員表彰制度等を実施している。 

（１）公募制・任期制 

原則公募制による教員採用が行われるとともに（資料３－１－④－３，資料３－１－④－４），必要とする

部局において任期制が導入・運用されている（資料３－１－④－５，資料３－１－④－６）。 

（２）テニュア・トラック制度 

国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程に基づき学部ごと定めた運用内規により（資

料３－１－④－７），テニュア・トラック教員の採用を国際公募により行っている（資料３－１－④－８）。 

なお，同制度は，平成19年度に科学技術振興調整費の若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムに

採択されたファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点によるテニュア・トラック制度の実績を踏まえ実施

※平成24年度開講授業について，各授

業を担当する教員の「延べ人数」を

カウント。
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しているものである（資料３－１－④－９）。 

（３）サバティカル・リーブ制度 

平成20年度に信州大学サバティカル・リーブ実施要項を制定し（資料３－１－④－10），多くの部局でサ

バティカル・リーブ制度の実施または実施に向けた検討を行っている（資料３－１－④－11）。 

（４）女性教員等への支援 

本学における男女共同参画事業を推進するため，男女共同参画推進委員会を設置するとともに，平成 23

年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」の採択を受け，女性研究者支

援会議及び女性研究者支援室を設置した（資料３－１－④－12）。また，平成 23 年 11 月からは出産・子育

て・介護と研究が両立できるよう，学生等を研究者の補助として配置する研究補助者制度を開始するととも

に（資料３－１－④－13，３－１－④－14），平成24年１月には男女共同参画の推進を学内外に表明するた

め，信州大学男女共同参画宣言，信州大学女性教員比率向上のためのポジティブアクション等を制定し，女

性教員比率の向上に取り組んでいる（資料３－１－④－15）。 

（５）優秀教員表彰制度 

多くの部局においてベスト・ティーチャー制度等の優秀教員表彰制度が導入・運用されている（資料３－

１－④－16）。 

資料３－１－④－１「平成23年度における教員の年齢構成一覧表」 

 

教   員   数 
年齢区分 

教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

～24歳 0 0 0 0 0 0

25歳～34歳 0 6 7 59 5 77

35歳～44歳 5 133 32 212※ 2 384

45歳～54歳 120 133 22 28 0 303

55歳～64歳 212 29 3 7 1 252

65歳～ 22 1 2 0 1 26

合計 359 302 66 306 9 1042

（出典：経営企画課にて作成） 

※附属病院において，診療

等に当たる助教（96名）

を含む。 
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資料３－１－④－２「女性教員数及び外国人教員数」 

 

 

 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 
職名 

 
教員数 比率 教員数 比率 教員数 比率 教員数 比率 教員数 比率 

女性 20 5.5 18 5.0 19 5.3 20 5.6 19 5.5
教授 

外国人 3 0.9 4 1.1 3 0.9 5 1.4 5 1.5

女性 28 9.3 29 9.6 27 9.0 27 9.0 32 10.3
准教授 

外国人 21 7.0 19 6.3 19 6.4 20 6.7 19 6.1

女性 14 19.0 13 19.2 15 22.8 13 19.7 15 20.9
講師 

外国人 1 1.4 1 1.5 1 1.6 1 1.6 2 2.8

女性 47 17.3 53 18.4 52 17.3 62 20.3 58 19.8
助教 

外国人 7 2.6 7 2.5 8 2.7 7 2.3 6 2.4

女性 6 54.6 5 41.7 4 44.5 3 33.4 3 60.0
助手 

外国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性 115 11.2 118 11.4 117 11.3 125 12.0 127 12.4
合計 

外国人 32 3.1 31 3.0 31 3.0 33 3.2 32 3.1

（出典：人事課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

女性教員数 

外国人教員数 
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資料３－１－④－３「大学Webサイトへの教員公募情報の掲載」 

資料３－１－④－４「公募制による教員採用状況」 

部 局 名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

人文学部 3 3 2 1 1 

教育学部 4 8 10 3 3 

経済学部 0 4 1 2 2 

理学部 1 0 1 3 2(内1名は予定)

医学科 0 1 1 2 1 医学部 

保健学科 1 7 4 4 0 

工学部 1 3 4 3 2 

農学部 1 9 1 3 0 

繊維学部 3 2 2 0 2（予定） 

全学教育機構 10 6 2 6 6 

理工学系研究科 １ 0 0 0 0 

医学系研究科 0 0 1 0 0 

経済・社会政策科学研究科，農学研究科，総合工学系研究科及び法曹法務研究科は，採用実績なし。 

(出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－④－５「国立大学法人信州大学職員任免規程及び国立大学法人信州大学における教員の任期に関 

する規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学職員任免規程 

 （任期付採用） 

第７条 学長は，任期を定めて職員を採用することができる。 

２ 前項の職員の任期は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 任期規程により採用する者にあっては，任期規程に規定する任期 

 二 休職，育児休業，大学院修学休業又は自己啓発等休業（以下「休職等」という。）期間（育児休業期間には，育児休業をし

ている者が新たに妊娠し，引き続き産前産後休暇及び当該産前産後休暇終了後，引き続き育児休業を取得することを予定した

ときは，当該予定した産前産後休暇の期間又はこれに準ずるものとして学長が認める期間を含む。）中の者の代わりに期間を

定めて採用する者にあっては，当該休職等の期間の範囲内 

 三 労働基準法（昭和22年法律第49号）第14条第１項の規定により採用する者にあっては，同項に規定する期間の範囲内 

 四 国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程（平成23 年国立大学法人信州大学規程第101 号。以下「テニ

ュア・トラック規程」という。）により採用するものにあっては，テニュア・トラック規程に規定する任期 

３ その他職員の任期を定めて採用する職員に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/recruit/）
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国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は，大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第82号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づ

き，国立大学法人信州大学（以下「本法人」という。）における教員の任期に関し必要な事項を定める。 

（任期を定めて採用等をする教員の職等） 

第２条 任期を定めて採用，昇進又は配置換（以下「採用等」という。）をする教員の職等は，別表に定めるとおりとする。 

（出典：国立大学法人信州大学職員任免規程及び国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程） 

資料３－１－④－６「国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程に基づく任期制教員の採用状況」 

部 局 名 任期制の対象となる職 任期 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

医学部 准教授，講師，助教及び助手 5年 36 31 24 39 14 

医学系研究科 准教授，講師，助教及び助手 5年 2 1 3 2 0 

工学部 准教授，講師，助教及び助手 5年 1 4 6   

経済・社会政策科学研究科 准教授，講師，助教及び助手 3年 0 1 1 0 0 

理工学系研究科 准教授，講師，助教及び助手 5年 1 0 0   

（出典：人事課提供資料） 

資料３－１－④－７「国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程 

（テニュア・トラック制度の目的） 

第２条 テニュア・トラック制度は，優れた若手研究者をテニュア・トラック教員として採用し，公正かつ厳格な審査により，学

術上及び業務の遂行上優れた実績を認めることができる場合にテニュアを授与し，もって本法人の将来を担う優れた教員を育成

することを目的とする。 

（テニュア・トラック制度の学部等別導入の原則） 

第３条 学部等は，この規程に定めるテニュア・トラック制度の導入を，各々判断し決定する。 

（出典：国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程） 

資料３－１－④－８「テニュア・トラック制度による教員の採用状況」 

部  局  名 平成19･20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 19 4 1 － － 

工 学 部 － － － － 2 

農 学 部 － － － 3 － 

（出典：人事課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－④－９「テニュア・トラック教員のテニュア採用状況」 

部  局  名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 － － － 1 10 

（出典：人事課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－④－10「サバティカル・リーブ実施要項（抜粋）」 

信州大学サバティカル・リーブ実施要項 

（定義） 

第２条 この要項において，次に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 教員 教授，准教授，講師及び助教 

ニ 部局 各学部，全教育機構，医学部附属病院，各研究科及び各学内共同教育研究施設等専任教員が所属している部署 

三 サバティカル・リーブ 教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため，教員自らが研究目標を定めて一定の期間

にわたり研究に専念する以下の休暇等 

イ 研究専念休暇（研究活動に専念するための休暇） 

ロ 研究専念勤務（研究活動に専念するために研究を除く業務を免除する勤務） 

ハ 海外研究出張（公的及び私的資金（給与を含む）等を活用して海外研究機関での研究活動を行うための出張） 

ニ 国内研究出張（公的及び私的資金（給与を含む）等を活用して国内研究機関での研究活動を行うための出張） 

ホ その他各部局が所属教員の研究能力開発のために必要とする休暇又は勤務の態様 

（サバティカル・リーブの要件） 

第３条 サバティカル・リーブに従事することができる者は，原則として，本学の教員として勤務を開始した日から起算して７

年間継続勤務した者とする。ただし，次回以後にあっては，直前のサバティカル・リーブが終了した日の翌日から起算して７

年間継続勤務した者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間を有する教員にあっては，最後に当該期間の終了した日の翌日から起算して7 年

間継続勤務した者とする。 

一 原則として，６月以上の出張又はサバティカル・リーブの期間 
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ニ 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16 年４月７日国立大学法人信州大学規則第２号)第15 条第１項第５号に規定す

る休職の期間 

３ 前２項の規定にかかわらず，定年による退職の日以前５年間は，原則としてサバティカル・リーブに従事することができな

い。 

（サバティカル・リーブ期間） 

第４条 サバティカル・リーブに従事することができる期間は，原則として，２年以内の期間とする。 

（給与支援） 

第６条 サバティカル・リーブ期間中は，原則として給与を支給する。 

（出典：信州大学サバティカル・リーブ実施要項） 

資料３－１－④－11「サバティカル・リーブ制度等の導入・実施状況」 

サバティカル・リーブ制度の利用者数 

部  局  名 
導入

状況 
平成 

20年度 

平成 

21年度

平成 

22年度

平成 

23年度

平成 

24年度

その他 

人文学部 ○ 0 0 0 3 0  

教育学部 ×      現在検討中 

経済学部 ○ 1 1 0 1 0  

理学部 ×      現在検討中 

医学部 ×       

工学部 ○ 0 0 1 2 0 

若手教員の研究活動の活性化として「リフ

レッシュ派遣研究員制度」を実施している。

「若手教員研究費補助」の公募を行い，毎

年5，6名を採択し，研究費の配分をしてい

る。 

農学部 ○ － 0 0 0 0  

繊維学部 ○ 0 0 0 0 0  

全学教育機構 ×       

経済・社会政策科学研究科 ○ 0 0 0 0 1  

理工学系研究科 ○ 0 0 1 1 1  

農学研究科 ○ － 0 0 0 0  

医学系研究科 ×       

総合工学系研究科 ×       

法曹法務研究科 ×       

 （出典：各学部等提出資料を基に経営企画課にて作成） 

資料３－１－④－12「女性研究者支援に関する実施体制」 

 

 

（出典： 

http://www.shinshu-u.ac.jp/staff/femaleresearchers/） 
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資料３－１－④－13「出産・育児等を行う研究者への補助制度」 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/news2/uploaddocs/bosyuu.pdf） 

資料３－１－④－14「研究補助者制度の活用状況」 

部局名 平成23年度 平成24年度 

人文学部 1 1 

教育学部 4 3 

経済学部 1 1 

理学部 2 2 

医学部 2 4 

工学部 2 2 

繊維学部 4 3 

全学教育機構 2 2 

（出典：人事課作提供資料） 
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資料３－１－④－15「男女共同参画宣言等の制定」 

信州大学男女共同参画宣言 

平成23年12月21日

 国立大学法人信州大学

学長  山沢 清人

国立大学法人信州大学は，男女共同参画社会の実現に努め，これを自らの社会的責務とすることを宣言します。 

国際人権規約A規約（経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約）第3条は，「この規約の締約国は，この規約に定めるすべ

ての経済的，社会的及び文化的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する」と定めています。また，日本国憲

法第14条（法の下の平等）を実現するために，男女共同参画社会基本法前文は，「少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い，性別にかかわりなく，

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」が「二十一世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置

付け」，諸施策を講ずることを義務づけています。 

他方，わが国では現在も，男性優位社会の弊は依然として強く存在し，いたる所で散見されます。「知の森」づくりをめざす学問の

府であり自由平等な研究活動を目指す信州大学においても，この弊の存在は，ひとり例外ではありません。女性教職員は，職業生活

においても，家庭生活（育児・介護生活を含む）においても，大きな負担を背負っています。そして，学生たちは，このような社会

状況のなかで教育を受けています。 

信州大学は，不合理な性差別の是正と男女共同参画の推進を社会的要請と受け止め，総合大学としての特性を生かし，積極的に取

り組んでいきます。信州大学が男女共同参画を推進することが，男女ともに幸福をもたらすと同時に，多様性を尊重した持続可能な

社会の創成に寄与すると確信するからです。教育の場では，性差別を克服する教育を充実させ，男女共同参画の精神の涵養を含む人

間力を備えた優れた人材を育成し社会に送り出します。研究の場では，女性研究者が男性研究者とともに優れた研究環境を享受し卓

抜した成果を挙げ，人類社会に貢献していきます。医療の場では，女性医師や女性コメディカルが男性と対等に医療活動を担い，生

命と健康を尊重していきます。働く職場では，男女教職員が，仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を等しく享受できる

環境づくりを行うとともに，女性教職員の大学運営への参画を促進していきます。国際交流や地域社会等との連携の場では，多様な

文化と価値観の存在を尊重し，男女平等の社会づくりに叡智を尽くし貢献していきます。 

信州大学の女性教員比率向上のためのポジティブアクション 

平成23年12月21日制定

政府は，男女共同参画社会基本法に基づき，第3次男女共同参画基本計画（平成22年12月17日閣議決定）を策定し，その中で平

成32年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30％程度とし，大学教授等に女性が占める割合についても平成32年に30％と

することを目指しています。そこで信州大学は，この政策方針に配慮した女性教員比率を向上させるための積極的改善措置（ポジテ

ィブアクション）を実施し，以下の文言を教員公募要領に記載します。ポジティブアクションを実施する目的は，本学の男女共同参

画の実現に向けて，女性教員比率の向上が必要不可欠であるとの認識に基づき，女性研究者及び女性大学院生の教員募集への応募を

積極的に促し，女性教員の採用を増やし，男女間の教員比率を是正するためです。 

信州大学は男女共同参画を推進しており，業績等（研究業績，教育業績，社会的貢献ほか）及び人物の評価において同等と認めら

れた場合には女性を採用します。ただし，これは性別のみで優先的に採用することを認めるものではありません。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/danjo/declaration/及びhttp://www.shinshu-u.ac.jp/danjo/positiveplan/） 

資料３－１－④－16「優秀教員表彰制度の実施状況」 

部  局  名 優秀教員表彰制度等の実施状況 

教育学部，教育学研究科 平成21年度教育学部ベストティーチャー賞を実施した。自薦または他薦による申請で，西長野

キャンパスで開講している学部2-4年次生対象の授業を公開し，学部長，副学部長及び教育課程

委員会による選考委員会により選考を行った。22年度以降は実施していない。 

医学部 医学科において，２年次生から４年次生を対象に授業の分かりやすさ等に関する総合アンケー

ト（教員評価）を行い，その結果に基づき各学年ごとにベストティーチャー１名と次点１名を選

出する取組を平成23年度から開始した。選出結果は医学科会議で公表され，当該教員のモチベー

ションの向上に寄与している。 

工学部 教育活動については「ベストティーチャー賞」（毎年各学科等１名で，特に年齢制限はない）を

設けて，教員に対して受賞者によるＦＤセミナーを開催している。 

農学部 「学生による授業評価アンケート」結果に基づいて，毎年ベストティーチャー賞受賞対象教員

を選定（各学科１名）し，当該教員の授業のピアレビューを実施している。 

繊維学部 機能機械学課程，材料化学工学課程において，ベストティーチャー制度を設け，定期的に教員

の表彰を行っている。 

機能機械学課程では，学生の授業評価アンケートを毎回集計して点数化し，最も評価の高い授

業を行った教員に対して，「ベストティーチング賞」を毎年授与している．賞品はなく，賞状を授

与する。 

材料化学工学課程では，隔年で教員表彰を行っており，２～４年生が投票する。２年生までに

教えていない教員もいるので，２年生の票は参考とし，３～４年生の票を用いて選考する。なお

欠席者に対する再投票作業は行わない。開票作業はＦＤ委員会で行い，最高得点者１名を「最優
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秀授業教員表彰」の対象者とする。最高得点者が複数名出た場合には，それらの教員に対して決

選投票を実施する。学部卒業式終了直後に実施される学科の卒業式において，当該教員に課程長

から表彰状と記念品を贈呈する。副賞として，研究費が配分される。 

全学教育機構 共通教育の授業を担当している機構内外の教員を対

象に優れた授業を支援する「共通教育グッドプラクティ

ス」を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：各学部等提出資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員採用の公募制，任期制，テニュア・トラック制度，優秀教員表彰制度等が設けられている。特に女性研究

者への支援については，女性研究者支援会議及び女性研究者支援室を設置し，出産・子育て・介護と研究が両立

できるよう学生等を研究者の補助として配置する研究補助者制度の開始や，信州大学男女共同参画宣言，信州大

学女性教員比率向上のためのポジティブアクション等を制定するなど，女性教員比率の向上に向けた積極的な取

組を行っている。 

以上のことから，本学の目的に応じて，教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられている

と判断する。 

 

評価項目３－２ 

  教員の採用及び昇格等に当たって，明確な基準が定められ，適切に運用されていること。また，教員の教育

及び研究活動等に関する評価が継続的に実施され，教員の資質が適切に維持されていること。 

 

（３） 観点ごとの分析 

 

 観点３－２－① 

   教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ，適切に運用がなされているか。特に，学士課程において

は，教育上の指導能力の評価，また大学院課程及び専門職学位課程においては，教育研究上の指導能力の評

価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学では，信州大学教員選考基準を定めて全学的な教員の採用・昇任の基準としている（資料３－２－①－１）。

その基準第６条において各学部の教授会等は人事委員会を設けることとし，さらに第７条においては，各学部等

でこの基準に基づく運用に関する選考内規等を定めることができることとしている。これらに基づき，各学部等

においては，人事委員会を設置し，選考内規等を定めて選考基準を設けるなど，適切な運用に努めている。教員

の採用に関しては公募による募集を実施し,各学部等における選考委員会及び教授会での審議を経て教員選考を
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している（資料３－２－①－２）。 

教育研究上の指導能力に関する評価については，選考内規等への明記，公募の際に面接，模擬授業,教育研究に

関する抱負等を記述した資料の提出，それに基づいた審査を実施し，指導能力の評価を行っている（資料３－２

－①－３，資料３－２－①－４）。 

センター等における教員選考については,本学教員選考基準の他に,それぞれに教員選考内規を定め教員の選考

を行っている。選考にあたっては,提出書類の審査に加え,面接を実施し適切な評価を行っている（資料３－２－

①－５）。 

資料３－２－①－１「信州大学教員選考基準（抜粋）」 

信州大学教員選考基準 

 （教授の資格） 

第２条 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，本学における教育を担当するにふさわしい教育上の

能力を有すると認められる者とする。 

 一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業績を有する者 

 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

 三 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含

む。）を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

 四 大学において教授，准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者 

 五 芸術，体育等については，特殊な技能に秀でていると認められる者 

 六 専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 （准教授の資格） 

第３条 准教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，本学における教育を担当するにふさわしい教育上

の能力を有すると認められる者とする。 

 一 前条各号のいずれかに該当する者 

 二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。）のある

者 

 三 修士の学位又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有

する者 

 四 研究所，試験所，調査所等に在職し，研究上の業績を有する者 

 五 専攻分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 （講師の資格） 

第４条 講師となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 一 第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 

 二 その他特殊な専攻分野について，本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 

（助教の資格） 

第４条の２ 助教となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，本学における教育を担当するにふさわしい教育

上の能力を有すると認められる者とする。 

 一 第２条各号又は第３条各号のいずれかに該当する者 

 二 修士の学位（医学を履修する課程，歯学を履修する課程，薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを

主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については，学士の学位）又は学位規則第５条の２に規定する

専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者 

 三 専攻分野について，知識及び能力を有すると認められる者 

 （助手の資格） 

第５条 助手となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 

 （人事委員会） 

第６条 教授会及び研究科委員会（法曹法務研究科にあっては，研究科教授会。以下同じ。）は，本学及び当該学部等が掲げる理

念・目標に沿った個性ある教育研究の確立とその活性化に向けた教員組織の充実を図るため，人事委員会を置くものとする。 

 （その他） 

第７条 教授会及び研究科委員会は，この基準の運用に関し，必要な内規等を定めることができる。 
（出典：信州大学教員選考基準） 
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資料３－２－①－２「教員採用に関する関連図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－２－①－３「教員の採用・昇任における基準等の制定状況及び教育研究上の指導能力評価実施状況」 

指 導 能 力 評 価 実 施 状 況 
部局名 

基準等の

制定状況 実施の有無 実  施  内  容 

人文学部 ○ ○ 教員の採用に当たっては，公募時に当該分野の教育と研究のコンセプトを別紙にて

提示し，求める人材像を非常に明確に定めている。また，人事委員会を設け，提出さ

れた研究・教育業績，教育・研究の抱負，担当授業のシラバスなどを厳しく査定する

ほか，模擬授業による指導能力の評価と，面接による求める人材像との一致の程度に

ついて評価を行っている。 

昇進時にも，人事委員会を設け，研究・教育業績の審査，授業参観を実施し，昇進

が適当かどうか評価を行っている。 

教育学部 ○ ○ 書類審査(業績，履歴，抱負など)，面接，模擬授業を実施している。 

経済学部 ○ ○ 教員人事については規程及び申し合わせが明文化され，それに準拠した運営がなさ

れている。また，昇任人事は，研究上の業績に加えて，教育上の実績･能力の評価を

あわせて行い，最終的に判定している。 

理学部 ○ ○ 候補者の履歴書，研究の概要，着任後(昇任後)の抱負，業績リストの提出を義務づ

けている。学科によっては面接を行っている。 

医学部 ○ ○ 公募時の提出資料として今後の抱負を求めるとともに，選考時に講演会を実施する

など，指導能力等の評価を行っている。 

工学部 ○ ○ 採用・昇格時の抱負，計画書の提出，面接を実施している。 

農学部 ○ ○ 採用試験に面接，プレゼンテーションを実施している。 

繊維学部 ○ ○ 教員採用及び昇任に際し，該当者に提出させる業績調書に教育上の実績に関する自

己評価欄を設け，人事委員会による面接において教育に関する抱負を述べさせ選考の

判断材料としている。 

全学教育機構 ○ ○ 採用時に教育に関する抱負および計画を文書で提出させるほか，二次選考として面

接および模擬授業を実施している。 

法曹法務研究科 ○ ○ 研究業績・教育経歴・実務経歴・経験等を記載した書類の審査，面接，模擬授業実

施等を総合して行っている。 

（出典：各学部等提出資料を基に経営企画課にて作成） 

※組織名称等については各部局において異なる。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成）
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学部長 

人事案件の発議 

選考委員会 

公募/候補者選考・推薦 

応募者 
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資料３－２－①－４「教員公募情報の事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/news/2011/10/2441231118.html#044718） 

資料３－２－①－５「信州大学総合情報センター教員選考内規（抜粋）」 

信州大学総合情報センター教員選考内規 

（候補適任者の選定） 

第７条 委員長は，候補適任者の選定に当たっては，選考委員会に当該候補者に関する次の資料を提出するものとする。 

一 履歴書 

二 研究業績及び研究業績目録 

三 その他必要な資料 

２ 選考委員会は，前項の資料により審議した後，面接考査を行い，候補適任者１人を選定する。 

（出典：信州大学総合情報センター教員選考内規） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では，教員の採用や昇格の基準として信州大学教員選考基準を定め，この規程に基づき人事委員会の設置

や選考内規等を制定し，教員選考等を行っている。また，教育研究上の指導能力に関する評価については，選考

基準等への明記や，公募の際の面接や模擬授業，教育研究に関する抱負等を記述した資料の提出等を求め,それに

基づいた審査を実施し，指導能力の評価を行っている。 

 センター等においても,選考内規を定めるとともに,提出書類の審査に加え面接を実施し，教員選考を適切に行

っている。 

 以上のことから，教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ，適切に運用されており，教育研究上の指導

能力の評価が行われていると判断できる。 
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 観点３－２－② 

   教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また，その結果把握された事項に対

して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，教員業績評価・給与査定制度を定め，教員に年１回，教育・研究・社会活動（対外活動・社会連携）・

大学運営の４分野（医学部附属病院にて診療に従事する教員にあっては，診療分野を含め５分野）の業績につい

て自己申告書を提出させている。その申告書は，各学部等の業績審査委員会による業績評価を経て，全学業績評

価委員会による業績評価が行われ，その結果を給与査定に反映させている（資料３－２－②－１）。この他に，資

料３－２－②－２のとおり各学部等独自の取組が行われている。 

資料３－２－②－１「国立大学法人信州大学教員業績評価・給与査定制度（抜粋）」 

国立大学法人信州大学教員業績評価・給与査定制度 

Ⅰ 国立大学法人信州大学教員業績評価・給与査定制度の趣旨・目的及び概要 

１ 趣旨・目的 

（１）国立大学法人信州大学（以下「本学」という。）は，その理念及び目標を達成することを目指し，教育・研究・診療・社

会活動（対外活動・社会連携）・大学運営等に関する教員の勤務及び活動の一層の向上を推進するために，業績評価及び給与

査定を行う。とくに，教育に関する取り組みについて，意を尽くした業績評価を行うことを要する。 

（２）また，本学は，この教員業績評価・給与査定制度を，“教員の育成と適切な任用”及び“勤務及び活動に対する適切かつ

公正な処遇”に役立てるとともに，“教員の勤務及び活動意欲の向上”を図るために行う。 

（３）本学は，教員業績評価・給与査定制度の方法を常に改善するとともに，自己点検・評価と相俟って，教員の勤務及び活動

のあり方の改善を図ることに務めるものとする。 

（４）本学は，国立大学法人信州大学職員就業規則（以下「就業規則」という。）第11条（勤務評定）及び第28条（給与）に基

づき，教員業績評価規程を設け，これに基づき教員業績評価を行い，この業績評価を給与に反映させる。 

（５）本学は，教員業績評価・給与査定の結果を，適切な方法で，対象教員にフィードバックし，教員の意欲と資質の向上を図

ることに務める。すなわち，学長又は部局長は，対象教員に当該する教員業績評価・給与査定の個別結果を通知するととも

に，全学及び部局の教員業績評価・給与査定の結果の概況を全学及び部局に報告し，これを以て対象教員個別の参考に供す

る。 

２ 概要 

業績評価を受けた教員の昇給号給数は次の通りとする。 

Aの業績評価を受けた教員：８号給（ただし55歳を超える教員は４号給） 

Bの業績評価を受けた教員：６号給（ただし55歳を超える教員は３号給） 

Cの業績評価を受けた教員であって（３）①に該当する教員：３号給（ただし55歳を超える教員は２号給） 

Cの業績評価を受けた教員であって（３）②及び③に該当する教員：４号給（ただし5歳を超える教員は２号給） 

Dの業績評価を受けた教員：２号給（ただし55歳を超える教員は１号給） 

Eの業績評価を受けた教員：０号給 

３ 教員業績評価の総合評価階層の算定基準 

上記１の重みによって算定された教員業績評価の総合評価の階層は，Ⅴ，Ⅳ，Ⅲ，

Ⅱ及びⅠの５階層とし，その算定基準は下記の総合点の範囲とする。この基準は，全学

一律であり，部局で変更することはできない。 

総合評価 合計点 

Ⅴ 401～500 

Ⅳ 301～400 

Ⅲ 201～300 

Ⅱ 101～200 

Ⅰ 0～100 

（出典：国立大学法人信州大学教員業績評価・給与査定制度（平成23年度版）） 

資料３－２－②－２「学部等独自に行う教員の業績に関する評価結果を反映する取組事例」 

部局名 取  組  内  容 

工学部 

ベストティーチャー賞受賞者へ研究費の配分を行っている。 

信州大学工学部ベスト・ティーチャー賞に関する申合せ 

（賞の授与） 

第７条 学部長は，受賞者に，賞状と副賞を授与する。 

２ 副賞は，学部長裁量経費から別に定める額の研究費の配分とする。  
繊維学部 材料化学工学課程において，ベストティーチャー賞受賞者に副賞として，研究費を配分している。 

全学教育機構 
共通教育の授業を担当している機構内外の教員を対象に優れた授業を支援する「共通教育グッドプラクティ

ス」に採択された教員への教育改善経費の配分を行っている。 
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（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

全学的な教員業績評価・給与反映制度が定められ，教員への教育・研究等に対する業績評価とその結果の給与

への反映が行われている。また，その他に，各学部等独自の教員業績評価と評価結果を研究費の配分に反映させ

る等の取組が行われている。 

 以上のことから，教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われており，その結果把握された事項 

に対して適切な取組がなされていると判断する。 

 

評価項目３－３ 

  教育活動を展開するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点３－３－① 

   教育活動を展開するために必要な事務職員，技術職員等の教育支援者が適切に配置されているか。また，

TA等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学は，学務課，学生支援課，国際交流課を設置し，全学的な教育課程，課外活動，就職，留学に関する業務

を行っている（資料３－３－①－１，資料３－３－①－２）。学務課には共通教育の授業支援，教務に関すること

等を担う組織として共通教育支援室を，全学の大学院に関する業務と総合工学系研究科の事務を所掌する大学院

室を設置している。この他に，全学的な教育活動を展開するために附属図書館，総合健康安全センター，総合情

報センター，e-Learning センターに専門的知識技能を有する職員を配置している（資料３－３－①－３）。さら

に，学部・研究科に教育活動を展開するために必要な職員をそれぞれ配置している（資料３－３－①－４）。 

本学では教育補助者として，TAを雇用するとともに，学部等によっては助手を雇用し，実験，実習及び演習等
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の教育補助業務などに活用している（資料３－３－①－５，資料３－３－①－６，資料３－３－①－７）。 

資料３－３－①－１「国立大学法人信州大学業務執行組織規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学業務執行組織規程 

第25条 学務課においては，全学教育機構，高等教育研究センター，e－Learningセンター，教員免許更新支援センター（教

育学部の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。）及び学務部に関する次の業務をつかさどる。 

一 学務部内の事務に関し，連絡し，及び総合調整を行うこと。 

二 庶務及び会計に関すること。 

三 入学式その他学生の諸行事に関すること。 

四 学生関係職員のＳＤ（スタッフ・デベロップメント）に係る企画・立案及びその実施に関すること。 

五 全学の教務に関すること。 

六 学生の学籍その他の記録に関すること。 

七 学位の授与に関すること。 

八 教育課程に係る目標及び計画の連絡調整に関すること。 

九 他の大学等との単位の互換に関すること。 

十 全学の学務情報システムに関すること。 

十一 諸会議の連絡調整に関すること。 

十二 教育・学生支援連携会議の運営に関すること。 

十三 その他全学教育機構，高等教育研究センター，e－Learning センター及び教員免許更新支援センターの業務執行及

び運営に関すること。 

十四 前各号に掲げるもののほか，学務部の他の所掌に属しない事務を処理すること。 

２ 学務課の共通教育支援室においては，次の業務をつかさどる。 

一 共通教育の授業支援に関すること。 

二 共通教育の教務に関すること。 

三 学生の学習相談及び修学指導に関すること。 

四 共通教育に係る点検･評価に関すること｡ 

五 全学教育連携会議等の諸会議の連絡調整に関すること。 

六 環境マインド教育支援に関すること。 

３ 学務課の大学院室においては，次の業務をつかさどる。 

  一 大学院の事務の総括及び全体調整に関すること。 

  二 大学院の教務に関すること。 

  三 大学院の入学者選抜の総括及び広報に関すること。 

  四 大学院戦略会議及び信州大学大学院教務委員会に関すること｡ 

  五 大学院の教育課程に係る目標及び計画の連絡調整に関すること。 

  六 大学院における他の大学等との単位の互換に関すること。 

  七 理工学系研究科長，工学系研究科長及び総合工学系研究科長の事務に関すること。 

  八 前各号に掲げるもののほか，大学院に関する事務を処理すること。 

４ 学生支援課においては，次の業務をつかさどる。 

一 学生総合支援センターの業務執行及び運営に関すること。 

二 キャリアサポートセンターの業務執行及び運営に関すること。 

三 学生相談センターの業務執行及び運営に関すること。 

５ 入試課においては，次の業務をつかさどる。 

一 入学者の選抜に関し連絡し，及び総合調整を行うこと。 

二 入学者選抜方法の改善に関し企画立案を行うこと。 

三 学生募集に関すること。 

四 アドミッションセンターの業務執行及び運営に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか，入学者の選抜に関する事務を処理すること。 

６ 国際交流課においては，次の業務をつかさどる。 

一 国際交流センターの業務執行及び運営に関すること。 

二 松本国際交流会館の業務執行及び運営に関すること。 

（出典：国立大学法人信州大学業務執行組織規程） 

資料３－３－①－２「学務課，学生支援課，国際交流課の職員数」 

学  務  課 学 生 支 援 課 

 うち共通教育 

支援室 
うち大学院室 

 うちｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾ

ﾝﾀｰ 

国際交流課

33 8 4 17 6 8 

注：左記職員数には，非常勤職員

が含まれています。なお，学務

課所属のe-Learning センター

担当職員は含まれていません。

（出典：経営企画課作成資料） 
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資料３－３－①－３「附属図書館，総合健康安全センター，総合情報センター，e-Learningセンター職員数」 

区  分 附属図書館注3 総合健康安全センター 総合情報センター e-Learningセンター

松本キャンパス 36（23） 12（7） 5（3）注4 5（3） 

長野キャンパス（教育）   5（4） 2（2） － 2（2） 

長野キャンパス（工学）   6（4） 1（1） 2（2） 1（1） 

南箕輪キャンパス 4（2） 2（2） － － 

上田キャンパス  5（3） 2（2） － － 

  注1.（ ）内の数字は，専門的知識技能等を有する職員数を表す。 

  注2：上記職員数には，非常勤職員が含まれています。 

注3：なお，附属図書館時間外開館で雇用する職員は含まれていません。 

注4：医学部附属病院担当者4名は含まれていません。                  （出典：経営企画課作成資料） 

資料３－３－①－４「学部・研究科の学務担当窓口の職員数」 

人文学部 

人文科学研究科 

教育学部 

教育科学研究科 

経済学部 

経済・社会政策科学研究科 

理学部 

理工学系研究科(松本ｷｬﾝﾊ゚ ｽ)

医学部 

医学系研究科 

工学部 

理工学系研究科(長野ｷｬﾝﾊ゚ ｽ)

農学部 

農学研究科

繊維学部 

理工学系研究科（上田ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）

6 13 11 15 18 13 14 14 

                                             （出典：経営企画課作成資料） 

資料３－３－①－５「助手在職数とTA採用数」 

年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

助手数 13 11 12 9 9 5

TA採用数 674 737 811 871 879 518

（出典：人事課提供資料） 

資料３－３－①－６「信州大学ティーチング・アシスタント実施要項（抜粋）」 

信州大学ティーチング・アシスタント実施要項 

 （目的） 

第２ TAは，本学大学院の優秀な学生に対し，教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ，これに対する手当支給により，当該

学生の処遇の改善に資するとともに，大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図ることを目的とする。

 （身分） 

第３ TAは，非常勤職員とする。 

 （職務内容） 

第４ TAは，学部学生，修士課程の学生及び博士前期課程の学生に対する実験，実習及び演習等の教育補助業務に従事する。

（出典：信州大学ティーチング・アシスタント実施要項） 

資料３－３－①－７「各学部等におけるTAの業務内容」 

授業時間内の業務内容 授業時間外の業務内容
部局名 

A B C D E F G H a b c d e
その他の業務内容 

人 文 学 部 ○    ○ ○  ○ ○     授業時間外の学生の質問への対応 

教 育 学 部 ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  

経 済 学 部 ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○   

理 学 部 ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○  ○ ○  

医 学 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

工 学 部 ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○  ○ 図書館における学習方法指導（ラーニング・アドバイザー） 

農 学 部  ○   ○ ○ ○  ○    ○  

繊 維 学 部 ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○  ○  

全学教育機構 ○ ○ ○   ○ ○   ○   ○ 実習・実験時の安全確保 

    授業時間内の業務内容  

A．資料の配付  B．機器の操作  C．出欠の管理  D．試験監督補助  E．討論への参加   

F．学生の質問への対応  G．実験・実習などの実演  H．発声・会話の指導 

    授業時間外の業務内容  

a．資料のコピー，保存  b．教室のメンテナンス(空調,照明,施錠等)   

c．レポート課題の作成・採点補助  d．教材の作成補助  e．実験・実習の準備 

 (出典：各学部等のデータを基に経営企画課にて作成) 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は，全学的な教育支援組織として学務課，学生支援課，国際交流課を設置し必要な職員を配置するととも
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に，附属図書館，総合健康安全センター，総合情報センター，e-Learningセンターを設置し，専門的知識技能を

有する職員を配置している。さらに，学部・研究科には教育支援者を配置している。 

また，TA及び助手を雇用し，実験，実習及び演習等の教育補助業務などに積極的に活用している。 

以上のことから，本学において教育活動を展開するために必要な事務職員，技術職員等の教育支援者が適切に

配置されており，TA等の教育補助者の活用が図られていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

  ○女性教員等への支援 

女性研究者支援会議及び女性研究者支援室を設置し，出産・子育て・介護と研究が両立できるよう学生

等を研究者の補助として配置する研究補助者制度の開始や，信州大学男女共同参画宣言，信州大学女性教

員比率向上のためのポジティブアクション等を制定するなど，女性教員比率の向上に向けた積極的な取組

を行っている。これらの取組により，女性教員の比率が増加することが期待できる。 

○テニュア・トラック制度 

テニュア・トラック制度に基づく教員の採用を国際公募により行っている。このことにより，教員の人

材育成及び教育研究活動の活性化が図られている。 

 

【改善を要する点】 

○教育学研究科の専任教員未充足 

教育学研究科教科教育専攻においては，大学院設置基準の教科に係る「専攻」において必要とされる教

員数を「専修」に準用した場合，10専修中８専修において教員数を満たしていない。 
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区分４ 

第４ 学生の受入 

 

評価項目４－１ 

  入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，それに沿って，適切な学生の受入が実施

されていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点４－１－① 

   入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，それに沿って，適切な学生の受入方法

が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

求める学生像と入学者選抜の基本方針を盛り込んだ学士課程の入学者受入方針（以下「アドミッション・ポリ

シー」という。）を定めている（資料４－１－①－１）。各学部のアドミッション・ポリシーには，入学に際し必

要な基礎学力に関しても併せて定めている（資料４－１－①－１）。アドミッション・ポリシーは，ホームページ

（http://www.shinshu-u.ac.jp/admission/policy.html），大学案内，学生募集要項，入学者選抜要項等に明示し，

学内外に公表している。 

アドミッション・ポリシーを掲載する大学案内，学生募集要項及び入学者選抜要項は，オープンキャンパス，

出前授業，進学説明会の機会を通じて，受験希望者等に配付し，周知している。 

大学院課程に関するアドミッション・ポリシーは，研究科ごとに求める学生像を定め，ホームページ，学生募

集要項等により明示し，学内外に公表している（資料４－１－①－２）。 

各学部ではアドミッション・ポリシーに沿って，学力検査のほか，推薦書の内容，調査書の内容，小論文，実

技検査，面接・口述試験等を組み合わせ，最適な入学者選抜方法を採用し，多様な入試を実施している（資料４

－１－①－３，資料４－１－①－４）。 

大学院の入学者選抜では，研究科の特色やアドミッション・ポリシーに応じて，一般選抜，推薦入試，社会人

特別選抜，外国人留学生特別選抜，学部３年次学生を対象とする特別選抜を実施し，学生を確保している（資料

４－１－①－５，資料４－１－①－６）。入学者の選抜方法は，各研究科の専門性を重視し，学力検査（外国語，

専門科目等），口述試問，面接，出願書類（推薦書，成績証明書，研究計画書等）により総合的に行っている（資

料４－１－①－７）。 

経済・社会政策科学研究科（修士課程），理工学系研究科（修士課程），医学系研究科（博士課程）及び総合工

学系研究科（博士課程）では，アドミッション・ポリシーに応じた秋季入学（10月入学）を実施している（資料

４－１－①－８）。 
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資料４－１－①－１「学士課程のアドミッション・ポリシー」 

【大学全体】 

アドミッション・ポリシー 

１ 求める学生像 

信州の悠久の歴史と文化，豊かな自然環境のもと，地域に根ざし世界に開かれた信州大学は，真理への探究心とチャレンジ精神を

培い，高度な専門知識と深い思索力を基にして，課題を探求し解決する能力を備えた人材を育成します。また，豊かな人間性と広い

視野をもち，身につけた知識や技術を人類文化と社会の持続的発展に役立て，世界の平和と自然環境の保全のために活かすことので

きる，意欲あふれる若者を育てます。 

信州大学は，このような教育の理念・目標を実現するために，以下のような資質を備えた人たちを積極的に受け入れます。 

 人間と自然を愛し，人との出会いを通じて学び合おうとする人 

 知的好奇心が旺盛で，課題に向かって主体的に行動できる人 

 多様性を理解し受け入れ，独自性を大切にする人 

 社会・環境・国際問題に関心をもち，世界に貢献したいと考える人 

２ 入学者選抜の基本方針 

信州大学の教育の理念・目標に則り，各学部の特性に応じた適切な方法で多様な入試を実施し，大学教育を受けるにふさわしい能

力・適性等を多面的・総合的かつ公正に評価し，選抜します。 

【人文学部】 

≪求める学生像≫ 

人文学部は，教育目標「実践知」を習得するために必要な素養を備えた，次のような人たちを積極的に受け入れます。 

・人間，社会，歴史，文化，言語，文学，情報，芸術などに興味や関心を抱く人 

・それらを探究し表現することに喜びを感じる人  

大学入学までに身につけておくべき教科・科目 

人文学部が行う入学者選抜試験は，受験者が上記「求める学生像」の観点を満たす人であるかどうかをはかるものです。

前期日程では，大学入試センター試験で得意な３教科３科目（又は４科目）を選び受験することを可能にしつつ，個別学

力検査では特定の教科･科目に限定されない「総合問題」を課しています。また，後期日程では，大学入試センター試験

で５教科（又は６教科）７科目を課し，総合的な基礎学力を問いつつ，個別学力検査では特に読解力や表現力等を問う「小

論文」を課しています。 

従って，前期日程・後期日程とも，特定の教科・科目に偏ることなく，高校までに学習するすべての教科と科目につい

ての基礎知識を習得しておくことが必要です。  
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【教育学部】 

≪求める学生像≫ 

信州大学教育学部は，学部の基本理念や教育目標に基づき，次のような力を備えた学生を求めています。 

（１）明日の教育を担う専門的知識や教養を身につけるために十分な基礎的学力 

（２）豊かな人間性や実践的指導力を養うために不可欠なコミュニケーション能力 

（３）教育者として社会の発展に寄与しようとする強い意志と教育への強い関心 

（４）他者との協調性と他者への思いやりの心 

大学入学時までに身につけておくべき教科・科目等の内容 

特に義務教育機関の教員は，各教科に対する得手，不得手を超えて，各教科にわたる広い教養と学力を身につけている

ことが求められています。このため，教育学部では，高等学校において，教科の学習を通して，次のような学力を身につ

けておくことを望みます。 

教 科 身につけておくべき内容 

国 語 
国語を的確に理解し，国語で効果的に伝え合うための思考力・判断力・表現力 

また，現代文，古文，漢文における確かな知識・理解 

地理歴史 

公 民 

各科目における基礎的な知識及び多面的・多角的な見方や考え方 

数 学 

基礎的な知識と技能，及び基本的な数学的思考方法 

特に数学及び理科の教員免許取得希望者については，「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ」，「数学Ⅲ」，「数学A」，「数

学B 」，「数学C」の個々の項目の内容の理解 

理 科 

各科目における基礎的な知識 

特に理科 の教員免許取得希望者については，「物理Ⅰ及びⅡ」，「化学Ⅰ及びⅡ」，「生物Ⅰ及びⅡ」，

「地学Ⅰ及びⅡ」から2科目以上の修得・個々の項目の内容の理解 

外 国 語 
目的に応じて情報や考えなどを正確に理解したり表現したりする英語によるコミュニケーション能

力 

情 報 情報処理における基礎的な知識と技能 

家 庭 家庭生活全般に関する基礎的な知識と技能 

音 楽 
基礎的な音楽的表現力 

特に音楽 の教員免許取得希望者については，読譜力及び聴音能力 

美   術 基礎的な造形能力及び想像力，構想力，創造力，鑑賞力 

保健体育 

体育やスポーツに対する意欲，基本的な運動能力 

特に保健体育の教員免許取得希望者・スポーツ指導者を目指す学生においては，多様なスポーツを経

験するための運動技能と基礎的体力   

【経済学部】 

≪求める学生像≫ 

信州大学経済学部は，学部の基本理念・教育目標に基づき，次のような意欲を持った学生諸君を求めています。 

（１）経済と社会のあり方や，それが直面する諸問題に幅広い関心を抱き，ものごとの本質をとらえようとする意欲をもつ人 

（２）たゆまぬ探究心をもって知性を磨き，かたよらない視点から問題解決をめざす意欲をもつ人 

（３）自分の考えを練り上げ，明晰な表現を通じ説得する能力を身につけようとする意欲をもつ人 

（４）他者への思いやりと社会における公正を大切にし，自立した社会人として職業を通じ社会に貢献しようとする強い意志をも

つ人 

大学入学までに身につけておくべき教科・科目 

資料を読み解き，考えを表現するとともに他者との円滑なコミュニケーションを図るために，一定の読書量を通して国

語の能力を十分身につけておくことが必要です。 

同様な意味で，国内にとどまらない活動のために，英語の能力も必要とされます。 

数学は，社会科学の諸現象の数理的解析のために必要です。また，法学も含めた論理的思考の基礎ともなる科目ですの

で，基本的な内容とその応用力を身につけてください。 

また，新聞・ニュース報道等を通じて，経済学部が対象としている社会の諸問題に関心を持つとともに，これらを探究

するための基礎としての科目，例えば地理歴史・公民なども学んで入学することを希望します。  
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【理学部】 

≪求める学生像≫ 

・自らの目標を定め，積極的に学ぼうと努力する人 

・自然を愛し，自然との共生を実践しようと考える人 

・自然界の多種多様な現象に対する知的好奇心や探究心が旺盛な人 

・専門分野を越えた広くかつ長期的な視野で，人類社会に貢献したいと考える人 

・大学入学前の高等学校の課程等を能動的に幅広く学び，国語，外国語，数学，理科，地理歴史，公民で学習したことを身に付け

ている人 

学   科 十分な学習が望まれる教科・科目等 

数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 数学（Ⅲ，Cまで） 

物 理 科 学 科 物理，数学（Ⅲ，Cまで） 

化 学 科 化学，物理 数学（Ⅲ，Cまで） 

地 質 科 学 科 理科（物理，化学，生物，地学など）から2科目以上 

生 物 科 学 科 生物 

物 質 循 環 学 科 理科（物理，化学，生物，地学）から2科目以上  

【医学部】 

［医学科］ 

≪求める学生像≫ 

医学部医学科ではこんな人を求めています。 

（１）医師となる明確な目的意識を持っていること 

（２）医学を学んでゆくにあたって必要な基礎学力があること 

（３）医師となるのにふさわしい協調性，決断力，積極性を持っていること 

（４）病める人を救う情熱，思いやりと奉仕の心，倫理観を持っていること 

上記を満たすために，高等学校では以下の科目を身につけていることが望まれます。 

高等学校では以下の科目を身につけていることが望まれます。 

① 数学：数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃについての十分な知識・技能と数学的思考法 

② 理科：物理，化学，生物，地学についての基礎的知識と科学的な思考力 

③ 地理歴史，公民：世界史Ｂ，日本史Ｂ，地理Ｂ，現代社会，倫理，政治経済についての基礎的知識と社会的素養

④ 国語：十分な読解力，思考力，表現力 

⑤ 英語：十分な読解力，表現力，会話能力 

⑥ 特別活動及び課外活動を通じた自主的，協調的な態度や思いやりと奉仕の心  

[保健学科］ 

≪求める学生像≫ 

保健学科は専門性の異なる看護学専攻，検査技術科学専攻，理学療法学専攻，作業療法学専攻で構成されています。保健・医療に

おいては専門性を追求するだけでなく，刻々と変化していく社会情勢や科学に対応し，様々な職種間の連携をとることが必要です。

このため，保健学科は，次のような資質を備えた学生を強く望んでいます。 

（１）“人”に深い関心と思いやりを持ちうる人 

（２）絶え間なく進歩する科学を理解・適用していくための基礎学力と論理的能力のある人 

（３）社会に対し積極的に関わり，専門職としての役割を果たそうとする意欲のある人 

保健学科に入学するまでに学んできてほしいこと 

保健・医療・福祉領域における医療職者の役割は，拡大し，多様化してきました。医療職者には，人間の命の尊さを

真摯に理解し，人を思いやる心をもち，幅広い基礎知識と応用力，たゆみない探究心により，社会に対しても積極的

に関わり役割を果たそうとする意欲を持つことが求められます。 

このため，保健学科に入学するまでに高等学校等において次のようなことを身につけていることが望まれます。 

（１）国語・英語に関しては，基礎的な読解力・表現力・コミュニケーション能力・論理的思考力 

（２）数学に関しては，「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ」，「数学Ａ」，「数学Ｂ」の知識と論理的思考方法 

（３）理科に関しては，「物理」，「化学」，「生物」の基礎的な知識と科学的に探究する姿勢 

（４）地理歴史・公民に関しては，刻々と変化していく社会情勢に対応していくための基礎知識と応用力 

（５）特別活動及び課外活動等を通した自主的，協調的な態度や思いやりと奉仕の心  
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【工学部】 

≪求める学生像≫ 

（１）向上心があり，自ら考え行動することができる人 

（２）数学，物理学，化学，語学などの基礎を身につけている人 

（３）科学や技術に関わるさまざまな現象に興味があり，それらの原理や応用について関心を持っている人 

（４）高度な科学や技術の発展に興味をもち，それを学びたいと考えている人 

（５）実験や実習，講義，さらには研究に積極的に参加して行動できる人 

（６）将来，工学に関わる技術者，研究者として社会をリードするとともに，その技術と知識をもって社会に貢献する意欲を持つ

人 

（７）科学技術・工学の発展が社会にもたらす影響について十分に考え，社会および自然環境に配慮した「人にやさしいものづく

り」を目指す人 

高等学校で履修すべき教科・科目 

各高等学校が定める教育課程表に従い，すべての教科・科目について，大学入学後の勉学に支障をきたさない程度に

履修していることが望まれます。特に，工学部での授業内容を理解するために不可欠な教科である数学，理科，英語

に関しては，下記の科目の内容を理解していることが望まれます。 

・普通科の場合 

数学：数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃ 

理科：物理Ⅰ，物理Ⅱ，化学Ⅰ，化学Ⅱ 

英語：英語Ⅰ，英語Ⅱ，オーラルコミュニケーション，リーディング，ライティング 

・普通科以外の場合 

各高等学校の教育課程表に従い履修可能な数学，理科，英語に関するできるだけ多くの科目  
【農学部】 

≪求める学生像≫ 

自然と人が共生する持続的社会の創造を目指す人を求めています。食料生産，持続的農林業，森林と田園環境の保全，生命現

象，食と健康に関わる課題探求に意欲的に取り組み，「食と緑」の科学を展開して社会に貢献する熱意ある人を歓迎します。 

※ 食料生産科学科及び応用生命科学科については，入学前に化学及び生物を十分に学習しておくことが望まれます。

森林科学科については，入学前に数学Ⅱを十分に学習しておくことが望まれます。また，入学後の学修・研究の

目標設定のため，理科及び地理歴史・公民について総合的に学習しておくことが望まれます。  

【繊維学部】 

≪求める学生像≫ 

繊維学部では次のような学生を求めます。 

（１）高い志を持ち，現代の多様な学問分野を融合した学際領域的な科学技術を学ぶことに強い関心を持つ学生 

（２）明確な目的意識と強い勉学意欲を持ち，進化する科学技術に対応するように，より高い専門的・実践的能力を得ることを目

指していく学生 

（３）地域社会や国際社会に貢献するために必要な，豊かな教養と人間性を高めようとする意欲を持った学生 

大学入学までに身につけておくべき教科・科目 

各高等学校が定める教育課程表に従い，国語，外国語，数学，理科，地理歴史，公民等，すべての教科・科目につ

いて，大学入学後の勉学に支障をきたさない程度に履修していることが望まれます。特に，繊維学部での授業内容を

理解するために不可欠な教科である数学及び理科に関しては，下記の科目の内容を理解していることが望まれます。

・普通科の場合 

数学：数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃ 

理科：繊維・感性工学系 … 物理Ⅰ，物理Ⅱ，化学Ⅰ，化学Ⅱ 

機械・ロボット学系 … 物理Ⅰ，物理Ⅱ 

化学・材料系 … 物理Ⅰ，物理Ⅱ，化学Ⅰ，化学Ⅱ 

応用生物科学系 … 生物Ⅰ，生物Ⅱ，化学Ⅰ，化学Ⅱ 

・普通科以外の場合 

各高等学校の教育課程表に従い，履修可能な数学及び理科に関するできるだけ多くの科目  

                                  （出典：平成24年度信州大学学生募集要項より） 

資料４－１－①－２「各研究科のアドミッション・ポリシー」  

【人文科学研究科】 
研究教育領域が目標とする教育の成果を追求するため，本研究科の学生には，以下の能力や意欲が素養として要求されます。 

1.専攻する専門領域の基礎学力 
2.課題の文章などを的確に理解し，それに基づいて判断でき表現できる能力 
3.プレゼンテーション能力 
4.学問研究に対する強い意欲 
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【教育学研究科】 
信州大学大学院教育学研究科は，「臨床の知」の実現に向けて，学校や家庭，地域社会における多様な教育事象を科学的な視点から

研究し，自らの教育実践を持続的に見直すことができる省察的実践家の育成を目指します。 
本研究科は，人間の生成・変容とケアに関わる教育専門職への社会の期待と要請を背景として，就学前，初等及び中等教育の教育

実践の場で指導的な立場に立てる教員をはじめとする高度な教育専門職業人の育成を目指す教育課程を用意しています。このため，
入学者の受け入れにあたり，上記の教育理念・目的に沿った研究を行うために必要な高い能力を備えているか否かを重視します。 

【経済・社会政策科学研究科】 
［経済・社会政策科学専攻］ 

地域社会の抱える課題または企業の抱える課題について，鮮明な問題意識を持ち，課題の発見ができる人。  
自分の関心のある課題だけでなく，他の学生の関心ある課題についても，積極的に関心を持ち，課題解決に向けた議論に積極
的に参加する人。  
現代日本の経済および社会，ならびに世界の経済および社会の動きにも積極的な関心を持ち，幅広い知識と視野を身に着けよ
うと努力する人。 

［イノベーション・マネジメント専攻］ 
経営大学院は，先端技術と市場の動向に関する深い理解を併せて持ち，組織改革を達成できる人材の養成を狙いとしています。
経営大学院の研究教育は，机上の空論ではなく，常に実務の最前線を意識したものとなっています。  

社会人大学院生に求める姿 
1.既に企業などの経営に携わっているか又は経営層を目指していて，経営の基本問題を深く習得したいとする人。 
2.技術畑で勤務してきたが，市場の動向や製品開発の手法，組織運営の方法などを知る手掛かりを探している人。 
3.経営実務には詳しく市場の動向にも明るいが，技術の最新動向を見極めたり，技術をビジネスに繋げる視野を養いたい
とする人。 
4.既に工学修士や理学博士などの学位を持っているが，海外との事業提携などのために，マネジメント修士を求めようと
する人。 
5.現在勤務しているところでは，技術，組織，市場，経営戦略などが十分に学べないので，実践的な知識と手法を身につ
けたいとする人。 
6.官庁や団体に勤務しているが，変化の激しい社会ニーズに応えるため，新しい情報や発想を吸収しようとする人。ある
いは新しい民間発想，起業家発想を取り入れる必要があると考えている人。 
7.これまでの勤務環境に限界を感じていて，自己研鑽を図って突破口を見つけようとしている人。 
8.自己流の起業を実践してきたが，一層の飛躍のために，本格的な経営論議に触れて刺激を得たいと思っている人。 
9.その他，自分を磨いていくことに労を厭わず，自己投資を惜しまない人。問題意識を持った人たちとのネットワークを
求めている人。 

推薦入学者に求める姿 
経営大学院では，平成 18 年度から，起業を準備している学卒予定者などを対象にした推薦入試を実施しています。こ

れは，起業を夢見ている学部生が，漠然と抱いている事業計画を企業経営者や企業幹部と同じ教室で机を並べて学習する
ことで，現実にしてゆくことを狙っています。 
大学院の学習では，社会経験の乏しい新卒者であっても，長い就業経験を持つ社長であっても，同じ仲間として議論を

繰り広げています。大学院での学習を通じて，経営学，マーケティング，技術開発などのビジネススクールとしての基礎
学力を身につけると共に，現実の企業社会の厳しさを仲間との交流で身につけて欲しいと考えています。在学中に起業す
る学生もおりますが，起業の夢を，より現実にするため，就職し，企業内起業家になることも，進路のひとつです。 
入学志願時に，既に起業している者，漠然と経営学を学んで，将来に備えたい者と，様々ですが，厳しい現実に日々立

ち向かい，ビジネスに新たな知見を得たいと学んでいる社会人院生との交流を通じて，自らの進路を切り開いて頂きたい
と願っております。 

【理工学系研究科】 
 理工学系研究科では，本研究科の目的の下に， 

1. 科学・技術の基礎的あるいは応用的研究に積極的に取り組む人 
2. 世界をリードする科学・技術を担う研究者あるいは高度専門職業人を目指す人 
3. 大学等において能動的に学び，一般教養及び専門分野の基礎学力を身に付けている人 

 を求めています。  
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【農学研究科】 
 自然と人が共生する持続的社会の創造に貢献できる高度専門職業人を志す人を求めています。農学分野の幅広い基礎学力を有し，
食料生産，持続的農林業，森林と田園環境の保全，生命現象，食と健康に関わる今日的課題の解決のために，食料生産科学，森林科
学，応用生命科学および機能性食料開発の各専門分野で研究を発展させる意欲ある人を歓迎します。  

［食料生産科学専攻］ 
食料生産科学専攻では，食料の安全性と品質の向上や持続性の高い食料生産の実現を指向し，動植物資源の開発，生産および
利用に関わる分野で専門的職業人として活躍したい人を求めています。そのため，農学分野の基礎学力を有し，食料や環境に
関わる課題の解決に取り組む意欲を持つ，知的好奇心と創造力に富む人を歓迎します。 

［森林科学専攻》 
森林科学専攻では，森林や田園の持続的利用や保全に関する高度専門職業人を志す人を求めています。そのため，森林環境科
学や田園環境工学に関する幅広い知識を有し，専門分野における研究を発展させる意欲のある方を歓迎します。 

［応用生命科学専攻］ 
応用生命科学専攻では，生命現象の解明とその応用技術の開発分野および食品科学の分野で幅広い教養と高い研究開発能力を
備えた高度専門技術者を志す人を求めています。生命科学あるいは食品科学に関する一般的知識を有し，専門分野における研
究を発展させる意欲のある方を歓迎します。 

［機能性食料開発学専攻》 
上記のような理念・目標を達成するために，当専攻では，次のような学生を求めています。 

1.「農」という食料生産の現場から「食品」という利用場面に至るまでの一連の流れを見渡す広い視野を持ち，かつ，食料
に含まれる機能性成分への探求心が旺盛な人。 

2.地域の特産物の機能性解明に情熱があり，研究を通じて地域貢献したい人。 
3.農産物に含まれる食料成分の機能性解明や有効利用に関する研究を行いたい人。 
4.世界的な視野において機能性食品の開発や創製に関する研究を行い，国際社会へ貢献したい人。 

ただし，上記1～4の意向にそった研究を遂行するために必要な基礎的学力および語学力を有する人。 



信州大学 区分４ 

- 54 - 

【医学系研究科】 
［医科学専攻（修士課程）］ 

医科学専攻では，本専攻の目的を達成するために， 
1.21世紀の医学を支える研究者 
2.高度の専門性を有する医療職業人 
3.医療・福祉・介護・看護分野の行政官 
4.健康教育を担う教育者 

を目指し，それにふさわしい情熱と基礎学力を持つ人を求めています。 
［保健学専攻（博士前期課程）］ 

保健学専攻（博士前期課程）では以下のような学生を求めています。 
1.高い倫理観と豊かな人間性を有し，人類の幸福と福祉の向上に熱意のある人 
2.科学的思考による問題解決能力を有し，国際的視野でものごとを考えることができる人 
3.高度専門職業人として，地域社会の保健医療に貢献する意欲のある人 
4.保健・医療・福祉において，指導的役割を担う意欲のある人 
5.将来の保健学における教育者・研究者を志望する基礎学力と熱意のある人 

［医学系専攻（博士課程）］ 
人類の福祉と医学の発展をたえず視点におき，医科学の真理の深奥を究め，基礎・臨床医学の枠を超えた医学研究を行い，世
界を先導するような創造的研究・トランスレーショナルリサーチを実施する医学研究者及び移植医療，再生医療，遺伝子医療
など先端医療を科学的基盤に基づいて実践する医学研究者及び高度医療職業人を育成することを目的とします。医学系専攻で
は，本専攻の目的の下に， 

1.医学の基礎的あるいは臨床的研究に情熱をもって取り組む人 
2.世界をリードする最先端の研究を目指す意欲をもっている人 
3.医学研究のための広汎で高い基礎学力，見識を身につけた社会人 

を求めています。 
［疾患予防医科学系専攻（博士課程）］ 

ヒト生命の本質を把握すべく遺伝子（ゲノム）レベルから個体，社会レベルまで総合的解析を行い，ヒトの基礎的生命現象と
疾病機序の理解に基づいて，疾病予防および制御と健康づくりを目指す包括的予防医科学領域を開拓することを目的としま
す。疾患予防医科学系専攻では，本専攻の目的の下に，  

1.ヒトの発生・発達・老化などの基礎的生命現象に基づいた諸疾患の病態と予防について先端的知見，俯瞰的理解とそれ
らの応用に興味を有する人 

2.基礎生命科学・疾患病態学・予防医科学分野の研究を遂行するための情報収集・分析能力と実験技術を習得する意欲と
基礎力を有し，研究成果のグローバルな発信に興味を有する人 

を求めています。 
［保健学専攻（博士後期課程）］ 

保健学専攻（博士後期課程）では以下のような学生を求めています。 
1.保健学の領域において，科学的・倫理的な思考に基づいて独創的かつ実践的な研究を遂行することに意欲のある者 
2.保健・医療・福祉の分野の教育を行う大学あるいは大学院における教育・研究指導に意欲のある者 
3.保健・医療・福祉の現場において，高い倫理感と高度な専門知識に基づいた実践能力を持ち，指導的・専門的立場から
課題を見つけ，自立的な研究を行うことに意欲のある者 

4.保健医療職者に対して，根拠に基づく実践（Evidence-based Practice）の概念に則ったエビデンスを構築するための質
の高い臨床研究方法に関する指導を実践することに意欲のある者 

【総合工学系研究科】 
総合工学系研究科では，本研究科の目的の下に， 

1.最先端の科学・技術の研究に積極的に取り組む人 
2.世界をリードする科学・技術を担う研究者あるいは高度専門職業人を目指す人 
3.大学院修士課程や企業等において能動的に学び，深い専門知識と研究推進能力を身に付けている人    
を求めています。 
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【法曹法務研究科】 
1. つねに“よき隣人たる法曹”になるために，当事者やその家族の“心”や“心の傷み”を理解することができる人格を備えた方
を受け入れます。  

2. 今後の法曹には，国内外の経済・社会の動向，科学技術の発展，形態・価値が変動する人間・家族関係に対する透徹した洞察力，
そして社会常識に適った分析力・判断 力が求められます。そこで，幅広い教養，深い社会的知性，論理的な理性，豊かな人間性を
備えた人材を積極的に受け入れます。  

3. 3 年コースは，多様なバックグラウンドをもった人材に法曹への門戸を開放するという法科大学院制度の趣旨を遵守し，法律学
の既修未修を区別することなく，学部履修課程で多様な専門的領域における知識･学芸を修得し高い教養を保有している方を積極的
に受け入れます。  

4. 2年コースは，法律基本科目に対する基礎的な専門知識を有する方を受け入れます。  
5. 社会的活動・関心や職業的体験などを通して法曹の職につくことを希望する方を積極的に受け入れます。そのため，法曹への意
欲のみならず，これまで従事してきた社会貢献活動や職業的経験・経歴など，社会経験や社会・職業上の実績を積極的に評価しま
す。  

6. 科学技術の発展・普及に応じた法曹を養成していくために，“サイエンティフィック・マインド”を保有している方を積極的に受
け入れます。  

（出典：各研究科学生募集要項，ホームページ等を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－①－３「入試区分一覧」 

区   分 実   施   学   部 選抜方法等 

前期日程 全学部 

一般

入試 後期日程 

人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医

学部，工学部（建築学科，情報工学科，環境

機能工学科），農学部，繊維学部 

大学入試センター試験の成績，本学が実施する

学力検査，面接，小論文及び実技検査等の成績

並びに調査書等 

大学入試センター

試験を課さない 

教育学部（学校教育教員養成課程，特別支援

学校教員養成課程，生涯スポーツ課程），経

済学部，理学部（化学科，物質循環学科），

医学部（保健学科（看護学専攻，検査技術科

学専攻）），工学部，農学部，繊維学部 

出願書類（調査書，推薦書，志望理由書等），

面接，小論文及び実技義検査等の成績 
推薦

入試 

大学入試センター

試験を課す 

理学部（物理科学科），医学部（医学科），

工学部（機械システム工学科，電気電子工学

科，土木工学科，物質工学科） 

大学入試センター試験の成績，出願書類（調査

書，推薦書，志望理由書等），面接及び小論文

等の成績 

ＡＯ入試 
理学部（数理･自然情報科学科，地質科学科），

農学部（森林科学科） 

出願審査（調査書，自己推薦書及び志望理由書），

面接，実地試験及び大学入試センター試験の成

績等 

帰国子女入試 
人文学部，理学部，工学部，農学部（食料生

産科学科，応用生命科学科），繊維学部 

出願書類（TOEIC，TOEFLの成績認定証明書等），

本学が実施する学力検査の成績，面接，小論文

等 

中国引揚者等子女入試 人文学部，理学部，工学部 
出願書類（TOEIC，TOEFLの成績認定証明書等），

本学が実施する学力検査，面接，小論文等 

社会人入試 

教育学部生涯スポーツ課程，医学部（保健学

科（理学療法学専攻，作業療法学専攻）），

工学部 

出願書類（活動調書，志望理由書，履歴書，調

査書等），本学が実施する学力検査，面接，小

論文等 

私費外国人留学生入試 全学部 
日本留学試験，TOEIC，TOEFL，本学が実施する

学力検査，面接，小論文等 

３年次編入学 
人文学部，経済学部，理学部，医学部（保健

学科），工学部，農学部，繊維学部 

出願書類（調査書，志望理由書，推薦書，自己

申告書，TOEIC，TOEFLの成績認定証明書等），

本学が実施する学力検査，面接，小論文等 

（出典：平成24年度信州大学入学者選抜要項等を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－①－４「学士課程における平成24年度入試実施結果の概要」 

区   分 募集人員 志願者数 合格者数 入学者数

前期日程 1,170 3,909 1,309 1,211 一般

入試 後期日程 425 4,448 515 415 

大学入試センター試験を課さない 340 953 358 358 推薦

入試 大学入試センター試験を課す 57 163 61 60 

ＡＯ入試 16 87 12 12 

帰国子女入試 若干名 7 3 3 
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中国引揚者等子女入試 若干名 0 0 0 

社会人入試 若干名 14 2 2 

私費外国人留学生入試 若干名 129 46 34 

３年次編入学 107 317 111 99 

（出典：入試課提供資料を基に経営企画課にて作成）  

資料４－１－①－５「大学院入試選抜方法一覧」 

区   分 研 究 科 名 一般選抜
社会人 

特別選抜

外国人留学

生特別選抜
推薦入試

学部３年次学

生を対象とす

る特別選抜 

人文科学研究科 ○ ○    

教育学研究科 ○ ○    

経済・社会政策科学研究科 ○  ○  

理工学系研究科 ○ ○ ○  ○ 

農学研究科 ○ ○ ○ ○  

修 士 課 程 

医学系研究科 ○ ○    

博 士 前 期 課 程 医学系研究科 ○     

博 士 後 期 課 程 医学系研究科 ○     

医学系研究科 ○ ○    
博 士 課 程 

総合工学系研究科 ○ ○    

専門職学位課程 法曹法務研究科 ○     

（出典：各研究科募集要項等を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－①－６「大学院における平成24年度入試実施結果の概要」 

志  願  者 入  学  者 
区 分 研 究 科 名 本学 

出身者 

他大学

出身者

外国の

学校 
その他

本学 

出身者

他大学

出身者

外国の

学校 
その他

人文科学研究科 13 4 3 0 6 2 0 0

教育学研究科 48 24 8 2 31 7 5 0

経済・社会政策科学研究科 5 14 0 1 5 11 0 1

理工学系研究科 603 32 6 4 527 20 5 4

農学研究科 93 14 7 0 72 8 5 0

修士課程 

医学系研究科 3 11 2 0 3 9 2 0

博士前期課程 医学系研究科 6 3 0 3 4 3 0 2

博士後期課程 医学系研究科 3 2 0 0 3 2 0 0

医学系研究科 22 26 4 1 22 25 4 1
博士課程 

総合工学系研究科 38 7 4 6 32 6 4 6

専門職学位課程 法曹法務研究科 8 40 0 0 4 14 0 0

                         （出典：学校基本調査を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－①－７「平成24年度理工学系研究科試験科目一覧」 

専    攻 試験科目 備             考 

数理・自然情報科学専攻 口述試問 
出願時に提出したレポートの内容を，10分程度で黒板を用いて発表し，それに関連する質

問に回答。 

物質基礎科学専攻 

英語 

専門科目 

口述試問 

物性物理学講座及び素粒子・宇宙物理学講座の志願者 

①英語と専門科目ともに，物理学系を選択。 

②英語の試験では，英和辞典１冊及び和英辞典１冊持込可。 

③専門科目の試験では，計算機の持込不可。 

構造・計測化学講座及び反応・物性化学講座の志願者 

①英語と専門科目ともに，化学系を選択。 

②英語の試験では，辞書貸与。③専門科目の試験では，計算機貸与。 

地球生物圏科学専攻 
英語 

口述試問 

 

機械システム工学専攻 口述試問 機械工学の専門基礎学力について実施します。研究計画等に関する質問を含む。 

電気電子工学専攻 口述試問 
専攻分野に関連した科目についての基礎的学力，外国語能力，研究計画等についてよる試

問を含む。 

土木工学専攻 口述試問 履修した教育内容，卒業研究，大学院での研究計画等について実施。 

建築学専攻 口述試問 履修した教育内容，卒業研究，大学院での研究計画等について実施。 
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物質工学専攻 口述試問 

化学についての基礎学力，外国語能力と卒業研究及び研究志望についての口述試問を実施。

卒業研究及び研究志望はパワーポイントによる７分間のプレゼンテーション。プレゼンテ

ーション資料を入れたUSB メモリ又はPC を各自用意。合否判定には口述試問の他に学部

３年次までの成績も考慮。 

情報工学専攻 口述試問 
研究分野に関連した科目についての基礎的学力，外国語能力，研究計画等について実施。

外国人については，日本語による試問を含む。 

環境機能工学専攻 口述試問 

卒業研究及び研究志望について一人30分の口述試問を実施。パワーポイントで５ページ，

10分間のプレゼンテーション。プレゼンテーション資料を入れたUSB メモリ又はPC を各

自用意。また，同内容について英語での口述試問も実施。合否判定には口述試問の他に学

部３年次までの成績も考慮。 

先進繊維工学

コース 外国語科目 

口述試問 

（専門科目） 

英語（一般英語，専門英語〔科学記事等の読解力と和訳，専門基礎に関連する問題〕） 

卒業研究又は希望研究課題についての発表と試問 

研究分野の基礎学力試問 

その他一般的事項の試問 

 

繊
維
・
感
性
工
学
専
攻 

感性工学コー

ス 
外国語科目 

口述試問 

（専門科目） 

英語（一般英語，専門英語〔科学記事等の読解力と和訳，専門基礎に関連する問題〕） 

卒業研究（創作を含む）又は希望研究課題についての発表と試問 

研究分野の基礎学力試問 

その他一般的事項の試問 

機械・ロボット学専攻 専門科目 

研究分野の基礎学力試問 

卒業研究又は希望研究課題についての発表と試問 

その他の一般的事項の試問 

応用化学コース 外国語科目 

専門科目 

口述試問 

英語（科学記事程度の英文の読解力について試験） 

基礎化学（有機化学，物理化学，無機化学） 

応用化学（有機化学，物理化学，高分子化学） 

材料化学工学コ

ース 

外国語科目 

専門科目 

口述試問 

専門英語 

化学基礎（有機化学，熱力学，無機化学） 

材料化学工学基礎（量子力学・量子化学，移動現象論，反応工学，材料化学） 

化
学
・
材
料
専
攻 機能高分子学コ

ース 

外国語科目 

専門科目 

口述試問 

専門英語 

機能高分子学基礎（有機化学，物理化学，生物化学） 

高分子科学 

応用生物科学専攻 

外国語科目 

専門科目 

口述試問 

英語（基礎的な科学英語の読解力について試験） 

応用生物科学基礎科目（環境・細胞生物学，生化学・分子生物学，分析・有機化学） 

   （出典：理工学系研究科平成24年度募集要項等を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－①－８「大学院における10月入学者の平成21年度～平成23年度の状況」 

区   分 研 究 科 名 平成21年度 平成22年度 平成23年度

経済・社会政策科学研究科 3 3 2 
修 士 課 程 

理工学系研究科(工学系研究科含む) 12 10 7 

医学系研究科 1 2 1 
博 士 課 程 

総合工学系研究科 21 13 13 

                    （出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程は，アドミッション・ポリシーに求める学生像，入学者選抜の基本方針及び入学に際し必要な基礎学

力を明確に定め，学生募集要項，入学者選抜要項，ホームページ等で公表され，周知されている。さらに，学力

検査のほか，推薦書の内容，調査書の内容，小論文，実技検査，面接・口述試験等を組み合わせ，適切な入学者

選抜方法を採用し，多様な入試を実施しており，アドミッション・ポリシーに沿った学生を確保している。 

 大学院課程は，アドミッション・ポリシーを明確に定め，各研究科の学生募集要項，ホームページ等で公表し，

周知されている。さらに，研究科の特色やアドミッション・ポリシーに応じた多様な選抜を取り入れ，学生を確

保している。 

以上のことから，アドミッション・ポリシーが明確に定められ，それに沿って，適切な学生の受入方法が採用

されていると判断する。 
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 観点４－１－② 

   入学者選抜が適切な実施体制により，公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

学部における入学者選抜方法，学力検査の実施教科・科目，学生募集，試験実施方法の改善等の基本的事項に

ついては，学長を委員長とし，教学担当理事，各学部長，全学教育機構長及び各学部入試委員会委員長等によっ

て構成する入学試験委員会で決定している（資料４－１－②－１，資料４－１－②－２）。この決定に基づき，学

部長のもと，学部ごとに組織する教授会や入学試験委員会において詳細を決定し，入学者選抜を実施している（資

料４－１－②－２）。 

アドミッションセンターは，全学の入学試験委員会が定める基本方針に基づき，本学における入学者選抜及び

大学入試センター試験の円滑な実施を図るとともに，アドミッション・ポリシーに即した入試システムの研究開

発，本学への入学希望者に対する総合的な広報活動等を行っている。アドミッションセンターの構成は，教学担

当理事をセンター長，学長が指名する本学教授を副センター長とし，各学部から選出された教員（研究開発部門，

実施部門，広報部門に配置）のほか，特任教授３名を含む22名によって構成している（資料４－１－②－３）。 

前期日程及び後期日程の個別学力検査等の実施に当たっては，学長を本部長とし，アドミッションセンター長

等で構成する検査実施本部を設置して大学全体の入学者選抜を統括するとともに，実施主体となる各学部には，

学部長を実施責任者として各学部の入学試験委員長等によって組織する検査場本部を設置し，各検査会場におけ

る試験監督業務，面接業務，警備・連絡業務等を指揮している。個別学力検査の実施中は，出題委員も待機し，

試験問題の最終点検及び受験生からの質問等に対応している。 

入試問題の作成に当たっては，出題委員とは別に入試問題を点検する委員を置き，出題ミス防止等の徹底を図

っている（資料４－１－②－４）。なお，出題，採点及び問題点検等の委員の氏名については，学内においても機

密事項として扱っている。採点委員は，問題作成時に準備した解答例及び詳細な採点基準に基づき，公正に採点

を行っている。 

合格者の決定は，各学部の教授会において合否判定が行われ，決定している。入学者選抜の透明性を確保する

とともに，次年度以降の受験生に対して本学の情報提供の便宜を図るため，受験者数，合格者数及び入学者数等

の入試統計資料並びに合格者平均点，入試問題及び出題意図等の情報をホームページで公表している（資料４－

１－②－５）。この他，受験生からの請求に応じて，受験生本人の成績を開示している（資料４－１－②－６）。 

大学院の入学者選抜は，研究科ごとに入試委員会等を設置し，研究科長等を中心に学部における入学者選抜に

準ずる体制を整え，問題作成，入学試験実施，採点，合否判定等を公正に実施している（資料４－１－②－７）。

合格者の決定は，研究科委員会で行っている。 

資料４－１－②－１「国立大学法人信州大学入学試験委員会規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学入学試験委員会規程 

（職務） 

第２条 委員会は，信州大学の入学者選抜に関し，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 入学者選抜方法及び学力検査実施教科・科目に関すること。 

 二 学生募集要項等に関すること。 

 三 問題の印刷及び保管に関すること。 

 四 出題，点検及び採点に関すること。 

 五 入学試験経費に関すること。 

 六 入学者選抜試験の広報に関すること。 

 七 入学者選抜方法の改善に関すること。 

 八 入試情報の開示に関すること。  

 九 信州大学アドミッションセンター（以下「センター」という。）の運営の基本方針に関すること。 
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 十 その他入学者選抜試験に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 学長 

 二 教学担当の理事 

 三 各学部長 

 四 全学教育機構長 

 五 各学部の入学試験関係委員会の委員長又はこれに準ずる者各１人 

 六 センターの副センター長及び各部門長 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，学長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，前条第２号に規定する委員が，その職務を代行する。 

 （専門委員） 

第７条 委員会に，次の各号に掲げる専門委員を置く。 

 一 出題・採点主任委員 

 二 出題委員 

 三 採点委員 

 四 問題点検委員 

 五 問題管理委員 

２ 専門委員は，学長が任命する。 

３ 専門委員の任期は，当該年度の入学者選抜試験実施に必要な期間とする。 

４ 専門委員の氏名は，公表しない。 
                                 （出典：国立大学法人信州大学入学試験委員会規程） 

資料４－１－②－２「入学者選抜に関する意思決定体制」 

【大学全体】                        

学 長                 【部局（学部・大学院）】  

   学部長（研究科長） 

  入学試験委員会                 

部局（学部）          教授会（研究科委員会） 

 

    アドミッションセンター    

 アドミッションセンター運営委員会                 入学試験委員会 

  

（出典：経営企画課において作成） 

資料４－１－②－３「信州大学アドミッションセンター規程（抜粋）」 

信州大学アドミッションセンター規程 

 （設置） 

第１条 信州大学（以下「本学」という。）に，国立大学法人信州大学入学試験委員会（以下「入学試験委員会」という。）が定め

る基本方針に基づき必要な業務を行う信州大学アドミッションセンター（以下「センター」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 センターは，本学における入学者選抜（以下「入試」という。）及び大学入学者選抜大学入試センター試験の円滑な実施

を図るとともに，アドミッションポリシーに即した入試システムの研究開発及び本学への入学希望者に対する総合的な広報活動

等を行うことを目的とする。 

 （業務） 

第３条 センターは，入学試験委員会から付託を受けた事項について審議，検討を行い，その結果等を入学試験委員会に報告及び

提案するとともに，前条の目的を達成するために必要な業務を行う。 

 （部門） 

第４条 センターに，前条の業務を円滑に行うため，研究開発部門，実施部門及び広報部門を置く。 

２ 研究開発部門においては，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 戦略的な入試方法の企画及び検証に関すること。 

二 入試方法改善のための調査研究に関すること。 

三 本学の入試システムの研究開発に関すること。 

四 その他入試に係る調査研究に関すること。 
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３ 実施部門においては，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 入試問題作成の統括に関すること。 

二 入試問題の点検等入試ミス防止の統括に関すること。 

三 大学入学者選抜大学入試センター試験に関すること。 

四 その他入試の実施に関し必要な事項に関すること。 

４ 広報部門においては，広報室との連携のもとに，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 入試情報，大学紹介情報等の提供に関すること。 

二 高校との連絡協議会の企画に関すること。 

三 大学説明会，高校訪問その他の学生募集活動に関すること。 

四 その他入試に係る広報に関すること。 

（出典：信州大学アドミッションセンター規程） 

資料４－１－②－４「入試問題の作成に関する流れ」 

出題・採点・問題点検の委員を選出→入試問題作成（出題委員）→入試問題の点検（問題点検委員）→ 

入試問題の見直し（出題委員）→入試問題の点検（問題点検委員）→入試問題の見直し（出題委員）→ 

入試問題の完成→入学試験の実施，入試問題の点検（出題委員）→答案の採点（採点委員）→入試問題の公表 

（出典：本学の状況を基に経営企画課にて作成） 

料４－１－②－５「入試結果，入試成績，入試問題，出題意図の公表」 

資料４－１－②－６「入試成績の開示」 

① 試験成績 

人文学部 センター試験，個別学力検査等の科目ごとの得点と総合点並びに総合点の順位 

経済学部 センター試験及び個別学力検査（注１）の得点（注２）の総合点による学科別順位 

（注１）後期日程はセンター試験のみ 

（注２）前期・個別学力検査で得点調整を行った場合は調整後の得点 

教育学部，理学部，工学部，

農学部，繊維学部 

センター試験，個別学力検査等の科目ごとの得点と総合点並びに学科（課程・コース・系）別総

合判定ランク区分 

医学部 センター試験，個別学力検査の科目ごとの得点と総合点並びに総合判定結果 

② 調査書（客観的事実に係る記録部分） 

開示方法： ①の試験成績は，開示請求による郵送を原則とします。 

②の調査書は，窓口での閲覧のみとします。 

請求者： 原則として受験者本人とします。 

請求方法 ： 次ページの「入試情報開示請求願」に所要事項を記入し，下記の開示請求先に郵送（又は持参）してください。 

※ 受験者本人であることを確認するとともに，受験番号を照合するため，本学の受験票を必ず添付してください。 

※ 試験成績の郵送を希望する場合は，返信用封筒［長形3 号（23.5㎝×12 ㎝）に郵便番号，住所，氏名を明記し，簡

易書留料金を含む390 円分の切手を貼ったもの］を同封してください。 

受付期間 ： 平成24年5月1日（火）～6月30日（土） 

※ 郵送の場合は，6月30日の消印有効 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/admission/past-selection.html） 
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※ 持参の場合は，平日の8時30分から17時までとします。 

開示時期 ： 平成24年5月～7月（受け付けた日の約3週間後になります。） 

（出典：平成24年度信州大学学生募集要項P13，14） 

資料４－１－②－７「各研究科における大学院入試の実施体制」 

区   分 研 究 科 名 入試の実施体制 

人文科学研究科 大学院委員会 

教育学研究科 実務委員会入試部会 

経済・社会政策科学研究科 経済･社会政策科学専攻運営委員会，イノベーション・マネジメント専攻入試委

員会 

理工学系研究科 松本キャンパス：入試委員会，長野（工学）キャンパス：入試委員会，上田キャ

ンパス：修士課程小委員会 

農学研究科 入試委員会 

修 士 課 程 

医学系研究科 修士課程委員会 

博 士 前 期 課 程 医学系研究科 保健学専攻大学院委員会 

博 士 後 期 課 程 医学系研究科 保健学専攻大学院委員会 

医学系研究科 大学院委員会 
博 士 課 程 

総合工学系研究科 入試委員会 

専門職学位課程 法曹法務研究科 入試委員会 

（出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では，全学の入学試験委員会と各学部・研究科における実施体制を確立して入学試験を実施している。さ

らに，入試統計資料や入試問題等の公表等により入学者選抜の透明性の確保に努めている。 

以上のことから，入学者選抜が適切な体制により，公正に実施されていると判断する。 

 

 観点４－１－③ 

   入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が行われており，

その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】 

 アドミッションセンター研究開発部門は（前掲資料４－１－②－３），アドミッション・ポリシーに沿った学生

の受入に関する検証の一環として，毎年の入学生を対象とした本学入試に関するアンケート調査を実施し（資料

４－１－③－１），大学全体と学部ごとに集計を行い（資料４－１－③－２），入学者選抜の改善の検討に活用し

ている（資料４－１－③－３）。学部における入学者選抜の検証は，各学部の入試委員会において行われている。 

 大学院における入学者選抜の検証は，各研究科の大学院委員会等において行われており，検証の結果を入学者

選抜の改善に反映している（資料４－１－③－４）。 
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資料４－１－③－１「信州大学入試の現状に関するアンケート」 

 
（出典：平成23年度信州大学入試の現状に関するアンケート） 

資料４－１－③－２「平成23年度信州大学入試の現状に関するアンケート結果（抜粋）」 
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（出典：平成23年度信州大学入試の現状に関するアンケート結果） 

資料４－１－③－３「平成20年度～平成24年度一般入試個別学力検査等の改善状況（実施教科・科目等）」 

年  度 学 部 改  善  内  容 

平成20年度 農 学 部 

食料生産科学科及び応用生命科学科の前期日程において，「化学・生物に関する総合問題(ただし，化

Ⅰ・化Ⅱ，生Ⅰ・生Ⅱの範囲)」を「理科：化Ⅰ・化Ⅱ，生Ⅰ・生Ⅱから１」への変更を行った。 

食料生産科学科及び応用生命科学科の後期日程において，「理科：化Ⅰ・化Ⅱ，生Ⅰ・生Ⅱから１」

を「面接」への変更を行った。 

教育学部 

学校教育教員養成課程（言語教育専攻）の後期日程において，面接を課すこととした。 

学校教育教員養成課程（社会科学教育専攻）の後期日程において，「小論文・面接」を「面接」への

変更を行った。 

学校教育教員養成課程（理数科学教育専攻）の後期日程において，「数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・

数Ｂ・数Ｃ），理科（物Ⅰ・物Ⅱ），理科（化Ⅰ・化Ⅱ），理科（生Ⅰ・生Ⅱ），理科（地学Ⅰ・地学Ⅱ）

から１」を「面接」への変更を行った。 

特別支援学校教員養成課程（障害児教育専攻）の前期日程において，「国語（国語総合・国語表現Ⅰ・

国語表現Ⅱ・現代文・古典），数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ），数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数

Ｂ・数Ｃ），外国語（英語）から１」を「国語（国語総合・国語表現Ⅰ・国語表現Ⅱ・現代文・古典）

又は数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ）又は外国語（英語）又は『数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ），

数学（数Ⅲ・数Ｃ），理科（化Ⅰ・化Ⅱ），理科（生Ⅰ・生Ⅱ）から２』」への変更を行った。 

経済学部 
経済学部及び経済システム法学科の前期日程において，「小論文（課題文読解）」を「国語（現代文）」

への変更を行った。 

理 学 部 物理科学科の後期日程において，個別学力試験等は課さないこととした。 

平成21年度 

農 学 部 森林科学科の前期日程において，「面接」を「小論文」への変更を行った。 

経済学部 

経済学科及び経済システム法学科の前期日程において，「国語（現代文）」を「国語（現代文），数学

（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ），外国語（英Ⅰ・英Ⅱ・リーディング・ライティング）から１」への変

更を行った。 

平成22年度 

理 学 部 

化学科の後期日程において，「数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ）と『数学（数Ⅲ・数Ｃ），理科（物Ⅰ・

物Ⅱ），理科（化Ⅰ・化Ⅱ），理科（生Ⅰ・生Ⅱ），理科（地学Ⅰ・地学Ⅱ）から２』」を「小論文」へ

の変更を行った。 
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工 学 部 
機械システム工学科，電気電子工学科，土木工学科及び物質工学科は，後期日程を実施しないことと

した。 

平成23年度 教育学部 

学校教育教員養成課程（教育実践科学専攻）の前期日程において，「国語（国語総合・国語表現Ⅰ・

国語表現Ⅱ・現代文・古典），数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ），外国語（英語），その他（小

論文・面接）から１」を「国語（国語総合・国語表現Ⅰ・国語表現Ⅱ・現代文・古典），数学（数学

Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ），外国語（英語）から１」への変更を行った。 

同課程（同専攻）の後期日程において，「小論文・面接」を「面接」への変更を行った。 

教育学部 教育カウンセリング課程心理臨床専攻の後期日程において，「その他（面接）」を課すこととした。 

工 学 部 
情報工学科の前期日程において，「その他（口述試問）」を「数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ・

数Ｃ）と理科（物Ⅰ・物Ⅱ）」への変更を行った。 

平成24年度 

繊維学部 

繊維・感性工学系（先進繊維工学課程，感性工学課程），機械・ロボット学系及び応用生物科学系の

前期日程において，「その他（面接）」を「理科（物Ⅰ・物Ⅱ，化Ⅰ・化Ⅱ，生Ⅰ・生Ⅱから1）」への

変更を行った。 

化学・材料系の前期日程において，「その他（面接）」を「理科（化Ⅰ・化Ⅱ）」への変更を行った。

（出典：入試課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料４－１－③－４「各研究科の入学者選抜の検証組織・改善事例」 

区 分 研究科名 検証組織 改善事例等（年度） 

人文科学研究科 大学院委員会 入試科目の変更を行った。（平成23年度） 

教育学研究科 実務委員会 

入試部会 

複数回入試の導入を行った。(平成20年度) 

経済・社会政策科

学研究科 

経済･社会政策科学専攻運営委

員会 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入試委員会 

ｼﾞｮｲﾝﾄ･ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ学生選抜の導入を行った。（平成21年度） 

理工学系研究科 (松本)将来計画委員会 

(長野)入試委員会 

(上田)修士課程小委員会 

理工学系研究科改組に伴う見直しを行った。（平成24年度） 

（長野）工学系研究科（長野（工学）キャンパス）への大学院進学希望

者多数のため，175名から212名に入学定員の増加を行った。（平成22

年度） 

農学研究科 企画運営会議 

入試委員会 

平成23年度の入試において，次のとおり改善を行った。 

・食料生産科学専攻の第２次募集において，「専門科目，英語，

面接」から「面接」への変更を行った。 

・機能性食料開発学専攻の第２次募集において，「専門科目，英

語，面接」から「専門科目，面接」への変更を行った。 

・食料生産科学専攻の外国人留学生特別選抜において，「専門科

目，面接」から「面接」への変更を行った。 

・全専攻において，社会人入試を導入した。 

修士課程 

医学系研究科 修士課程委員会 入学定員の変更を行った。（平成24年度） 

博士前期課程 医学系研究科 保健学専攻大学院委員会  

博士後期課程 医学系研究科 保健学専攻大学院委員会  

医学系研究科 大学院委員会 ・専攻の改組を行った。（平成24年度） 

・入学定員の変更の変更を行った。（平成24年度） 博士課程 

総合工学系研究科 正副研究科長会議 定員超過に関して検討を行った。 

専門職学位課程 
法曹法務研究科 入試委員会 ・２年コース選抜の導入を行った。（平成23年度） 

・転入学制度の導入を行った。（平成23年度） 

                （出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているか検証するための組織を整備し改善に努

めている。具体的には毎年新入生を対象としたアンケートを実施し，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

る。 

以上のことから，アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているか検証するための取組

が行われており，その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。 
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評価項目４－２ 

  実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点４－２－① 

   実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないか。また，その場合には，

これを改善するための取組が行われるなど，入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

入学定員と実入学者数の状況は，別添資料「平均入学定員充足率計算表」に示すとおりである。 

各学部において，過去５年間の平均では入学者数が入学定員を大幅に超過しておらず，下回ったこともない。 

各研究科において，資料４－２－①－１に示すとおり２研究科と13専攻の入学者数が入学定員を大幅に超過し

ている。また，１専攻の入学者数が入学定員を大幅に下回っている。このような状況に対して，各研究科，専攻

において入学定員の改訂等の改善・検討を行っている（資料４－２－①－２）。 

資料４－２－①－１「実入学者数が入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況にある研究科一覧」 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

入学者（留学生） 入学者（留学生） 入学者（留学生） 入学者（留学生） 入学者（留学生）研究科名 専攻名 

入学定員 
倍率 

入学定員 
倍率

入学定員 
倍率

入学定員 
倍率

入学定員 
倍率

５年

平均

3 7(1) 2(1) 2 2 地域文化専

攻 5 
0.60 

5 
1.40

5 
0.40

5 
0.40

5 
0.40 0.64

9 7 6(2) 6 6 

人文科学研究科 

（修士課程） 言語文化専

攻 5 
1.80 

5 
1.40

5 
1.20

5 
1.20

5 
1.20 1.36

9(1) 13(1) 10 9 14(2) 教育学研究科

（修士課程） 

学校教育専

攻 8 
1.12 

8 
1.62

8 
1.25

8 
1.12

8 
1.75 1.37

351(11) 305(10) 311(14) 287(4) 556（13）
全体 

209 
1.67 

209 
1.45

242 
1.28

242 
1.18

434 
1.28 1.37

54 52 54(5) 47(1) 51 機械システ

ム工学専攻 27 
2.00 

27 
1.92

32 
1.68

32 
1.46

32 
1.59 1.73

57(2) 58(2) 49(1) 57 63(2) 電気電子工学

専攻 36 
1.58 

36 
1.61

45 
1.08

45 
1.26

45 
1.40 1.38

    17(2) 
土木工学専攻 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
1.41 1.41

55(2) 35(2) 42(3) 33(1) 42 物質工学専

攻 21 
2.61 

21 
1.66

30 
1.40

30 
1.10

30 
1.40 1.63

75(6) 65(5) 53(1) 53(1) 47(1) 情報工学専

攻 40 
1.87 

40 
1.62

45 
1.17

45 
1.17

45 
1.04 1.37

    47(1) 繊維・感性工学

専攻  
 

 
 

 
 

 
 

34 
1.38 1.38

    41(4) 機械・ロボッ

ト工学専攻  
 

 
 

 
 

 
 

28 
1.46 1.46

    86(1) 

理工学系研究

科（修士課程） 

化学・材料専攻 
 

 
 

 
 

 
 

 
64 

1.34 1.34

21 24(1) 18 24 31(2) 農学研究科 

（修士課程） 

応用生命科学

専攻 16 
1.31 

16 
1.50

16 
1.12

16 
1.50

16 
1.93 1.47

 9 6 7 5 
全体 

 
 

4 
2.25

4 
1.25

4 
1.75

4 
1.25 1.62

 9 5 7 5 

医学系研究科 

（博士後期課程） 
保健学専攻 

 
 

4 
2.25

4 
1.25

4 
1.75

4 
1.25 1.62

11(5) 11(4) 18(4) 8(1) 10(4) 総合工学系研究科 

（博士課程） 

山岳地域環

境科学専攻 8 
1.37 

8 
1.37

8 
2.25

8 
1.00

8 
1.25 1.44
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※大幅に超える…5年間平均欄1.3倍以上。大幅に下回る…5年間平均欄0.7未満。      （出典：平均入学定員充足率計算表） 

資料４－２－①－２ 「各研究科における入学定員充足率の適正化に向けた取組」 

研究科名 取 組 事 例 

人文科学研究科 言語文化専攻・地域文化専攻： 

 平成19年度から平成24年度にかけての過去５年間の各専攻の受験者数と入学者数の推移は，

以下のとおりである。 

［地域文化専攻］（定員５名） 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24

受験者数 9 10 11 7 10 6

入学者数 4 3 7 2 2 2

［言語文化専攻］（定員５名） 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24

受験者数 15 14 8 15 9 14

入学者数 8 9 7 6 6 6

 このように言語文化専攻は一定数の受験者と入学者を確保しているものの，地域文化専攻にあ

っては，過去６年間で定員割れを５回起こしている状況を踏まえ，大学院改組準備検討WGを立ち

上げ，研究科の改組等を含め検討を行っている。 

理工学系研究科 平成22年度から機械システム工学専攻,電気電子工学専攻,社会開発工学専攻，物質工学専攻，

情報工学専攻，環境機能工学専攻，素材開発化学専攻，機能機械学専攻，精密素材工学専攻の入

学定員を53名増員し，432名とするとともに，平成24年度に実施した理工学系研究科への改組に

伴い，入学定員を２名増員し，434名とするなど，入学定員の適正化に取り組んでいる。 

農学研究科 応用生命科学専攻：定員超過の原因と対策を検討する等，定員充足率の適正化に向けて取り組

むための調査を行っている。 

医学系研究科 保健学専攻（博士後期課程）：保健学専攻博士後期課程の定員超過及び博士前期課程の定員減少

に関しては，大学院委員会ならびに専攻委員会において検討を行っている。 

総合工学系研究科 山岳地域環境科学専攻：定員超過が問題となっているが，長期的な視点から総合的に検討して

いる。 

（出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部においては，入学定員を大幅に超えておらず，大幅に下回っている状況にはなっていない。 

各研究科においては，２研究科と13専攻の入学者数が入学定員を大幅に超過しており，１専攻の入学者数が入

学定員を大幅に下回っている。これらの状況に対して，入学者数の適正化等に向けて改善に取り組んでいる。 

以上のことから，概ね，実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況にはなっておらず，

また，これを改善するための取組が行われるなど，入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られていると判

断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

該当なし。 

 

【改善を要する点】 

○入学定員の適正化 

大学院では２研究科と13専攻において，入学者数が入学定員を大幅に超過している。また，１専攻が，

入学者数が入学定員を大幅に下回っている。これらの状況に対して，入学者数の適正化に向けて改善を図

ることが望まれる。 
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区分５ 

第５ 教育内容及び方法 

 

評価項目５－１ 

  教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められ，それに基づいて教育課程が体系

的に編成されており，その内容，水準が授与される学位名において適切であること。また，教育課程を展開す

るにふさわしい授業形態，学習指導法等（研究・論文指導を含む。）が整備されていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点５－１－① 

   教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められ，それに基づいて，教育課程が

体系的に編成されており，その内容，水準が授与される学位名において適切なものになっているか。また，

教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり，それぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学における教育課程の編成及び実施方法に関する基本的な考え方を明示するため，学士課程及び大学院課程

では教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）（以下「カリキュラム・ポリシー」という。）をそれ

ぞれ定めている（資料５－１－①－１，資料５－１－①－２）。 

学士課程で開設する授業科目は，共通教育科目及び専門科目に分けられている。主に１年次生（医学部医学科

生は２年次を含む）において受講する共通教育科目は，教養科目，基礎科目及び日本語・日本事情科目で構成さ

れている。教養科目は，教養講義と教養ゼミナールから成り，幅広い知識の獲得と総合的な判断力や想像力を養

うことを目指す科目から構成されている。基礎科目は，外国語科目，健康科学科目，新入生ゼミナール科目及び

基礎科学科目から成り，大学で学ぶ上での基礎を固める科目と専門教育の基盤となる基礎科学から構成されてい

る。日本語・日本事情科目は，外国人留学生のために開講している。また，専門入門科目の区分を設け，開講学

部の所属学生は学部の専門科目として，他学部生は教養科目として履修できる（資料５－１－①－３， 資料５－

１－①－４）。 

各学部は，学部の教育目的に沿って，特徴・特色を活かすように教育課程を編成するとともに（資料５－１－

①－５，前掲資料１－１－①－３），到達目標に沿って共通教育科目と専門科目を配置し，相互に補い合うものと

している（資料５－１－①－６）。また，各学部においては，学位授与の方針（以下「ディプロマ・ポリシー」と

いう。）に基づき，教育課程，授業科目，授業内容，水準等について，カリキュラム・マップや履修チャートを作

成し，教育課程における授業の履修順序，科目配置及び体系性等を明確にしている（資料５－１－①－７，資料

５－１－①－８）。各研究科においても，ディプロマ・ポリシーに基づき，教育課程，授業科目，授業内容，水準

等について履修プロセス概念図を作成し，コースワークから研究指導へ有機的につながる体系的な教育を明確に

している（資料５－１－①－９）。 

授業形態については，講義，演習，実験実習若しくは実技のいずれか，又はこれらの併用により行うものとさ

れており（資料５－１－①－10），各学部，研究科等の教育目標に基づき，それぞれの分野の特性に応じた授業形

態が採用されている（資料５－１－①－11）。また，各学部，研究科等において，それぞれの教育内容に応じて，

少人数教育，TBL（チーム・ベースド・ラーニング）型授業，事例研究型授業，フィールド型授業，臨床実習等の

学習指導法の工夫を行っている（資料５－１－①－12）。 
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さらに，SUNS，e-Learning等の多様なメディアを活用した授業を実施して教育効果を高めている（資料５－１

－①－13，資料５－１－①－14）。SUNS を活用した授業については，学内での各キャンパス間を接続する授業の

みならず，高等教育コンソーシアム信州（以下「コンソーシアム」という。）の参画校との単位互換授業としても

活用されている（前掲資料２－１－②－３）。また，e-Learning については，対面授業の補完として活用するだ

けでなく，共通教育等では対面授業に変わるものとして e-Learning だけで単位認定する授業が展開されている

（資料５－１－①－15，前掲資料２－１－②－４）。 

資料５－１－①－１「学則及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（教育課程の編成方針） 

第42条 各学部は，本学，当該学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教

育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，

豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

信州大学大学院学則 

（教育課程の編成方針） 

第27条の２ 本大学院は，本大学院，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに，研

究指導の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，本大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野

に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料５－１－①－２「信州大学における教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）」 

学士課程における教育課程編成の方針 

1．信州大学は，学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成す

るために必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成

します。 

2．信州大学は，教育課程の編成に当たっては，学部の専攻に係

る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及び総合的な

判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮します。

 

 

学士課程における教育課程実施の方針 

1．信州大学「学位授与の方針」に定めた，卒業時までに修得す

べき知識・能力等が，カリキュラム体系のなかでどのように養成

されるのかを示すため，シラバスで「学位授与の方針」で定めら

れた知識・能力等との対応と，それら諸能力等を修得する方法が

理解しやすいように配慮します。 

2．信州大学は，学生個々人の主体的で活発な勉学意欲を促進す

る立場から，予習・復習等，授業時間外のさまざまな機会を通じ，

諸課題に積極的に挑戦させます。 

3．信州大学は，成績評価の公正さと透明性を確保するため，成

績の評定は，各科目に掲げられた授業の狙い・目標に向けた到達

度をめやすとして採点し，評価の客観性を担保するため，複次

的・複層的な積み上げによる成績評価を行います。 

大学院課程における教育課程編成の方針 

1．信州大学大学院は，研究科及び専攻の教育上の目的を達成す

るために必要な授業科目を自ら開設するとともに，研究指導の計

画を策定し，体系的に教育課程を編成します。 

2．信州大学大学院は，教育課程の編成に当たっては，専攻分野

に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに，当該

専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配

慮します。 

 

大学院課程における教育課程実施の方針 

1．信州大学大学院は，専門性の一層の向上を図り幅広い学識を

涵養するため，コースワークを充実させ，コースワークから研究

指導へ有機的につながる体系的な教育を行います。また，各研究

科の「学位授与の方針」に定めた，修了時までに修得すべき知識・

能力等がカリキュラム体系のなかでどのように養成されるのか

を示すため，シラバスで「学位授与の方針」で定められた知識・

能力等との対応を示し，それら諸能力等を修得するプロセスを履

修プロセス概念図で示します。 

2．信州大学大学院は，学生個々人の主体的で活発な勉学意欲を

促進する立場から，授業時間外の多様な学修研究機会を通じ，諸

課題に積極的に挑戦させます。 

3．信州大学大学院は，成績評価の公正さと透明性を確保するた

め，成績の評定は，各科目に掲げられた授業の狙い・目標に向け

た到達度をめやすとして採点します。 

4．信州大学大学院は，修士課程及び博士課程の学位論文審査体

制を充実させ，厳格な審査を行います。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/curriculum/） 

資料５－１－①－３「学士課程における教育課程の構成」 

共 通 教 育 科 目 

教養科目：学部・学科(課程)を越えた全学生の素養として必要な科目 

教養講義 

教養ゼミナール 

信州大学の理念・目的に沿って，幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵

養するための教養科目 
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基礎科目：大学教育（学部一貫教育）の基礎となる科目 

外国語科目 

健康科学科目 

新入生ゼミナール科目 

全学生に共通に必要な科目 

基礎科学科目 複数の学部で基盤となる科学について共通教育で開講する科目 

日本語・日本事情 

日本語・日本事情科目 外国人留学生のために開講する科目 

専門入門科目 

 専門入門科目 学部の専門科目として開講され，他学部生は教養科目として履修できる科目 

専 門 科 目: 学部の理念目的達成のための学部又は学科（課程）の独自の専門科目 

   （出典：経営企画課にて作成） 

資料５－１－①－４「平成23年度における専門入門科目受講状況」 

授業科目 開講学部 受講者数 

臨床心理学 医学部  28 

ヒューマンセクシュアリティ 医学部 111 

森林科学概論 農学部  44 

基礎生命科学 農学部   5 

家庭と生活ゼミ 教育学部  15 

（全学教育機構提供資料） 

資料５－１－①－５「各学部の教育課程編成の特徴」 

部局名 

（授与学位名） 
特              徴 

人文学部 

（文学） 

１年次 人文学にとどまらず，社会科学，自然科学の教養科目を履修することにより，学問的思考の基礎を養う。

また，新入生ゼミナール，専門科目などを通して，人文学で必要となる基本的な知識やルール，態度を身につ

け，専門課程へ進むための土台を作る。 

２年次 ２年次から，各専攻分野（人間情報学科８分野，文化コミュニケーション学科８分野）に分かれての履

修となる。少人数の演習や講義を通して，専攻分野における情報収集力・分析力・論理的思考力・プレゼンテー

ション能力などを身につける。 

３年次 ２年次に引き続き，専攻分野の演習・講義などを通して，情報収集力・分析力・論理的思考力・プレゼ

ンテーション能力に磨きをかけ，４年次の卒業論文作成につなげる。 

４年次 卒業論文を作成する。 

教育学部 

（教育学） 

１年次 教養科目，基礎科目を中心に，各課程が課す条件をみたすように科目を選択して履修する。教室で講義

を受ける授業のほかに，学校現場などに出向いて子どもたちと関わる授業や合宿形式で行う授業もある。 

２年次 各課程・コースなどの必修科目・選択科目などの履修に加え，教員免許の取得に必要な科目を履修して

いく。３年次の基礎教育実習を履修するためには，２年次終了時までに専門科目の単位を一定以上習得してお

く必要がある。 

３年次 附属学校園で行う教育実習Ⅰ（４週間）で教師としてものの見方や心構えなどを身につけるとともに，

専門科目の履修を通して，教科に関する知識をはじめ教育制度・職務内容・指導法など，教師として必要な知

識を多角的に修得する。 

４年次 卒業研究を行う。 

経済学部 

（経済学） 

１年次 幅広く様々な分野を学び，一般的な教養を身につけると同時に，２年次以降に学ぶ専門科目の入門的，

導入的内容を学ぶ。また，専門科目の一部（経済数学入門，刑法，情報処理Ⅰ等）も履修する。 

２年次 ２年次以降は専門科目の履修が中心になる。将来の進路を見据えた科目選択を行う。 

３年次 ２年次で学んだ基本的な専門科目を踏まえて，より高度な内容の専門科目を履修する。 

４年次 卒業論文の作成及び卒業試験を行う。 

理学部 

（理学） 

１年次 共通教育科目は，新入生ガイダンスや履修案内を参考にしてバランス良く授業科目を履修する。専門科

目は，入門的な内容から徐々に専門的内容の授業へと進められる。 

２年次 ２年次は序論的な事項を広い専門分野にわたって学習して，徐々に各専門の本論の内容に移行する。 

３年次 ２年次に履修した各専門科目の序論的な内容の上に基礎的な概念を積み上げて，４年次の卒業研究を行

う準備をする。 

４年次 卒業研究を行う。 

医学部 

（医学，看護学，

保健学） 

【医学科】 

１年次・２年次 幅広い教養及び総合的な判断力を培い，豊な人間性を涵養するために開講される教養科目，医

学を勉学していく上で必要な基礎的能力の修得を目的とした基礎科学科目（微分，物理学など）と医学の入門

としての専門科目（医学概論演習，ヒト生物学など）などを履修する。特に１年次で履修する「新入生ゼミナー

ル」は医学科と保健学科の合同演習で，医学・医療に関連した共通のテーマについてグループワークを行うこ
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とにより，お互いの専門領域や将来のチーム医療に関する理解を深めることを目的する。 

３年次 基礎医学では，ヒトの身体の正常な構造や機能を支える仕組み，それが破綻して病気が生じる仕組み，

そして病気を予防・治療する方法を学ぶ。また，３年生の最後の１か月間に「自主研究演習」というカリキュ

ラムを組み，希望する研究室に赴き，一線の研究者とともに研究をして，医学の科学としての側面を勉強する。

４年次 臨床医学の講義では，系統講義，ユニット講義（それぞれの領域の疾患について内科や外科といった講

座枠を超えて総合的に集中講義を行う形式），少人数での問題解決討論型実習（TBL）が行われ，患者さんの病

状をどのようにして整理して病気の診断に結びつけるかを学ぶ。一方で，病気の診断に必要な身体診察の方法

や臨床検査の知識，病気の治療方法（非薬物療法，薬物療法，手術，放射線療法など）も身につけていくとと

もに，患者さんとのコミュニケーションの取り方も学ぶ。 

５年次・６年次 臨床実習等を行う。  

【保健学科】 

１年次 人間性の涵養，幅広い医療知識の修得により，生命を尊び，人間についての幅広い知識を身につけ，対

象を全人的に理解して，人々の健康を支援する方法を学ぶ。 

２年次 保健・医療の専門識者として必要な感性を磨き，基本的知識・技術を獲得して，さまざまな状況で活用

する方法を学ぶ。文化の多様性を理解し，国際的視野に基づいた保健・医療活動の必要性とその方法を理解す

る。 

３年次 保健・医療・福祉の現場において，専門識者として自己の責任を自覚し，チームの一員として協働活動

に参加する方法を学ぶ。文化の多様性を理解し，国際的視野に基づいた保健・医療活動の必要性とその方法を

理解する。 

４年次 臨床実習，卒業研究等を行う。 

工学部 

（工学） 

１年次 専門科目を学ぶために不可欠な微分積分学や力学に加え，各学科全般の概要を知るゼミナール等を配し

ている。 

２年次 それぞれの学科における専門知識を得るため，また，それを基礎として３年次につなげるための講義，

実験，演習などが用意されている。 

３年次 ２年次で学んだことを社会に役立つような総合的研究及び卒業研究に向けて学習する。 

４年次 卒業研究を行う。 

農学部 

（農学） 

１年次 共通教育科目を学ぶことにより，農学にとどまらない幅広い教養を身につける。 

２年次 専門の講義科目と実験・実習科目がバランス良く組まれており，それらの科目を通して，各専攻分野に

おける基礎的な知識や技術を身につける。 

３年次 ２年次に学んだ専門知識や技術をより高めるためのカリキュラムが組まれている。３年後期からは研究

室に所属し，修得した専門知識や技術を基礎にして，実際に最先端の研究に携わり，卒業研究に結びつける。

４年次 卒業研究を行う。 

繊維学部 

（農学，工学） 

１年次 「新入生ゼミナール」でのグループテーマ学習を通して，現代の社会問題を工学的に解決する能力，コ

ミュニケーション能力を身につける。また，後期に履修する学部共通科目「繊維科学の基礎」で繊維とは何な

のかを学び，専門課程へ進むための土台を作る。 

２年次 基礎科目を学ぶ。特定分野に偏らない幅広い基礎知識と実験の基礎技術を身につけ，これによって，目

まぐるしく進化する科学技術に柔軟に対応していけるバックグラウンドを培う。 

３年次 幅広い基礎の上に立って，より高度な専門知識と実験技術を積み上げ，プロフェッショナルとして活躍

できる基礎を形成する。自己の目標達成に役立つ専門科目を選択的に履修する。 

４年次 卒業研究を行う。 

（出典：大学案内「信州大学2012-2013」各学部学びのポイントを基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－①－６「最低修得単位数」 

最低修得単位数 
部局名 

共通教育 専門教育

卒業に必要な

単位数 

共通教育

の割合 

人文学部 38 92 130 29%

学校教育教員養成課程（現

代教育コース） 

36 104 140 26%

学校教育教員養成課程（国語教育

コース～家庭科教育コース） 

36 107 143 25%

特別支援学校教員養成課程 36 96 132 27%

教育学部 

生涯スポーツ課程（地域スポーツ

コース，野外教育コース） 

教育カウンセリング課程 

36 88 124 29%

経済学部 38 90 128 30%

理学部 38 86 124 31%

医学部 医学科 74 134 208 36%
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看護学専攻 26 103 129 20%

検査技術科学専攻 34 92 126 27%

保健学科 

理学療法学専攻 

作業療法学専攻 
26 100 126 21%

機械システム工学科 

土木工学科 

物質工学科 

環境機能工学科 

38 87 125 30%

電気電子工学科 38 86 124 31%

建築学科 38 90 128 30%

工学部 

情報工学科 36～38 87～89 125 30%

農学部 38 90 128 30%

先進繊維工学課程 

感性工学課程 
38 87 125 30%

機能機械学課程 

バイオエンジニアリング課程 
38 86 124 31%

応用化学課程 

材料化学工学課程 
38 90 128 29%

機能高分子学課程 38 88 126 30%

繊維学部 

生物機能科学課程  

生物資源・環境科学課程 
36 90 126 29%

                 （出典：各学部規程を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－①－７「カリキュラム・マップ」 

（出典：学務課提供資料） 
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資料５－１－①－８「履修チャート」 

（出典：学務課提供資料） 

資料５－１－①－９「研究科における履修プロセス概念図」 

人文科学研究科 履修プロセス概念図 理工学系研究科機械システム工学専攻 履修プロセス概念図 

  

（出典：学務課提供資料） 
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資料５－１－①－10「学則及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（授業の方法等） 

第45条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 学部及び全学教育機構は，文部科学大臣が別に定めるところにより，前項に規定する授業を，多様なメディアを高度に利用して，

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 学部及び全学教育機構は，第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度

に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

４ 学部及び全学教育機構は，文部科学大臣が別に定めるところにより，第１項の授業の一部を，校舎及び附属施設以外の場所で行

うことができる。 

５ 卒業に必要な所定の単位数のうち，前３項に規定する授業の方法により修得する単位数は，60単位を超えないものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず，卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において，当該単位数のうち，第１項に規定する

授業の方法により64 単位以上修得しているときは，第２項から第４項までに規定する授業の方法により修得する単位数は，60 単

位を超えることができるものとする。 

信州大学大学院学則 

（授業の方法） 

第30条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 研究科は，文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等

以外の場所で履修させることができる。 

３ 研究科は，第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に利用して，当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

４ 研究科は，文部科学大臣が別に定めるところにより，第１項の授業の一部を，校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（出典：学則及び大学院学則） 

資料５－１－①－11「形態別開講授業数」 

講義 演習 
実験・実習・

実技 
部局名 

授業数 割合 授業数 割合 授業数 割合

合計

人文学部 383 51.0 253 33.7 115 15.3 751

教育学部 486 40.9 597 50.2 82 6.9 1189

経済学部 103 32.9 208 66.5 2 0.6 313

理学部 206 50.9 75 18.5 124 30.6 405

医学部 421 61.4 74 10.8 191 27.8 686

工学部 343 66.9 75 14.6 95 18.5 513

農学部 176 29.8 310 52.5 104 17.6 590

繊維学部 618 61.2 107 10.6 285 28.2 1010

全学教育機構（共通教育） 440 34.1 809 62.7 30 2.3 1279

人文科学研究科 68 36.6 117 62.9 1 0.5 186

教育学研究科 152 41.1 215 58.1 3 0.8 370

経済・社会政策科学研究科 114 58.8 80 41.2 0 0 194

理工学系研究科 305 37.3 242 29.6 270 33.0 817

農学研究科 60 26.7 126 56.0 39 17.3 225

医学系研究科 299 48.3 289 46.7 11 1.8 599

総合工学系研究科 354 36.2 596 60.9 28 28.6 978

法曹法務研究科 155 79.5 40 20.5 0 0 195

（出典：各学部等の状況を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－①－12「各学部，研究科等における学習指導法の工夫」 

部局名 内     容 

人文学部 ・それぞれの分野において複数教員による指導の下，きめ細かな少人数教育を行っている。 

・長野県内の松本市，安曇野市，青木村，塩尻市，大滝村等をフィールドとして，社会学，文化情報論，日本史，日本

文学，日本語学，芸術コミュニケーション等の分野において，身近な地域の諸課題や文化資源を対象に，問題を発見・

分析，課題を解決し，その成果を発表するという一連の実践知を磨くことをめざしたフィールドワークによる教育を積

極的に展開し，地域貢献にも資する教育を推進してきた。過去３年間は，それをさらに発展させた形で「分野横断型フィー

ルド実践による学士力の向上」プロジェクトを推し進めている。 
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教育学部 ・学生は大部分が２年生から研究室に所属し，指導教員，大学院生及び３，４年生と一緒に研究室のゼミなどを行って

いる。 

・教育実習などの臨床教育科目について，学校教育教員養成課程の全ての学年の学生に受講させている。 

・学生の教員としての力量を高めるよう，10人程度の少人数の授業を多く開設し，細やかな指導を行っている。 

・分野の偏りをなくし，視野を広げることを目的に，他分野の教員の専門領域を学習する科目「総合演習」を開講している。

経済学部 ・少人数による新入生ゼミナールや編入生特別演習を通じて，大学での勉学への導入教育に工夫をこらしている。 

・毎年テーマを決めて学外からその分野の専門家を招いてオムニバス方式で講義する「産業論特論」や，地元企業の経営者を招

いて企業経営の経験をオムニバス方式で講義する「社会科学特講（経営者と企業）」など，充実した企画講義を開講している。 

理学部 ・平成21年度に文部科学省「理数学生応援プロジェクト」に採択された「能動的学習意欲をもつ理数学生の発掘と育成

プログラム」を展開している。この一環として，１年生後期新入生ゼミナールⅡ（特別クラス）の授業では，受講生が

関心をもった自然科学の諸事項について，教員やメンターの助言を得てグループをつくり，テーマを設定し少人数に分

かれて自主学習を行っている。ここでは，グループ単位で広く深く調べ，仲間との議論や協議を通じて学習を進めた内

容をまとめ，「Kisorigaku」（信州大学理学部版Wikipedia）の執筆を行っている。 

・３年生の演習・実習・実験を中心に少人数教育を実施するカリキュラムが編成され，学習の動機付けや講義内容の深

い理解につなげている。 

・地質科学科，生物科学科，物質循環学科では日常的にフィールド実習を取り入れ，講義内容と野外での実践・確認の

一体的教育を実現している。新入生のカリキュラムにも野外実習や登山実習などが組み込まれ，多数のTAを配置した厳

密な安全管理のもとで体験的学習を充実させている。また，山岳科学総合研究所上高地ステーション，山地水域環境保

全学部門(山地水環境教育研究センター)で実習を行うなど，充実した学生の環境実習を進めている。 

・専門教育での多くの授業においてe-Learning教材が提供され，学生の主体的な学習に活用されている。特に基礎理学

教科書と関連させた e-Learning用教材が用意されており，基礎的な学習に効果を上げている。 

医学部 ・医学科では，文部科学省の医学教育モデル・コア・カリキュラムに概ね準拠した教育課程を体系的に編成している。

２年次までに共通科目，基礎医学専門科目を修得させるとともに，２年次から医学専門科目を配置し，知識・技能・倫

理感・自ら学ぶ態度などを身につけるよう工夫している。特に臨床科目は，それぞれの領域の疾患について，講座枠を

超えて統合的に授業内容を理解させるユニット講義を中心に展開している。また，少人数でのグループワークを取り込

んだ授業科目を「基礎医学TBL」（２年次），「臨床医学TBL」（４年次）で実施している。 

・保健学科では，カリキュラム・ポリシー及びカリキュラム・マップに基づき講義，演習，実習等のバランスを考慮し

体系的に配置するとともに，４年次で専攻横断的なチーム医療演習を行っている。 

工学部 ・全ての学科で初年度に導入教育としてのゼミナール科目が用意されている。授業形態は全ての学科で講義，演習，実験が

組み合わされて実施されており，学科毎に，十分な教育効果が得られるよう，講義科目と演習科目をセットで開講，学生実

験と講義のリンクによるテーマ振り分け（電気電子）などの工夫を行っている。また，工場見学（機械１，３年次，環境２

年次）やフィールド型授業（環境１年次：上高地実習，土木３年次：在来生合宿研修），チームワーク作業によるプロジェ

クト型実験（機械：機械システム工学創造設計，情報：デザインプロジェクト）を実施するなどの工夫を行っている。 

・４年次には全ての学科で卒業研究が課されており，卒業研究を有効に指導するために，全ての４年生は研究室に所属

して，個別指導体制が確保されている。 

・建築学科において，須坂市と共同して中心市街地の歴史遺産である建物や町並みをキャンパスに見立て，街区の再生

等をテーマに教育活動を行う「蔵の町並みキャンパス」事業を行っている。 

農学部 ・食料生産科学科と森林科学科では，２年次よりコース別の履修とし，少人数でより専門的な教育を実施できるようにしてい

る。 

・応用生命科学科では，基礎からより専門性の高い科目へと学年進行に合わせて配置している。化学関係では基礎科学，無機

化学を履修させた後，１年次後期に有機化学，２年次からは生化学というようにより専門性の高い科目設定を行っている。 

・平成19年度に文部科学省「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択された「個性の自立を≪補い

≫≪高める≫学生支援」プロジェクトにおいて実施した１年次生を対象とする合宿形式のフィールド体験実習を新入生

ゼミナールにおいて継続して実施し，フィールドでの体験と共同で行う実習体験を通した「仲間づくり」やメンタルヘ

ルスケア，就学意識の向上を行うことで総合的な「人間力」の向上を図っている。 

繊維学部 ・全課程の１，２年生全員にTOEIC-IP試験の年２回受験を義務付け，学生の成績評価にもTOEIC-IPのスコア結果を反映させるように工

夫している。また，中途のクラス移動を可能とし，６月のTOEIC-IP（RL）試験結果で，成績が伸びている学生は応用クラスへ移動させ，

落ちている学生は基礎クラスへと移動させるというように学力にあった講義を展開している。これらの講義だけではなく，アルク社の英

語e-Learningシステム「NetAcademy ２」を利用し，授業時間外における学生の自主学習に活用している。２年次の英語講義においては，

毎週e-Learningを用いた課題を与えて小テストを実施し，その結果も成績判定の一部として反映させている。 

全学教育

機構 

・教養ゼミナール（教養科目演習）は，学部・学科を越えた学生が広く参加する，少人数クラスで実施されるテーマ別

ゼミナールであり，４年間（又は６年間）を通じた課題探求能力育成の端緒となるものである。 

・新入生ゼミナールについては，入学時に新入生全員に配布する，大学において必要となる学習スキル等を解説した「新

入生ハンドブック」を共通の教科書として活用している。 

・多様なメディアを高度に利用した授業，情報機器を活用した授業として，全ての授業をe-Learning で実施するEA

（e-Learning All）授業がある。 
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人文科学

研究科 

・それぞれの分野において複数教員による指導の下，きめ細かな少人数教育を行っている。 

教育学研

究科 

・２～５名程度の少人数の授業を多く開設している。 

・「現代教育学」，「現代教育心理学」などの必修授業について，全ての学生（文系，理系および実技系）は一緒に受講す

ることによって，専門領域外の大学院生の交流を日常的に行っている。 

経済・社会

政策科学

研究科 

・経済・社会政策科学専攻において，修了生を中心として組織する「信大地域フォーラム」が「地域活性化ワークショッ

プ」等の大学院科目の運営に積極的に協力し，「地域からの大学院生」「地域に戻った修了生」「教員」の３者による双方

向ワークショップ教育が行われている。 

理工学系

研究科 

・「自然環境診断マイスタープログラム」を開講し，大学院生が「地形・地質」「湖沼」「気象・水質」「動物生態」「植物

生態」の５分野のうち，自分の専門分野外の実験・実習等に取り組むことによって，自身の研究の必要性や価値を広い

視野から理解する能力の育成を図っている。 

・平成23年度に，少人数・事例研究型の実習として「自然科学館を拠点にした歴史環境・自然環境診断・自然再創生プ

ロジェクト」，「物質基礎科学教育研究のための大学院創造工房」を実施し，自然科学館の活動や測定装置の製作を通じ

て大学院生の創造性や学際的分野への対応能力を育成した。（松本キャンパス） 

・授業科目は，「講義科目」，「演習科目」，「特別実験」から成り，講義科目においては各専攻の高度な専門知識の習得を目

指し，演習，実験科目においては，実践的研究能力，研究発表，プレゼンテーション能力等の習得を目指して，主に研究室

を単位とした少人数で教員や他学生とのコミュニケーションを活かした教育を行っている。（長野（工学）キャンパス） 

・英語教育では，e-Learningシステム（アルク社NetAcademy）による授業時間外の学習を奨励している。（上田キャンパス）

・共通科目として，MOT特論，繊維技術士特論，産学連携特別講義に加えて英語で開講する国際連携特別講義及びTextile Technology

を設けて，産業界との連携（インターンシップ）も考慮した多様な学修機会を与えるよう工夫している。（上田キャンパス） 

農学研究

科 

・構内，西駒，手良沢山，野辺山ステーションの多様な学習フィールドで研究し学ぶことにより，４専攻それぞれが特

徴のある教育と高度な専門性，技術能力を発揮し，自ら課題を設定し解決する能力を鍛える教育課程が編成されている。

医学系研

究科 

・医科学専攻（修士課程）は，学生個々の出身が多分野にわたっているため，医科学の基礎的知識の修得と研究の効率化を

図りつつ，高度専門職業人と研究者を養成するにあたり必須となる医科学の基礎的・専門的知識及び研究能力の修得を企図

した教育プログラムを編成している。なお，e-Learningを用いた授業として「生命倫理・医学概論」を開講している。 

・医学系専攻，疾患予防医科学系専攻（博士課程）は，研究科共通科目を開設し，一般的かつ高度な専門的知識修得や，

研究能力修得の基盤を学ばせた上で，専門科目の講義等に始まる最新の研究成果を取り入れた高度かつ専門性の高い教

育プログラムを編成している。また，松本市と信州大学の共同プロジェクトとして開設した「松本市熟年体育大学」に

おいて，運動処方として実施した「インターバル速歩トレーニング」の効果を体力，血液，循環器の各測定値から判定

した3,000人を超えるデータベースを構築し，研究科における教育に活用している。 

総合工学

系研究科 

・少人数での演習・実験・信州の自然を活用したフィールド実習を通して，高度で専門的な研究者養成教育を行ってい

る。（松本キャンパス） 

・各種研究会での発表の機会を与えるとともに，学会出席旅費を補助するなどして，国際的活躍をサポートする取り組

みを行っている。（松本キャンパス） 

・少人数でより高度で専門的な研究者養成教育を実施できるようにしており，授業や演習では個別指導が多く行われて

いる。（南箕輪キャンパス） 

・科目表には，講義，演習，実験・実習の区別が示されており，授業形態の適切な組み合わせを明示している。（上田キャンパス）

・英語教育では，e-Learningシステム（アルク社NetAcademy）を整備し，マニュアルを配付して課外学習時間における

使用を奨励している。（上田キャンパス） 

法曹法務

研究科 

・１年次の法律基本科目については，プロブレム・メソッド方式，討議形式という双方向・多方向的な討論を中心とし

た授業を基本とし，開講時期や講義内容を勘案して，適宜講義方式を加える，若しくは討議形式との併用とすることで，

基本的な理解の修得を中心とした指導方法を採用している。 

・２年次以降は，学生たちの基本的理解が徐々に得られていくことに鑑みて，授業形式の重点をプロブレム・メソッド

方式，ケース・メソッド方式に移すものとしている。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料５－１－①－13「SUNS利用状況」 

 
（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－①－14「e-Learning基盤システム「eALPS」利用状況」 

 

（出典：学務課提供資料基に経営企画課にて作成） 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 
部局名 

利用授業数 利用率 利用授業数 利用率 利用授業数 利用率 

共通教育 416 35% 468 37% 348 53%

人文 101 23% 130 29% 137 57%

教育 71 6% 164 15% 169 29%

経済 58 23% 69 39% 68 34%

理学 44 13% 45 12% 57 18%

医学 53 14% 69 16% 94 20%

工学 43 10% 56 9% 69 13%

農学 21 7% 31 6% 19 6%

繊維 54 10% 77 17% 106 20%

計 861 17% 1,109 21% 1,067 28%
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資料５－１－①－15「eALPSの機能について」 

 

      

 

     

 

    

（出典：eALPSマニュアル等を基に経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程，大学院課程ともカリキュラム・ポリシーが定められている。 

学士課程では，各学部，学科等の教育上の目的を達成するため，必要な授業科目を開設し体系的に教育課程の

編成をしている。共通教育科目では，多彩な内容の科目を開講するとともに，多様な授業形態を取り入れている。

専門科目では，それぞれの専攻分野の教育目的と特性に応じた授業形態を取り入れ，それらのバランスを考慮し

た科目編成を行っている。  

  学習指導法については，各学部等においてフィールド学習，ICT活用教育（e-Learning，SUNS等）をはじめと

する特色ある指導法を実施している。 

 大学院課程では，授与する学位及び養成する人材像を踏まえた教育目的に基づき，体系的な教育課程となって

いる。また，各研究科において，それぞれの専攻分野の特性に沿った効果的な授業形態や指導法を取り入れてい

る。 

 以上のことから，カリキュラム・ポリシーが明確に定められ，それに基づいて，教育課程が体系的に編成され

ており，その内容，水準が授与される学位名において適切なものになっている。また，教育の目的に照らして，

講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学

習指導法が採用されていると判断する。 

 

 観点５－１－② 

   教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等

に配慮しているか。 

学生への連絡事項の掲示 教 材 の 配 信 

課 題 の 提 出 

オンラインのディスカッション ア ク セ ス 管 理 

小  テ  ス  ト 
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【観点に係る状況】 

学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に配慮し，以下のような教育を実施している。 

１）他学部授業科目の履修 

   学則において他学部の授業科目の履修について定め（資料５－１－②－１），各学部は他学部開講の授業を

履修し修得した単位を，卒業単位に算入できるようにしている（資料５－１－②－２）。 

 ２）大学院授業科目の先取り履修 

大学院の授業科目を学部学生の段階で履修できる制度を実施している（資料５－１－②－１）。 

 ３）他大学との単位互換 

   平成20年度に文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に採択され，これまで

の県内８大学との単位互換等の実績を基にコンソーシアムを立ち上げ，SUNSを核とした単位互換を推進して

いる（資料５－１－②－３，資料５－１－②－４，前掲資料２－１－②－３）。また，各学部においても他

大学との単位互換を実施している（資料５－１－②－５）。 

 ４）交換留学 

   大学間交流協定に基づく事業の一環として，最長１年間程度の交換留学を実施している（資料５－１－②

－６）。 

 ５）環境マインド教育 

   平成16年に文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択された「環境マインドを持つ人材の養

成」プロジェクトの成果を基に，学生自らが率先して環境配慮活動を実践するマインド（環境マインド）を

養成する教育を実施している。 

共通教育科目においては，教養科目に環境科学群を設け 50 科目程度の授業を開講し，全学生が最低２単

位受講することとしている（資料５－１－②－７，資料５－１－②－８）。また，理学部においては，自然

環境の判別・生物多様性・保全策・防災対策の能力を培い，自然環境教育・行政・事業に対し具体案を提言

できる能力を身につけさせるプログラムを提供し，そのプログラム修了者を「自然環境診断ジュニアマイス

ター」として認定している（資料５－１－②－９）。 

６）キャリア形成支援教育 

就業力の育成に向けたキャリア形成支援のさらなる充実を図るため，平成23年度から新たに１年次の共通

教育科目として，キャリアポートフォリオ及びキャリア形成支援オプション型ワークショップを組み入れた

「キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ」を開講している（資料５－１－②－10，資料５－１－②－11）。また，各学部等

においてキャリア形成支援に関する授業科目やインターンシップ等を実施し，単位認定を行っている（資料

５－１－②－12）。 

 ７）ボランティア活動 

   従来から授業内容にボランティア活動を組み込んだものや，学生のボランティア活動について単位認定を

行ってきたが（資料５－１－②－13，資料５－１－②－14），長野県北部地震の発生に伴い，学生の災害ボ

ランティア活動についても単位認定を行っている（資料５－１－②－15）。 

 ８）学術の発展動向に対応した教育 

   学術の発展動向への配慮では，教員等の研究成果を授業内容に反映している（資料５－１－②－16）。 

９）その他の取組 

   各学部等においても，資料５－１－②－17に示すとおり，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会か

らの要請等に配慮した教育を行っている。 
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大学院においても，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に配慮し，以下のような教育を

実施している。 

１）大学院教育における基盤教育の充実 

   大学院学則において他研究科の授業科目の履修について定め，各研究科は他研究科・専攻科目の履修単位

を，修了単位に算入できるようにしている（資料５－１－②－18）。また，理工学系研究科においては，平

成 22 年度に修士１年生の学生に対して，受講を希望する科目のアンケート調査を行った結果をもとに，研

究科共通科目を開講している（資料５－１－②－19）。 

 ２）ダブル・ディグリー等の実施 

経済・社会政策科学研究科及び総合工学系研究科が連携し，ダブル・ディグリー制度「グリーンMOTジョ

イント・ディグリープログラム」を平成 21 年４月より実施し，工学系の学生が企業や組織で経営の中枢に

参画することを目的として，経営学を学ばせている（資料５－１－②－20）。また，理工学系研究科及び総

合工学系研究科において，海外の大学等との間でダブル・ディグリーを実施している（資料５－１－②－21）。 

 ３）外国語による大学院教育 

   平成19年度に文部科学省「グローバルCOEプログラム」に採択された国際ファイバー工学教育研究拠点の

取組として，総合工学系研究科に国際ファイバー工学コースを設け，ファイバー工学関連分野で世界をリー

ドする人材を養成するため英語による教育コースを設けている（資料５－１－②－22）。また，平成24年度

より改組した理工学系研究科においては，新たに研究科共通科目として英語で行う国際連携特別講義，

Textile Technologyを開設した（資料５－１－②－19）。 

 ４）社会人教育の充実 

   理工学系研究科及び総合工学系研究科において，地域に密着した専門性の高い技術者を養成することを目

的とした専門職コースを設置している（資料５－１－②－23）。また，経済・社会政策科学研究科経済・社

会政策科学専攻において，平成19年度に文部科学省「大学院教育改革支援プログラム」に採択された「双方

向ワークショップ型地域作り社会人教育」プログラムの成果を基に，同専攻修了生により組織された信州大

学地域社会イニシアティブ・フォーラムが地域活性化ワークショップ等の大学院科目の運営に積極的に協力

し，地域からの大学院生，地域に戻った修了生，教員の３者による双方向ワークショップ型教育が行われて

いる（資料５－１－②－24）。 

５）キャリア形成支援教育 

   各研究科においてインターンシップ等の単位認定を実施している（資料５－１－②－25）。また，文部科学

省「産学連携による実践型人材育成事業－長期インターンシップ・プログラムの開発－」に平成 17 年及び

平成18年度に採択された２件のプログラムの成果を基に，高度専門人材の育成を目的としたインターンシッ

プを継続実施している（資料５－１－②－26）。また，これらの成果は，総合工学系研究科において実施す

るプログラムにも引き継がれ，博士課程の学生，ポスドクを企業等に派遣するインターンシップを展開し，

実施している（資料５－１－②－27）。 

さらに，法曹法務研究科において開講する授業科目「ロークリニック」において，県内各所の法律事務所

に学生を派遣するエクスターンシップを実施している（資料５－１－②－28）。  

６）学術の発展動向に対応した教育 

   学術の発展動向への配慮では，教員等の研究成果を授業内容に反映している（資料５－１－②－29）。 

７）その他の取組 

   各研究科においても，資料５－１－②－30に示すとおり，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会か

らの要請等に配慮した教育を行っている。 
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資料５－１－②－１「学則（抜粋）及び大学院学則（抜粋）」 

信州大学学則 

（他の学部の授業科目の履修等） 

第49条 学生は，他の学部の授業科目を履修し，又は聴講することができる。 

２ 前項の規定により他の学部が開設する専門科目を履修した場合は，12単位を超えない範囲で本学の卒業に必要な単位に算入す

ることができる。 

３ 他の学部における授業科目の履修等に関し必要な事項は，各学部において定める。 

第 49 条の２ 学生は，当該学生が所属する学部の長が教育上有益と認めるときは，本学大学院の研究科の授業科目を履修するこ

とができる。 

２ 学生が，本学大学院の研究科の授業科目を履修することに関し必要な事項は，別に定める。 

信州大学大学院学則 

 （入学前の既修得単位の取扱い） 

第37条 研究科（法曹法務研究科を除く。）において教育上有益と認めるときは，学生が入学前に大学院（外国の大学院及び国際連

合大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位及び信州大学学則（平成

16年４月１日信州大学学則第１号。以下「学則」という。）第49条の２の規定により信州大学の学部の学生が入学前に本大学院

において履修した授業科目について，学部において修得したものと認められた単位を含む。）を，本大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなす単位数は，編入学等の場合を除き，本大学院において修得した単位以外のものについ

ては，10単位を超えないものとする。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料５－１－②－２「平成23年度における他学部授業科目の履修状況（自学部から派遣した学生数）」 

部局名 人文学部 教育学部 経済学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部

学生数 41 0 199 90 0 ３ 0 0 

（出典：各学部提供資料） 

資料５－１－②－３「コンソーシアムによる単位互換授業の実施状況」 

開講授業科目数 

前期 後期 合計 

遠隔 通学 計 遠隔 通学 計  

授
業
数 

受
講
者
数 

授
業
数 

受
講
者
数 

授
業
数 

受
講
者
数 

授
業
数 

受
講
者
数 

授
業
数 

受
講
者
数 

授
業
数 

受
講
者
数 

授業数 

受講者数

(単位互換

受講者) 

平成21年度 -  - 4 5 4 5 - - 0 0 0 0 4 5 

平成22年度 7 16 0 0 7 16 6 9 1 1 7 10 14 26 

平成23年度 6 36 0 0 6 36 6 11 0 0 6 11 12 47 

平成24年度 9 - 3 - 12  -       16 - 

※「遠隔」の授業数は，他大学で開講されたもののみ。「通学」の授業数は，受講実績があるもの。 

※平成24 年度の「授業数」は平成24 年４月末現在のもの。「受講者数」は未確定のため掲載していない。（出典：学務課提供資料） 

資料５－１－②－４「遠隔講義システムを利用した授業の様子」 

（出典：高等教育コンソーシアム信州 パンフレット（平成23年度版）P３） 
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資料５－１－②－５「他大学との単位互換状況」 

部局名 主な単位互換先 

人文学部 なし。 

教育学部 上田女子短期大学 

経済学部 なし。 

理学部 茨城大学，富山大学，埼玉大学，静岡大学 

医学部 カーティン大学（保健学科） 

工学部 奈良先端科学技術大学院，東海大学，ラ・ロッシュル大学 

農学部 琉球大学，京都大学，山形大学，筑波大学，鹿児島大学，高知大学 

繊維学部 なし。 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－６「本学における交換留学派遣・受入実績」 

 
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

協定校 国名 
派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入

ユタ大学 アメリカ 1 2 1 1   1 1 1  

オクラホマ州立大学 アメリカ 2 2 1 2  2 4  3 1 

南オレゴン大学 アメリカ     1  2  2 1 

カーティン大学 オーストラリア  2    2  1  1 

ラ・ロッシェル大学 フランス 3 1 2 2 2 1 1  1  

フランス国立繊維工芸工業

高等学院 
フランス  1  1 1 1 1    

ライプツィヒ大学 ドイツ 2 5 1 2  4 1 3 2 3 

マンハイム大学 ドイツ       1 1   

カトリック大学ルーヴァン ベルギー 1  2 1 2 2 3 2 5  

ゾイド大学 オランダ      1 4 2 1 4 

カムチャツカ国立大学 ロシア    1  2     

極東連邦大学 ロシア     1      

ワルシャワ大学 ポーランド         1 1 

中国同済大学 中国    1    1   

西南大学 中国  2  2  2  2  2 

河南農業大学 中国  2  2      2 

蘭州大学 中国  2  1  2    2 

河北医科大学 中国          1 
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蘇州大学 中国    2  1 1 2  2 

中国地質大学 中国  1  1       

北京工業大学 中国    1  2  1  2 

浙江理工大学 中国  2 1 2  4  2  2 

北京外国語大学 中国  1     1    

北京化工大学 中国        2  1 

山東大学 中国    2  2  1  2 

重慶師範大学 中国        1  1 

江原大学校 韓国      1 1 1  1 

尚志大学校 韓国  2  2  1  1  1 

光云大学校 韓国  4  2  2  2  1 

韓国カトリック大学校 韓国  5  4 1 3 3 1  1 

崇實大学校 韓国  10 1 3 1 2  2  2 

順天大学校 韓国  3  3  2 1 3  3 

建国大学校 韓国   4 1  2  1 1 2 

嶺南大学校 韓国      1  2  2 

檀国大学校 韓国        1  1 

モンゴル科学技術大学 モンゴル    1       

チェンマイ大学 タイ  1  1  1    1 

カセサート大学 タイ    1      2 

FPT大学 ベトナム  1  1  2    1 

UPM（マレーシアプトラ大学） マレーシア       1    

マラヤ大学 マレーシア        2 2  

※平成24年度の「派遣数」，「受入数」は予定数                       （出典：国際交流課提供資料） 

資料５－１－②－７「平成24年度環境科学群の開講状況」 

前  期 後  期 

区分 
授業題目名 

担当教員 

（所属学部） 
授業題目名 

担当教員 

（所属学部） 

地球環境の歴史 大塚 勉（G） 
環境～その人文・社会科学的アプ

ローチ 

松岡 俊裕 他（G） 

自然災害と環境 
大塚勉・三宅康幸・

村越直美（G・S） 
自然環境と文化 

分藤 大翼（G） 

NHKビデオで学ぶ地球環境の歴史 森清 壽郎（S） 自然環境と文化 分藤 大翼（G） 

農山村と環境 内川 義行 他（A） 地下水の環境科学 藤縄 克之（T） 

環境変動と森林 中堀 謙二（A） 宇宙放射線と環境 安江 新一（非） 

環境問題のしくみ 戸田 任重（S） 地球環境の歴史 公文 富士夫（S） 

環境科学入門 朴 虎東（S） 環境問題を科学者と考えるゼミ 村上 好成（G） 

文系学生のための野外地質学ゼミ 
大塚勉・村越直美・

石田桂（G・S） 
 

 

環境マインドを現場で体験するゼ

ミ 

大塚勉・金澤謙太郎・池

田敏彦（G・非） 
 

 

環
境
の
構
造
と
動
態 

上高地ゼミナール 鈴木 啓助 他（S）   

環境社会学入門 金澤謙太郎（G） 環境社会学入門 金澤謙太郎（G） 

環境社会学入門 金澤謙太郎（G） 環境社会学入門 金澤謙太郎（G） 

熱帯雨林と社会 金澤謙太郎（G） 熱帯雨林と社会 金澤謙太郎（G） 

熱帯雨林と社会 金澤謙太郎（G） 熱帯雨林と社会 金澤謙太郎（G） 

人とすまい 柳瀬 亮太（T） 環境文学のすすめ【SUNS】 松岡 幸司（G） 

ビジネスと環境 
橋本規之・樋口一清・  鈴

木智弘（IM） 
地形環境と災害 廣内 大助（E） 

信州の環境と社会 吉田 利男（非） 環境と緑の文化 佐々木 邦博 他（A）

生態資源論ゼミ 金澤謙太郎（G） 森林科学概論 佐々木 邦博 他（A）

自然活動論ゼミナール 古屋 顯一（K） アジア環境白書ゼミ 金澤謙太郎（G） 

環 

境 

科 

学 

群 

環
境
と
社
会 

環境心理学ゼミ 柳瀬 亮太（T） 自然と人間を考えるゼミ 古屋 顯一（K） 
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環境と生活とのかかわり 小林 充（G） 環境と生活とのかかわり 小林 充（G） 

環境と生活とのかかわり 小林 充（G） 環境と生活とのかかわり 小林 充（G） 

ライフサイクルアセスメント入門 小林 充（G） ライフサイクルアセスメント入門 小林 充（G） 

ライフサイクルアセスメント入門 小林 充（G） ライフサイクルアセスメント入門 小林 充（G） 

自然科学館に学ぶ生命系環境再創

生 

佐藤利幸・山本雅道・東

城幸治・島野光司 他

（S）（山） 

自然環境マイスターによる環境保

全活動の実践 

佐藤利幸・東城幸治・島野

光司 他（S） 

グリーンテクノロジー 大石 修治 他（T） 材料の科学と技術（情報・バイオ

分野） 

村上 泰 他 （F） 

環境配慮素材と自然エネルギー 
北澤 君義 他（T） 技術とエネルギーの入門ゼミ（技

術・環境分野） 

西 正明・佐藤運海・

村松浩幸（E） 

森林サイエンス 小池 正雄 他（A）   

 

環
境
と
技
術 

材料の科学と技術（エネルギー・

環境分野） 
村上 泰 他 （F）  

 

※所属学部…（E）教育学部，（K）経済学部，（S）理学部，（T）工学部，（A）農学部，（F）繊維学部，（G）全学教育機構，（IM）経済・

社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻，（山）山岳科学総合研究所，（非）非常勤講師 

※SUNS…遠隔講義システムを利用し，他キャンパスに配信する授業               （出典：2012共通教育履修案内） 

資料５－１－②－８「信州大学共通教育の実施に関する要項（抜粋）」 

信州大学共通教育の実施に関する要項 

（履修方法） 

第４ 各学部が定める卒業に必要な授業科目の単位数のうち，共通教育に係る単位数は，38単位以下（医学部医学科にあっては，50単

位以下）とする。 

２ 前項の共通教育に係る単位数のうち，次の各号に掲げる科目区分及び単位数については，全学部の学生に共通に修得させるものと

する。 

一 外国語科目 ８単位 

二 健康科学科目 ２単位 

三 新入生ゼミナール科目 ２単位 

四 教養科目のうち，環境科学群から ２単位 
（出典：信州大学共通教育の実施に関する要項） 

資料５－１－②－９「自然環境診断ジュニアマイスター」 

自然環境診断ジュニアマイスターの案内 

2011.04.19

＜趣旨＞ 

自然を幅広く総合的にとらえる能力を育成する一環として，特にフィールド系（地質，生物，物循学科の該当者）の理数学生応援プ

ロジェクト受講生には自然環境診断ジュニアマイスターの資格の取得を推奨しています。数理や物理，化学系の学生が受講することも

できます。 

自然環境診断ジュニアマイスターは，大学院修士課程に設置されている自然環境診断マイスター資格の学生版で，以下のような基準

を満たしたうえで申請すると，卒業時に理学部長から自然環境診断ジュニアマイスター資格が認定されます。 

 

資格取得の基準 

植生調査，動物生態調査，地質調査，湖沼調査，気象・水質調査の５つ実習の内，自分の専攻分野（学科程度の範囲）以外の実習を

１つ以上受講し，修了すること，および特別講演または特別講義を併せて３回以上受講することです。実習は原則として１泊２日（２

日間です）。特別講義・講演については２つ以上が自分の専門分野外であることも条件となっています。 

 

自然環境診断ジュニアマイスター資格の申請 

４年次生の１月末までに，資格申請書に必要事項を記入の上，受講記録簿または受講証明書（コピーで可）を添えて，理数学生応援

プロジェクト事務担当者宛に申請してください。 

【受講実績】 

平成23年度受講者数：13人 

（出典：自然環境診断ジュニアマイスターの案内及び理学部提供資料) 

資料５－１－②－10「キャリア形成論受講者数」 

授業名 平成23年度 

キャリア形成論Ⅰ 169 

キャリア形成論Ⅱ 352 

（出典：経営企画課にて作成） 
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資料５－１－②－11「キャリア形成支援オプション型ワークショップの実施」 

 
（出典： 

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/careersupport/e-calendar/uploaddocs/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%83%

AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97.pdf及び 

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/careersupport/info/uploaddocs/8%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E

3%83%BC2.pdf） 

資料５－１－②－12「インターンシップ実施状況」 

インターンシップ単位修得者数 

部局名 
インターンシップによる

単位認定の有無 
主なインターンシップ派遣先 平成 

19年度

平成 

20年度

平成 

21年度

平成 

22年度

平成 

23年度

人文学部 

○ 

韓国カトリック大学（インターンシップ海外日本語教

育実習），塩尻市役所，まつもと市民芸術館，株式会社

テレビ松本ケーブルビジョン，近畿日本ツーリスト株

式会社，ホテルブエナビスタ，長野県松本空港管理事

務所 

14 18 12 25 29 

教育学部 ○ 生涯スポーツ，野外活動関連の施設・機関等 49 53 49 54 56 

経済学部 

○ 

信濃毎日新聞,セイコーエプソン,長野証券,監査法人

ﾄｰﾏﾂ,ながの東急百貨店,ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ,ﾎﾃﾙ国

際21,自治体（長野県,長野市等） 

40 43 48 25 35 

理学部 

○ 

アイドールエンジニアリング（株），大和電機工業（株），

建設技術研究所，(株)日さく，応用地質(株) ，サクセ

ン（株），秋田県庁，長野県諏訪地方事務所霧が峰自然

保護センター 

- 4 5 12 4 

工学部 

○ 

富士通システムエンジニアリング長野，新光電気工業，

長野県長野建設事務所，長野市都市整備部，松本市建

設部等，信越化学工業，YKK，名古屋市役所，千葉県庁

- 52 37 34 33 

農学部 

○ 

伊那食品工業株式会社，中部森林管理局，長野県霧ヶ

峰自然保護センター，長野県野菜花き試験場，上伊那

農業改良普及センター等 

- 57 39 57 24 

繊維学部 ○ ㈱武蔵野化学研究所，上田市役所 - 7 6 4 0 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料５－１－②－13「学生のボランティア活動による単位認定状況」 

ボランティア活動による単位認定者数 

学部名 
ボランティア活動の

単位認定の有無 
平成 

19年度

平成 

20年度

平成 

21年度

平成 

22年度

平成 

23年度

人文学部 × - - - - - 

教育学部 ○ 255 168 235 265 192

経済学部 ○ 55 64 32 36 40 

理学部 × - - - - - 

医学部 × - - - - - 

工学部 × - - - - - 

農学部 ○    1 14 

繊維学部 ○ 0 0 0 0 1 

全学教育機構 × - - - - - 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－14「ボランティアを組み込んだ授業科目」 

 

（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=G&CODE=02001091及び 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=G&CODE=02002099） 
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資料５－１－②－15「学生の災害ボランティア活動事例（信州大学農学部栄村震災復興支援隊（農援隊））」 

 
※参加した学生について，農学部開講科目「ボランティア」として単位認定を実施 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/news/2012/04/47157.html） 

資料５－１－②－16「学術の発展動向や最新の研究成果の教育への反映事例」 

授業の概要（ねらい） 
授業名 

授業担当教員の 

研究分野 シラバスのURL 

本ゼミは，最先端のファイナンス理論を研究することを目的とする。金融工学や行

動系ファイナンス理論等の海外論文を通して，最新の理論研究の展開を理解する。ま

た，対象とする理論については，単に金融資産の価格変動や，それに関連する研究分

野に固執しない。コーポレートファイナンスや資本コストに係わる分野，さらに広い

視野でファイナンス理論の新しい理論の習得を目指す。それを基礎にして，各自が積

極的に研究対象を求め，独自の研究を進めることを目的とする。 

経済学演習Ⅰ 

行動ファイナンス理論 

投資理論 

金融工学 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=K&CODE=K0M56901 

最新の教育課程政策の動向を理解した上で，国際的な視野から日本の教育課程の特

色と課題について考察する。また，カリキュラムの理論研究に触れ，カリキュラム開

発に求められる諸理論を学び，具体的な開発事例を概観する。さらに，幼小連携，小

中一貫，中高一貫等の接続カリキュラムに求められる社会的背景と課題等について理

解する。さらに，教員養成カリキュラムについても主体的に検討し合う。 

 なお，教育課程に関する現実課題をテーマにしたグループワークを取り入れ，学生

同士が互いの専門分野を越えて協同で学び合うことの意義を体験させる。 

教育課程概論 

教育学（教育方法学） 

教師教育学 

カリキュラム開発 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=E&CODE=E5210000 

この講義では，地球のいろいろな規模の構造の事例を学び，それらが形成されるに

至った過程について論じる。 

Introductionに引き続き，地震テクトニクスの分野，すなわち，現在進行しつつあ

る地球表面の地殻変動について学ぶ。ここでは，近年著しく進歩した地震学や，宇宙

技術を用いた衛星測地学などの最新の研究成果にもとづいて私たちが住む日本列島，

そして中部山岳地域の現在の地殻変動や，地球全体とアジアの現在の動きを解説する。

次いで，テクトニクスと火山活動について学ぶ。広域的なものから局所的なものまで，

応力場と火山活動の関係について，日本や世界の火山を例にとって解説する。さらに，

大陸や海洋底の運動や造山運動論などの大規模な地質現象から，地域で見られる身近

な地質現象の成立過程について学ぶとともに，テクトニクスの議論が多くの地質学分

野の成果に基づいて構築されてきていることを学ぶ。 

テクトニクス論 

テクトニクス 

（付加体，活断層） 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=S&CODE=S4066000 
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この授業では，日本近世史研究における最新の研究成果とその到達点を知り，今後

の研究の指針を獲得することを目的にしています。具体的には17～19世紀の日本の歴

史について概観し，日本史学の現在の研究状況を把握していきます。 

日本史特論Ⅲ 

日本近世・近代史 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=L&CODE=LH050503 

（出典：信州大学シラバスシステムを基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－17「各学部等における学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に配慮した教

育事例」 

学部名 教     育     事     例 

人文学部 ・長野県内の松本市，安曇野市，青木村，塩尻市，大滝村等をフィールドとして，社会学，文化情報論，日本史，

日本文学，日本語学，芸術コミュニケーション等の分野において，身近な地域の諸課題や文化資源を対象に，問題

を発見・分析，課題を解決し，その成果を発表するという一連の実践知を磨くことをめざしたフィールドワークに

よる教育を積極的に展開し，地域貢献にも資する教育を推進してきた。過去３年間は，それをさらに発展させた形

で「分野横断型フィールド実践による学士力の向上」プロジェクトを推し進めている。 

教育学部 ・平成 24 年度に実施した学部改組において，地域等の要請に応え，小学校教員としての基礎的専門能力である教

科指導力の充実を図るとともに，小・中学校の両方の学校種を担当することで義務教育段階を見通して学校教育を

担える教員の養成を計画し，そのためのカリキュラムの整備を行っている。 

・卒業生に対してアンケートを行い，教育課程および授業の改善に生かしている。さらに，教員個々の独自の取組

をアンケート調査し，その結果を共有する試みも行われている。 

経済学部 ・毎年テーマを決めて学外からその分野の専門家を招いてオムニバス方式で講義する「産業論特論」や，地元企業

の経営者を招いて企業経営の経験をオムニバス方式で講義する「社会科学特講（経営者と企業）」など，充実した

企画講義を開講している。 

・新入生が大学での勉学に早めに順応するように，学部独自に添付資料のような「経済学部新入生マニュアル」を

作成して，新入生ゼミナールで新入生全員に配布し，質問を受け付けてアドバイスを与えるなどしている。 

・編入生に対する配慮として，両学科共に編入生向けの独自のカリキュラムを設けていることに加えて，編入生向

けの導入教育として「編入生特別演習」を開講している。 

理学部 ・学生の多様なニーズに対応するために，数理・自然情報科学科及び地質科学科がコース制を導入し，学生が抱く

将来像や進路，指向に合わせた教育プログラムを提供している。 

・平成 21 年度から開始した「能動的学習意欲を持つ理数学生の発掘と育成プログラム」では，学生の意欲と学問

的ニーズに応えるために，標準カリキュラムに加えて新しい授業科目や演習・実験・実習である「アドバンス演習」

「アドバンス実験」「アドバンス実習」を実施している。この中では，意欲のある学生に密度の高い演習・実験・

実習を受講させ，きめ細かい指導を行っている。また，研究の最前線に触れたいという学習ニーズに応えるために，

国内外で開催される学会への低年次からの参加を奨励して旅費などの支援を行ったり，３年生後期から卒業研究を

開始して主体的に研究にあたらせる，などの取り組みを進めている。これらの取り組みによって，学習意欲の向上

と知識の確実な修得が図られている。 

・地質科学科では学外有識者から構成される外部アドバイザー委員会を平成 23 年度に開催し，学術の発展動向，

社会ニーズに対応したプログラムの編成のための意見・アドバイスを仰ぎ，カリキュラムの改善を図っている。 

医学部 ・医学科では学生の多様なニーズに応えるため，６年次のクリニカルクラークシップ（選択臨床実習）の実習先は，

学生が自主的に決定している。また，地域医療推進学講座セミナーにおいて，社会からの要請も踏まえた講演（例：

在宅医療や在宅ケア等の身近な問題を取り上げた講演）を実施している。 

・保健学科では，高等教育コンソーシアム信州の授業を履修した学生の単位を認定している。また，専門科目の既

修得単位認定申請及び３年次編入学生の既修得単位の読替についても対応している。 

工学部 ・学生からのニーズに応え，工業高校などからの推薦入学試験による入学生に対しては，入学前の接続教育のスクー

リングを行っている。希望者を対象としたスクーリングをほぼ２週間掛けて毎日６時間程度の授業を行い，数学，

物理で高校の教育で学習していない内容について，講義，演習を受講する。 

・社会や産業界との接点を視野に入れ，工場見学（機械システム，環境機能），建築物，街並みの見学会（建築），

外部講師による産業界の現場の姿を伝える専門セミナー（電気電子），在来生合宿研修（土木：現場見学ならびに

教員，卒業生，大学院生との合宿研修）などを実施している。 

・自然環境に配慮した環境マインドを習得した技術者を育成するために，学部共通科目として「環境マネジメント

システム」，「環境内部監査実務」など環境系の授業を開講している。 

農学部 ・附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターにおいて，他大学との単位互換を旨とする全国公開実習が平成

23 年度よりスタートし，農場系３科目（うち１科目は新設），演習林系３科目（うち１科目は新設）の計６科目が

開講され，農学部学生に加えて他学部・他大学学生にも本学で学ぶ機会が開かれた。 

・研究成果の教育への反映事例として，本学の共同研究の成果を基にした「農林業がつくる地球環境と保全技術」

（信州大学田園環境工学研究会編）を刊行し，共通教育科目「農山村と環境」において教科書として使用している。

繊維学部 ・我が国唯一となった繊維学部の入学生に対して繊維学部生としての意識を持たせ，繊維に対する基礎知識及び繊

維が社会においてどのように役立っているかを講義するため，１年生の必修授業科目として 「繊維科学の基礎」
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を開設した。また，当該授業で使用する教科書「はじめて学ぶ繊維（日刊工業新聞社）」を学部で編集し発刊した。

・社会のニーズを踏まえ，３年生以上の高学年を対象に発信力に力点を置いた「TOEIC スピーキング」，「ライティ

ング（SW）」クラスを開設した。本クラスはTOEIC(RL)スコアが一定基準を満たした十分な英語理解力をもつ学生の

みが受講可能となっており，全15回の講義は，TOEIC-IP(SW)試験を受験する準備にもなっている。このクラスは，

学生にとって受講自体が一種のステータスとなりつつあり，１，２年生の学習意欲の向上に役立っている。 

全学教育機構 

（共通教育） 

・「専門入門科目」と呼ばれる科目が，当該学部生にとっては高年次への接続教育として，他学部学生に対しては

教養科目として開講されている。 

・長野県内大学単位互換協定に基づいて，１年次生の段階から，SUNSを利用して他大学の授業を信州大学で受講で

きる。  

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－18「大学院学則（抜粋）」 

信州大学大学院学則 

（他の研究科の授業科目の履修等） 

第 34 条 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が他の研究科の授業科目を履修し，又は必要な研究指導を受けること

を認めることができる。 

２ 前項に定める他の研究科における授業科目の履修等に関し必要な事項は，各研究科において定める。 

（出典：大学院学則） 

資料５－１－②－19「理工学系研究科における研究科共通科目の開講」 

科目名 単位数 備考 

先端科学特別講義 選択２  

情報基礎特論第１ 選択２ e-Learning 

プログラミング言語特論 選択２ e-Learning 

計算理論 選択２ e-Learning 

MOT特論 選択２  

繊維技術士特論 選択２  

産学連携特別講義 選択２  

国際連携特別講義 選択２ 英語 

Textile Technology 選択２ 英語，e-Learning 

（出典：経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－20「グリーンＭＯＴジョイント・ディグリープログラム」 

信州大学大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻におけるグリーンＭＯＴジョイント・ディグリープ

ログラム実施要項 

（目的） 

第２ グリーンMOTジョイント・ディグリープログラムは，信州大学大学院総合工学系研究科（以下「総合工学系研究科」という。）

に在学する学生に，環境マインドに基づき広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力に加えて高度な専門

性が求められる職業を担うための卓越した能力を修得させ，もって，環境マインドに基づく技術経営能力及び創造性豊かな優れ

た研究・開発能力を併せ持つ人材を養成することを目的とする。 

（入学定員） 

第６ ジョイント・ディグリー学生の入学定員は，イノベーション・マネジメント専攻の入学定員のうちの若干人とする。 

（出願資格） 

第７ グリーンMOTジョイント・ディグリープログラムの出願資格者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 信州大学大学院理工学系研究科又は信州大学大学院農学研究科を修了する見込みの者で，引き続き総合工学系研究科に進学

する見込みの者 

二 総合工学系研究科１年次に在学する者 

（修業年限，単位認定，修了及び学位授与等） 

【修了者数】 

平成22年度：１人  平成23年度：１人 

（出典：信州大学大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻におけるグリーンＭＯＴジョイント・ディグリープログラム実施要項） 
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資料５－１－②－21「海外大学とのダブル・ディグリーの実施」 

部局名 実施大学 開始時期 修了者数 

フランス 国立繊維工芸工業高等学院（ENSAIT） 平成19年度～ ２ 理工学系研究科 

インドネシア アンダラス大学 平成24年度～ - 

総合工学系研究科 インドネシア アンダラス大学 平成24年度～ - 

（出典：学務課及び理工学系研究科提供資料） 

資料５－１－②－22「「国際ファイバー工学コース」開講授業科目一覧」 

Fields 
Subjects 

Registration 

 Codes 
Name of Professors 

Number of 

units 

Plant Molecular Cell Biology  X1102 Nozue Masayuki  2

Silkworm Breeding Technology   X1111 Kajiura Zenta   2

Coloration and Finishing  X1204 Hamada Kunihiro  2

Spinning Technology  X1205 Matsumoto Yoichi  2

Fiber Assemblies Engineering  X1213 Bao Limin  2

Polymer Physics  X1207 Ohkoshi Yutaka  2

Fiber Structure  X1216 Tanaka Toshihisa  2

Silk Science  X1208 Miura Mikihiko  2

System Engineering for Filature Process  X1209 Morikawa Hideaki  2

Polymer Chemistry  X1211 Itoh Yoshihiro  2

Yarn Production Technology  X1217 Foreign visiting professor 2

Nonwovens Technology  X1218 Foreign visiting professor 2

Knitting Technology  X1219 Foreign visiting professor 2

Weaving Technology  X1402 Takatera Masayuki  2

Physical Properties of Polymeric Materials  X3402 Takahashi Masato  2

Surface Chemistry  X3405 Fujimatsu Hitoshi  2

Development Engineering of Advanced Fiber Materials X1501 Kajiwara Kanji  2

Fundamentals of 

Fiber Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E 

Molecular Chemistry  X3416 Hattori Yoshiyuki  2

Microbial Resource Engineering  X1122 Shimosaka Makoto  2

Molecular Technology of Bioresource  X1104 Hayashida Nobuaki  2

Topics in Microbiology  X1118 Yamamoto Hiroki  2

Bioresource Technology for Environment  X1119 Moriwaki Hiroshi  2

Topics in Silkworm Physiology and Behavior  X1109 Kanekatsu Rensuke  2

Spider Silk Engineering  X1110 Nakagaki Masao  2

Insect Molecular Biology  X1120 Shiomi Kunihiro  2

Enzyme Technology  X1113 Amano Yoshihiko  2

Basic and Applied Molecular Biology  X1114 Kataoka Masakazu  2

Reproductive Technology  X1115 Hochi Shinichi  2

Reproductive Physiology  X1116 Kimura Ken  2

Organic Synthesis for Material Science  X1203 Fujimoto Tetsuya  2

Sythetic Methodology  X1215 Nishii Yoshinori  2

Bioprocess for Natural Polymer Synthesis  X1210 Ohkawa Kousaku  2

Bio-nanofiber Science  X1212 Ishiwatari Tsutomu  2

Nano Composite  X1311 Ni Qing-Qing  2

Materials Engineering  X1308 Ohta Kazuchika  2

Structure and Properties of Polymers  X3403 Tanigami Tetsuya  2

Structural Inorganic Chemistry  X3420 Okino Fujio  2

Topics in Insect Science  X1124 Shirai Koji  2

Topics in Plant Molecular Biology and Biochemistry  X1127 Taguchi Goro  2

Topics in plant molecular biology  X1121 Nogawa Masahiro  2

Insect Biopolymer Science  X1126 Tsukada Masuhiro  2

Fiber Materials 

Science 

 

 

 

 

 

 

 

2S 

Plant Functional Genomics  X1129 Matsumura Hideo  2

Biofiber of Aquatic Insects  X1107 Hirabayashi Kimio  2 

Hyper Functional Nano Fiber Engineering  X1201 Hanabusa Kenji  2
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Soft Matters  X1214 Suzuki Masahiro  2

Supramolecular Functional Fiber  X1202 Kimura Mutsumi  2

Functions of Biomedical Polymers  X1315 Abe Koji, Teramoto Akira 2

Biomaterial Engineering  X1303 Fujii Toshihiro  2

Function of Materials and Compound Design  X1316 Natsuki Toshiaki  2

Nano Fusion Material  X1317 Kim Ick Soo  2

Smart Fiber  X1306 Hirai Toshihiro  2

Semiconducting Polymer Science  X1313 Ichikawa Musubu  2

Photonic and Electronic Fiber  X1309 Koyama Toshiki  2

Fiber Composite  X1310 Motoyoshiya Jiro  2

Protection Textiles  X1314 Foreign visiting professor 2

Functionalization of Fibers  X3412 Goto Yasuo  2

Photofunctional Materials  X3417 Usami Hisanao  2

Inorganic-Organic Hybrid Materials  X3408 Murakami Yasushi  2

Fiber Materials 

 

 

3M 

Nanomaterials Engineering  X3418 Sugimoto Wataru  2

Thermofluid Engineering  X2119 Himeno Nobuhiro  2

Fiber Product Design  X1403 Inui Shigeru  2

Kansei Evaluation Method  X1404 Nishimatu Toyonori  2

Kansei Measurement Engineering  X1405 Kamijo Masayoshi  2

Image Processing  X1406 Hashimoto Minoru  2

Kansei Product Development  X1413 Hosoya Satoshi  2

Superconducting Technology  X3421 Konishi Hajime  2

Biofluid Dynamics A  X1411 Morikawa Hirohisa  2

Mechatronics  X1408 Kawamura Takashi  2

Biofluid Dynamics B  X1412 Kobayashi Shunichi  2

nstrumentation and Measurement of KANSEI and 

Biologic Function  

X1415 Kanai Hiroyuki  2

 

Kansei System 

 

 

 

4K 

Evolutionary Computation  X1128 Matsumura Yoshiyuki  2

Intellectual Property Management  X1001 Foreign visiting professor 2

Condensed Matter Physics  X3104 Matsuse Takehiro  2

Management of Technology  X1409 Abe Takao  2

Common 

Curriculum 

 

5C Supply Chain Management  X1000 Foreign visiting professor 2

 

Subjects Registration 

Code 

Name of Professors  Number of 

units 

Fiber Engineering Seminar Ⅰ  Chief Guidance Teaching Staff  2

Fiber Engineering Seminar Ⅱ    Chief Guidance Teaching Staff  2

Overseas Training  Chief Guidance Teaching Staff  2～4

（出典：国際ファイバー工学教育研究拠点ホームページ） 

資料５－１－②－23「専門職コースの開設状況」 

研究科名 専攻名 コース名 主受講場所 延べ修了者数 

機械システム工学専攻 
超微細加工技術者

育成コース 
諏訪圏 22

電気電子工学専攻 

精密機器制御シス

テム技術者育成

コース 

飯田市 11

情報工学専攻 
組込システム技術

者育成コース 
塩尻市 5

物質工学専攻 食品科学コース 1

理工学系研究科 

環境機能工学専攻 食品科学コース 
長野市 

0

総合工学系研究科 システム開発工学専攻 専門職コース 諏訪圏 0

（出典：各研究科提供資料より経営企画課にて作成） 
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資料５－１－②－24「地域活性化ワークショップ Ⅰ・Ⅱシラバス」 

科目名  地域活性化ワークショップ Ⅰ・Ⅱ 

開講学期・曜日  通年・土（不定） 

講義のねらい   

＜地域＞をどのように捉えるのか。また，地域を元気に，豊かにしていくには，どのようなことが必要なのか… その方法と理論

を多角的な視点から学びます。 

地域社会イニシアティブ・コースでは，＜地域＞を多角的に考えるために，通常の院生，教員に加えて，すでに地域社会で活動さ

れている修了生（信大地域フォーラム会員）と修了生の皆さんが活躍されているフィールドの全面的な協力を得て，修了生をハブ（結

節点）とする地域社会の皆さんとの交流と意見交換を重視した講義を展開しています。 

講義の概要   

教室での勉強と地域に実際に出かけて（フィールドトリップ），現地でいろいろ見学・観察したり，話を聞く中で，勉強していきま

す。 

現地調査においては，「ねらい」に記した通り，イニシアティブ・コースの修了生と在籍生で作る「信大地域フォーラム」のメンバー

の協力を得ます。 

 1．地域をどのように捉えるか 

 2．地域調査の方法 

 3．地域活性化の方策 

 4．地域活性化の担い手 

講義の計画 

５月に開講し，月１回から２回のペースで講義があります。講義は全て土曜日に開講されます。フィールドトリップでは，合宿形

式での授業も計画しています。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/research/industrial/initi/curriculum/category01.html#18588） 

資料５－１－②－25「研究科のインターンシップの実施状況」 

インターンシップ単位修得者数 

研究科名 

インターンシッ

プによる単位認

定の有無 

主なインターンシップ派遣先 平成 

19年度

平成 

20年度

平成 

21年度

平成 

22年度

平成 

23年度

人文科学研究科 × - - - - - - 

教育学研究科 
○ 

長野中央児童相談所・長野県精神保健福祉セン

ター・信州大学医学部 
17 19 21 23 24 

経済・社会政策科

学研究科 
× - - - - - - 

理工学系研究科 

○ 

地球科学研究所，(株)日さく，長野県諏訪地方事務所 霧

が峰自然保護センター，地球マルコメ（株）,内堀情造

（株）,野村ユニソン（株）,セイコーエプソン（株）他

14 18 21 8 11 

農学研究科 

○ 

伊那食品工業株式会社，養命酒醸造株式会社，株

式会社サラダコスモ，社団法人長野県農村工業研究

所，内堀醸造株式会社等 

4 7 9 7 1 

医学系研究科 × - - - - - - 

総合工学系研究科 

○ 

長野市教育委員会，中房温泉（株），（独）産業技術

総合研究所（2名），新日本製鐵（株），三光メディッ

ク（株），ヘルツ（株），富士通（株） 

- - 6 10 8 

（出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－26「文部科学省「産学連携による実践型人材育成事業－長期インターンシップ・プログラムの

開発－」支援期間終了後の展開」 

研究科名 採択プログラム名 支援期間終了後の展開 

工学系研究科 「創業マインド」志向の地元企業との連携

による高度人材育成 

・大学独自の事業として自立化。（平成22年度～） 

・修士課程，博士課程のインターンシップ教育（学内４事業）

に「イノベーション創発人材育成コース」へノウハウを活用。

農学研究科 長寿長野を支える機能性食品の開発人材

養成 

平成23年度から本プロジェクトの成果を基盤として，修士課

程４専攻に「特別インターンシップ」を開設し，産学連携に

よる実践型人材の育成を継続（平成23年度派遣者数：１名）。

（出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料５－１－②－27「「イノベーション創発人材育成システム」によるインターンシップ派遣実績」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/project/training/results/） 

資料５－１－②－28「法曹法務研究科におけるエクスターンシップ（法律事務所）の実施状況」 

 

（出典：法曹法務研究科提供資料） 

資料５－１－②－29「学術の発展動向や最新の研究成果の教育への反映事例」 

授業の概要（ねらい） 
授業名 

授業担当教員の 

研究分野 シラバスのURL 

環境触媒化学特論では，触媒の組成，構造，機能，合成，評価などを各種産業分

野で実際に用いられている触媒を例にあげ，学習する。古典触媒をはじめ，グリー

ンイノベーションに寄与する最先端の触媒などを扱い，環境問題解決を多角的にと

らえる。 

環境触媒化学特論 無機化学 

機能物質科学 

環境関連化学 

機能材料・デバイス 

無機工業材料 

応用物性・結晶工学 

薄膜・表面界面物性 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=TA&CODE=TA672830

カイコおよび昆虫の分子生物学，分子神経科学などの最新の知見に対する理解を

深めるとともに，論文の論理構成や実験結果の読み方を学び，批判することにより，

自らが作成する修士論文の参考にする。  

蚕遺伝疫学演習Ⅲ 

環境分子昆虫学 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=FA&CODE=FA106300

動物資源開発学特

別演習Ⅰ 
動物生殖機能学 

（動物の生殖機能解析，生

殖細胞生物学） 

世界的に食糧不足と環境悪化が深刻になりつつある現在，その対策として安全な

食料を持続的かつ安定的に，さらに環境への負荷を少なく生産・供給し得る農業体

系の開発と整備が求められています。そこで，バイオサイエンスを基盤とした革新

的な食料生産技術体系を確立するために，動物資源開発学の学問分野が貢献してき

た数々の業績とそれによりもたらされた技術の発展につき，文献紹介セミナー形式

で討議発表します。自分自身で紹介すべき学術論文を選択する能力の育成と，英語
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で書かれた国際水準の最新の学術論文が理解できるようにすることがこの授業の

達成目標です。 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=AA&CODE=AA0A6500

わが国の３大死因，特に心疾患，脳血管疾患に深く関連するメタボリックシンド

ロームおよびこれを構成する高血圧，糖尿病，脂質異常症など各種生活習慣病，虚

血性心疾患などの動脈硬化性疾患や心不全などの疫学，病態，診断，治療法を幅広

く学び，予防や健康増進に必要な最新の専門知識を具体的データに基づいて教授す

る。また，青少年期の生活習慣病の予防を目的としたエビデンスの収集・構築方法，

解釈の仕方，応用方法などについて修得する。 

成人保健学演習B 

内科学 

循環器内科学 

健康科学 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=MK&CODE=MA820500

（出典：信州大学シラバスシステムを基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－②－30「各研究科における学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に配慮した教

育事例」 

研究科名 教育事例 

人文科学研究科 ・狭い専門分野に閉じこもらず，広く学際的・比較論的な観点から人文学の研究を進めることは，学会等にお

ける学術の発展動向に即したことであり，また，総合的な人文学的知見に基づく判断力とリーダーシップを有

する学生を育成することは，今日の社会的要請でもある。そうした状況を踏まえて，人文科学研究科では年に

２度，総合的なシンポジウムを開催している。人文科学研究科の全教員の参加のもとで大学院生が研究発表を

行い，専門分野を越えて議論を交わすことによって，より広い人文学的な知識と方法論を獲得することを目的

としている。 

教育学研究科  個々の授業科目について最終の授業終了後に学生が授業評価をウェブ上で行っている。観点別の評価点に加

え，自由記述を求め，教員はそれに返答することを通して，授業改善に努めている。また，卒業生に対してア

ンケートを行い，教育課程および授業の改善に生かしている。 

経済・社会政策科学

研究科 

【イノベーション・マネジメント専攻】 

・産業界のバックアップを受け，企業経営者によるトップマネジメント論，企業の成功事例・失敗事例を学ぶ。

・国際コンサルタントや海外商社マンの実践講義など，国際戦略や海外事情のケースが多数提供される。 

・中央官庁との交流教官や特許庁スタッフによる先進情報の講義など，産業政策の実際や最新情報に触れる。

・ナノテク（超微細技術），情報技術，精密工学など，先端技術論が専任スタッフによって講義され，実際のラ

ボ（実験室）試験を体験する。 

・時宣を捉えた特別セミナーの開催などにより，先端の研究状況や喫緊の社会経済問題を学習する。 

・信州大学イノベーション研究・支援センターを創業あるいは，イノベーションの実践道場として，活用できる。

【地域社会イニシアティブ・コース】 

・グローバル（国際）化とローカル（地域）化―２つの流れのなかで，自らすすんで〈地域づくり〉に携わり，

課題を的確に分析し，解決の方向性を見出すことができる人材を育成する。 

理工学系研究科 ・宇宙線の国際共同研究において，平成19年度のタイ国との共同観測態勢の確立によって強化された国際宇宙

線観測ネットワーク事業の成果を大学院生の教育研究に活用している。（松本キャンパス） 

・文部科学省派遣型高度人材育成協同プラン（平成17～21年度）の成果を踏まえ，産学連携による長期インター

ンシップを継続して実施している。単なる企業への依頼ではなく，事前教育，インターンシップ，事後の発表

会等充実した内容で実施している。（長野（工学）キャンパス） 

・平成20年度より，留学生の秋期入学に便宜を図った特別プログラム「アジアゲートウェイ留学プログラム」

を実施し，上田キャンパスでは８名の留学生を受け入れた。本プログラムでは，受入留学生のニーズに合わせ

て，全ての講義を英語で開講した。（上田キャンパス） 

農学研究科 ・学生のニーズについて，指導教員と個別に面談をすることで，配慮を行っている。 

・文部科学省派遣型高度人材育成協同プラン（平成18～22年度）の成果を踏まえ，産学連携による長期インター

ンシップを継続して実施している。 

医学系研究科 ・博士課程では複数担任制（基礎・臨床）の設置により学生の知的好奇心のニーズに対応するとともに，文部

科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」によるがん専門医養成の取組を開始した。 

・先天性難聴の原因遺伝子解析，遺伝子カウンセリング，運動療法等の先駆的な臨床データを授業にフィード

バックする等の工夫を行っている。 

総合工学系研究科 ・理学分野において海外の協定締結校であるインドネシアのアンダラス大学大学院自然科学研究科を対象に，

ダブル・ディグリープログラムを実施している。これによって，学生・教員間の国際交流が促進されると期待

される。（松本キャンパス） 

・繊維科学分野の学術の発展動向及び社会からの要請に配慮して，「国際ファイバー工学コース」では，全ての

講義科目を英語で実施した。また，海外の大学・研究機関から招聘した第一線の研究者が講義及び学生の研究

指導の一部を担当している。（上田キャンパス） 
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法曹法務研究科 法曹養成に特化した専門職大学院にふさわしい内容・方法で理論的教育と実務的教育が段階的かつ完結的に

行われるように，以下の２つの視点から，理論と実務を架橋する教育を実践している。 

・カリキュラム構成の全体を通して，理論と実務の比重を考慮し，法律基本科目の理論教育の後に実務基礎科

目の教育を行い，さらに実務基礎科目を踏まえて理論的発展が可能となるように各授業科目の学年配当を行っ

ている。 

・理論と実務を架橋する観点から，研究者教員と実務家教員の役割分担を整理し，１）もっぱら研究者教員が

法理論を中心に行う講義，２）実務経験を有する研究者教員が，実務を背景に理論教育を行う講義，３）研究

者教員と実務家教員がオムニバス方式で分担する講義，４）研究者教員と実務家教員が同一時間に共同連携し

て行う講義，５）もっぱら実務家教員が実務を中心に行う講義の類型を設けている。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部，研究科等において，学生の多様なニーズ，研究成果の反映，学術の発展動向，社会からの要請等に配

慮し，インターンシップ，ボランティア活動の推進，他大学との単位互換，交換留学，ダブル・ディグリー等の

取組や，教員の研究活動を通じて得られた成果を授業に反映している。 

以上のことから，教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，研究成果の反映，学術

の発展動向，社会からの要請等に配慮していると判断する。 

 

 

 観点５－１－③ 

   単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の授業を行う期間は，試験期間を除いて各学期15週以上に渡る期間が確保されている（資料５－１－③－

１）。共通教育では，出席する授業の予習，復習を含む十分な自主的学習時間の確保のために履修登録単位数の上

限設定を行っている。この上限設定は１年次生（医学部医学科２年次生を含む）に必修となる単位数の 130％程

度を目安に学期ごと設定している（資料５－１－③－２，資料５－１－③－３）。共通教育履修案内ではこの趣旨

を記述し，学生に周知している（資料５－１－③－３）。専門科目については，一部の学部において履修登録単位

数の上限を設けている（資料５－１－③－４）。 

本学では信州大学シラバスガイドライン（以下「シラバスガイドライン」という。）を定め，シラバスにおいて，

自主学習の指針，テストや課題等に関する必要な記述事項を明確化し，学生に自主学習を行わせるような取組を

行っている（資料５－１－③－５）。 

多くの授業では，e-Learning基盤システムであるeALPSを用いて教材の配信，課題の提出，学生と教員及び学

生同士の意見交換などを実施し，授業時間外における学生の自主学習を促す取組を行っている（資料５－１－③

－６，資料５－１－③－７，前掲資料５－１－①－15）。 

各研究科においては，学部と同様に,試験期間を除いた各学期15週以上に渡る授業期間が確保されており，シ

ラバスガイドラインに基づいたシラバスの作成,eALPS の活用などにより,学生に自主学習を行わせるように取り

組まれている（資料５－１－③－８，資料５－１－③－９）。履修に当たっては，研究指導教員と事前相談の上，

履修計画を作成し，計画的に受講をするよう指導している。 

法曹法務研究科においては,履修科目登録制限を設け，学生の自主学習時間を確保している（資料５－１－③－

10）。 
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資料５－１－③－１ 「授業日数カレンダー例」 

（出典：2012（平成24）年度理学部授業科目内容紹介表紙裏） 

資料５－１－③－２「各学部の共通教育科目の履修登録単位数の上限設定」 

人文学部  前期22 後期22 土木・建築・物質 前期22 後期22

教育学部  前期22 後期22 機械 前期21 後期21

経済学部  前期24 後期24 電気  前期20 後期20

物理科学科 前期26 後期26 

工学

部 

情報・環境 前期24 後期24

物質循環学科 前期24 後期24 農学部  前期24 後期24

理

学

部 上記以外の学科 前期22 後期22 繊維学部 前期22 後期22

医学科1年 前期30 後期24

医学科2年 前期10 後期 6

保健学科･検査技術科学専攻 前期24 後期24

医

学

部 

保健学科･上記以外の専攻 前期18 後期18

                           （出典：大学現況表及び学務課提供資料） 



信州大学 区分５ 

- 96 - 

資料５－１－③－３「共通教育履修案内（抜粋）」 

１－２．共通教育のカリキュラムについて                             

（１） 共通教育科目の構成  

    共通教育科目の構成は，次頁の表を参照してください。各学部の共通教育科目の履修要件（卒業に必要な単位）は，4～14 頁の

「共通教育科目履修要件表」を参照してください。  

（２） 共通教育科目の履修登録上限単位*について  

共通教育科目では，１学期に履修登録できる単位の上限*が学部ごとに定められています。  

※  履修登録単位数の上限は共通教育科目のみで，専門科目，教職に関する科目は含みません。  

大学での勉学は授業での学習に加えて，出席する授業の予習，復習を含む十分な自主的学習時間の確保が前提となっています。こ

うした趣旨から，履修登録単位数の上限制度が設けられています。  

１年次に必修となる単位数より３０％程度多くなっていますので，興味を持った授業を十分に履修できると思います。  

なお履修登録単位数の上限を超えて履修することはできません。  

また，前期の成績が優秀な学生で学部長の許可がある場合には，後期に個々の学生ごとに履修登録単位数の上限を設定することが

認められます。  

   学部ごとの「共通教育科目の履修登録上限単位数」は，4～14 頁の「共通教育科目履修要件表」で確認してください。 

（出典：2012共通教育履修案内P2） 

資料５－１－③－４「各学部の専門科目の履修登録単位数の上限設定」 

教育学部  前期20 後期20 通年40 

経済学部  通年44（共通教育科目含む） 

検査技術科学専攻 前期17 後期17 医学部 

保健学科 上記以外の専攻 前期23 後期23 

農学部 前期30 後期30 

（出典：学務課提供資料及び各学部学生便覧等を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－③－５「信州大学シラバスガイドライン及び信州大学シラバスに関するガイドラインの内容（抜粋）」 

信州大学シラバスガイドライン 

このガイドラインは，信州大学で開講されるすべての授業のシラバスが，備えるべき必須条件である。ただし，下記に記載する事

柄をシラバスにおいて具体的にどのように表記するかについては，各学部学科の専門教育課程及び共通教育課程（以下，各学部）に

よって異なってくるため，より具体的な「シラバス作成の手引き」のようなものは，必要に応じて各学部において作成するものとす

る。 

シラバスは学生の学習をガイドするためのものであるので，単位取得のために学生が何をしなければならないかがわかるように，

学生の視点から書くものとする（例えば，授業の達成目標は「教員が何を教えるか」ではなく，「学生が何を身につけるか」を書く）。

その上で，以下の6項目を信州大学の授業のシラバスの必須記述項目とする。 

①授業の基本的な情報…授業名，担当者氏名，教室，開講日時（何曜日何時限目），単位数，教科書，参考書。その他，各学部

の必要に応じて記載する。 

②授業の達成目標    

「教員が何を教えるか」ではなく，「学生が何を身につけるか」を書く 

達成目標が授業全体を捉えた大枠のものになる場合，より具体的な行動目標をシラバス中のどこかに記載すること 

③成績評価の方法と，それぞれの重みづけ 

受講者が②の達成目標に到達したかどうかを判定できる方法と基準を用いること 

④自主学習の指針となる情報，履修上の注意 

当該の授業での教科書や参考書の利用方法 

授業及び自主学習に関する連絡事項，注意事項   など 

⑤テストや課題の出題予定，提出締め切りなど 

学生が計画的に準備できるようにする 

⑥オフィスアワー及び授業担当者の連絡先 

シラバスに関するガイドラインの内容 

「①授業の基本的な情報」について 

 共通教育に独自のものとして，「授業科目と授業題目」や担当教員の所属（非常勤講師についてはその旨の記載）などが必要に

なるが，「授業名，担当者氏名，教室，開講日時（何曜日何時限目），単位数，教科書，参考書」の記述は全学必須とする。なお，

教科書を使用しない場合は「使用しない」，参考書を指定しない場合は「指定しない」と記載する。 

「②授業の達成目標」について 

 「到達目標」とも言う。その授業と通じて，受講生が何を身につける必要があるかを記述する。共通教育では「授業のねらい」

という項目に記載することになっている。なお，成績評価はこの達成目標に受講生が到達しているかどうかで判断するが，実際

には達成目標は大きな目標になりがちで，そのままでは成績評価基準として使いにくいこともある。その様な場合には，達成目

標の下位目標として「行動目標」を記載する。共通教育科目の場合は，「授業の概要」という項目があり，ここに行動目標を記載

することになっている。 
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「③成績評価の方法と，それぞれの重みづけ」について 

 成績評価の方法には，筆記テスト，レポート，作品作り，実技などさまざまな方法がありうるが，授業の達成目標への到達具

合をはかるために最も適切な方法を利用する。その際，複数の判断基準を用いる場合には，その重みづけを記述する。 

「④自主学習の指針となる情報，履修上の注意」について 

 単位制度が実質的になるように，受講生が授業時間外でどのような学習を行えばいいのかに関する情報を記載する。共通教育

では「履修上の注意」として扱い，授業担当者に対して，大学の授業では自主学習が必須であることを 1 年生に理解させるよう

にお願いしている。 

「⑤テストや課題の出題予定，提出締め切りなど」について 

 小テスト，中間テストを含むテストの日程や課題の出題予定が予めわかっていれば，学生はそれにあわせて学習計画を立てる

ことが可能になる。共通教育科目では，15 週の授業計画をシラバスに書くことにしており，そこに課題の出題予定もあわせて表

記することにする。 

「⑥オフィスアワー及び授業担当者の連絡先」 

 質問などにどのように対処するかを念頭に置いたもの。共通教育の場合は授業担当者と受講生が同じキャンパスにいるとは限

らないため，「質問，相談への対処」という項目を設け，オフィスアワー以外にもメールやインターネット掲示板による質問受付

でもよいことにしている。 

（出典：信州大学シラバスガイドライン及びシラバスに関するガイドラインの内容） 

資料５－１－③－６「eALPS活用のシラバス記載状況」 

 

（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=G&CODE=02003516） 
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資料５－１－③－７「平成23年度eALPS利用状況」 

総アクセス数 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

 2,153,920 2,511,669 3,306,746

（出典：e-Learningセンター作成資料） 

資料５－１－③－８ 「授業日数カレンダー例」 

（出典：平成24年度医学系研究科保健学専攻シラバスP３） 
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資料５－１－③－９ 「大学院シラバス例」 

（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=TM&CODE=TM103430） 

資料５－１－③－10 「法曹法務研究科履修登録の制限」 

１年次 42単位 １年次 42単位 
２年次 36単位 ２年次 44単位

３年コース 

３年次 44単位

２年コース 

  
（出典：法曹法務研究科学生便覧P４） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各授業期間においては，試験期間を除いて15週以上の授業が確保されている。履修登録単位数については，全

学部１年次生（医学部医学科生は２年次を含む）を対象とした共通教育科目において，上限設定が実施されると

ともに，専門教育においても一部の学部において上限設定が実施されている。シラバスについては，全学的なシ

ラバスガイドラインにより，自主学習の指針，テストや課題等に関する必要な記述事項を明確化し，学生に自主

学習を行わせるような取組を行っている。また，e-Learningシステムを学生の自主学習を促すために活用してい

る。 

各研究科においては，学部と同様に,試験期間を除いて各学期15週以上に渡る授業期間が確保されており，シ

ラバスガイドラインに基づいたシラバスの作成や, e-Learning システムの活用などにより,学生に自主学習を行

わせるように取り組まれている。さらに，法曹法務研究科においては，履修科目登録制限が設けられている。 

 以上のことから，単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 
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 観点５－１－④ 

   適切なシラバスが作成され，活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学ではシラバスガイドラインを定め，前掲資料５－１－③－５のとおり６項目を必須記述項目として明記す

ることとしシラバスを作成している。シラバスガイドラインに基づき，「授業のねらい」で，授業の到達目標と学

生が何を身につけるかを示し，授業の概要と授業計画にその授業目標への達成法を示している。成績評価の方法

では，成績評価の透明性のため，成績評価の方法，基準とその比率を明記している（前掲資料５－１－③－５）。

さらに，共通教育のシラバスでは，その授業で得られるディプロマ・ポリシーの要素を記載している（前掲資料

５－１－③－６）。 

シラバスは，本学ホームページに全学のシラバスを掲載し検索閲覧できるようにするとともに，冊子やDVDを

作成し学生に配布している（資料５－１－④－１）。 

 各学部，各研究科及び全学教育機構においては，教務委員会等で適切なシラバス作成を行うため，内容の確認

を行い，改善を図っている（資料５－１－④－２）。その他に，各学部では学部の状況に応じてシラバスガイドラ

インに基づいた独自のシラバス作成要領の作成を行っている（資料５－１－④－３）。 

 学生のシラバス活用については，授業改善アンケート結果で，多くの学生が「シラバスに沿った授業展開がな

されている」という設問について肯定的な回答をしている（資料５－１－④－４）。 

 また，大学院のシラバスにおいても，学部のシラバスに準じて適切に作成している（資料５－１－④－１）。 

資料５－１－④－１「信州大学シラバス検索システム」 

 

（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/top） 
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資料５－１－④－２「共通教育科目シラバス点検について及びシラバス点検チェックシート」 

共通教育科目シラバス点検について 

平成23年11月11日 教務委員会

１．シラバスの点検は，全学教育機構共通教育企画実施部の各部門（部門長）において実施する。 

ただし，新入生ゼミナールは各学部の責任者（連絡調整会議委員）が実施する。 

２．点検の記入方法について 

全学教育機構で作成したシラバスチェックシートを利用する。 

３．授業担当教員からのシラバス点検に対する意見，疑問について 

シラバス点検結果に対して，授業担当者からの疑義等がある場合には，授業担当者は各部門長に問い合わせることとする。 

 

（シラバス内容を印刷して上部に貼付） 

 

【シラバス点検チェックシート】（該当すればチェックし，空欄に具体的内容を適宜記述してください。） 

□ 記述されていない項目があります。 

□ 「授業のねらい」と共通教育の目的の対応が明確になるように書いてください。 

□ 「授業のねらい」と科目の目的の対応が明確になるように書いてください。 

□ 「授業のねらい」に「学生が何を身につけなければならないか」という学習目標が記入されていません。 

（「教員が何を教えるか」のみが記載されています。） 

□ 「成績評価の方法」に評価の手段と重み付けが記載されていません。 

（具体的な成績評価ポリシーが明確になっていません。） 

□ 出席さえしていれば単位が認定されるという表現になっています。 

□ 授業時間以外の学習の必要性に関する記載がありません。 

□ 「授業計画」が大雑把すぎ，学生が明確に授業のイメージを持てません。 

□ 「授業で得られるDP要素」を少なくとも１つ以上お選びください。 

（DP要素をどうやって獲得できるかも簡潔にお書きください。） 

□ 「教科書」が記載されていません。授業の性質により教科書を使用しない場合は，その旨記述してください。 

□ 「参考書」が記載されていません。授業の性質により参考書を使用しない場合は，その旨記述してください。 

□ その他 

点検部門        点検者       内線      E-mail         

（出典：全学教育機構提供資料） 

資料５－１－④－３「シラバス作成要領等作成状況一覧」 

学部・学科名等 独自ガイドラインの作成状況 

教育学部 シラバス執筆の手引き 

工学部 シラバス作成要領 

繊維学部 シラバス作成要項 

全学教育機構 共通教育開講科目のシラバス執筆の手引き 

（出典：経営企画課にて作成） 

資料５－１－④－４「シラバスの活用に関するアンケート結果一覧」 

学部・学科名等 アンケートの実施・結果等 

シラバスから大幅に逸脱せずに実施された 人文学部 

「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 90.3% 

授業改善アンケート「この授業は，シラバスから大幅に逸脱することなく実施されたと思いますか。」 教育学部 

「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 77.2％ 

経済学部 平成23年度授業改善アンケート 

「この授業のシラバスはわかりやすいものでしたか。」（78.8％） 

「この授業はシラバスから大幅に逸脱することなく実施されたと思いますか。」（82.6％） 

「参考書の提示など，この授業のための授業時間外学習の情報提供・指示が，シラバスや授業中の説明等で与

えられていたと思いますか。」（70.2％） 

理学部 授業評価アンケートは実施しているが，授業に対する各教員へのコメントが多いため，全体的集計をしておら

ずアンケートに記入されていたコメント，改善した内容について報告することとしている。そのため，実際の

回答割合は把握できていない。 

その他の取り組みとして，地質科学科では継続的に学部生・大学院生らの代表と教員との懇談会を実施し，学

生が感じるカリキュラム上の問題点について話し合っている。ガイダンスの不備や実習・実験の実施時間，カ

リキュラム編成の問題点，就職・職業選択などについて学生の意見を聴取した。 

医学部 （医学科）授業評価アンケート「シラバスから大幅に逸脱せずに授業が行われたか」 
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（保健学科）授業評価アンケート「授業はシラバス，または，講義日程表から大幅に逸脱することなく実施さ

れた」 

（医学科）「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 77.1％ 

（保健学科）「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 92.9％ 

授業評価アンケート「シラバスから大幅に逸脱せずに授業が行われたか」 工学部 

「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 77.2% 

授業改善アンケート「授業内容やシラバスの説明が十分なされた」 農学部 

「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 61.8% 

授業評価アンケート「シラバスから大幅に逸脱せずに授業が行われたか」 繊維学部 

「強くそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合：平成23年度 92.2% 

授業改善アンケート「教員はシラバスに沿って授業をした」 全学教育機構 

平成23年度 平均値4.1（強くそう思う=5，そう思う=4，どちらとも言えない=3，そう思わない=2， 

全くそう思わない=1） 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

シラバスガイドラインが定められており，それに則ったシラバス作成が行われている。また，全ての学部にお

いてシラバス内容の改善を実施する体制を整え，シラバスチェックを実施するなど，適切なシラバス作成の取組

が行われている。 

 シラバスの活用に関しては，本学ホームページにおいて検索閲覧を可能にするなど，学生の利便が図られてお

り，アンケート結果から学生に活用されていることが確認できる。 

 各研究科のシラバスにおいても学部のシラバスに準じて適切に作成され，ホームページで閲覧することが可能

となっている。 

 以上のことから，シラバスが適切に作成され，活用されていると判断する。 

 

 観点５－１－⑤ 

   基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

共通教育において，以下のような基礎学力不足の学生への配慮を行っている。 

英語科目ではプレイスメントテストにより習熟度別のクラス編成を行うとともに，初級クラスとなった学生の

中からプレイスメントテストの結果により，英語の基礎を学び直すための授業「英語基礎」を受講させ，基礎学

力の強化を図っている（資料５－１－⑤－１，資料５－１－⑤－２）。 

微分積分学Ⅰ及び生物科学Ⅰについては，高校における履修状況等を考慮したクラス編成を行っている（資料

５－１－⑤－３）。また，数学，物理及び化学において，プレイスメントテストを実施し，基礎学力が不足する学

生を対象とした「基礎数学」，「基礎物理」，「基礎化学」を開講している（資料５－１－⑤－４，資料５－１－⑤

－５）。 

さらに受験勉強中心の高等学校までの勉学から，大学における学びへと橋渡しをするための新入生ゼミナール

科目を開講し，授業の受け方，大学の諸施設の使い方などの基本から始まり，口頭・文書によるコミュニケーショ

ンの基礎等の導入教育を行っている（資料５－１－⑤－６）。 

 各学部においても，基礎学力不足の学生への配慮として，資料５－１－⑤－７のとおり学部独自の取組を行っ

ている。 
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資料５－１－⑤－１「リメディアル教育の開設状況」 

４－９．リメディアル教育について                                

  【リメディアル】は，大学での学習にスムーズに取り組んで行けるように，基礎を学ぶための授業です。  

積極的に活用しましょう。  

各科目のリメディアル教育授業については，以下の通り実施します。掲示により受講を指定された学生は，以下を確認の上，授業

に臨んでください。  

次の①～④の対象学生は，授業開始日までに，全学教育機構公用掲示板にて周知します。なお，指定を受けない場合でも，受講人

数に余裕がある場合は，授業担当教員に申し出て，受講することができます。 

①  英語基礎  

   講     師 : 小林  義昌  特任教授（水４・水５）  

               布施 伸之  特任教授（木５）  

   授業内容 ： 基礎的な英文法事項を中心に学習する。  

   実施期間 ： 平成24年４月25日～平成24年7月5日  

   講 義 室 ： 水４＜３１１番＞ ・ 水５＜３３番＞ ・ 木５＜３４番＞  

   そ の 他 ： 原則として指定された曜日・時限のクラスで受講してください。  

英語基礎の対象学生については，FAEⅠ（初級）の初回クラスにおいてテストを行い決定します。対象者は，4 月20 日（金）まで

に公用掲示板にて周知します。   

②  基礎数学  

講    師 ： 大林 忠夫  特任教授（水４  (10回)）  

               神谷 久夫  特任教授（月４・木４  (各10回)）  

               向井 純夫  特任教授（火４  (10回)）  

授業内容 ： 高校の数学Ⅰ及びⅡを中心に数学Ⅲまで  

実施期間 ： 平成24年4月16日～平成24年6月28日  （ただし，5月1日・2日を除く。）           

講 義 室 ： 月４＜５２番＞  ・  火４＜５１番＞    ・  水４＜５１番＞  ・  木４＜５１番＞  

そ の 他 ： 学部・学科（課程・系）から指定を受けた対象学生は，原則として指定された曜日・時限のクラスで受講してく

ださい。  

③  基礎物理  

講    師 ： 美谷島  實  特任教授（火５）  

              山田 銹二  特任教授（火５・金５）  

安江  新一  特任教授（水５・木５）  

               袖山 隼雄  特任教授（木５）  

授業内容 ： 力学の基礎  

実施期間 ： 前期  第2, 3週  ：平成24年4月17日～平成24年4月27日  

             前期 第5, 6週  ：平成24年5月11日～平成24年5月24日  

               前期 第8, 9週  ：平成24年6月 1日～平成24年6月14日  

               前期 第11, 12週：平成24年6月22日～平成24年7月 5日  

               前期 第14, 15週：平成24年7月13日～平成24年7月26日  

講 義 室 ： 火５＜５３番＞・火５＜５６番＞・水５＜５３番＞・木５＜５２番＞・木５＜５３番＞・金５＜５３番＞  

そ の 他 ： 学部・学科（課程・系）から指定を受けた対象学生は，原則として指定されたクラスで受講してください。  

④  基礎化学  

講    師 ： 小原 正  特任教授  

授業内容 ： 高校の化学Ⅰを中心に化学Ⅱまで  

実施期間 ： 前期  火曜日の4時限・5時限   ：平成24年4月17日～平成24年6月26日  

講 義 室 ： 火４・5＜５２番＞    

そ の 他 ： 学部からの指定事項等の詳細は，４月に公用掲示板で確認してください。 

（出典：2012共通教育履修案内P33，34） 
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資料５－１－⑤－２「英語プレイスメントテスト問題」 

（出典：全学教育機構提供資料） 

資料５－１－⑤－３「微分積分学Ⅰ及び生物科学Ⅰにおけるクラス指定」 

（出典：全学教育機構2011共通教育履修案内Ｐ31） 
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資料５－１－⑤－４「数学，物理，化学プレイスメントテスト問題」 

（出典：全学教育機構提供資料） 

資料５－１－⑤－５「平成23年度におけるリメディアル授業科目の受講状況」 

授業名 英語基礎 基礎数学 基礎物理 基礎化学 

受講者数 80 216 200 102 

（出典：全学教育機構提供資料） 

資料５－１－⑤－６「新入生ゼミナールシラバス例」 

（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=G&CODE=02068004） 
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資料５－１－⑤－７「各学部における基礎学力不足の学生への配慮の取組」 

学部名 取  組  内  容 

教育学部 推薦入学者への基礎学力向上を促すために，手紙による指導を行っている。 

理学部 「サイエンス・ラウンジ」を活用し，基礎科学に関する質問相談を行っている。 

医学部 医学部医学教育センターと全学教育機構との連携により，高校での理科基礎科目未履修者等への受講指導のも

とで，補講科目を受講させている。 

工学部 職業高校からの推薦入学生への入学前スクーリングを実施している。 

工学部生に共通的に必要な数学，物理学の教育を行う工学基礎教育部門において，基礎学力不足の学生の指導

を行っている。 

繊維学部 推薦入試合格者に対して入学前の学習すべき内容の提示と課題提出による指導を行っている。 

（出典：各学部提供資料より経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

共通教育においては，英語教育におけるプレイスメントテストによる習熟度別クラス編成と，英語の基礎を学

び直すため「英語基礎」を開講するとともに，高校での履修状況等を考慮した微分積分学Ⅰ及び生物科学Ⅰのク

ラス編成，数学，物理及び化学におけるプレイスメントテストと基礎学力が不足する学生を対象とした「基礎数

学」，「基礎物理」，「基礎化学」を開講している。また，大学での学びの導入教育を行う新入生ゼミナールを開講

している。さらに，学部独自に基礎学力不足の学生への配慮が行われている。 

以上のことから，基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われていると判断する。 

 

 観点５－１－⑥ 

   夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）は，その課程に在籍する学生に配

慮した適切な時間割の設定等がなされ，適切な指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の大学院では，大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用することにより，適切な時間割の設

定のもとで昼夜開講制を実施し，多くの社会人が在職のまま受講し，企業社会において指導的役割を果たしうる

高度な専門的知識と能力を獲得する機会を提供している（資料５－１－⑥－１，資料５－１－⑥－２）。また，理

工学系研究科では，岡谷市，飯田市にサテライトコースを設置し，高度な専門的知識と能力を獲得する機会を提

供している（資料５－１－⑥－３，後掲資料７－２－②－７（社会人学生数））。 

履修指導は，各研究科の規程に定めるとともに，学生便覧等の作成，複数指導教員制の導入等により，きめ細

かに行っている（後掲資料５－１－⑦－１，後掲資料５－１－⑦－２）。 

これらのほか，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができる長期履修制度

を設け，多くの社会人学生が活用している（資料５－１－⑥－１，資料５－１－⑥－４）。 

資料５－１－⑥－１「各研究科規程における教育方法の特例及び長期履修制度の規程制定状況」 

研 究 科 名 教育方法の特例 
長期にわたる 

教育課程の履修 

大学院学則 ○ ○ 

人文科学研究科規程（修士課程） ○ ○ 

教育学研究科規程（修士課程） ○ ○ 

経済・社会政策科学研究科規程（修士課程） ○ ○ 

理工学系研究科規程（修士課程） ○ ○ 

農学研究科規程（修士課程） ○ ○ 

医学系研究科（修士課程，博士前期課程，博士後期課程，博士課程） ○ ○ 

総合工学系研究科（博士課程） ○ ○ 

法曹法務研究科（専門職学位課程）     

                               （出典：経営企画課にて作成） 
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資料５－１－⑥－２「平成23年度の夜間及び土曜日の授業開講状況」 

6時限 7時限 6・7時限 
区   分 研 究 科 名 

18:00～19:30 19:40～21:10 18:00～21:10 
土曜日 

人文科学研究科 1    

教育学研究科 4    

経済・社会政策科学研究科   25 10 
修 士 課 程 

医学系研究科   6  

博 士 前 期 課 程 医学系研究科 35 19  4 

博 士 後 期 課 程 医学系研究科 16   4 

医学系研究科   15  
博 士 課 程 

総合工学系研究科    1 

（出典：シラバス，時間割等を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－⑥－３「サテライトコースの状況（テクノプラザおかや…修士課程工学系研究科機械システム工学

専攻超微細加工技術者育成コース）」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/department/mech/graduate/suwa/basyo.gif 

及びhttp://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/department/mech/graduate/suwa/hukei.gif） 

資料５－１－⑥－４「長期履修制度活用学生数」 

区   分 研 究 科 名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

人文科学研究科 4 4 2 1 1 

教育学研究科 0 0 0 0 0 

経済・社会政策科学研究科 15 21 33 25 22 

理工学系研究科 37 41 44 32 21 

農学研究科 0 0 0 0 0 

修士課程 

医学系研究科 5 4 4 2 0 

博士前期課程 医学系研究科 0 11 14 17 13 

博士後期課程 医学系研究科 0 5 10 13 16 

医学系研究科 0 0 0 0 0 博士課程 

総合工学系研究科 21 23 32 36 32 

（出典：学務課提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では社会人学生を積極的に受け入れるため，大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例による夜間及

び土曜日の授業開講，長期履修制度，サテライトコースの設置，複数指導教員体制による指導を行っている。 

以上のことから，夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）は，その課程に在籍

する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ，適切な指導が行われていると判断する。 

 

 観点５－１－⑦ 

   研究指導，学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導の体制が整備され，適切な計画に基づいて
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指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

研究指導，学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導は，大学院学則及び各研究科規程に基づき（資

料５－１－⑦－１），複数指導等の体制により実施している（資料５－１－⑦－２）。 

指導教員は，計画的な科目履修，研究テーマの決定，中間発表，論文作成等の指導を行っており，これらの手

順は研究科又は専攻ごとに策定している履修プロセス概念図により，明示している（前掲資料５－１－①－９）。 

さらに，国内外の学会への参加促進のため交通費を支援し，研究指導の充実を図っている（資料５－１－⑦－

３）。また，TA及びRAの制度を活用し，指導者としてのトレーニング及び研究遂行能力の育成を行っている（資

料５－１－⑦－４，資料５－１－⑦－５）。 

資料５－１－⑦－１「研究指導に関する規程等（抜粋）」 

大学院学則 

（教員組織） 

第８条 本大学院の教員組織は，専任の教員及び学部等の教員をもって構成する。 

２ 各研究科における教員組織は，各研究科において定める。 

３ 本大学院の授業は，教授，准教授，講師又は助教が担当するものとする。 

４ 本大学院における学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）は，教授が担当するものとし，研究科

において必要と認めるときは，当該研究科の定めるところにより，准教授が担当し，又は講師若しくは助教に担当させ，

若しくは分担させることができる。 

（教育課程の編成方針） 

第27条の２ 本大学院は，本大学院，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとと

もに，研究指導の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，本大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに，当該

専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 
人文科学研究科規程 

（履修方法等） 

第７条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

２ 研究科長は，研究科委員会の議を経て各学生ごとに大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授又は准教

授を決定するものとする。ただし，研究指導上必要があると認められる場合は，講師又は助教に担当又は分担させること

ができるものとする。 

３ 学生は，授業科目を履修し，30単位以上修得するものとする。 

４ 学生は，大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授，准教授，講師又は助教（以下「指導教員」という。）

が特に必要と認めたときは，人文学部の授業科目を履修することができる。ただし，その単位は，前項に規定する単位に

算入しないものとする。 

５ 前２項に定めるもののほか，履修方法に関し必要な事項は，別に定める。 

６ 学生は，指導教員の指導により履修しようとする授業科目を決定し，学期の始めに所定の履修届を提出しなければなら

ない。 

７ 研究科の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い，合格者には単位を与える。 

８ 考査は，試験又は研究報告等により行う。 

９ 病気その他の理由により試験を受けることができなかった者については，願い出により追試験を行うことができる。 

教育学研究科規程 

（指導教員等） 

第10条 研究科長は，大学院学則第８条第４項の規定に基づき，修士論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

を担当する教授，准教授，講師又は助教（以下「指導教員」という。）を各学生ごとに定めるものとする。 

２ 学生は，選択科目の履修に際しては，あらかじめ，指導教員の指導を受けなければならない。 

経済・社会政策科学研究科規程 

（履修方法等） 

第７条 研究科の教育は，授業科目の授業及び修士論文の作成又は特定の課題についての研究等に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行う。 

２ 研究科長は，研究科委員会の議を経て，各学生ごとに大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教員（以下

「指導教員」という。）を決定する。 

３ 学生は，授業科目を履修し，30単位以上修得するものとする。 

４ 学生は，指導教員が特に必要と認めたときは，経済学部の授業科目を履修することができる。ただし，その単位は，前

項に規定する単位に算入しないものとする。 
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５ 前２項に定めるもののほか，履修方法に関し必要な事項は，別に定める。 

６ 学生は，履修しようとする授業科目を指導教員の助言を得て決定し，学年の始めに所定の履修届を提出しなければなら

ない。 

７ 授業を担当する教員は，学生が履修した授業科目について試験又は研究報告等により，学期末又は学年末にその単位の

認定を行い，合格者に対して所定の単位を与える。 

理工学系研究科規程 

 （履修方法等） 

第８条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

２ 学生は，授業科目を履修し，30単位以上を修得するものとし，履修方法は別に定める。 

３ 学生は，大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授，准教授，講師又は助教（以下「指導教員」という。）

が特に必要と認めたときは，理学部，工学部又は繊維学部の授業科目を履修することができる。ただし，その単位は，前

項に規定する単位に算入しないものとする。 

農学研究科規程 

 （履修方法等） 

第７条 研究科の教育は，授業科目の授業及び修士論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

２ 研究科長は，研究科委員会の議を経て各学生ごとに大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授又は准教

授（以下「指導教員」という。）を決定するものとし，必要と認めるときは，講師又は助教に担当させ，又は分担させる

ことができる。 

３ 学生は，授業科目を履修し，30単位以上修得しなければならない。 

４ 学生は，指導教員の指導により履修しようとする授業科目を決定し，学年の始めに所定の履修届を提出しなければなら

ない。 

５ 研究科の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い，合格者には単位を与える。 

６ 考査は，試験又は研究報告等により行う。 

７ 病気その他の理由により試験を受けることができなかった者については，願い出により追試験を行うことができる。 

医学系研究科規程 

（履修方法等） 

第７条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

２ 研究科長は，各学生ごとに大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授又は准教授（以下「指導教授」と

いう。）を決定するものとする。 

３ 学生は，修士課程及び博士課程並びに博士前期課程にあっては30単位以上を，博士後期課程にあっては14単位以上を修

得するものとし，履修方法については，別に定める。 

４ 学生は，指導教授の指導により履修しようとする授業科目を決定し，入学後速やかに所定の履修届を提出しなければな

らない。 

５ 研究科の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い，合格者には単位を与える。 

６ 考査は，試験又は研究報告により行う。 

７ 病気その他の理由により試験を受けることができなかった者については，願い出により追試験を行うことができる。 

総合工学系研究科規程 

 （履修方法等） 

第８条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

２ 学生は，授業科目を履修し，10単位以上を修得するものとし，その履修方法は，別に定める。 

３ 学生は，大学院学則第８条第４項に定める研究指導を担当する教授，准教授，講師又は助教（以下「指導教員」という。）

が特に必要と認めたときは，理学部，工学部，農学部又は繊維学部の授業科目を履修することができる。ただし，その単

位は，前項に規定する単位に算入しないものとする。 

（出典：大学院学則及び各研究科規程） 

資料５－１－⑦－２「各研究科の指導体制の状況」 

区   分 研 究 科 名 指導体制 

人文科学研究科 複数指導教員による指導 

教育学研究科 複数指導教員による指導 

経済・社会政策科学研究科 《経済・社会政策科学専攻》 1年前期…専攻運営委員による指導

1年後期以降…指導教員 

《ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻》  1年次…アドバイザーによる指導 

2年次…指導教員 

理工学系研究科 複数指導教員による指導 

農学研究科 複数指導教員による指導 

修士課程 

医学系研究科 複数指導教員による指導 

博士前期課程 医学系研究科 複数指導教員による指導 

博士後期課程 医学系研究科 複数指導教員による指導 

博士課程 医学系研究科 複数分野で構成する教員体制による指導 
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総合工学系研究科 複数分野で構成する教員体制による指導 

（出典：経営企画課にて作成） 

資料５－１－⑦－３「本学の院生が国内外の学会に参加するための旅費支援状況（延べ人数）」 

区   分 研 究 科 名 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

人文科学研究科 2 0 0 0 1 

教育学研究科 6 6 6 16 9 

経済・社会政策科学研究科 0 0 0 0 0 

理工学系研究科 580 754 751 783 982 

農学研究科 54 30 53 29 36 

修士課程 

医学系研究科 8 12 15 6 13 

博士前期課程 医学系研究科 2 2 8 9 8 

博士後期課程 医学系研究科 0 0 0 0 1 

医学系研究科 113 92 86 65 91 博士課程 

総合工学系研究科 143 208 190 169 196 

                          （出典：各研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料５－１－⑦－４「TA及びRAの活動を通じた能力の育成に関する規程（抜粋）」 

信州大学ティーチング・アシスタント実施要項 

 （目的） 

第２ TAは，本学大学院の優秀な学生に対し，教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ，これに対する手当支給により，当

該学生の処遇の改善に資するとともに，大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図ることを目的と

する。 

信州大学リサーチ・アシスタント実施要項 

 （目的） 

第２ RA は，本学における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制の充実・強化及び若手研究者の養成･確保を促進す

るため，本学が行う研究プロジェクト等に，優れた大学院博士課程（博士前期課程を除く。以下同じ。）在学者を研究補

助者として参画させ，研究活動の効果的推進を図るとともに，研究補助業務を通じて若手研究者として研究遂行能力の育

成を図ることを目的とする。 

（出典：信州大学ティーチング・アシスタント実施要項及び信州大学リサーチ・アシスタント実施要項） 

資料５－１－⑦－５「TA及びRA採用実績」 

 

（出典：人事課提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

研究指導に関する規程を定め，研究科ごとに計画的な研究指導が実施されている。国内外の学会への交通費を

支援し，TA及びRAの制度を積極的に活用した能力の育成を行っている。 

 以上のことから，研究指導，学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導の体制が整備され，適切な計

画に基づいて指導が行われていると判断する。 
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評価項目５－２ 

  学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められ，それに照らして，成績評価や単位認定，卒業（修

了）認定が適切に実施され，有効なものになっていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点５－２－① 

   学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められ，成績評価基準が組織として策定され，学生に

周知されているか。その基準に従って，成績評価，単位認定が適切に実施され，客観性，厳格性を担保する

ための組織的な措置を講じているか。 

 

【観点に係る状況】 

ディプロマ・ポリシーは，本学の学士課程に共通するものと，各学部，研究科のものをそれぞれ定めている（資

料５－２－①－１）。 

卒業，修了及び学位授与の要件に関しては，学則，大学院学則，学位規程，学部規程等に定めている（資料５

－２－①－２，前掲資料５－１－①－６）。 

成績評価基準は，学則，大学院学則に定められており，学部等，研究科ごとに作成する学生便覧等に掲載し，

学生に配布するとともに，入学時，進級時等に行うガイダンスにおいて周知を行っている（資料５－２－①－３，

後掲資料７－２－①－１，後掲資料７－２－１－④）。 

 本学ではシラバスガイドラインを定め，そこに成績評価基準に関する記述の指針を示している（前掲資料５－

１－③－５）。そのガイドラインに沿ってシラバス執筆の手引き等の作成をしている学部等もあり，各授業担当の

教員は，シラバスガイドライン及びシラバス執筆の手引き等に基づき，シラバス作成を行っている（資料５－２

－①－４，資料５－２－①－５）。さらに，各学部等の学務委員会等がシラバスの記述内容等の点検を行っている

（前掲資料５－１－④－３）。シラバスは，本学ホームページや冊子媒体を通じて学生に周知されている（前掲資

料５－１－④－１）。 

成績の評価は，シラバスの「授業のねらい」で示す目標の到達度で判定する方法と基準を用いるということが

シラバスガイドラインに明記され，それに沿った方法で行っている。 

単位認定の客観性，厳格性を担保するための取組として，全学の教員が関与する共通教育科目において，教員

間で成績評価分布の公表を行っている（資料５－２－①－６）。さらに，全学教育機構では成績評価分布を用いた

Community-based FDを実施し，成績評価分布の検証を行った結果，適切な成績評価のあり方とその実現方法の重

要性を再確認した（資料５－２－①－７）。成績評価分布の公表は，平成24年度前期より全学部で実施すること

とした（資料５－２－①－８，後掲資料８－２－①－６）。このほか，学生が成績の評価に疑義がある場合は，申

し出る制度を設けている（資料５－２－①－９，資料５－２－①－10）。 

 大学院についても，学部と同様に，研究科・専攻において，本学のカリキュラム・ポリシーに基づき成績評価

の厳格化を担保する措置を講じている（資料 No.５－２－①－１，資料５－２－①－２，資料５－２－①－３，

前掲資料５－１－①－２）。 
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資料５－２－①－１「ディプロマ・ポリシー」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/diploma/） 

資料５－２－①－２「学位授与に関する規程等（抜粋）」 

信州大学学則 

（卒業） 

第53条 本学に，第29条に定める修業年限（第41条の規定により，在学すべき年数を定められた者は，当該年数）以上

在学し，学部において定める授業科目を履修し，所定の単位数を修得した者については，教授会の議を経て，学長が卒業

を認定する。 

（学位の授与） 

第54条 本学を卒業した者に対し，学士の学位を授与する。 

（学位規程） 

第55条 学位に関し必要な事項は，信州大学学位規程（平成16年信州大学規程第19号）において定める。 



信州大学 区分５ 

- 113 - 

信州大学大学院学則 

 （修士課程又は博士前期課程の修了要件） 

第40条 修士課程又は博士前期課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査

及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた業績を上げたと認める者につい

ては，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（博士課程（博士前期課程を除く。）の修了要件） 

第41条 医学系研究科博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指

導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた

研究業績を上げたと認める者については，当該課程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

第42条 博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年以上在学し，14単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受け

た上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた研究業績

を上げたと認める者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 総合工学系研究科博士課程の修了の要件は，当該課程に３年以上在学し，10単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導

を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた研

究業績を上げたと認める者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び第40

条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者（大学院設置基準（昭和49 年

文部省令第28号）第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者を含む。）で，

当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者の在学期間に関しては，当該課程に修士課程又は博士前期課程における

在学期間（２年を限度とする。）を含めて３年以上在学すれば足りるものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず，修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第 20 条第２号から第６号までの規定によ

り，大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で，当

該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者の在学期間に関しては，当該課程に１年（標準修業年限を１年以上２年未

満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び標準修業年限を１年以上２年未満とした専門職学位課程を修了し

た者にあっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間とし，第40 条ただし書の規定による在学期間もっ

て修士課程又は博士前期課程を修了した者（大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条ただし書の規定によ

る在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者を含む。）にあっては，３年から当該課程における在学期間

（２年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。 

（専門職学位課程の修了要件等） 

第42条の２ 専門職学位課程の修了の要件は，当該課程に３年以上在学し，96単位以上を修得することとする。 

信州大学学位規程 

（学位授与の要件） 

第３条 学士の学位の授与は，学則の規定により，本学を卒業した者に対し行うものとする。 

第４条 修士の学位の授与は，大学院学則の規定により，本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に対し行う

ものとする。 

第５条 博士の学位の授与は，大学院学則の規定により，本学大学院の博士課程（博士前期課程を除く。）を修了した者に

対し行うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか，本学に学位論文を提出して，その審査に合格し，かつ，学力試問により本学大学院の博士

課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認めた者に対し，博士の学位の授与を行うことができる。 

第５条の２ 法務博士の専門職学位の授与は，大学院学則の規定により，本学大学院の法曹法務研究科専門職学位課程を修

了した者に対し行うものとする。 

（出典：学則，大学院学則及び信州大学学位規程） 

資料５－２－①－３「成績評価基準等に関する規程（抜粋）」 

信州大学学則 

（単位の授与） 

第 47 条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位を授与する。ただし，前条第３項に規定する授業科

目については，適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第47条の２ 本学は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 本学は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基

準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従って適切に行うものとする。 

（成績の評価） 

第48条 授業科目の試験の成績は，秀，優，良，可及び不可の５種の評語をもって表し，秀，優，良及び可を合格とする。

ただし，必要と認める場合は，合格及び不合格の評語を用いることができる。 
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信州大学大学院学則 

 （単位の授与） 

第 32 条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位を授与する。ただし，前条第３項に規定する授業科

目については，適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第 32 条の２ 本大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 本大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従って適切に行うものとする。 

 （成績の評価） 

第33条 授業科目の試験の成績は，秀，優，良，可及び不可の５種の評語をもって表し，秀，優，良及び可を合格とする。

ただし，必要と認める場合は，合格及び不合格の評語を用いることができる。 

（出典：学則及び大学院学則） 

資料５－２－①－４「2012年度共通教育開講科目のシラバス執筆の手引き（抜粋）」 

４．「成績評価の方法」について 

「授業のねらい」で設定した到達目標，および，「授業の概要」で示された行動目標への到達度をはかる形での判定をお願

いします。その際に，成績評価の方法，基準とその比率を明記してください。 

平成24 年度より成績の素点化が全学で実施されます。そのため，シラバスには「出席さえすれば単位が出る」と学生に誤

解させるような表記は避け，以下の例のような具体的な評価基準を記載してください。 

成績評価の方法【例】 

■講義形式の場合 

①出席して確かに学んだということを確認するための小テスト。e-Alps 上で行う。授業終了後から翌日の正午までに必ず

取り組むこと。各５点×１２回＝６０点。 

②簡単なライティング（小レポート）を授業中に２回課す（第５回と第１０回）。 

各１０点×２回「＝２０点。 

③期末テスト。２０点。 

■ゼミ形式の場合 

①計１００点。６０点以上合格，５９点以下は不合格。 

②出席３０点（各２点×１５回，１５分以上の遅刻・早退は１点減点，10回以上の出席がない場合は失格とする） 

③予復習３０点（各５点×６回，基本的にe-Alps 上で提出する） 

④中間プロジェクト２０点（グループ点１０点，個人点１０点） 

⑤期末レポート１０点 

（出典：2012年度共通教育開講科目のシラバス執筆の手引き） 
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資料５－２－①－５「シラバスへの記述状況」 

 
（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2012&BUKYOKU=G&CODE=02035021） 

資料５－２－①－６「成績評価分布システム」 

（出典：信州大学キャンパス情報システム成績評価分布検索） 
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資料５－２－①－７「共通教育科目成績評価分布の検証」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/general/news/2009/04/post-6.html） 

資料５－２－①－８「信州大学における学士課程の成績評価分布の公表」 

信州大学における学士課程の成績評価分布の公表について 

 本学の第2期中期計画では，「学士課程において成績評価分布の公表により成績評価の厳格化を進めるとともに，その上

で GPA 制度等の活用を図る」と謳っている。成績評価分布の公表は，教員間で成績評価について比較・検討を行い，教員

一人一人，並びに教員組織が成績評価に責任を持つことにより，成績評価の厳格化と絶対評価の適切な運用を図ることを

目的とする。（略） 

記 

1.成績評価分布について，授業を開講する各学部等に所属する教員に公表することとする。 

2.成績評価分布を公表する科目（授業題目），方法については，開講する各学部等の判断による。 

3.成績評価分布の公表は，平成24年度前期分より実施する。 
（出典：第100回教育研究評議会資料No.9） 

資料５－２－①－９「共通教育における成績に関する疑義の取り扱い」 

（４） 成績に関する疑義の取り扱いについて  

≪共通教育科目≫の成績に疑義のある学生は，成績開示した日から 1 週間以内（土日・祝日含む）に

共通教育窓口に申し出てください。該当の授業担当教員には，共通教育窓口から照会します。（窓口を通

さず直接先生に問い合わせても結構です。）  

≪専門科目≫の成績に疑義のある学生は，直接授業担当教員に問い合わせるか，所属する学部の学務係

へ相談してください。  

例年「授業に毎回出席しレポートも提出したのに，不可（Ｄ），不受講（Ｅ）だった。」と疑義の申し出

がありますが，大学の講義は特別な事情がない限り，毎回出席し，課されたレポート提出は評価の必須条

件です。各教員はそれらを踏まえた上で，受講態度，理解度等を厳格に評価しています。 

（出典：2012共通教育履修案内P40） 
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資料５－２－①－10「全学教育機構の「成績評価の照会」用紙」 

（出典：全学教育機構） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

ディプロマ・ポリシー，卒業要件，修了要件が明確に定められ，学生便覧，大学ホームページ等により学生に

周知されている。成績評価基準については，学則等の規程に定めるとともに，シラバスガイドラインに沿ってシ

ラバスに明記されている。その基準に従った成績評価を実施することにより，適切な単位認定が行われている。

客観性，厳格性を担保する措置として，成績評価分布の公表，学生が成績の評価に疑義がある場合に申し出る制

度を行っている。 

 以上のことから，ディプロマ・ポリシーが明確に定められ，成績評価基準が組織として策定され，学生に周知

されているとともに，成績評価，単位認定が適切に実施され，客観性，厳格性を担保するための組織的な措置を

講じていると判断する。 

 

 観点５－２－② 

   学位授与方針に従って卒業認定基準，学位論文に係る評価基準（専門職学位課程においては修了認定基準）

が組織として策定され，学生に周知されており，それらの基準に従って卒業（修了）認定が適切に実施され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

≪学士課程≫ 

   ディプロマ・ポリシーと卒業要件を含めた学位授与に関する規程を定め，本学ホームページ，学生便覧等，ガ

イダンスを通じて学生に周知している（前掲資料５－２－①－１，前掲資料５－２－①－２，前掲資料５－２－

①－３，別添資料５－２－②－Ａ）。 
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卒業認定は，学部ごとに学務委員会と学務係が中心となってそれぞれの学生の単位修得状況一覧表を作成し，

学務委員会において厳重なチェックをした上で教授会に諮り，卒業論文・卒業研究を含めそれぞれの履修コース

で指定された規定の単位数を修得しているかどうかを厳正に審査した上で，すべての卒業要件を満たした者を合

格と認定している。 

《修士・博士課程》 

 学位論文審査及び最終試験については，大学院学則及び学位規程に定めるとともに，各課程においては学位論

文審査並びに最終試験実施要項，博士の学位に関する取扱細則等を定め，学生便覧，ガイダンス等を通じて学生

に周知している（資料５－２－②－１，資料５－２－②－２，別添資料５－２－②－Ｂ）。 

 これらの規程に基づき,各研究科の研究科委員会では，当該研究科２名以上の教授（当該研究科委員会において

必要と認めるときは，准教授をもって代えることができる。）及び研究指導を担当した教授，准教授，講師又は助

教による審査委員会を組織している（資料５－２－②－２）。これにより，複数審査委員による論文審査と最終試

験の実施体制を整え，資料５－２－②－３に示す手順により厳格な学位の認定を行なっている。人文科学研究科

では，ディプロマ・ポリシーに従った学位論文に係る評価基準を定め，学生に対して周知を行っている。 

《専門職学位課程》 

 法曹法務研究科についても同様にディプロマ・ポリシーが定められ,学生に周知されている（前掲資料５－２－

①－１）。また,修了要件については,大学院学則及び学位規程に定められるとともに,GPA 制度を用いた修了要件

を定めており,学生便覧に記載し学生への周知を行っている（資料５－２－②－４，前掲資料５－２－①－２）。 

資料５－２－②－１「大学院学則及び信州大学学位規程（抜粋）」 

信州大学大学院学則 

（学位論文の提出及び審査並びに最終試験） 

第43条 各研究科（法曹法務研究科を除く。以下この条において同じ。）の研究科委員会は，学位論文の審査，最終試験等を行うため，

当該研究科委員会で選出する２人以上の教授（当該研究科委員会において必要と認めるときは，准教授をもって代えることができ

る。）及び研究指導を担当した教授，准教授，講師又は助教をもって組織する審査委員会を設ける。 

２ 研究科において必要と認めるときは，前項に定める審査委員会に研究指導を分担した講師又は助教を加えることができる。 

３ 最終試験は，研究科所定の単位を修得した者で，学位論文の審査を経た者について，学位論文を中心として，これに関連ある授業

科目について行うものとする。 

４ 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は，審査委員会の報告に基づいて研究科委員会において審査し，決定する。 

（課程修了の認定） 

第44条 前条の決定に基づき，学長が課程修了の認定を行う。 

第44条の２ 法曹法務研究科にあっては，第42条の２の要件を満たした者について，当該研究科委員会の議を経て，学長が課程修了の

認定を行う。 
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信州大学学位規程 

（学位論文） 

第８条 学位論文は，自著１編（３通）とする。 

第９条 受理した学位論文等の申請書類及び論文審査手数料は，いかなる事由があっても返還しない。 

第10条 学長は，申請を受理したときは，その学位の種類に応じて当該研究科委員会に学位論文の審査を付託する。 

（学位論文の審査及び試験） 

第11条 研究科委員会は，前条により学位論文の審査を付託されたときは，大学院学則第43条第１項に規定する審査委員会において，

学位論文の審査，最終試験又は学力試問を行う。 

２ 前項の学位論文の審査に当たっては，研究科委員会が必要と認めた場合，他の研究科，他の大学院又は研究所等の教員等の協力を

得ることができる。 

第12条 学位論文審査に関し必要があるときは，学位論文の提出者に対して当該学位論文の副本，訳本，模型又は標本その他の提出を

求めることができる。 

第13条 修士論文（大学院学則第40条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。）の審査は，論文提出後３月以内に終了す

るものとする。 

２ 博士論文の審査は，論文提出後１年以内に終了するものとする。 

第14条 第11条第１項の最終試験は，学位論文に関係ある科目について口頭又は筆答により行うものとする。 

２ 第５条第２項による者は，学位論文の審査のほか，外国語及びその専攻科目について本学大学院の博士課程の修了者と同等以上の

学力を有することを認めるための試問を行うものとする。 

３ 前項の試問は，口頭又は筆答により行い，外国語については，原則として医学系研究科は２外国語を，総合工学系研究科は１外国

語を課するものとする。 

４ 本学大学院の博士課程において，所定の年限以上在学し，所定の単位を修得し退学した者が，当該研究科が定める入学後所定の年

限以内に第５条第２項の規定による学位を申請するときは，第２項の試問を免除する。 

（課程の修了及び学位論文の審査の議決） 

第15条 研究科委員会は，審査委員会の報告に基づいて第４条及び第５条第１項によるものについては，課程の修了の可否，第５条第

２項によるものについては，その論文の審査及び学力試問の合否について議決をする。 

２ 法曹法務研究科教授会は，第５条の２によるものについて，課程の修了の可否について議決する。 

３ 前２項の議決は，研究科委員（法曹法務研究科にあっては，法曹法務研究科教授会構成員。以下同じ。）の３分の２以上出席した

研究科委員会（法曹法務研究科にあっては法曹法務研究科教授会。以下同じ。）において，出席委員の３分の２以上の賛成を得な

ければならない。ただし，研究科委員会が特に必要と認めるときは，研究科委員の総数から休職中の委員を除くなど，別段の定め

をすることができる。 

（学長への報告） 

第16条 研究科委員会が前条の議決をしたときは，研究科長は，速やかに文書により学長に報告しなければならない。 

（出典：大学院学則及び信州大学学位規程） 

資料５－２－②－２「学位論文審査並びに最終試験実施要項」 

修士課程の学位論文審査並びに最終試験及び修了判定実施要項（抄） 

１ 学位論文の提出及び手続き 

（１）提出資格 

４月１日の時点で，１年以上在学し，16単位以上修得したもので，指導教員の承認を得たもの。 

（２）論文題目提出期限 

５月31日（その日が休日に当たるときは，その後の直近の休日以外の日） 

ただし，休学期間中の修士論文題目届は，留学等特別な事情がある場合を除き，これを認めない。 

（３）提出期限 

12月25日（その日が休日に当たるときは，その後の直近の休日以外の日） 

（４）申請手続 

申請者は，「修士学位論文審査申請書」（様式１）並びに「論文内容の要旨」（様式２）を，「学位論文作成要領」（様式３）に

より作成した学位論文正本１部，副本２部，計３部とともに，学務係を経て研究科長に提出する。 

２ 学位論文審査及び最終試験 

（１）審査委員会 

（イ）審査委員会は，信州大学大学院学則第43条に定める委員をもって構成する。 

（ロ）審査委員会は，学位論文審査及び最終試験を行う。 

（ハ）審査委員会は，学位論文の審査結果及び最終試験結果を「修士学位論文審査及び最終試験結果報告書」（様式４）により研

究科長に報告する。 

（２）学位論文審査及び最終試験は２月20日（その日が休日に当たるときは，その後の直近の休日以外の日）までに終了し，研究

科長に報告するものとする。 

（３）最終試験は，学位論文審査合格者に対し，研究科（審査委員会）が定める所定の期日に，学位論部の内容等を中心として，口頭で行う。 

３ 修了判定 

（１）審査委員会は，「論部内容の要旨」（様式２）及び「学位論文審査要旨」（様式５）を研究科委員会構成員に配布し，審査経過を報告する。

（２）修了判定は，２月開催の研究科委員会において行う。 
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４ 学位論文の保管 

学位論文審査終了後，正本は人文科学研究科長が，副本２部のうち１部は学長，１部は指導教員が保管する。 

５ この要項に定めるもののほか，必要な事項は，研究科委員会が定める。 

（出典：人文科学研究科学生便覧P31） 

資料５－２－②－３「学位論文審査フローチャート例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総合工学系研究科（博士課程）平成23年度便覧ⅠＰ128を基に経営企画課にて作成） 

資料５－２－②－４「法曹法務研究科におけるGPA制度による履修要件」 

Ⅲ 修了要件 

１．修了に必要な要件 

①修了に必要な単位数は，３年コースにおいては96単位，２年コースにおいては64単位です。この修了必要単位の習得に加えて，

②入学時からの履修単位について，秀の成績評価につき４点，優の成績評価につき３点，良の成績評価につき２点，可の成績評価に

つき１点，不可の成績評価につき０点とし，１単位当たりの平均成績値1.50を満たすこと（平均成績値1.50以上）〔GPA(Grade Point 

Average)制〕が修了要件です。 

（出典：法曹法務研究科平成24年度学生便覧P５） 

別添資料５－２－②－Ａ 「各学部，各学科等における卒業認定基準」 

別添資料５－２－②－Ｂ 「博士の学位に関する取扱細則抜粋」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程においては, ディプロマ・ポリシーに従って卒業要件を含めた学位授与に関する規程が定められてお

り,本学のホームページ,学生便覧,ガイダンス等を通じて学生に周知されている。卒業認定については,規定の単

位数を修得しているかどうかなどを厳正に審査した上で,すべての卒業要件を満たした者を合格と認定しており

適切に実施されている。 

 修士・博士課程においては,ディプロマ・ポリシーに従って修了要件を含めた学位授与に関する規程を定めると

ともに,各研究科においては学位論文審査並びに最終試験実施要項，博士の学位に関する取扱細則等を定め,学生

便覧,ガイダンス等を通じて学生に周知している。これらの規程に基づき,複数審査体制による審査委員会での審

査と最終試験の実施体制を整え，審査の厳格化に努めている。しかし，人文科学研究科を除き，ディプロマ・ポ

リシーに従った学位論文に係る評価基準が組織として定められておらず，学生に対して周知されていない。 

 

研究科長 

研究科委員会 

 

審査委員会 

審査委員長（主指導教員），審査委員 

 

⑧ 課程修了 
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② 審査付託 

⑦ 審議結果報告

⑥ 審査結果審議③ 審査委員会設置

⑤ 審査結果報告

④ 論文審査，最終試験等

① 論文提出 ① 論文提出 

学生（申請者） 
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 法曹法務研究科についても同様に,ディプロマ・ポリシーが定められており,学生に周知されている。また,修了

要件については,規程に定めるとともにGPA制度を用いた修了要件を定めており,これらを学生便覧に記載し学生

への周知を行っている。 

 以上のことから,ディプロマ・ポリシーに従って卒業認定基準,学位論文に係る評価基準,専門職学位課程におけ

る修了認定基準が組織として制定され,学生に周知されており,それらの基準に従って卒業（修了）認定が適切に

実施されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

○ICTを活用した教育 

各キャンパスをつなぐSUNSを活用し，共通教育を中心に遠隔講義を開講している。また，県内８大学と

の単位互換の成果を基にコンソーシアムを立ち上げ，SUNSを核とした遠隔講義による単位互換を推進して

いる。 

e-Learning 基盤システムであるeALPS を構築し，対面授業の補完やe-Learning による授業を展開して

いる。これにより，授業時間外における学生の自主学習を促している。 

○環境マインド教育 

平成16年に文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択された「環境マインドを持つ人材の

養成」プロジェクトの成果を基に，学生自らが率先して環境配慮活動を実践するマインド（環境マインド）

を養成する教育を全学的に実施し，共通教育における環境科学群の科目２単位必修化や学部における環境

教育が展開されている。 

○シラバスガイドラインに基づくシラバスの作成 

全学的なシラバスガイドラインに基づき，準備学習の指示，達成目標，成績評価基準等を記載したシラ

バスが作成されている。また，全ての学部においてシラバス内容の改善を実施する体制を整え，シラバス

チェックを実施し，適切なシラバス作成の取組を行っている。 

 

【改善を要する点】 

○学位論文の評価基準の明示 

人文科学研究科を除く各研究科において，学位授与方針に従った学位論文に係る評価基準が組織として

定められておらず，学生に対して周知されていない。 
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区分６ 

第６ 学習成果 

 

評価項目６－１ 

  教育の目的や養成しようとする人材像に照らして，学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について，学

習成果が上がっていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点６－１－① 

   各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について，単位修得，進級，

卒業（修了）の状況，資格取得の状況等から，あるいは卒業（学位）論文等の内容・水準から判断して，学

習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部・各研究科における標準修業年限内卒業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率に

ついては，資料６－１－①－１に示すとおりである。標準修業年限内卒業（修了）率は，博士課程・博士後期課

程を除いたほとんどの学部・研究科が，概ね80％以上の卒業・修了率である。「標準修業年限×1.5」年内卒業（修

了）率は，概ね90％以上となっている。また，標準修業年限内卒業（修業）率において低い修了率を示す総合工

学系研究科や医学系研究科（博士課程・博士後期課程）は，社会人学生を多く受け入れていることが影響してい

る（資料６－１－①－２）。 

各学部では，学部・学科の求める学力に応じて進級要件を定めており，その要件に基づく進級状況は資料６－

１－①－３に示すとおりである。 

学生の退学・除籍率，休学率，留年率については，資料６－１－①－４に示すとおりである。退学・除籍率，

休学率，留年率については，概ね低い水準で推移している。 

資格取得状況については，資料６－１－①－５に示すとおりである。教員免許の取得状況は，教育学部のみな

らず，各学部においても多くの学生が学部の専門に応じた教員免許を取得している。医学部においては，毎年度

多くの医師，看護師等の資格取得者を輩出しており，新卒者の医師国家試験の合格率も良好である（資料６－１

－①－６）。また，その他の国家資格等についても，各学部での教育内容を活かした資格の取得が行われている。 

学生は，学会等で学習の成果等を積極的に発表しており，資料６－１－①－７に示すとおり国内のみならず，

国際的な学会・シンポジウム等において様々な賞を受賞している。 

資料６－１－①－１「標準修業年限内卒業（修了）率及び「標準修業年限内×1.5」年内卒業（修了）率（過去

５年分）」 

学部・研究科名 卒 業 率 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

標準修業年限内 73.6％ 70.3％ 71.7％ 66.7％ 69.0％ 人文学部 

標準修業年限×1.5 89.3％ 90.7％ 88.2％ 88.9％ 88.4％ 

標準修業年限内 90.3％ 85.2％ 89.9％ 90.3％ 89.4％ 教育学部 

標準修業年限×1.5 95.6％ 95.6％ 96.9％ 94.5％ 96.3％ 

標準修業年限内 79.1％ 74.0％ 73.0％ 79.8％ 82.2％ 経済学部 

標準修業年限×1.5 91.2％ 92.0％ 92.8％ 91.2％ 90.5％ 

標準修業年限内 78.8％ 74.0％ 75.0％ 75.5％ 74.8％ 理学部 

標準修業年限×1.5 91.7％ 85.6％ 87.7％ 85.5％ 86.1％ 

標準修業年限内 86.0％ 78.0％ 72.8％ 84.6％ 89.5％ 医学部 医学科 

標準修業年限×1.5 95.0％ 1000％ 91.0％ 90.0％ 89.0％ 
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標準修業年限内 86.0％ 81.5％ 81.6％ 79.2％ 79.8％ 保健学科 

標準修業年限×1.5  93.8％ 93.0％ 94.3％ 90.8％ 

標準修業年限内 82.5％ 82.9％ 79.3％ 76.3％ 79.5％ 工学部 

標準修業年限×1.5 89.1％ 92.5％ 91.8％ 91.9％ 90.5％ 

標準修業年限内 89.9％ 86.7％ 88.3％ 86.4％ 90.7％ 農学部 

標準修業年限×1.5 97.0％ 96.4％ 91.5％ 94.4％ 95.5％ 

標準修業年限内 85.8％ 83.1％ 79.7％ 85.1％ 85.9％ 繊維学部 

標準修業年限×1.5 92.4％ 94.1％ 92.0％ 94.4％ 90.5％ 

標準修業年限内 50.0％ 100％ 30.8％ 75.0％ 57.1％ 人文科学研究科 

標準修業年限×1.5 72.2％ 71.4％ 88.9％ 38.5％ 92.9％ 

標準修業年限内 89.3％ 91.2％ 86.4％ 80.0％ 93.2％ 教育学研究科 

標準修業年限×1.5 91.7％ 96.4％ 94.1％ 93.2％ 85.0％ 

標準修業年限内 64.7％ 33.3％ 46.2％ 75.0％ 93.8％ 経済・社会政策科学研究科 

標準修業年限×1.5 69.2％ 88.2％ 61.9％ 66.7％ 75.0％ 

標準修業年限内 87.2％ 84.3％ 87.4％ 84.5％ 88.0％ 理工学系研究科 

標準修業年限×1.5 87.3％ 90.3％ 90.0％ 91.7％ 88.5％ 

標準修業年限内 97.6％ 93.1％ 89.9％ 81.9％ 81.1％ 農学研究科 

標準修業年限×1.5 98.6％ 98.8％ 93.1％ 94.2％ 84.7％ 

標準修業年限内 95.2％ 84.0％ 93.3％ 64.0％ 81.8％ 修士・博士前期 

標準修業年限×1.5 94.1％ 100％ 88.5％ 90.0％ 100％ 

標準修業年限内 38.3％ 53.3％ 30.0％ 26.2％ 42.9％ 

医学系

研究科 

博士・博士後期 

標準修業年限×1.5 41.9％ 48.3％ 56.7％ 60.0％ 50.0％ 

標準修業年限内 32.9％ 33.8％ 24.2％ 42.9％ 26.3％ 総合工学系研究科 

標準修業年限×1.5 63.6％ 52.3％ 61.8％ 61.2％ 47.1％ 

標準修業年限内 80.6％ 80.6％ 86.7％ 87.5％ 94.1％ 法曹法務研究科 

標準修業年限×1.5   88.9％ 83.9％ 90.0％ 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－１－①－２「社会人学生の在籍率（社会人学生数／在学生数）」 

研究科・課程名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

博士課程 84.2％ 82.6％ 84.4％ 83.1％ 84.4％ 医学系研究科 

博士後期課程  100％ 100％ 100％ 100％ 

総合工学系研究科 39.5％ 48.5％ 45.0％ 45.2％ 44.4％ 

（出典：学校基本調査を基に経営企画課にて作成） 

資料６－１－①－３「進級状況（進級判定を実施している学部のみ記載）」 

進級率 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 
学部・研究科

名 

対象進

級先年

次 
進    級    要    件 

進 級 率 87.8％ 87.2％ 89.5％ 90.7％ 90.7% 人文学部 
２年次 

共通教育科目を最低23単位(外国語科目4単位以上を含む)以上習得すること。 

進 級 率 98.7％ 99.6％ 96.0％ 93.9％ 93.2％ 

２年次 生物科学科：60単位以上を履修済であること。 

物質循環学科：30単位以上を履修済であること。 

進 級 率 99.6％ 97.8％ 92.7％ 89.6％ 85.0％ 

３年次 
物理科学科：2年次修了までに物理学実験Ⅰ及びⅡの単位を修得すること。 

生物科学科：60単位以上を履修済であること。 

物質循環学科：70単位(外国語科目4単位，新入生ゼミナール2単位，健康科学科目1単位，情報科学

演習2単位，物質循環基礎実習2単位を含む)以上履修済であること。 

進 級 率 76.9％ 78.3％ 73.2％ 82.5％ 82.6％ 

理学部 

４年次 

数理・自然情報科学科：3年次修了までに 

(1)卒業に必要な124単位の内，96単位以上を取得すること。 

(2)共通教育科目37単位の内，33単位以上取得すること。 

(3)専門科目のうち，(a)1･2年生対象の必修科目全て36単位取得，(b)所属するコースの必修科目を8

単位以上取得すること。 

化学科：3年次修了までに 

(1)卒業に必要な共通教育科目の全単位を修得していること。 

(2)専門科目の実験の全単位(12 単位)を全て修得し，かつ専門科目の必修科目のうち40 単位以上と専
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門科目の選択科目のうち16単位以上を修得していること。 

(3)化学科の専門科目の必修，選択，及び自由科目から64単位以上を修得していること。 

地質科学科：3年次の3月までに，2年次までに履修していなければならない必修科目(地質科学基礎コ

ース：共通教育科目37 単位，専門科目36 単位，計 73 単位／応用地質科学コース：共通教育科目37

単位，専門科目38単位，計75単位)を取得していること。 

生物科学科：共通教育科目37単位を含む合計100単位以上履修済であること。 

物質循環学科：100単位(システム解析実習4単位を含む)以上履修済であること。 

進 級 率 94.1％ 97.2％ 99.1％ 95.6％ 90.6％ 

２年次 １ 共通科目の単位数が基準を満たしていること。 

２ 専門科目の試験全てに合格すること。 

進 級 率 96.9％ 93.8％ 93.5％ 94.8％ 93.0％ 

３年次 １ 取得すべき共通科目の必要単位数をみたしていること。 

２ 全ての試験に合格すること。 

進 級 率 88.6％ 89.7％ 91.2％ 91.8％ 89.8％ 
４年次 

１ 全ての試験に合格すること。 

進 級 率 98.8％ 97.0％ 100％ 96.8％ 95.2% 

５年次 １ 全ての試験に合格すること。 

２ ＯＳＣＥとＣＢＴに合格すること。 

進 級 率 97.8％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

医学部医学

科 

６年次  １ 臨床実習を全て修了すること。 

２ 臨床総合試験に合格すること。 

進 級 率  77.6％ 73.6％ 75.1％ 75.0％ 工学部 

４年次 

○機械システム工学科 

１ 別表に定める共通教育科目37単位（教養科目，基礎科目）をすべて取得していること。 

２ 専門科目について必修科目30単位（数学演習1単位，物理演習1単位、機構学2単位，材料力学

第1 2単位を含む），必修科目・選択科目の合計67単位以上（数学演習1単位，物理演習1単位、

機構学2単位，材料力学第1 2単位を含む）取得していること。 

３ 原則として数学演習，物理学演習，機構学，材料理学第１，機械システム工学実験，機械システム

工学加工実習，機械システム工学基礎製図，機械システム工学設計製図，機械システム工学創造設

計，機械システムプログラミング演習，工学力学演習をすべて取得していること。 

○電気電子工学科 

１ 卒業研究（10 単位）を除き，卒業に必要な単位数を全て修得していること。ただし，不足する単

位が2科目（電気電子実験除く）までの場合，進級可とすることがある。 

○土木工学科 

１ 卒業に必要な１年次の基礎科目の単位はすべて修得していること。 

２ 専門科目の必修科目と２年次の基礎科学科目の必修科目（線形代数学Ⅱ）の未修得単位は６単位以

下であること。 

３ 専門科目の修得単位数が62単位以上であること。ただし，この場合の専門科目の算定に限り他学

科の科目は含まない。 

○建築学科 

１ 114単位以上を取得していること。 

２ 建築設計製図第１から第3までを取得していること。 

○情報工学科 

1 3年次修了までに108単位以上を取得していること。 

2 そのうち，共通教育を29単位以上含むこと。 

3 ただし，共通教育の単位数の上限を37単位とし，それを超える単位数はこの算定に含めない。 

4 なお，教職に関する科目については，上記算定に含めない。 

○物質工学科 

１ 共通教育基礎科目の内，松本キャンパスで修得すべき単位（健康科学科目1単位，情報科目2単位，

新入生ゼミナール2単位，外国語科目8単位の内4単位および基礎科学科目12単位の内10単位以

上）は修得していること。 

２ 必修の実験科目の単位はすべて修得していること。 

３ 卒業に必要な単位（卒業研究，物質工学演習第 1，同第 2，プレゼンテーション演習第 1，同第 2

の計14単位を除く）の内，未修得単位数の合計が6単位以内であること。 

○環境機能工学科 

１ 共通教育科目の中の教養科目から14単位以上修得していること。ただし，「身近な化学」を除く。

２ 外国語科目，健康科学科目，新入生ゼミナール科目，基礎科学科目，専門科目において1年次に修

得すべき必修科目（21単位）を全て修得していること。 

３ 2年次以降，工学部において修得すべき外国語科目を4単位以上修得していること。 
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４ 2年次以降の専門科目において，必修科目47単位以上，必修科目と選択科目を合計65単位以上取

得していること。 

５ 専門科目の環境機能工学実験 1，環境機能工学実験2，環境機能工学実験3，環境機能工学実習，

環境機能工学基礎図面，環境調和型物づくり実習，環境機能工学演習1を原則としてすべて修得し

ていること。 

進 級 率 96.5％ 96.0％ 95.1％ 97.0％ 96.7％ 
２年次 

1年次必修単位38のうち32単位以上取得していること。 

進 級 率 85.3％ 81.5％ 83.2％ 87.8％ 84.7％ 

繊維学部 

４年次 
３年次までの全必修単位を取得していること。 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－１－①－４「退学・除籍率，休学率，留年率」 

学部・研究科名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

退学・除籍率 3.4％ 1.4％ 2.4％ 3.7％ － 

休学率 3.3％ 2.4％ 4.0％ 3.3％ 6.0％ 

人文学部 

 

留年率 7.6％ 6.7％ 8.3％ 7.1％ － 

退学・除籍率 0.4％ 0.7％ 0.8％ 0.7％ － 

休学率 1.1％ 1.3％ 1.0％ 1.0％ 2.4％ 

教育学部 

 

 留年率 3.5％ 3.0％ 3.5％ 2.8％ － 

退学・除籍率 1.3％ 1.8％ 1.2％ 1.8％ － 

休学率 0.5％ 1.1％ 1.4％ 1.7％ 2.6％ 

経済学部 

留年率 7.6％ 8.1％ 7.8％ 7.5％ － 

退学・除籍率 2.8％ 1.8％ 2.2％ 2.6％ － 

休学率 1.2％ 1.3％ 1.5％ 1.9％ 2.6％ 

理学部 

留年率 8.2％ 8.9％ 8.6％ 7.2％ － 

退学・除籍率 1.0％ 1.4％ 0.8％ 0.5％ － 

休学率 1.0％ 0.7％ 0.8％ 0.5％ 1.8％ 

医学部 

 

 留年率 4.3％ 3.4％ 4.4％ 3.6％ － 

退学・除籍率 1.9％ 1.5％ 1.5％ 8.0％ － 

休学率 0.6％ 0.6％ 0.8％ 1.1％ 1.9％ 

工学部 

 

 留年率 4.9％ 6.2％ 6.3％ 6.5％ － 

退学・除籍率 1.8％ 1.5％ 0％ 1.1％ － 

休学率 1.1％ 0.4％ 1.0％ 0.3％ 0.7％ 

農学部 

留年率 3.0％ 2.6％ 3.2％ 2.8％ － 

退学・除籍率 1.4％ 1.2％ 1.0％ 0.6％ － 

休学率 1.2％ 1.4％ 1.0％ 1.1％ 1.7％ 

繊維学部 

留年率 6.2％ 6.5％ 6.3％ 3.8％ － 

退学・除籍率 10.4％ 3.4％ 6.3％ 12.0％ － 

休学率 3.5％ 6.7％ 6.3％ 8.0％ 22.8％ 

人文科学研究科 

留年率 10.4％ 23.4％ 25.0％ 28.0％ － 

退学・除籍率 3.7％ 2.4％ 4.6％ 4.4％ － 

休学率 3.7％ 2.4％ 1.2％ 0％ 1.2％ 

教育学研究科 

留年率 1.3％ 5.9％ 5.7％ 3.3％ － 

退学・除籍率 3.9％ 7.2％ 12.1％ 2.2％ － 

休学率 5.8％ 12.5％ 10.4％ 2.2％ 4.8％ 

経済・社会政策

研究科 

留年率 30.8％ 26.8％ 15.6％ 6.6％ － 

退学・除籍率 4.0％ 5.1％ 4.1％ 3.3％ － 

休学率 4.0％ 3.1％ 2.6％ 2.2％ 3.0％ 

理工学系研究科 

留年率 5.9％ 5.8％ 5.1％ 2.9％ － 

退学・除籍率 4.3％ 3.6％ 7.6％ 5.7％ － 

休学率 1.5％ 1.5％ 1.4％ 2.2％ 3.2％ 

農学研究科 

留年率 0.0％ 2.2％ 1.4％ 2.2％ － 

退学・除籍率 2.0％ 0.4％ 1.7％ 7.7％ － 

休学率 4.2％ 5.5％ 6.9％ 7.7％ 11.8％ 

医学系研究科 

留年率 4.5％ 6.2％ 6.3％ 4.1％ － 

退学・除籍率 3.0％ 6.6％ 5.8％ 8.4％ － 総合工学系研究

科 休学率 5.0％ 8.1％ 5.8％ 5.6％ 9.0％ 
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留年率 16.3％ 18.7％ 15.0％ 15.9％ － 

退学・除籍率 3.1％ 2.4％ 2.8％ 3.8％ － 

休学率 0.0％ 2.4％ 1.4％ 5.7％ 7.9％ 

法曹法務研究科 

留年率 1.1％ 1.2％ 2.8％ 3.8％ － 

○退学・除籍率及び留年率は該当年度の数を該当年度の在籍者数で除した割合。 

○休学率は該当年度５月１現在の数を該当年度の在籍者数で除した割合。 

（出典：学校基本調査，大学情報データベース及び学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－１－①－５「資格取得状況」 

 教員免許 学芸員 情報処理技術者試験 社会調査士

平成19年度 32 31 ０ 13 

平成20年度 22 18 ０ 15 

平成21年度 30 23 1 15 

平成22年度 29 25 ２ ５ 

人文学部 

平成23年度 22 35 13 18 

 

 教員免許 

平成19年度 271 

平成20年度 261 

平成21年度 287 

平成22年度 272 

教育学部 

平成23年度 269 

 

 教員免許 学芸員 測量士補 修得技術者

平成19年度 64 20 10 19 

平成20年度 65 27 1 16 

平成21年度 68 20 5 16 

平成22年度 78 16 2 11 

理学部 

平成23年度 63 16 0 22 

 

 医 師 看護師 保健師 助産師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士

平成19年度 93 93 80 18 34 19 13 

平成20年度 87 60 68 19 34 17 11 

平成21年度 79 63 71 20 36 19 17 

平成22年度 91 68 77 18 32 15 17 

医学部 

平成23年度 92 63 69 19 33 18 18 

 教員免許 

平成19年度 12 

平成20年度 18 

平成21年度 10 

平成22年度 3 

工学部 

平成23年度 13 

 

 教員免許 食品衛生管理者 

平成19年度 36 16 

平成20年度 16 9 

平成21年度 30 10 

平成22年度 19 17 

農学部 

平成23年度 45 14 

 

 教員免許 修得技術者 

平成19年度 11 86 
平成20年度 23 78 
平成21年度 15 87 
平成22年度 14 87 

繊維学部 

平成23年度 37 82 

 

 教員免許 

平成19年度 3 
平成20年度 4 
平成21年度 4 

人文科学 

研究科 

平成22年度 6 
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平成23年度 1 
 教員免許 

平成19年度 41 
平成20年度 29 
平成21年度 31 
平成22年度 29 

教育学研究科 

平成23年度 34 

 

 教員免許 学芸員 

平成19年度 12 1 
平成20年度 31 1 
平成21年度 34 1 
平成22年度 62 2 

理工学系 

研究科 

平成23年度 27 2 

 

 教員免許 

平成19年度 3 

平成20年度 3 

平成21年度 0 

平成22年度 0 

農学研究科 

平成23年度 0 

 

（出典：大学情報データベース及び各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－１－①－６「医師国家試験新卒者合格率」 

年 度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

合格率 96.8％ 94.9％ 96.7％ 92.9％ 93.9％ 

（出典： http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/department/medical_science/career.html） 

資料６－１－①－７「主な学生の受賞等の状況」 

平
成
19
年
度 

○ 分離技術会年会2007 平成19年度分離技術会年会 学生賞受賞 

○ 第23回日本セラミックス協会関東支部発表会 優秀賞受賞 

○ ハート昆虫研究奨励基金第7回ハート大賞2007 優秀賞受賞 

○ 日本学生支援機構平成19年度優秀学生顕彰事業 大賞及び奨励賞受賞 

○ 教育システム情報学会学生・院生研究発表会 優秀賞受賞 

○ （社）表面技術協会第116回講演大会 第9回優秀講演賞 

○ （社）表面技術協会第117回講演大会 第14回学術奨励講演賞 

○ 日本機械学会北陸信越学生会第37回学生員研究発表講演会 北陸信越支部賞学生賞卒業研究発表の部受賞 

○ 日本生態学会第55回大会 ポスター発表優秀賞受賞 

○ 日本家禽学会2007年度春季大会 優秀発表賞受賞 

平
成
20
年
度 

○ 第69回分析化学討論会 優秀ポスター賞受賞 

○ NHK大学ロボコン2008～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会 デザイン賞受賞 

○ 第24回日本セラミックス協会関東支部研究発表会 優秀賞及び奨励賞受賞 

○ 日本磁気学会 学術奨励賞受賞 

○ プラスチック成形加工学会秋季大会 ポスター発表賞受賞 

○ 第59回日本電気泳動学会総会 学会奨励賞受賞 

○ 第5回キャンパスベンチャーグランプリ(CVG)東京  

ソーシャルアントレプレーナー賞，東京産業人クラブ賞及び奨励賞受賞 

○ 第10回理工系科学技術論文コンクール 特別賞受賞 

○ 2009年春教育システム情報学会学生研究発表会 優秀ポスター発表賞受賞 

○ 日本生態学会第56回大会 最優秀賞及び優秀賞受賞 

○ （社）表面技術協会第119回講演大会 第15回学術奨励講演賞受賞 

平
成
21
年
度 

○ 第50回外国人による日本語弁論大会 主催団体特別賞受賞 

○ 第18回環境化学討論会 ナイスプレゼンテーション賞受賞 

○ 電子情報通信学会通信方式研究会 奨励賞受賞 

○ 日本放線菌学会大会 2009 年度学生優秀発表賞受賞 

○ The 5th Pacific Rim Food Protein Symposium  Excellent Presentation Award (The 1st place) 受賞 

○ 2009年度照明学会全国大会 全国大会優秀ポスター発表者賞受賞 

○ 第27回レーザセンシングシンポジウム 廣野賞受賞 
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平
成
21
年
度 

○ 第102回日本繁殖生物学会大会 優秀発表賞受賞 

○ 日本畜産学会第111回大会 日本畜産学会優秀発表賞受賞 

○ 第60回日本電気泳動学会総会 第10回学会奨励賞受賞 

○ 日本農芸化学会中部支部第156回例会 奨励賞（中部支部維持会員賞）受賞 

○ 日本医学物理学会第98回学術大会 大会長奨励賞 

○ 第1回国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト日本予選 3位入賞及び日本代表選出 

○ 第17回日本血管生物医学会 Young Investigator Award受賞 

○ 日本セラミックス協会第22回シンポジウム ポスター賞受賞 

○ 日本地下水学会2009年春季講演会 若手優秀講演賞受賞 

○ 平成21年度秋季長野県B＆Wショウ学生ジャジングコンテスト 最優秀賞受賞 

○ 2009年度精密工学会北陸信越支部学術講演会 ベストプレゼンテーション賞受賞 

○ 第18回MAGDAコンファレンス ポスター講演論文賞受賞 

○ ロボコンプロデュース2009 優秀賞(準優勝)受賞 

○ 国有林野事業業務研究発表会 林野庁長官賞（最優秀賞）受賞 

○ 第1回国際ナノ・マイクロ アプリケーションコンテスト Excellent Team選出 

○ 第9回日本再生医療学会総会 ベストポスター賞受賞 

○ '10水中ロボットコンベンション in JAMSTEC Best PresentationAward (MTS賞)受賞 

○ 国際心血管内分泌代謝シンポジウム／第14回日本心血管内分泌代謝学会 Young Investigator's Award受賞 

○ 第83回日本内分泌学会学術総会 Young Investigator Award受賞 

○ 第14回日本心血管内分泌代謝学会学術総会 Poster Award受賞 

○ 建築新人戦2009 最優秀新人賞受賞 

○ 日本作物学会第228回講演会 ベストポスター賞受賞 

平
成
22
年
度 

○ 第63回日本繊維機械学会 学術奨励賞受賞（2件） 

○ 日本基礎老化学会第33回大会 奨励賞受賞 

○ 第5回情報危機管理コンテスト 経済産業大臣賞（優勝）受賞 

○ 平成22年度日本酪農科学会 奨励賞受賞 

○ 平成22年度化学工学会 学生賞銀賞及び奨励賞受賞 

○ 化学工学会第42回秋季大会超臨界流体部会主催シンポジウム シンポジウム学生賞受賞 

○ 平成22年電気学会・基礎・材料共通部門大会 優秀発表賞受賞者 

○ 第26回個体群生態学会 ポスター講演最優秀賞 

○ 日本家禽学会2010年度秋季大会 優秀発表賞受賞及びThe Journal of Poultry Science優秀論文賞受賞 

○ 平成22年度（第43回）照明学会全国大会 優秀ポスター発表者賞受賞 

○ IUMRS-ICEM 2010(電子材料に関する国際会議)  Best Poster Presentation Awardsを受賞 

○ 日本農芸化学会中部支部第159回例会 中部支部企業奨励賞受賞 

○ The 8th Korea-Japan Joint Symposium on Vascular Biology 優秀演題賞及び 

                                   Nature Medicine Vascular Medicine Award受賞

○ 第18回衛星設計コンテスト 電子情報通信学会賞受賞 

○ 第40回日本心脈管作動物質学会 Young Investigator Award受賞（2件） 

○ 第21回ヤンマー学生懸賞論文・作文入選発表会 論文の部大賞受賞 

○ 電気関係学会東海支部連合大会 連合大会奨励賞受賞 

○ 第53回自動制御連合講演会 優秀発表賞受賞 

○ 計測自動制御学会中部支部シンポジウム2010 論文賞受賞 

○ 日本機械学会 北陸信越学生会第40回学生員卒業研究発表講演会 北陸信越支部賞学生賞受賞 

○ Network Skills Competition 2011 Spring 優秀賞受賞 

平
成
23
年
度 

○ 第2回2011年「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト2011」大賞受賞 

○ 第84回日本内分泌学会学術総会 Young Investigator Award受賞 

○ 情報処理学会インターネット運用技術研究会第13回研究発表会 学生奨励賞受賞 

○ 9th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids  ポスターアワード受賞 

○ 第29回内分泌代謝学サマーセミナー 優秀演題賞受賞 

○ 第9回超臨界ミニワークショップ 学生賞受賞 

○ 平成23年度化学工学会札幌大会 学生賞銀賞及び奨励賞（3件）受賞 

○ 2011年電気化学秋季大会北陸支部企画若手ポスターセッション 優秀賞受賞 

○ The 9th Protein Island Matsuyama (PIM) Symposium on Cell-Free Sciences PIMポスターアワード受賞 

○ Network Skills Competition 2011 Summer 優秀賞及び敢闘賞受賞 

○ 平成23年度 U-20 プログラミング・コンテスト(第32回） 経済産業大臣賞受賞 

○ 化学工学会第43回秋季大会超臨界流体部会主催シンポジウム 学生賞受賞 

○ 日本ペプチド学会 ポスター賞受賞 

○ 2011年日本造園学会中部支部大会 最優秀学生発表賞，優秀学生発表賞（2件） 

及び優秀学生発表賞（ポスター部門）受賞
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平
成
23
年
度 

○ 第23回日本環境動物昆虫学会年次大会 奨励賞受賞 

○ 日本地下水学会2011年春季講演会 若手優秀講演賞受賞 

○ 第15回日本心血管内分泌代謝学会学術総会 若手研究奨励賞受賞 

○ 第38回炭素材料学会年会 ポスター賞 

○ 第4回「テクノルネサンスジャパン」 優秀賞受賞 

○ The International Workshop on Advanced Sonochemistry 

 Young Sonochemist Award of Japan Society of Sonochemistry受賞 

○ 平成23年度森林ＧＩＳ学生フォーラム 優秀賞（2件）受賞 

○ 電気関係学会東海支部連合大会 奨励賞受賞 

○ 第62回農業農村工学会関東支部大会 奨励賞受賞 

○ 2011年度色材研究発表会 優秀ポスター賞受賞 

○ エネルギー・環境問題新聞スクラップ作品コンクール 奨励賞受賞 

○ 文部科学省主催サイエンス・インカレ 数物・化学系の卒業研究に関連しない部門（ポスター部門）奨励賞受賞 

○ 計測自動制御学会第28回センシングフォーラム 学術奨励賞技術奨励賞受賞 

（出典：各学部提供資料及びhttp://www.shinshu-u.ac.jp/topics/prize/を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

標準修業年限内卒業（修了）率は概ね80％以上であり，「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率は概ね90％

以上となっている。進級状況については，高い水準で推移している。退学・除籍率，休学率，留年率については，

低い水準で推移している。資格取得状況については，教員免許，医師・看護師等の多くの資格取得者を輩出する

とともに，各学部・研究科の教育内容に応じた資格取得者を輩出している。卒業（学位）論文等の内容・水準は，

学生の受賞等の状況から相当のレベルにあるといえる。 

 以上のことから，各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について，学

習成果が上がっていると判断する。 

 

 観点６－１－② 

   学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して，学習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部・全学教育機構・各研究科においては，学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取のため，授

業改善アンケートや満足度調査を実施している。その結果では，学習の満足度，達成度に関する項目について「そ

う思う」「強くそう思う」などの肯定的な回答の割合が高い（資料６－１－②－１）。 

資料６－１－②－１「授業改善アンケート等結果一覧」 

学部・研究科名 

【アンケート名】 

該当アンケート項目 

（ ）内は「そう思う」「強くそう思う」等の回答率を示す。 

授業内容は達成しようとする目標にふさわしかったか（90.0％） 

教育目標に沿った授業内容が提供された(90.4%) 

授業時間外学習の情報提供・指示が十分に与えられた（68.0%） 

探求の仕方や姿勢、知識や技術などを獲得できた（81.7%） 

担当教員の学問的・専門的識見が感じられた（94.5%） 

授業期間を通して熱心な教育が行われた（86.5%） 

私は、この授業に積極的に参加した（68.0%） 

私は、この授業への遅刻・欠席が多かった（16.8%） 

人文学部 

 

【平成23年度授業

改善アンケート】 

 

私はこの授業への予習・復習をしっかりした（28.8%） 

共通教育科目（61.9％），所属分野における専門科目（89.3％） 

所属分野における研究指導（81.7％） 

所属分野以外の専門科目（74.1％） 

教職科目（臨床経験科目を除く）（76.3％） 

教育臨床演習（学校教育臨床演習）（75.6％） 

教育学部 

 

【平成23年度学生

の満足度調査】 

 

教育実習 事前・事後指導（42.0％） 
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教育実習（91.4％） 

授業内容の必要性や位置づけの明示の仕方（66.5％） 

学生の理解度などをみながら授業を進める工夫（59.5％） 

成績評価の方法（84.7％） 

就職や進学のための支援や指導（51.1％） 

希望する免許・資格等の取得に必要な授業をとることが可能な時間割（63.3％） 

全体的に見て，授業内容は，授業によって達成しようとしている目標に，ふさわしいものであったと思い

ますか（89.3％） 

この授業の達成目標である，探求の仕方・姿勢，知識や技術などを，あなた自身は獲得できたと思います

か（73.4％） 

この授業では，担当教員の学問的・専門的見識が感じられましたか（87.0％） 

あなたのこの授業の出席率はどのくらいですか（86.7％） 

授業をわかりやすくする教員の工夫は感じましたか（75.1％） 

教員の授業に対する熱意を感じましたか（78.4％） 

あなたのこの授業に関する満足度はどのくらいですか（71.7％） 

学習課題をあなたはどのくらい提出しましたか（82.2％） 

経済学部 

 

【平成23年度授業

改善アンケート】 

学習課題は，講義内容を理解するために役立ちましたか（81.4％） 

学部の教育は総合的にみて満足のいくものである(72%) 

自然科学に対し知的好奇心・探究心がそそられる授業が多い(54%) 

自然・数理現象を題材や教材として学ぶことができる(64%) 

科学の発展に貢献をしたいと考えるようになった(60%) 

専門的な知識が身につく（90％） 

新しい分野の勉強ができる（76％） 

教職，学芸員，JABEEなど資格取得に役立つ授業が用意されている(71%) 

視野を広げるのに役立つ（63％） 

論理的な考え方が身につく授業が多い（72％） 

理学部 

 

【平成23年度満足

度調査アンケート】 

重要なポイントをはっきりと示してくれる授業が多い（58％） 

授業の達成目標を獲得できたと思うか（60.9％） 

教育に対する熱意を感じたか（64.9％） 

学習意欲，研修や医療に対する意欲が刺激されたか（55.9％） 

適切な難易度だったか（59.1％） 

医学部医学科 

 

【平成23年度授業

改善アンケート】 

講義に対する満足度（57.1％） 

授業の内容（資料や説明）は分かりやすかった（78％） 

予習・復習のための学習課題又は資料が提示された（86％） 

教育に対する担当教員の熱意を感じた（92％） 

全体的に見て，授業の内容は，授業によって達成しようしている目標に相応しいものであった（98％） 

この授業では，この学部・学科のカリキュラム全体の教育目標に沿った授業内容が提供されていた（95％）

私はこの授業に対する学習意欲が高まった（85％） 

私はこの授業を熱心に聞いた（80％） 

私はこの授業の予習・復習に熱心に取り組んだ（73％） 

私はこの授業の学習目標を達成できた（71％） 

医学部保健学科 

 

【平成23年度後期

授業改善アンケー

ト】 

この授業に対して総合的に満足している（85％） 

医科学に関する幅広い知識を体系的，集中的に学習することができる（67.0％） 

【修士課程１年次】ヒューマンサイエンスに裏付けられた高度に専門化した知識と技術を結びつけた医科

学分野の教育・研究者並びに高度専門技術者を養成するのに適した教育課程である。（56.0％） 

【博士課程１年次】専攻の教育課程は，専攻の目的に適うものとなっている。（72.7％） 

教育課程は総合的に見て満足いくものである。（68.9％） 

【修士課程１年次，保健学修了生】，所属講座での研究指導は満足いくものである。（78％）， 

専門的な知識が身につく授業が多い。（64.4％） 

医学系研究科 

 

【平成23年度大学

院教育に関する満

足度調査（修士課程

１年次，博士課程１

年次）】 

新しい分野の勉強ができる授業が多い（65.3％） 

授業内容は，達成しようとしている目標にふさわしかったか（78.7％） 

シラバスから大幅に逸脱せず実施されたか（79.6％） 

教育目標に沿った授業内容が提供されましたか（78.5％） 

授業時間外学習の情報提供・指示が十分与えられましたか（63.6％） 

探求の仕方・姿勢，知識や技術などを，獲得できましたか（65.8％） 

工学部 

 

【平成23年度授業

評価アンケート】 

担当教員の学問的・専門的識見が感じられましたか（79.7％） 
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教員の情熱や熱意が感じられた（67.1％） 

授業に対する準備が十分になされていた（72.9％） 

授業での話し方は明瞭で聞き取りやすかった（57.7％） 

わかりやすい説明をしていた（57.2％） 

効果的に板書，視聴覚教材，配布資料が使われていた（58.5％） 

受講生の理解度を把握しながら授業が進行された（41.3％） 

授業内容やシラバスの説明が十分なされた（61.8％） 

探求の仕方・姿勢，知識や技術などの獲得に効果的であった（56.8％） 

担当教員の学問的・専門的識見が感じられた（80.7％） 

農学部 

 

【平成23年度授業

改善のための学生

アンケート】 

総合的に判断して，この授業に満足している（66.0％） 

授業内容は，達成しようとしている目標にふさわしかったか（82.0％） 

教育目標に沿った授業内容が提供されましたか（82.5％） 

授業時間外学習の情報提供・指示が十分与えられましたか（66.1％） 

探求の仕方・姿勢，知識や技術などを，獲得できましたか（73.1％） 

補助教材は授業の理解に十分役立ちましたか（74.2％） 

繊維学部 

 

【平成23年度授業

改善アンケート】 

教員の授業に対する熱意を感じましたか（77.5％） 

あなたの，この授業への出席率は高かった（4.6） 

あなたは，この授業中，教員の説明を熱心に聞いた（4.3） 

あなたは，この授業時間外に，授業内容を理解するための努力をした（予習・復習等）（3.6） 

この授業の目標に到達することができた（3.7） 

全学教育機構 

【平成23年度「授

業改善アンケー

ト」】※ 

この授業に満足している（4.0） 

※強くそう思う＝５，そう思う＝４，どちらとも言えない＝３，そう思わない＝２，全くそう思わない＝１ 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部では学習の達成度や満足度に関する授業改善アンケートや満足度調査を実施しており，その結果では，

学習の満足度，達成度に関する項目について肯定的な回答の割合が高いことが確認できる。 

以上のことから，学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して，学習成果が上が

っていると判断する。 

 

評価項目６－２ 

  卒業（修了後）の進路状況等から判断して，学習成果が上がっていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点６－２－① 

   就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して，学習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程の進学率・就職率については，大学院への進学率が30％を超える（特に理系学部は概ね50％）ととも

に，就職希望者に対する就職率は学部全体の平均として95％以上となっている（資料６－２－①－１）。 

また，修士課程及び博士課程の進学率・就職率については，修士課程から博士課程への進学率は４～７％前後

で推移するとともに，就職希望者に対する就職率は研究科全体の平均として概ね97％以上となっている（資料６

－２－①－１）。 

学士課程，修士課程及び博士課程における進路状況については，多様な業種へ就職しているが，製造業，教育・

学習支援業，医療・福祉，公務分野へ就職する者が多い（資料６－２－①－２，資料６－２－①－３）。 

法曹人材養成を担う法曹法務研究科における新司法試験の合格率は，全国平均と比べ下回っている（資料６－

２－①－４）。 
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 教育学部，教育学研究科及びその他教職課程を持つ学部・研究科の教員採用者数は，合計で200～260名程度で

推移している（資料６－２－①－５）。 

 社会人学生については，修了後に本学における学習成果等を活かし，転職，昇進等のキャリアップを図ってい

る（資料６－２－①－６）。 

 さらに，大学在学時の正課による活動，在学時の自主的活動（課外活動，学外活動）等の成果を基に社会で活

躍する人材を輩出している（資料６－２－①－７，別添資料６－２－①－Ａ）。 

資料６－２－①－１「卒業（修了）者の進学率・就職率」 

学部等名 年 度 
卒業者 

（A） 

進学者 

（B） 

進学率 

（B/A%） 

就職希望者

(C) 

就職者 

(D) 

卒業者に 

対する就職率

(D/A%) 

就職希望者に

対する就職率

(D/C%) 

平成20年度 172 11 6.4% 140 126 73.3% 90.0% 

平成21年度 166 21 12.7% 125 125 75.4% 100.0% 

平成22年度 164 12 7.4% 141 131 79.9% 93.0% 

平成23年度 153 24 15.7% 117 103 67.4% 88.1% 

人文学部 

平成24年度 167 21 12.6% 131 105 62.9% 80.2% 

平成20年度 284 29 10.3% 251 226 79.6% 90.1% 

平成21年度 267 29 10.9% 238 209 78.3% 87.9% 

平成22年度 297 34 11.5% 262 247 83.2% 94.3% 

平成23年度 283 33 11.7% 242 226 79.9% 93.4% 

教育学部 

平成24年度 281 43 15.3% 225 212 75.5% 94.3% 

平成20年度 244 16 6.6% 208 202 82.8% 97.2% 

平成21年度 240 15 6.3% 208 201 83.8% 96.7% 

平成22年度 203 17 8.4% 172 166 81.8% 96.6% 

平成23年度 232 7 3.1% 203 199 85.8% 98.1% 

経済学部 

平成24年度 258 17 6.6% 207 197 76.4% 95.2% 

平成20年度 218 129 59.2% 76 73 33.5% 96.1% 

平成21年度 200 104 52.0% 93 86 43.0% 92.5% 

平成22年度 211 118 56.0% 84 74 35.1% 88.1% 

平成23年度 212 106 50.0% 96 83 39.2% 86.5% 

理学部 

平成24年度 192 105 54.7% 77 67 34.9% 87.1% 

平成20年度 255 18 7.1% 139 138 54.2% 99.3% 

平成21年度 228 10 4.4% 124 124 54.4% 100.0% 

平成22年度 237 9 3.8% 143 141 59.5% 98.7% 

平成23年度 241 10 4.2% 134 134 55.7% 100.0% 

医学部 

平成24年度 242 4 1.7% 139 138 57.1% 99.3% 

平成20年度 497 257 51.8% 237 225 45.3% 95.0% 

平成21年度 514 278 54.1% 224 220 42.9% 98.3% 

平成22年度 469 272 58.0% 190 176 37.6% 92.7% 

平成23年度 456 268 58.8% 173 164 36.0% 94.8% 

工学部 

平成24年度 494 271 54.9% 209 197 39.9% 94.3% 

平成20年度 178 74 41.6% 89 89 50.0% 100.0% 

平成21年度 173 78 45.1% 84 84 48.6% 100.0% 

平成22年度 190 82 43.2% 93 93 49.0% 100.0% 

平成23年度 174 79 45.5% 82 82 47.2% 100.0% 

農学部 

平成24年度 187 83 44.4% 98 95 50.8% 97.0% 

平成20年度 308 183 59.5% 115 109 35.4% 94.8% 

平成21年度 294 165 56.2% 121 117 39.8% 96.7% 

平成22年度 296 207 70.0% 87 87 29.4% 100.0% 

平成23年度 301 199 66.2% 85 85 28.3% 100.0% 

繊維学部 

平成24年度 315 212 67.3% 88 88 28.0% 100.0% 

平成20年度 10 2 20.0% 5 3 60.0% 90.0.% 

平成21年度 10 1 10.0% 4 4 75.4% 100.0% 

人文科学 

研究科 

平成22年度 5 0 0.0% 3 3 79.9% 93.0% 
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平成23年度 14 2 14.3% 9 9 67.4% 88.1% 

平成24年度 8 1 12.5% 5 3 37.5% 60.0% 

平成20年度 52 2 3.9% 50 45 86.6% 90.0% 

平成21年度 35 5 14.3% 30 26 74.3% 86.7% 

平成22年度 39 3 7.7% 35 33 84.7% 94.3% 

平成23年度 36 0 0.0% 28 26 72.3% 92.9% 

教育学 

研究科 

平成24年度 43 3 7.0% 37 34 79.1% 91.9% 

平成20年度 21 0 0.0% 20 20 95.3% 100.0% 

平成21年度 13 0 0.0% 10 10 77.0% 100.0% 

平成22年度 14 0 0.0% 12 12 85.8% 100.0% 

平成23年度 22 0 0.0% 21 21 95.5% 100.0% 

経済・社会

政策科学 

研究科 

平成24年度 18 0 0.0% 16 16 88.9% 100.0% 

平成20年度 542 25 4.7% 482 477 88.1% 99.0% 

平成21年度 564 15 2.7% 549 497 88.2% 90.6% 

平成22年度 541 27 5.0% 447 434 80.3% 97.1% 

平成23年度 489 27 5.2% 420 415 84.9% 98.9% 

理工学系 

研究科 

平成24年度 534 27 5.1% 473 465 87.1% 98.3% 

平成20年度 84 8 9.6% 68 68 81.0% 100.0% 

平成21年度 69 4 5.8% 55 55 79.8% 100.0% 

平成22年度 62 11 17.8% 50 50 80.7% 100.0% 

平成23年度 62 4 6.5% 50 50 80.7% 100.0% 

農学研究科 

平成24年度 62 6 9.7% 49 46 74.2% 93.9% 

平成20年度 21 3 14.3% 17 17 81.0% 100.0% 

平成21年度 43 10 23.3% 37 36 83.8% 97.3% 

平成22年度 31 8 25.9% 23 22 71.0% 95.7% 

平成23年度 28 8 28.6% 26 24 85.8% 92.4% 

医学系 

研究科 

（修士・ 

博士前期） 

平成24年度 28 5 17.9% 25 21 75.0% 84.0% 

平成20年度 48 0 0.0% 48 48 100.0% 100.0% 

平成21年度 61 1 1.7% 54 53 86.9% 98.2% 

平成22年度 40 1 2.5% 38 36 90.0% 94.8% 

平成23年度 65 0 0.0% 65 62 95.4% 95.4% 

医学系 

研究科 

（博士・ 

博士後期） 

平成24年度 44 1 2.3% 42 40 90.9% 95.3% 

平成20年度 43 1 2.4% 35 32 74.5% 91.5% 

平成21年度 48 0 0.0% 38 33 68.8% 86.9% 

平成22年度 36 1 2.8% 22 22 61.2% 100.0% 

平成23年度 49 0 0.0% 27 27 55.2% 100.0% 

総合工学系 

研究科 

平成24年度 46 0 0.0% 37 37 80.5% 100.0% 

平成20年度 2,156 717 33.3% 1,255 1,188 55.1% 94.7% 

平成21年度 2,082 700 33.7% 1,217 1,166 56.0% 95.8% 

平成22年度 2,067 751 36.4% 1,172 1,115 54.0% 95.2% 

平成23年度 2,052 726 35.4% 1,132 1,076 52.5% 95.1% 

学士課程 

 

合 計 

平成24年度 2,136 756 35.4% 1,174 1,099 51.5% 93.7% 

平成20年度 730 40 5.5% 642 630 86.3% 98.2% 

平成21年度 734 35 4.8% 685 628 85.6% 91.7% 

平成22年度 692 49 7.1% 570 554 80.1% 97.2% 

平成23年度 651 41 6.3% 554 545 83.8% 98.4% 

修士課程 

 

合 計 

平成24年度 693 42 6.1% 605 586 84.5% 96.9% 

平成20年度 91 1 1.1% 83 80 88.0% 96.4% 

平成21年度 109 1 1.0% 92 86 78.9% 93.5% 

平成22年度 76 2 2.7% 60 58 76.4% 96.7% 

平成23年度 114 0 0.0% 92 89 78.1% 96.8% 

博士課程 

 

合 計 

平成24年度 90 1 1.2% 79 77 85.6% 97.5% 

※本資料では，法曹法務研究科を除く。   （出典：学校基本調査及び信州大学 大学概要資料編等を基に経営企画課において作成） 
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資料６－２－①－２「平成23年度における卒業者の進路状況」 

ｚ区  分 人文学部 教育学部 経済学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部 計 

平成 23 年度卒業者数 167（114） 281（158） 258（100） 192（62） 242（118） 494（58） 187（74） 315（76） 2,136（760）

大学院等進学者数 21（11） 45（26） 17（5） 105（28） 4（1） 271（20） 83（35） 212（32） 758（158）

就 職 希 望 者 数 131（94） 225（127） 207（79） 77（32） 139（99） 209（36） 98（36） 88（41） 1,174（544）

農 業 ， 林 業 0 1（1） 2（0） 2（0） 0 0 6（1） 0 11（2） 

漁 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鉱業，採石業，砂利採集業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建 設 業 5（4） 1（1） 1（0） 2（1） 0 22（4） 5（2） 1（0） 37（12） 

製 造 業 12（10） 4（4） 33（13） 7（4） 0 83（11） 22（10） 57（26） 218（78） 

電気・ガス・熱供給・水道業 0（0） 0 1（0） 1（0） 0 2（0） 0 0 4（0） 

情 報 通 信 業 13（11） 1（1） 11（5） 7（6） 0 23（2） 5（3） 1（1） 61（29） 

運輸業，郵便業 4（3） 0 4（2） 1（0） 0 7（1） 2（0） 1（0） 19（6） 

卸売業，小売業 11（6） 2（2） 12（4） 3（2） 0 5（1） 15（6） 6（4） 54（25） 

金融業，保険業 7（7） 4（3） 36（13） 4（3） 0 1（0） 0 3（2） 55（28） 

不動産業，物品賃貸業 2（1） 0 0 0 0 2（2） 1（1） 0 5（4） 

学術研究，専門，技術サービス業 2（0） 0 5（2） 1（1） 0 3（1） 1（1） 1（0） 12（4） 

宿泊業，飲食サービス業 4（4） 1（0） 3（1） 0 0 0 0 1（1） 10（7） 

生活関連サービス業，娯楽業 2（1） 2（1） 5（4） 0 0 2（1） 3（1） 0 14（8） 

教育，学習支援業 12（10） 167（89） 3（2） 18（5） 0 2（0） 5（1） 1（1） 208（108）

医 療 ， 福 祉 8（6） 6（6） 6（4） 0 138（99） 0 1（0） 7（4） 166（119）

複合サービス業 3（2） 1（1） 2（1） 1（1） 0 0 5（0） 1（0） 13（5） 

サ ー ビ ス 業 3（2） 3（2） 8（2） 3（1） 0 5（0） 0 2（2） 24（9） 

公 務 14（10） 17（7） 64（24） 16（6） 0 35（6） 21（9） 6（0） 173（62） 

上記以外のもの 3（2） 2（2） 1（0） 1（0）  5（1） 3（1） 0 15（6） 

産 
 

業 
 

別 
 

就 
 

職 
 

者 
 

数 

小 計 105（79） 212（120） 197（77） 67（30） 138（99） 197（30） 95（36） 88（41） 1,099（512）

臨 床 研 修 医 - - - - 92（17） - - - 92（17） 

そ の 他 15（9） 11（5） 34（16） 10（2） 8（1） 14（2） 6（3） 15（3） 113（41） 

※１．（ ）内は，女子学生を内数で示す。 ※２．医学部の就職希望者数には医学科は含まない。 

（出典：信州大学 大学概要資料編2012Ｐ20） 

資料６－２－①－３「平成23年度における修了者の進路状況」 

区  分 
人文科学 

研 究 科 

教育学

研 

究 科 

経済・社会政

策 科 学 

研 究 科 

理 工 学 系

研 究 科

（修士課程）

農 学

研 究 科

医 学 系

研 究 科

（修士課程）

医 学 系

研 究 科

（博士前期）

医 学 系

研 究 科

（博士後期）

医 学 系

研 究 科

（博士課程）

総合工学系

研 究 科

法 曹 法 務

研 究 科
計 

平成 23 年度修了者数 8（6） 43(17) 18（4) 534（76） 62(14) 14（8） 14（7） 3（2） 41（9） 46(14) 18(1) 891（158）

大学院等進学者数 1（1） 3（1） 0 27（6） 6(2) 2（2） 3（0） 0 0 0 0 42（13）

就 職 希 望 者 数 5(4) 37(14) 16(2) 473(63) 49(10) 11(5) 14(7) 3(2) 39(7) 37(10) 1(0) 685(124)

農 業 ， 林 業 0 0 0 1（0） 6(0) 0 0 0 0 0 0 7（0）

漁 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鉱業，採石業，砂利採集業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建 設 業 0 0 0 29（2） 1（0） 0 0 0 0 0 0 30（2）

製 造 業 0 0 5（0） 310（37） 20(6) 1(1) 0 0 2（0） 11（0） 0 349（44）

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 11（0） 0 0 0 0 0 0 0 11（0）

情 報 通 信 業 1（1） 0 0 37（2） 0 0 0 0 0 1（0） 0 39（3）

運輸業，郵便業 0 0 0 10（0） 1（0） 0 0 0 0 0 0 11（0）

卸売業，小売業 0 0 2（0） 4（1） 4（0） 0 0 0 0 0 0 10（1）

金融業，保険業 0 0 1（0） 3（0） 0 0 0 0 0 0 0 4（0）

不動産業，物品賃貸業 0 0 0 1（1） 0 0 0 0 0 0 0 1（1）

学術研究，専門，技術サービス業 1（0） 0 0 14（6） 1（1） 2（0） 2（2） 0 1（1） 12（7） 0 33（17）

宿泊業，飲食サービス業 0 0 1（1） 0 0 0 0 0 0 0 0 1（1）

生活関連サービス業，娯楽業 0 0 0 1（1） 0 0 0 0 0 0 0 1（1）

教育，学習支援業 1（1） 26（9） 3（1） 13（4） 1（0） 0 4（2） 0 3（1） 12（3） 0 63（21）

医 療 ， 福 祉 0 3（2） 1（0） 11（4） 1（0） 7（3） 8（3） 3（2） 31（2） 1（0） 0 66（16）

複合サービス業 0 0 0 0 2（1） 0 0 0 0 0 0 2（1）

産 
 

業 
 

別 
 

就 
 

職 
 

者 
 

数 

サ ー ビ ス 業 0 0 0 9（1） 0 0 0 0 0 0 0 9（1）
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公 務 0 5（2） 3（0） 8（2） 9（1） 0 0 0 0 0 1（0） 26（5）

上記以外のもの 0 0 0 3（1） 0 0 0 0 0 0 0 3（1）

小 計 3（2） 34（13） 16（2） 465（62） 46（9） 10（4） 14（7） 3（2） 37（4） 37（10） 1 666（115）

そ の 他 2（1） 3（2） 2（2） 34（7） 7（2） 1（1） 0 0 3（3） 9（4） 17（1） 78（23）

※（ ）内は，女子学生を内数で示す。                    （出典：信州大学 大学概要資料編2012Ｐ21 を基に経営企画課で作成） 

資料６－２－①－４「法曹法務研究科における新司法試験合格率」 

新  卒 既  卒 合  計  

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 
全国平均

合格率

平成20年度 19 0 0.0% 19 0 0.0% 33.0%

平成21年度 16 3 18.8% 10 1 10.0% 26 4 15.4% 27.6%

平成22年度 15 3 20.0% 26 2 7.7% 41 5 12.2% 25.4%

平成23年度 23 2 8.7% 29 2 6.9% 52 4 7.7% 23.5%

（出典：経営企画課にて作成） 

資料６－２－①－５「教員採用者数の推移」 

 

平成20年度 41 0 13 11 3 0 0 1 28 

平成21年度 29 0 10 2 4 0 0 0 16 

平成22年度 31 0 9 11 2 0 0 0 22 

平成23年度 29 0 5 6 1 1 0 0 13 

教育学 

研究科 

平成24年度 34 0 12 7 5 0 0 1 25 

※教育学部・教育学研究科以外の学部・研究科については，中学校教員，高校教員の免許状のみ取得可能 

（出典：経営企画課にて作成） 

部局等 年度 
教員免許状 

取得者数 

幼稚園 

教員 
小学校教員 中学校教員 高校教員 中等教育学校教員 高等専門学校

特別支援

学校教員
合 計 

平成20年度 271 3 98 51 5 0 0 6 163 

平成21年度 261 4 84 56 3 0 0 5 152 

平成22年度 287 4 100 53 7 1 0 22 187 

平成23年度 272 9 84 46 6 0 1 12 158 

教育学部 

平成24年度 269 7 63 69 6 1 1 17 164 

平成20年度 173 - - 3 5 2 1 0 11 

平成21年度 182 - - 7 27 0 0 0 34 

平成22年度 191 - - 14 24 7 0 0 45 

平成23年度 211 - - 15 23 1 3 0 42 

その他の

学部・ 

研究科 

平成24年度 208 - - 14 14 1 0 1 30 
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資料６－２－①－６「転職，昇進等のキャリアップ事例」 

修了年度 修 了 前  修 了 後 

臨時職員 → 正規職員 平成20年度 

無 職 → 正規職員 

市町村市議（2名） → 市町村市議再選（2名）

修士課程 → 他大学博士課程進学 

平成21年度 

講 師 → 准教授 

（出典：経済・社会政策科学研究科提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－２－①－７「信州大学 信州知の森 センパイの肖像」 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/special/graduation/index.html） 

 

別添資料６－２－①－Ａ「卒業（修了）生の社会での活躍事例」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

就職希望者の就職率は，学士課程，大学院課程ともに95％以上に達している。また，進学率は，学士課程にお

いては30％を超え（特に理系学部は概ね50％），修士課程においては４～７％となっている。また，本学卒業・

修了生が様々な分野で活躍している。 

以上のことから，就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して，学習成果が上がっ

ていると判断する。 

 

 観点６－２－② 

   卒業（修了）生や，就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して，学習成果や効果が上がってい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

卒業（修了）生や，就職先等の関係者からの意見聴取は，学部・研究科ごとに，それぞれの特性を踏まえなが

ら実施しているが，実施していない学部・研究科もある（資料６－２－②－１，資料６－２－②－２）。 
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これらの意見聴取，調査等の結果から，学習成果や効果について，卒業（修了）生や，就職先等の関係者から

概ね良好な評価を得られている（資料６－２－②－３，資料６－２－②－４）。 

 

資料６－２－②－１「各学部，研究科等における卒業（修了）生への意見聴取取組状況」 

学部，研究科名 意 見 聴 取 の た め の 取 組 

人文学部 卒業生アンケート（平成21年度） 

経済学部 卒業生アンケート（毎年度） 

卒業生への満足度調査（平成23年度） 理学部 

理工学系研究科における調査 

医学部 （保健学科）卒業予定者への満足度調査（毎年度） 

繊維学部 （機能機械学課程）JABEE活動の一環としての卒業生アンケート 

人文科学研究科 修了生アンケート（平成21年度） 

平成23年度修了生への満足度調査（理学部調査と同一に実施） 理工学系研究科 

社会人として就業中の修了生を対象としたアンケート（平成22年度） 

医学系研究科 

医学系専攻博士課程 

修了予定者への満足度調査 

医学系研究科 

保健学専攻（前期，後期課程）

修了予定者への満足度調査 

総合工学系研究科 修了者アンケート（平成21年度） 

国際交流センター 修了直前アンケート 

                              （出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－２－②－２「各学部，研究科における就職先等への意見聴取取組状況」 

学部，研究科名 意 見 聴 取 の た め の 取 組 

人文学部 就職先等へのアンケート 

教育学部 県内小中学校長及び特別支援学校長への「教員養成に関するアンケート」 

経済学部 就職先等へのアンケート 

理学部 雇用主アンケート（大学院における調査を基に間接的に確認） 

医学部 （保健学科）卒業生の就職先へのアンケート 

工学部 合同企業説明会参加企業へのアンケート 

農学部 就職先等へのアンケート 

合同企業説明会参加企業へのアンケート 

繊維学部 （機能機械学課程）JABEE活動の一環としての卒業生の上司アンケート 

教育学研究科 学部アンケートと同一で実施 

経済・社会政策科学研究科 （イノベーションマネジメント専攻）県内有力企業訪問による意見交換 

理工学系研究科 雇用主アンケート（松本キャンパス） 

地質科学科外部アドバイザー会議 

農学研究科 学部アンケートと同一で実施 

総合工学系研究科 就職先等へのアンケート（平成21年度） 

法曹法務研究科 長野県弁護士会信州大学法科大学院バックアップ委員会との意見交換会 

                              （出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－２－②－３「卒業（修了）生への意見聴取結果等」 

学部・研究科等名 意 見 聴 取 結 果 等 

人文学部 教育目標の達成状況に対する評価において，「新たな認識を構築できる思索力」「多元的に判断できる受

容力」においては例年並みに高い評価だったが，「外国語能力」については，例年並みにやや低めの傾向で

あった。 

経済学部 教育課程の編成、専門教育のカリキュラム編成内容，教育指導態勢、教育成果等について，毎年概ね高い

評価を得ている。経済学部のディプロマ・ポリシーに沿った教育成果を実感して多くの学生が卒業している。

「科学の発展に貢献したいと考えるようになった」「学部の教育は総合的にみて満足のいくものである」

とした者は，それぞれ60％，63％であった。 

理学部 

理学部及び理工学系研究科における教育全般は概ね評価されているが，「専門教育の充実」や「外国語教

育」，「就職・進学支援」も求められている。 

医学部 （保健学科）専門教育の授業の満足度について，「満足」，「概ね満足」と回答した者は96％，各専攻にお

ける国家試験対策の満足度について，「満足」，「概ね満足」と回答した者は72％であった。  



信州大学 区分６ 

- 138 - 

繊維学部 

 
（機能機械学課程）JABEE活動の一環として卒業生に対してアンケートを実施している。授業科目に関す

るアンケートでは，概ね満足しているが，英語教育についてはあまり役に立っていないとの回答が目立つ。

研究生活に関しては，かなりの満足度を感じている結果が得られている。 

人文科学研究科 教育目標の達成状況においては，「問題発見能力」「問題分析能力」「表現能力」において，十分に養われ

た，あるいは，やや養われたと回答された。「社会適応能力」については，例年より評価が低めの傾向であ

った。 

学部に対する満足度調査において，「科学の発展に貢献したいと考えるようになった」「学部の教育は総

合的にみて満足のいくものである」とした者は，それぞれ63％，56％であった。 

理工学系研究科 

「信州大学で学んだこと、経験したことが役に立っていると感じますか？」との問いに，「わりと感じる」

「とても感じる」と答えた者の割合は，72％であった。 

医学系研究科 

医学系専攻博士課程 
「各専攻の目的にそぐうものでしたか？」，「博士課程の教育・研究組織は，あなたの学習・研究にとって

十分なものでしたか」，「博士課程の教員配置は，あなたの学習・研究にとって十分なものでしたか」，「博士

課程での勉強や研究の指導は十分でしたか」との問いに「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答え

た者はそれぞれ，54.5%，72.7%，68.2%，63.6％であり，概ね好評な評価を得ている。 

医学系研究科 

保健学専攻前期課程 
「保健学に関する幅広い知識を体系的・集中的に学習することができる」，「ヒューマンサイエンスに裏付

けられた高度に専門化した知識と技術を結びつけた保健学分野の研究・教育者並びに高度専門技術者を養成

するのに適した教育課程である」，「教育課程は総合的にみて満足いくものである」，「所属領域での研究指

導は満足いくものである」の問いに「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えた者はそれぞれ，86%，

64%，57%，79%であり，概ね好評な評価を得ている。 

医学系研究科 

保健学専攻後期課程 
「課程の目的『保健学の領域において自立して研究・開発する能力を持ち，臨床的エビデンスの構築を行

うことができる教育・研究者や高度専門保健医療職者の養成』に適したものでしたか。」，「教育・研究組織

は，あなたの学習・研究にとって十分なものでしたか？」，「研究指導は十分でしたか？」の問いに「そう思

う」「どちらかというとそう思う」と答えた者はそれぞれ，100%，100%，67%と好評な評価を得ている。 

総合工学系研究科 自由記述欄より，「専攻において習得した技術や知識は主に基礎研究であり，直接的に利用するというこ

とは少ないが，その基礎研究の部分を利用して，実際の職場で業務に用いるという点では非常に有効であっ

た」「専攻とは直接関係のない部署を選んだが，専攻した専門知識の多くは応用できている。大学で学んだ

ことは今後とも役立つと感じている」「博士課程で学んだことが評価されている。就職先があるならば，博

士課程を出る方が能力がつく」との回答が寄せられた。 

国際交流センター ｢日本語教育体制｣への極めて高い評価を得ている。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料６－２－②－４「就職先等への意見聴取結果等」 

学部・研究科等名 意 見 聴 取 結 果 等 

人文学部 「人文学部教育の良い点」についての自由記述では，「常に向上心をもって自己研修に取り組んでいる」

「得意のコミュニケーション能力を発揮しています」「物事を客観的かつ冷静にとらえる力を持っており，

仕事をテキパキこなしている」との回答を得た。また，アンケート項目では，「時流に迎合することなく価

値判断できる批判力」は例年通り高い達成状況である反面，「外国語によるコミュニケーション能力があ

る」，「過去の事例を批判的に検討し，新たな仮題を見つけ出せる」という点はやや評価が低かった。 

教育学部 

（教育学研究科） 
本学部・本研究科を卒業・修了後５年以内のアンケート対象機関所属教員において，「教科の指導」，「専

門教科等の知識・技能」，「使命感や責任感、教育的愛情」，「社会性や対人関係能力」，「児童・生徒理解」が

【身についているか】を尋ねたところ，これらの項目について「十分身についている」及び「身についてい

る」の回答が70％から80％前後であった。本学部の教育により専門教科の教育力だけでなく使命感，責任

感，対人関係能力などについても関係者から高い評価を得ている。 

経済学部 本学部の卒業生に対する手堅い評価を得た。 

理学部 「一般知識・基礎学力」については高い評価が得られた。また，「理論に加えて，実際社会とのつながり

を意識した教育」「外国語教育の強化」を求める声が多かった。 

医学部 （保健学科）卒業生が多数勤務している代表的な就職先の６施設において実施した過去のアンケートによ

れば，医学部の理念・教育目標および保健学科の理念・教育目標に即した各評価項目について，どの評価項

目も平均3.9以上の高い評価を得ている。 

工学部 工学部及び工学系研究科卒業生，修了生の優れている点，不足している点等に関して，ディプロマポリシ

ーで掲げている項目を中心に，意見を聴取した。優れていると評価されている点は「仕事に対するやる気，

意欲，バイタリティ，責任感」（65.5%），「科学的な基礎学力」(48.0%)，「リーダーシップ，コミュニケーシ

ョン能力」(46.9%)，「論理的思考能力」（39.0%），「専門的な知識や技術のレベル」（35.0%）などであった。

一方，不足している点として挙げられているものは「語学力」(20.9%)，「リーダーシップ，コミュニケーシ

ョン能力」（20.3%）であった。 
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11項目のうち8項目については，半数以上の企業が達成度4ポイント以上と評価した。特に，「責任感・

倫理観」および「人間関係能力」では，それぞれ 75.6％，70.6％と，多くの会社が高く評価した。これに

対して，「IT・情報 知識」，「国際感覚」および「英語力」については4ポイント以上の高い評価をした企業

はそれぞれ 33.9％， 18.0％，14.3％と相対的に低い評価であった。なお，「英語力」については企業にと

っての重要度の平均2.74に対して，達成度の平均は2.90であり，企業の要求度と卒業生の実績はほぼ一致

しているものと思われる。「IT・情報 知識」については，企業の要求度が高くなっている傾向があり，個々

の学生のレベルアップが必要と予想される。 

 このほか，企業が考える重要度に対して卒業生の達成度が数値的に上回った項目として，「農学基礎知識」

では，重要度の平均が3.40に対して達成度は3.73と，数値的に高ポイント領域に近く，企業の要求をほぼ

満たしていると評価される。また，「英語力」では重要度の平均が2.74であるのに対して，達成度の平均が

2.90とわずかに上回る結果となった。 

農学部 

（農学研究科） 

農学部主催合同企業説明会（H24.1.7）に参加した企業より意見聴取（アンケート）を実施。当日面談し

た学生の印象について9割近くの企業から「真面目で誠実さが感じられる」，「明るく積極的であった」等、

好印象の回答を得ている。 

繊維学部 

 
（機能機械学課程）JABEE活動の一環として卒業生の上司に対してアンケートを実施している。上司から

見た卒業生の部下としての評価・満足度は非常に高い。これに関連して本課程の卒業生を採用して良かった

という意見が多く，不満足という意見はなかった。また大学で学んだ授業科目が職場で役に立っているかと

いうアンケートについては，科目内容を知らないのでコメントできないという意見を除いて，役に立ってい

るという意見が多かった。 

松本キャンパスにおいては「一般知識・基礎学力」については高い評価が得られた。また，「理論に加え

て，実際社会とのつながりを意識した教育」「外国語教育の強化」を求める声が多かった。 

理工学系研究科 

平成23年度地質科学科外部アドバイザー会議にての意見聴取にて，「現場ではデータを適切に取得でき，

多様な情報を適切に解釈できる人材が求められている」「卒業論文・修士論文などでの野外での調査経験は

データの総合化のために最も適した訓練となり，就職の際に重視される．現在の取り組みを維持してもらい

たい」との意見を得た。修士論文作成の重要性について指摘されている． 

総合工学系研究科 「仕事に対する責任感」については95％近くの関係者から「ある」「とてもある」と肯定的な回答が得ら

れた。加えて，「一般知識・基礎学力」，「専門知識と研究開発能力」，「論理性」についても，「ある」「とて

もある」が70％を超えて，高い評価を得た。さらに，自由記述からも学習の成果を積極的に評価する回答

が得られた。なお，自由記述欄から「新しいものに向かって行くような事にはより積極性が望まれる」など

の意見があった。 

法曹法務研究科 定期的に実施している長野県弁護士会の信州大学法科大学院バックアップ委員会委員との意見交換会を

通して得られる本研究科修了者の勤務先や、司法修習先の法律事務所関係者からの評価に関する情報から判

断して、本研究科における教育が成果を上げていると考える。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部，研究科等において，卒業（修了）生や，就職先等の関係者から意見聴取を実施し，教育の成果や効果

について，概ね高い評価が寄せられている。  

以上のことから，卒業（修了）生や，就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して，学習成果や効果

が上がっていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

○学生の国際学会等での受賞 

学生，院生が国内のみならず，国際的な学会・シンポジウム等において研究成果の発表をし，様々な賞

を受賞している。 
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【改善を要する点】 

○新司法試験の合格率 

法曹法務研究科の新司法試験合格率が全国平均より下回っていることから，合格率の向上を目指してい

ただきたい。 

○学習の達成度等の満足度調査 

学習の達成度を含む満足度に関する学生アンケート調査及び卒業生，修了生，就職先等への意見聴取を

実施していない学部・研究科があるので改善が求められる。さらに，全学として統一した調査を定期的に

実施することが望ましい。 
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区分７ 

第７ 施設・設備及び学生支援 

 

評価項目７－１ 

  教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され，有効に活用されていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点７－１－① 

   教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され，有効に活用されているか。また，施設・設備

における耐震化，バリアフリー化，安全・防犯面について，それぞれ配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は，松本市，長野市，上伊那郡南箕輪村及び上田市に学部，研究科等のキャンパスを構えて多様な教育研

究活動を展開し，大学設置基準を満たす校地，校舎面積を有している（資料７－１－①－１）。 

各キャンパスは，講義室，演習室，実験・実習室，研究室，図書館などを有しており，講義，演習，自主学習，

研究などで有効に活用している（資料７－１－①－２）。また，主として社会人を対象として教育する課程では，

本学の施設及びサテライトキャンパス（飯田・岡谷）を利用して夜間及び土曜日に授業を開講している（前掲資

料５－１－⑥－２，前掲資料５－１－⑥－３）。 

また，大学現況票に示すとおり，運動場，体育館等の体育施設を各キャンパスに備え，体育教育や学生の課外

活動に有効に活用している。 

本学の施設・設備整備に関しては，長期的なビジョンとして目指すべきキャンパスの方向性を示したキャンパ

スマスタープランを策定している（別添資料７－１－①－Ａ）。環境施設部による施設パトロール等により全ての

部局の状況を把握のうえ，学内の施設，設備等の維持管理を実施するため年度ごとに実行計画（アクションプラ

ン）を策定し（別添資料７－１－①－Ｂ），耐震化，バリアフリー化，安全・防犯面の整備を計画的，段階的に実

施している（資料７－１－①－３，資料７－１－①－４，資料７－１－①－５，資料７－１－①－６）。また，各

キャンパス安全衛生委員会の下で職場巡視による点検を行い，通路障害物，棚等の転倒防止策による災害時の避

難経路確保等の改善を行っている（資料７－１－①－７）。 

資料７－１－①－１「校地・校舎面積」 

区  分 校地面積(㎡) 校舎面積等(㎡) 

設置基準面積 103,850 129,443

大学全体 502,402 320,309

松本キャンパス 210,727 191,269

長野キャンパス(教育) 71,047 18,127

長野キャンパス(工学) 59,807 46,986

南箕輪キャンパス 75,196 20,288

上田キャンパス 85,625 43,639

（出典：大学現況表） 

資料７－１－①－２「講義室等の状況」 

区   分 講義室 演習室 実験実習室
情報処理 

学習室 
語学学習室 研究室 

松本キャンパス 72  119 262 11 2 548

長野キャンパス(教育) 23  22 35 2 2 98

長野キャンパス(工学) 20  7 239 1 1 147

南箕輪キャンパス 13  11 119 1 0 72
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上田キャンパス 24  51 294 8 1 129

サテライトキャンパス（飯田） 1 1 0 0 0 2

サテライトキャンパス（岡谷） 0 0 7 0 0 0

（出典：大学現況表） 

資料７－１－①－３「耐震化未整備の状況」 

平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末（予定）
基準値 

面積 率 面積 率 面積 率 面積 率 

Is値0.4未満 9,532 2.2% 5,387 1.2% 1,204 0.3% 0 0％

Is値0.7未満 97,248 22.2% 89,030 20.4% 87,887 19.1% 59,038 13.7

（出典：環境施設部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－①－４「バリアフリー整備状況及び整備率（既設数/計画数+既設数）」 

一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 身障者用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 身障者用トイレ 自動ドア スロープ 

既設  計画  既設 計画 既設 計画 既設 計画 既設 計画 キャンパス 

整備率 / +  整備率 / + 整備率 / + 整備率 / + 整備率 / + 

12 2 18 4 19 11 19 17 32 15
松本キャンパス 

85.71% 81.82% 63.33% 52.78% 68.09% 

0 0 3 3 2 3 3 4 7 7
長野キャンパス(教育) 

－－ 50.00% 40.00% 42.86% 50.00% 

0 0 13 1 9 4 12 7 21 5
長野キャンパス(工学) 

－－ 92.85% 69.23% 63.16% 80.77% 

0 0 2 4 2 6 1 7 5 11
南箕輪キャンパス 

－－ 33.33% 25.00% 12.50% 31.25% 

1 0 10 1 12 6 10 8 13 6
上田キャンパス 

100.00% 90.91% 66.67% 55.56% 68.42% 

 （出典：環境施設部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－①－５「外灯，AED設置状況」 

キャンパス 外 灯 防犯カメラ A E D 

松本キャンパス 216 33 54 

長野キャンパス(教育) 29 2 3 

長野キャンパス(工学) 71 1 4 

南箕輪キャンパス 106 3 4 

上田キャンパス 56 2 7 

           （出典：環境施設部及び各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－①－６「大学全体の建物経年別保有面積・改修済み面積及び要改修面積」 

保有面積 改修済面積 要改修面積  

面積  面積率 面積  割合 /  面積 －  割合 － / 

50年以上 8千㎡ 1.8% 2千㎡ 25.0% 6千㎡ 75.0%

40年以上50年未満 128千㎡ 30.0% 93千㎡ 72.7% 35千㎡ 27.3%

30年以上40年未満 112千㎡ 20.0% 33千㎡ 29.5% 79千㎡ 70.5%

25年以上30年未満 21千㎡ 11.2% 0千㎡ 0% 21千㎡ 100%

25年未満 158千㎡ 37.0% －－ －－ －－ －－

合 計 427千㎡ －－ 128千㎡ 30.0% 141千㎡ 33.0%

（出典：環境施設部提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料７－１－①－７「職場巡視結果報告書」 

 

 

別添資料７－１－①－Ａ  信州大学キャンパスマスタープラン 

別添資料７－１－①－Ｂ  各キャンパスアクションプラン策定事項 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の校地・校舎の面積は，大学設置基準を満たしており，教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が

整備され，有効に活用されている。 

施設・設備における耐震化，バリアフリー化，安全・防犯面は，キャンパスマスタープラン，施設パトロール

等により，計画的，段階的に整備が行われている。安全衛生委員会の下の職場巡視により，安全・防犯面の細部

にわたる改善が行われている。 

以上のことから，教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され，有効に活用されているとともに，

施設・設備における耐震化，バリアフリー化，安全・防犯面についても，それぞれ配慮がなされていると判断す

る。 

 

 観点７－１－② 

   教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され，有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，情報戦略に関する重要事項を審議するため情報戦略推進会議を設置し（資料７－１－②－１），その

下に情報戦略推進本部を置き（資料７－１－②－２），本学の情報化を一元的かつ戦略的に推進している。 

本学における教育研究活動を展開する上で必要なICT環境の整備状況は次のとおりである。 

基幹ネットワークは，各キャンパスを10GB～20GB，各建物間の支線として１GBの通信速度を持つギガビットネ

ットワークにより構築している（資料７－１－②－３）。 

各部局は，講義室への情報コンセントの設置，学生用パソコンの整備，無線LANのアクセスポイントを設置し，

（出典：平成23年第1回松本キャンパス安全衛生委員会資料）
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教育研究活動を展開する上で必要なICT環境を整備している（資料７－１－②－４）。さらに，附属図書館などの

学生の自主学習を提供する場所においても，無線LANアクセスポイント等のICT環境の整備を行っている（資料

７－１－②－５）。 

分散した５つのキャンパスで構成する本学では，教育学部（長野），工学部（長野），農学部（南箕輪），繊維学

部（上田）の高年次学生が松本キャンパスで開講する共通教育を当該キャンパスでリアルタイムに受講すること

を可能とするため，ハイビジョン規格の画質となるSUNSを各キャンパスの講義室等に設置している（資料７－１

－②－６，前掲資料２－１－②－３）。本システムは，県内の他の大学の遠隔講義システムと接続を行い，遠隔授

業等に活用している。 

情報セキュリティ管理については，情報セキュリティポリシーとして国立大学法人信州大学情報システム運用

基本方針と国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程を制定している（資料７－１－②－７，資料７－１

－②－８）。個人情報管理に関しては，国立大学法人信州大学の個人情報の取扱いに関する基本方針を定め徹底に

努めている（http://www.shinshu-u.ac.jp/info/privacy_policy.html#01）。 

資料７－１－②－１「国立大学法人信州大学情報戦略推進会議規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学情報戦略推進会議規程 

 （審議事項） 

第２条 情報戦略推進会議は，国立大学法人信州大学の情報戦略及びその推進に関する重要事項について審議する。 

 （組織） 

第３条 情報戦略推進会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 学長 

 二 理事 

 三 副学長 

 四 総合情報センター長 

 五 総合情報センター副センター長 

 六 医学部附属病院長 

 七 その他学長が必要と認める者 

   （出典：国立大学法人信州大学情報戦略推進会議規程） 

資料７－１－②－２「国立大学法人信州大学情報戦略推進本部設置要項（抜粋）」 

国立大学法人信州大学情報戦略推進本部設置要項 

 （目的） 

第２ 推進本部は，国立大学法人信州大学情報戦略推進会議の下で，本法人の情報化（医療情報を含む。）の推進に係る施策の企画

立案，点検評価等を行うことにより，本法人の情報化を一元的かつ戦略的に推進することを目的とする。 

 （業務） 

第３ 推進本部は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 情報戦略に係る将来構想に関すること。 

 二 情報化推進に係る施策の企画立案に関すること。 

 三 情報戦略を推進するための組織に関すること。 

 四 情報（情報システムを含む。以下同じ。）の運用管理に係る方針及び各種ポリシーの策定に関すること。 

 五 情報の運用管理についての点検評価に関すること。 

 六 信州大学の教育研究活動及び大学運営に係る評価活動における情報の効果的な利用の促進に関すること。 

 七 情報に関するコンプライアンスの推進及び危機管理に関すること。 

 八 その他本法人の情報戦略に係る業務に関すること。 

（出典：国立大学法人信州大学情報戦略推進本部設置要項） 
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資料７－１－②－３「学内ネットワーク概要」 

高速高信頼学内ネットワーク 接続概要

長野(工学)

松本

長野(教育)

上田

南箕輪

山地水環境
教育センター

(諏訪)

20GB
1C 90km [CTC]

10GB
1C 50km [CTC]

10GB
1C 50km [CTC]

10GB
1C 50km [CTC]

1GB
広域VPN [NTT]

南堀10GB
8C 4.4km

1GB  6C 4km [国土交通省]

1GB 1C 12km [LCV]

1GB
2C 450m
[LCV] ららおかや

テクノプラザ
おかや塩尻

インキュベーション
プラザ

松本大学

SINET長野データセンター

1GB
(2011以降 10GB予定)

1GB  1C 28km
[TVM]

1GB 1C
18km

[TVM]

IBN(長野県WAN)

電算データセンター, avis

インフォバレー

こども病院、須坂病院、木曽病院、阿南病院、
駒ヶ根病院、看護学校、養護学校、県立高校

まつもと
情報創造館

大町総合
情報センター

大町病院等

伊那市有線放送
(回線整備)
伊那中央病院

諏訪日赤病院 [LCV]
(接続用インターフェイス準備)

上田ケーブル
テレビジョン
(回線整備)

青字、青部分：信州大学整備
緑字、緑部分：外部組織整備
茶時、紫部分：要請が有り次第、整備・準備予定 1GB 1C [NTT]

1GB  2C [NTT]

100MB 2C
[NTT]イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（出典：総合情報センター提供資料） 

資料７－１－②－４「各学部等におけるICT環境の整備状況」 

情 報 コ ン セ ン ト 

学 生 用 
学生用コンピューター 

部 局 名 

教室名 設置口数 

教員用 

設置室数 教室名 台数 

無線LANアクセスポ

イント設置状況 

人文学部   18室 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｲｱ演習室 

情報処理実習室 

30台 

23台 
講義室2箇所 

教育学部    実践センター演

習，図書館他 
56台 主要教室全てに設置

第1講義室 264 

第3講義室 208 

401演習室 36 

402演習室 2 

403演習室 2 

404演習室 2 

405演習室 2 

406演習室 2 

407演習室 2 

501演習室 5 

502演習室 5 

503演習室 2 

経済学部 

504演習室 2 

43室 
情報ﾈｯﾄﾜｰｸ室 

国際交流室 

24台 

2台 
6箇所 

理学部   9室 パソコン実習室 60台 7室 

医学部   
11室 

コンピュータ室 

端末室 

32台 

21台 
17箇所 

情報工学科棟113 198 

情報工学科棟215 154 

情報工学科棟313 96 

講義棟200 90 

総合研究棟501製図室 140 

総合研究棟601情報処理演習室 144 

工学部 

図書館 46 

3室 

総合研究棟601 

図書館 

本館1F 

5台 

8台 

3台 

13箇所 

農学部   
1室 PC室 40台 

講義室内2箇所 

廊下等4箇所 

繊維学部 10番講義室 92 17室 23番講義室 5台 18箇所 
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28番講義室 129 

30番講義室 58 

31番講義室 60 

10番講義室 48 

32番講義室 42 

42番講義室 136 

43番講義室 136 

56番講義室 80 

61番講義室 164 

62番講義室 70 

65番講義室 64 

全学教育機構 

71番講義室 128 

37室 
10番講義室 

32番講義室 

48台 

42台 

講義室内39箇所 

廊下等23箇所 

法曹法務研究科 自習室棟 120  自習室棟 10台  

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－②－５「附属図書館における無線LANエリア」 

中央図書館 教育学部図書館 医学部図書館 工学部図書館 農学部図書館 繊維学部図書館 

全 館 

（書庫を除く） 
閲覧室 保健学科閲覧室 全 館 

閲覧室 

ホール 
全 館 

（出典：附属図書館資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－②－６「SUNS遠隔講義・会議室整備状況」 

(1GB, NTT)

1G 2C (2.1km)

[2008/03,NTT]

長野(工学)

長野(教育)

上田

松本

南箕輪

SINET

SINC

ららおかや

SIP

10GB 1C (50km)
[CTC]

20GB
1C (90km)

[CTC]

10GB 1C (50km)
[CTC]

10GB 1C (50km)
[CTC]

10GB 8C
(4.4km)

Cat5ex2

Cat5e

Cat5e

南堀学校園

6C(4km)

テクノプラザ
おかや

1GB 2C(450m) SIP : 塩尻インキュベーションプラザ

IBN : 情報ブロードウェイ長野

SINC : 信州インターネット協議会

OIC : 大町市総合情報センター

1GB
1C (28Km)
[2009/11,

TVM]

松本大学

1C (18Km)
[2010/01,

TVM]

山地水環境
教育センター

（諏訪）

(LCV)

(LCV)

1GB 1C (12km)

諏訪日赤病院

伊那中央病院

1GB 2C

インフォバレー

(インターフェイス準備)

(インターフェイス準備)

電算データセンター

こども病院、須坂病院、木曽病院
阿南病院、駒ヶ根病院

100MB 2C

2C(450m)

(LCV)

信州大学 SUNS 遠隔会議・講義室整備状況

IBN

2C (2.1km)

(NTT)

長野(工学)

松本

Cat5e

24C

まつもと
情報創造館

SIP : 塩尻インキュベーションプラザ

IBN : 情報ブロードウェイ長野

SINC : 信州インターネット協議会

OIC

OIC : 大町市総合情報センター

[2010 ??]

松本大学

山地水環境
教育センター

（諏訪）

部屋名称 収容数

講 工学部103番教室 200名 HD

講 講義棟200番講義室 200名 SD

会 工学部SUNS会議室 10-20名 HD

会 太田記念会館 30名 SD

会 総合情報センター 8名 HD

部屋名称 収容数

講 全学教育機構312演習室 40名 HD

講 人文経済新棟6F会議室 50名 HD

講 経済学部講義棟2F第2講義室 200名 HD

講 理学部C棟2F大会議室 100名 HD

講 医学部 新外来棟4F大会議室 200名 HD

講 全学教育機構61番教室 200名 HD

会 旭会館SUNS会議室 10-20名 HD

会 旭会館SUNS大会議室 200名 HD

会 医学部SUNS会議室 50名 HD

会 総合情報センター 8名 HD

会 全学教育機構 ２Ｆ中会議室 10名 SD

部屋名称 収容数

講 教育学部遠隔講義室 20名 HD

講 図書館2F視聴覚講義室 200名 SD

会 教育学部SUNS会議室 10-20名 HD

部屋名称 収容数

講 繊維学部32番教室 100名 HD

講 大学院棟 604番講義室 100名 SD

会 繊維学部SUNS会議室 10-20名 HD

部屋名称 収容数

講 農学部12番教室 40名 HD

講 共用実験棟 ３０番教室 200名 SD

会 農学部SUNS会議室 10-20名 HD

飯田

多摩川精機

講 1F 多目的ホール 10-20名 SD
塩尻インキュベーションプラ
ザ

講 1F 多目的ホール 10-20名 SD

テクノプラザおかや/ララおかや

講 2F 産学連携支援室 8名 SD

講 3F ララおかや研究室 8名 HD

MCU

CMS

最大同時接続数80拠点

-多地点同時接続装置-

-コンテンツ蓄積装置-
講義、会議映像を自動収録

インターネット経由

（出典：総合情報センター提供資料） 

資料７－１－②－７「国立大学法人信州大学情報システム運用基本方針」 

国立大学法人信州大学情報システム運用基本方針 

１ 国立大学法人信州大学（以下「本法人」という。）における情報システムは，本法人の運営及び本法人が設置する信州大学の教

育研究活動を支援するための基盤として設置し，本法人全体に供用することにより，円滑で効果的な情報流通を図ることを目的

とする。 

２ 本法人における情報システムは，国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程（平成23年国立大学法人信州大学規程第103

号。以下「運用基本規程」という。）その他関係規程等の定めるところにより，優れた秩序と安全性をもって，安定的かつ効率的
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に運用する。 

３ 本法人における情報システムを利用する者及び当該システムの管理及び運用の業務に携わる者は，運用基本規程その他関係規

程等を遵守しなければならない。 

４ 運用基本規程その他関係規程等に違反した者については，本法人が定めるところにより本法人における情報システムの利用を

制限するほか，厳正に対処する。 

（出典：第91回教育研究評議会資料No.30を基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－②－８「国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程 

 （適用範囲等） 

第２条 この規程は，本法人の情報システムを利用する次に掲げる者（システムの運用等の業務に携わる者を含む。以下同じ。）に

適用する。 

一 本法人の役員及び職員 

二 本法人が設置した信州大学（以下「信州大学」という。）の学生 

三 本法人又は信州大学が業務を委託した者 

四 前号までに規定する者のほか，本法人の施設及び設備を利用して業務を行う者 

五 前号までに規定する者のほか，第８条に規定する実施責任者が，情報システムの利用について臨時に許可した者 

２ 本法人の情報システムを利用する者は，本法人外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に努めなければならない。

（情報セキュリティアドバイザー） 

第７条 システムの運用等に係る専門的な事項について，指導助言を行う者として情報セキュリティアドバイザーを置くことがで

きる。 

２ 情報セキュリティアドバイザーは，情報セキュリティに関する専門的知識及び経験を有する者で，情報戦略推進本部長が指名

した者をもって充てる。 

（実施責任者） 

第８条 システムの運用等に係る業務を実施する者として，次の各号に掲げる実施責任者を置く。 

 一 全学実施責任者 本法人全体の当該業務を実施する者で，総合情報センター長をもって充てる。 

二 部局実施責任者 部局の当該業務を実施する者で，別表の右欄に掲げる者をもって充てる。 

２ 実施責任者は，次に掲げる業務を行う。 

 一 ポリシー，実施規程等及び手順等の周知並びに遵守状況の把握に関すること。 

 二 情報セキュリティに係るリスク管理に関すること。 

 三 非常時における行動計画の策定に関すること。 

 四 インシデントの再発防止に関すること。 

 五 情報セキュリティに関する教育研修の実施に関すること。 

３ 実施責任者は，情報システムで取り扱う情報について，電磁的記録については機密性，完全性及び可用性の観点から，書面に

ついては機密性の観点から当該情報の格付け及び取扱制限の指定並びに情報を取り扱うすべての者が当該情報の格付けについて

共通の認識となるような措置を講じなければならない。 

４ 全学実施責任者は，システムの運用等に係る業務の全て又は一部を第三者に委託する場合は，委託する業務に係る情報セキュ

リティの確保を徹底するために必要な措置を講じなければならない。 

５ 全学実施責任者は，本法人外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に関する措置についての手順等を整備しなけれ

ばならない。 

（情報セキュリティ監査） 

第12条 情報戦略推進本部長は，ポリシー，実施規程等及び手順等に関する順法性及び情報セキュリティに係る業務の妥当性につ

いて公正かつ客観的な立場で検討及び評価し，その結果に基づく情報の提供及びシステムの運用等に係る業務の是正又は改善を

行うため，情報セキュリティ監査を実施するものとする。 

２ 前項に規定する情報セキュリティ監査に係る事務を総括させるため，情報セキュリティ監査責任者を置き，情報戦略推進本部

長が指名する者をもって充てる。 

３ 情報戦略推進本部長は，情報セキュリティ監査の結果を検証し，改善の必要があると認められる場合は，必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 前項までに規定するほか，情報セキュリティ監査に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典：国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は，５つのキャンパスを10GB～20GBで結ぶネットワークを整備している。各学部，全学教育機構，法曹法

務研究科，附属図書館等は，無線LAN，情報コンセントを広範囲にわたり整備しており，学生にICT 利用環境が

提供されている。ハイビジョン規格によるSUNSを全てのキャンパスに整備し，遠隔地のキャンパスで共通教育の
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受講などを可能としている。さらに，他大学との遠隔授業にも活用している。情報セキュリティ，個人情報保護

に関しては，規程を定めるなど体制を整備している。 

以上のことから，教育研究活動を展開する上で必要なICT環境が整備され，有効に活用されていると判断する。 

 

 観点７－１－③ 

   図書館が整備され，図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集，整理さ

れており，有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の附属図書館は，中央図書館，教育学部図書館，医学部図書館，工学部図書館，農学部図書館，繊維学部

図書館で構成され，信州大学附属図書館備付資料収集方針に基づき（資料７－１－③－１），図書，学術雑誌，視

聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的かつ計画的に整備している（資料７－１－③－２）。電子ジャー

ナル・学術情報データベースは，３年毎に導入方針を定め（資料７－１－③－３），毎年導入するタイトルの見直

しを行うことによって，充実を図っている。 

特に，教育用図書の収集に重点を置き，シラバス掲載図書については網羅的に収集するように努めている。さ

らに，本学が所蔵する貴重資料（山岳関係資料「小谷コレクション」，上田蚕糸専門学校以来の貴重資料）や，長

野県各地で発掘調査された貴重な文化遺産の記録である「埋蔵文化財調査報告書」を電子化し，本学ホームペー

ジで公開している（資料７－１－③－４）。この他，これまで収集した特色ある資料等を図書館，資料館等におい

て公開している（資料７－１－③－５）。 

利用時間に関しては，資料７－１－③－６に示すとおりである。また，中央図書館では，毎年新入生を対象と

した利用ガイダンスを実施している（資料７－１－③－７）。このほかに，図書館及び図書資料等の利用に対する

学生のニーズを把握するためのアンケート調査や附属図書館内に投書函を設置し（資料７－１－③－８），アンケ

ート等で得られたニーズにより利便性の向上を図っている（資料７－１－③－９）。これらにより，入館者数及び

図書貸出件数は毎年，増加傾向にある（資料７－１－③－10，資料７－１－③－11，資料７－１－③－12）。 

資料７－１－③－１「信州大学附属図書館備付資料収集方針」 

信州大学附属図書館備付資料収集方針 

（収集範囲）  

２ 附属図書館は，本学におけるカリキュラムにもとづく教育並びに学生の自主的な学習に十分に対応できるよう，「学習図書館機

能」を重点的に整備することと併せて，調査研究の高度化にも対応した魅力ある蔵書構成とするため，国内外の全分野にわたる学

習用資料，教養資料，参考調査用資料及び専門資料を収集する。  

なお，各図書館は，それぞれ主たるサービス対象部局並びに所在地域の特徴を生かしたコレクションを形成し，本学全体とし

て体系的で豊かな蔵書を構成するよう留意する。  

（出版形態）  

３ 収集する資料の出版形態は限定せず，予約限定版，私家版，地方出版物，官庁出版物等の入手困難な資料や電子資料の収集にも

留意する。  

（資料形態）  

４ 収集する資料の形態は限定しない。特にキャンパスが分散している本学の特殊性から，ネットワークを介して利用可能な電子媒

体資料の収集には特に配慮する。  

（収集方法）  

５ 資料の収集は購入だけでなく寄附，寄託，交換等の手段を活用して行う。  

（選定基準）  

６ 収集する資料の選定基準は，別に定める。  

（資料の配置）  

７ 収集した資料は附属図書館に配置し，全学的な利用に供するものとする。  

（改正）  

８ この方針及び選定基準は，本学のカリキュラムの変更，研究・教育の動向，利用者要求の変化，蔵書構成の評価に基づき必要に

応じて改正するものとする。  
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（出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－２「図書，学術雑誌，電子ジャーナル，視聴覚資料等の数」 

図 書 学術雑誌 電子ジャーナル 
図書館等の名称 

 うち洋図書 う ち 洋 雑 誌 う ち 洋 雑 誌

視聴覚資料 

その他 

中央図書館 500,359 148,070 11,645 2,877 11,054 11,054 2,441

教育学部図書館 190,466 29,550 3,832 661 0 0 132

医学部図書館 176,669 86,905 5,081 2,649 933 33 560

工学部図書館 162,820 53,092 2,408 1,217 6 1 184

農学部図書館 101,297 21,986 1,908 512 23 23 46

繊維学部図書館 113,507 45,797 2,301 1,100 0 0 0

計 1,245,118 385,400 27,175 9,016 12,016 11,111 3,363

   （出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－３「信州大学における電子ジャーナル等の導入について」 

信州大学における電子ジャーナル等の導入について 

本学における第Ⅳ期（平成24年度～平成26年度）電子ジャーナル等の導入に係る取り扱いは，平成20年6月18日役員会決定「信

州大学における電子ジャーナル等の導入について」を継続して，以下のとおりとする。 

１ タイトル選定は，総合大学としての視点を踏まえ，次の方針とする。 

（１）電子ジャーナルは主要なパッケージを中心に選定し，タイトルを厳選する。 

（２）学術情報データベースは，研究分野を網羅することに留意する。 

２ １の方針に基づき，平成24年度導入分の電子ジャーナル及び学術情報データベースのタイトル選定の上，手続きを進める。 

３ 平成25 年度以降の導入分に係る扱いは，１の方針に基づき，電子ジャーナル及び学術情報データベースを選定するが，価格状

況，それらの利用効率，大学の財政状況等を総合的に判断して，年度ごとに役員会で決定する。 

この結果，平成24年度に導入対象としたタイトルも平成25 年度以降分は，導入を見直すことがありうるものとする。 

４ 電子ジャーナル等の導入は，より有利な価格での契約及び導入経費の節減に努めるものとする。 

５ 学術情報オンラインシステム（SOAR）による研究支援で必要とするISI Web of Knowledgeの導入を総合的に判断し，平成23年

度～平成27年度まで長期的に導入するものとする。 

(出典：第237回役員会資料No.15) 

資料７－１－③－４「WEBで公開する貴重資料」 

  

（出典： http://moaej.shinshu-u.ac.jp/， 

http://www.tex-shinshu-u-da.jp/， 

http://rar.nagano.nii.ac.jp/） 

資料７－１－③－５「本学が有する特色ある資料」 

所 蔵 場 所 特 色 あ る 資 料 

附属図書館 ・旧制松本高等学校のOBの小谷隆一氏が収集した，登山と山に関する国内外の資料（８千冊）。こ

のうち江戸・明治期の和装本・絵地図など653点を電子化してWeb上で公開。 

・近代芸術家である石井鶴三氏の遺した資料―彫刻，スケッチブック，版木，書簡，書籍，愛用品

等（約３万点）。 

信州大学教育学部附属志賀自然

教育研究施設資料館 

志賀高原の大地の成り立ちや生き物の生態を紹介するとともに，園内に生息するほ乳類や鳥類の

はく製をはじめ写真等を展示。 

自然誌科学館 県内の貴重な植物標本，旧制松本高等学校が収集した動物標本等。 

繊維学部資料館 繊維学部の前身である上田蚕糸専門学校創立以来から保存されてきた蚕糸・繊維の資料を中心

に，広く工学・科学分野に及ぶ貴重資料を収集・公開。資料等はデジタルアーカイブとしてWeb上

で公開。 

食と緑の科学資料館「ゆりの木」 ４つの展示室では『人と地球にやさしい食と緑；地域資源を活かして』を展示コンセプトとして，
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以下のような資料・標本を紹介。 

第１展示室：野生動物との共存，とくに獣害防除についての方策。 

第２展示室：家畜と人間生活との関わり合い。 

第３展示室：雑穀と伝統野菜，食文化との関係。 

第４展示室：種々の木材の構造特性およびそれらの利用法。 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課において作成） 

資料７－１－③－６「附属図書館利用時間」 

授業期間 長期休業期間 
図書館等の名称 

月～金曜日 土曜日 月～金曜日 土曜日 
備   考 

中 央 図 書 館 8:45～22:00 10:00～19:00 8:45～17:00 10:00～17:00 日曜日・祝日も土曜日と同時間で開館 

教育学部図書館 10:00～17:00 8:45～17:00 休館  

医学部図書館 8:45～21:00 10:00～16:00
ただし，長期休業中は夜間開館(17:00～

21:00)及び土曜開館を行わない期間がある。

工学部図書館 

10:00～16:00 

試験期は土曜日・日曜日・祝日10：00-17：00開館

農学部図書館 10:00～17:00 試験期は土曜日・日曜日・祝日10：00-18：00開館

繊維学部図書館 

8:45～21:00

10:00～16:00 

8:45～17:00 休館 

試験期は土曜日・日曜日・祝日10：00-17：00開館

   （出典：附属図書館ホームページを基に経営企画課にて作成） 

資料７－１－③－７「新入生ガイダンス実施状況」 

 

（出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－８「附属図書館が行ったアンケート実績」 

平成22年度 平成23年度 

留学生図書に関するアンケート(中央図書館) 

図書館の設備・利用動向に関するアンケート(中央図書館) 

読書と学習支援に関するアンケート(中央図書館) 

図書館改修工事に向けてのアンケート(繊維学部図書館) 

防災訓練のアンケート(中央図書館) 

図書館利用・読書に関するアンケート(中央図書館) 

医学部図書館利用に関するアンケート(医学部図書館) 

読書・学習支援に関するアンケート(工学部図書館) 

（出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－９「平成20年度～平成23年度に改善した事項」 

図書館 対  応  事  項 

中央図書館 [H20]学部3年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更，[H21]トイレの改修，[H22]個人用机の増設，パソコンコ

ーナーの移設,[H23]学習支援相談員の配置，西洋史関係蔵書の増加，観賞用植物の設置，学生用PCを総合情報

センターのシンクライアントPCに入れ替え，学部1，2年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更，開館時間の延

長（[H20] 試験期延長 [H21]平日の開館22：00へ延長 [H22]祝日開館を追加して，平日の休業期の延長開館

を見直した） 

教育学部図書館 [H23]学部2，3年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更，ガイダンスを随時開催，開館時間の延長（[H21]試験期

の日曜開館を実施 [H23]土曜日17：00へ延長・試験期延長） 

医学部図書館 [H23]書架台2台設置，書架スペースにソファー設置,閲覧室内に換気扇(2台)設置,ブラインド増設,閲覧室内の

椅子の入替(全席) 

[H22]開館時間の延長（平日の開館9:00→8:45）（[H22]開学記念日(6/1)を時間外開館） 
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工学部図書館 [H21] 開館時間の延長（試験期の日曜・祝日開館を試行） 

[H22] 開館時間の延長（平日の開館21：00へ延長），シラバス図書コーナーの設置，耐震補強 

[H23] PC増設，閲覧席35席の増設，グループ学習室の新設，情報コンセント増設，特別利用（閉館時利用）の

開始，学部2，3年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更（試行） 

農学部図書館 [H22]持ち込みノートパソコン用電源の新設（54口），閲覧室書架南半分を照度調節型蛍光灯に更新，[H23]無

線LANアクセスポイント3台更新，学部2，3年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更，利用者用PC4台更新

(Windows7,Office2010),OPAC専用端末1台設置，雑誌架2台更新，ロビーおよび閲覧室の机椅子更新，保存庫

（約10,000冊収容可能）増設,開館時間の延長（[H21]試験期の土日祝日開館を実施 [H22]平日の開館21：00

へ延長 土曜18：00へ延長([H24]17:00へ短縮) 試験期の土日祝日18：00へ延長） 

繊維学部図書館 [H20] 無線LANアクセスポイント更新，情報コンセント設置（2階），[H21] 網戸の設置，[H22] デスクスタン

ドの設置（2階），情報コンセント設置（1階），[H23] 学部2，3年生の貸出冊数を5冊から10冊に変更，人

文・社会・教養図書の購入，デスクスタンドの設置（1階），演習室・グループ学習室の設置，エレベータの設

置，エアコンの更新，開館時間の延長（[H20] 平日の開館21：00へ延長 [H21]試験期の土曜開館を延長して，

試験期の日曜開館を実施 [H22]試験期の祝日開館を実施） 

                                      （出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－10「図書館入館者数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

中 央 図 書 館 248,651 281,907 329,887 339,940 

教育学部図書館 50,148 63,279 66,719 71,032 

医 学 部 図 書 館 87,587 81,831 84,298 93,939 

工 学 部 図 書 館 104,305 88,458 50,640※ 140,300 

農 学 部 図 書 館 63,458 65,750 74,692 63,237 

繊維学部図書館 63,477 68,806 71,047 73,824 

計 617,626 650,031 677,283 782,272 

※耐震改修工事を実施    （出典：附属図書館提供資料） 
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資料７－１－③－11「図書貸し出し数」 

 

図書館 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

中 央 図 書 館  30,903  34,254    47,250 52,636 

教育学部図書館  6,399   6,491       7,319 8,257 

医 学 部 図 書 館  8,173   8,047       8,326 8,361 

工 学 部 図 書 館  20,471  20,792      18,631※ 22,658 

農 学 部 図 書 館  6,753   7,919     9,984 11,232 

繊維学部図書館  8,400  9,372    11,124 12,542 

計 81,099 86,875 102,634 115,686 

   ※耐震改修工事を実施    （出典：附属図書館提供資料） 

資料７－１－③－12「電子ジャーナル利用件数」 

 
（出典：附属図書館提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

附属図書館は，６館で構成され，備付資料収集方針，電子ジャーナル導入方針に基づき，系統的かつ計画的に

教育研究上必要な資料を整備し，所蔵している。また，貴重資料等を電子化し，本学ホームページで公開するな

どのサービスを提供している。学生等のニーズを把握し，開館時間の拡大を図るなどの利便性の向上を図るとと

もに，新入生ガイダンスを実施し利用者の拡大に努めている。 

以上のことから，図書館が整備され，図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に

収集，整理されており，有効に活用されていると判断する。 
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 観点７－１－④ 

   自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部等においては，自習室，情報端末室，共用スペース等を設置し，学生の授業前後の学習活動に活用でき

るよう配慮するとともに，講義室等を開放し，授業時間外の学習活動に活用できるようにしている（資料７－１

－④－１，資料７－１－④－２，前掲資料７－１－②－４）。 

附属図書館においては，各館ごとに閲覧座席等の自主的学習環境を整備している（資料７－１－④－３）。ま

た，各図書館長と学生との懇談等により，学生の要望の多かった開館時間の延長や休日開館を行った（前掲資料

７－１－③－６，前掲資料７－１－③－９）。このことにより，平成23年度の入館者数は782,274人（平成20

年度比26.7%増）となり，学生の活用が増加している（前掲資料７－１－③－10）。 

さらに，e-Learning基盤システムであるeALPSを活用して自主学習教材の配信，小テスト，レポート提出，掲

示板を利用したディスカッション等が行われており，学外・授業時間外においても自主的学習に取り組む環境を

整備している（前掲資料５－１－①－15，前掲資料５－１－③－７）。 

資料７－１－④－１「各学部等における自主的学習環境の状況」 

キャンパス名 学部等名 施 設 等 利用可能時間 備    考 

講義室 講義後～21:00  

人文ホール 9:00～17:30 臨時利用は許可制：大学院生のシンポ

ジウム，公開講座（夕べのセミナー），

「外国語サロン」等を開催 

人文学部 

分野別資料室，マルチメディア演

習室（2室） 

～21:00  

講義室,演習室,ラウンジ,国際交

流室 

8：30～20：00 授業時除く 経済学部 

情報処理演習室,情報ﾈｯﾄﾜｰｸ室 8：30～18：00  

講義室 講義後～21:00   

リフレッシュラウンジ  9:00～21:00 「自主ゼミ」，「サイエンスラウンジ」

を実施 

リフレッシュコーナー，共通学生

研修室，セミナー室，学生研究室，

PC演習室 

常時  

理学部 

学科図書室，科学情報バンク 9:00～17:00  

医学科講義室 講義後～20:00  

６年生用自習室，PC 室，チュート

リアルルーム 

平日8:30～21:00  

医学部図書館閲覧室（2室） 

医学部図書館グループ学習室（1

室） 

前掲資料7-1-③-6参照 登録制により，医学部の学生・教職員

は，終日利用できる。 

保健学科講義室 講義後～21:00  

学生自習室（りんでん） 7:00～21:00  

端末室 8:30～19:00  

医学部 

図書閲覧室 【夏期】7:00～21:00

【冬期】8:30～21:00

 

講義室，演習室 授業時間以外常時  

法曹法務

研究科 

自習室棟（自習室，学生ラウンジ，

パソコンルーム） 

24時間 法科大学院生及び法科大学院アソシ

エイト研究員のみ利用可能。各自専用

の自習机がある。 

講義室 講義後～21:00 【長期休業】9:00～17:00，申込が必要 

松 本 

キャンパス 

全学教育

機構 学習端末室（2室） 8:30～21:00 授業使用時以外，【長期休業】8:30～17:00
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きこうラウンジ 平日7:30～21:00  

語学自習室 8:30～21:00 授業担当教員の許可により利用可能 

映像編集等を扱う授業における自習。

グラウンド 8:30～21:00 授業使用時以外，申込が必要 

テニスコート 8:30～21:00 授業使用時以外，申込が必要 

附属図書

館中央図

書館 

閲覧室（5室），グループ学習室（2

室），自習室（1室），その他スペー

ス（3室） 

前掲資料7-1-③-6

参照 

試験期は土日・祝日の開館時間を延長

講義室 17：00～20：00  申込が必要 長野（工学） 

キャンパス 

工学部 

工学部図書館閲覧室（4 室），工学

部図書館グループ学習室（2 室），

工学部図書館その他スペース（1

室） 

前掲資料7-1-③-6

参照 

登録制により，工学部の学生は，閲覧

室(一部)を終日利用できる。 

試験期は土曜日の開館時間を延長。 

講義室 7:00～21:00  長野（教育） 

キャンパス 

教育学部 

教育学部図書館閲覧室（1室） 
前掲資料7-1-③-6

参照 

大学院生は24時間利用可能。 

試験期は日祝日も開館。 

試験期は土曜日の開館時間を延長。 

講義室  自主学習用には解放していない。 

ラウンジ 9:00～17:00  

コミュニティルーム  各学科・専攻で管理 

南箕輪 

キャンパス 

農学部 

農学部図書館閲覧室（1 室），農学

部図書館その他スペース（1室） 

前掲資料7-1-③-6

参照 

試験期は日祝日も開館。 

試験期は土曜日の開館時間を延長。 

講義室 8:00～18:00  上 田 

キャンパス 

繊維学部 

繊維学部図書館閲覧室（2 室），繊

維学部図書館グループ学習室（2

室），繊維学部図書館自習室（2室）

前掲資料7-1-③-6

参照 

試験期は日祝日も開館。 

試験期は土曜日の開館時間を延長。 

  （出典：各学部等提出資料を基に経営企画課において作成） 

資料７－１－④－２「人文ホール，きこうラウンジ，全学教育機構10番講義室の様子」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－④－３「附属図書館の自主学習環境の整備状況」 

図書館名称 計 中央図書館 教育学部図書館 医学部図書館 工学部図書館 農学部図書館 繊維学部図書館 

部屋数/座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数 部屋数 座席数

閲 覧 室 15 1,013 5 392 1 113 2 129 4 263 1 65 2 51

グループ学習室 7 60 2 12 - - 1 8 2 24 - - 2 16

  

  

（出典：経営企画課にて作成） 

人 文 ホ ー ル

き こ う ラ ウ ン ジ 全学教育機構 1 0 番講義室
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自 習 室 3 167 1 74 - - - - - - - - 2 93

その他自主学習できる部屋 5 180 3 83 - - - - 1 24 1 73 - - 

計 30 1,420 11 561 1 113 3 137 7 311 2 138 6 160

（出典：附属図書館提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自主学習環境の整備として，自習室，情報端末室，共用スペースの設置，講義室の空き時間開放，附属図書館

の開館時間の延長，休日開放等を実施するとともに，e-Learning基盤システムeALPSの活用により，自主的学習

環境の充実に努めている。 

以上のことから，自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されていると判断する。 

 

評価項目７－２ 

  学生への履修指導が適切に行われていること。また，学習，課外活動，生活や就職，経済面での援助等に関

する相談・助言，支援が適切に行われていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点７－２－① 

   授業科目，履修分野の選択等の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程においては，新入生に対して，学部ごとに，カリキュラム，学生生活全般に関してガイダンスを実施

している（資料７－２－①－１）。また，共通教育履修案内，学内情報システムの活用方法等を説明するDVDを配

布し，新入生の修学に関する理解向上に努めている（資料７－２－①－２）。さらに，共通教育の一部授業科目や

コンソーシアムの遠隔授業では，ビデオシラバスをホームページ上で配信することにより，学生の授業科目選択

のための情報提供を行っている（資料７－２－①－３）。 

２年次生以上の学生に対しては，年度当初に学部等ごとにカリキュラムや，コース選択のためのガイダンスを

実施している（資料７－２－①－１）。 

人文学部，理学部，工学部，農学部及び繊維学部の教員免許状取得希望者に対しては，全学教育機構及び各学

部において教職科目の履修に関するガイダンスを実施している（資料７－２－①－１）。 

大学院課程においては，新入生，在学生に対して，授業科目選択等のためのガイダンスを実施している（資料

７－２－①－４）。 

資料７－２－①－１「学部等におけるガイダンスの実施状況」 

学 部 等 名 対 象 者 実施時期 実 施 内 容 

新入生 ４月 

12月 

・履修案内，情報システム，環境ISO活動,留学案内等  

・分野別ガイダンス（専門，専攻）選択 

人文学部 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，環境ISO活動,留学案内等 

新入生 ４月 ・履修案内，学生生活，就職等 

・コース別ガイダンス 

２年次生 ４月 ・履修案内，学生生活，就職，環境ISO活動，教員免許取得等

・コース別ガイダンス 

教育学部 

新３年，４年次生 ３月 ・履修案内等 

新入生 ４月 ・履修，修学，学生生活，環境教育等， 

・学科別ガイダンス 

経済学部 

２年次生 ４月 ・履修，修学，学生生活，経済学部図書資料室の利用，環境教
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育等 

・学科別ガイダンス 

３年次生 ４月 ・履修，修学，学生生活，就職，環境教育等 

３年次編入学新入生 ４月 ・履修，修学等 

留学生新入生 ４月 ・履修，修学，学生生活等 

新入生 ４月 ・履修案内，学生生活，就職，環境ISO活動等  

・学科別ガイダンス 

理学部 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，学生生活，環境ISO活動等 

新入生 ４月 ・学部長講演，履修案内，環境マインド・環境 ISO 活動，クラ

ス担任，学生相談体制，交通安全，安全の手引き，図書館利

用方法，長野県奨学金，医学部・附属病院見学等 

医学部医学科 

２年次生以上 ４月 ・学部長講演，履修案内，学士試験，進級基準，環境ISO活動

 等 

新入生 ４月 ・履修案内，学生生活，短期留学プログラム案内，環境ISO活

動等 

・専攻別ガイダンス 

医学部保健学科 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，環境ISO活動等 

・専攻別ガイダンス 

新入生 ４月 ・履修案内等 工学部 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，学生支援体制，授業取得状況に応じた相談等 

・学科別ガイダンス 

新入生 ４月 ・履修案内，学生生活等 

・学科別ガイダンス 

農学部 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，コース，履修モデル，研究室配属等 

新入生 ４月 ・履修案内，英語教育システム，学生生活等 

・系別ガイダンス 

繊維学部 

２年次生以上 ４月 ・履修案内等 

・系別ガイダンス（２年次） 

人文学部，理学部，工学

部，農学部，繊維学部 
教員免許状取得希望

者，教職課程履修者 

４月 ・教職課程の履修案内等 

全学教育機構等による新入生ガイダンス ４月 ・e-Learning，キャンパス情報システム，情報機器の操作方法

附属図書館 新入生 ４月 ・図書館の利用方法等 

           （出典：各学部等提供資料を基に経営企画にて作成） 

資料７－２－①－２「全学教育機構作成DVD『共通教育２０１１』」 

（出典：全学教育機構「共通教育2011」（DVD版）） 
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資料７－２－①－３「ビデオシラバス」 

（出典：http://www.c-snet.jp/textbook/cat38/）

資料７－２－①－４「研究科におけるガイダンスの実施状況」 

研 究 科 名 対 象 者 実施時期 実 施 内 容 

人文科学研究科  ４月 ・履修案内等 

教育学研究科 新入生 ４月 ・履修案内等 

・専修別ガイダンス 

４月 ・履修案内等 経済・社会政策科学研究科 新入生 

10月（イノベーション・マネジメント専攻のみ） 

新入生 ４月（10月） ・履修案内等 

・メンタルヘルス指導，特別支援の説明（長野(工学)キャンパス）

理工学系研究科 

２年次生 ４月 ・履修案内，学生相談室の案内等 

農学研究科 新入生 ４月 ・履修案内， 

・インターンシップガイダンス 

医学系研究科  ４月 ・履修案内，施設利用案内，環境ISO活動 

・各課程ごとの説明事項等 

新入生 ４月 ・履修案内等 

２年次生以上 ４月 ・履修案内，学生相談室の案内等 

システム開発工学専攻「専門職コース」新入生 ４月 履修案内，修了要件 

総合工学系研究科 

国際ファイバー工学コース（グローバルCOE）新入生 ４月 履修案内，修了認定要件，特別支援等 

新入生 ４月 ・履修案内，進級・修了要件，成績評価基準，各種手続，法曹の仕

事や生活について 

法曹法務研究科 

新入生以外 ４月 ・履修案内 

         （出典：各学部提供資料を基に経営企画にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科等において，各年次に授業科目，履修分野選択等のためのガイダンスを実施している。また，教

員免許状取得希望者に対するガイダンスを実施している。 

以上のことから，授業科目や履修分野の選択等の際のガイダンスが適切に実施されていると判断する。 
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 観点７－２－② 

   学習支援に関する学生（留学生，社会人学生，障害のある学生等を含む）のニーズが適切に把握されてお

り，学習相談，助言，支援が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

学習支援に関しては，授業改善アンケート，意見箱の設置等により，学生からの意見を聴取するとともに，学

長と各学部の学生及び留学生が直接対話できる学長オフィスアワーを対象部局ごとに実施し，学生から大学生活

における様々なニーズを把握し，対応している（資料７－２－②－１）。また，指導教員，クラス担任，学生相談

員，事務職員等による日々の対応を通して学生のニーズ把握に努めている。 

新入生の動向（入学前のバックグラウンド，学習状況，獲得したスキルや能力，生活態度や習慣等）を把握す

るため，同志社大学を中心に進められている JCIRP（大学生調査研究プログラム）に参画し，全学部の新入生を

対象に新入生調査（JFS）を実施した（資料７－２－②－２）。 

さらに，全学的な学生支援体制を整備するため，平成24年４月に学生相談センターを発足させるとともに，学

生からの修学，生活，就職活動等に関する相談を統括的に対応するため，各学部及び全学教育機構に教員，カウ

ンセラー，保健師で構成する学生相談室を設置した（資料７－２－②－３）。このセンターを中心として各学部，

全学教育機構，学生総合支援センター，キャリアサポートセンター，国際交流センター，総合健康安全センター

等が連携することにより，効果的に学生支援に当たる体制を構築している。 

その他，学士課程においては，新入生全員に，大学において必要となる学習スキル等を解説した新入生ハンド

ブックを配布し，学習に関する意識の向上を図っている（資料７－２－②－４）。また，シラバスに学習相談への

対応方法を明記するとともに（資料７－２－②－５），クラス担任制，教員のオフィスアワー等を実施し，学習相

談，助言，支援に当たっている（資料７－２－②－６）。大学院課程においては研究指導教員等により学習相談，

助言，支援が日常的に行われている。 

本学では，特別な支援が必要と考えられる学生として，留学生，社会人学生，障害のある学生が想定され，そ

の在籍数は資料７－２－②－７のとおりである。 

留学生に対しては，国際交流センターと学部，研究科等が連携して，学習支援に適切に対応する体制を整備し

ている（資料７－２－②－８）。日本語及び英語による「外国人留学生の手引」を作成し（資料７－２－②－９），

留学生の学習，生活支援について情報提供を行うとともに，学部学生には２年間，大学院学生には１年間，本学

の学生をチューターとして配置し，留学生の支援に当たっている（資料７－２－②－10）。また，留学生を対象と

した日本語研修コースを開設し，約４ヶ月間に渡る集中的な日本語教育を実施するとともに（資料７－２－②－

11），教育学部独自の留学生に対する学習支援を行っている（資料７－２－②－12）。 

社会人学生に対しては，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができる長期

履修制度を設けている（前掲資料５－１－⑥－１，前掲資料５－１－⑥－４）。また，各学部，研究科等の実情に

応じて社会人学生に対する学習支援を実施している（資料７－２－②－12）。 

障害のある学生に対しては，各学部，研究科等の実情や学生本人の状況に応じて学習支援を実施している。ま

た，近年，社会の理解を求められることが多い発達障害について，平成19年度に文部科学省「新たな社会的ニー

ズに対応した学生支援プログラム」に採択された「個性の自立を≪補い≫≪高める≫学生支援」プロジェクトの

成果を基に，発達障害のある学生に対して，学生総合支援センター，総合健康安全センター等が連携して対応す

るとともに，大学初年次に大学独自の支援ニーズ把握質問紙などにより支援を必要とする学生の把握に努めてい

る（資料７－２－②－13）。 
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資料７－２－②－１「授業改善アンケート，意見箱，学長オフィスアワーによる学生の意見と対応事例」 

部局等名 意 見 聴 取 の 種 別 ， 把 握 し た 意 見 及 び 対 応 事 例 等 

全 学 【学長オフィスアワー】 

 工学部での開催時に「OB・OGの講演会等を行ってほしい」との意見があり，同窓会主催によるOB・OG講演会・懇談

会を実施することとなった。 

【学生自治会連合との交渉】 

 全学教育機構における学習環境を充実させてほしいとの要望に対して，段階的に全講義室への冷暖房設備の整備を行

っている。 

 共通教育に関する「DVD シラバス」の詳しい説明や使い方について改善を求める意見があり，平成24 年度より共通

教育履修案内巻末にDVD所収内容のうち，『ｷｬﾝﾊﾟｽ情報ｼｽﾑﾃﾑの使い方』『ｼﾗﾊﾞｽ-はじめにお読みください-』の内容を掲

載し，閲覧する方法を把握することができるようにした。 

人文学部 【卒業生アンケート】 

自主学習環境の改善に関する意見等を踏まえ人文ホールの設置を行った。 

教育学部 【満足度調査】 

「土日や夜間に大学で勉強したい時に校舎へ入れるカードキーを，４年だけでなく２～３年にも渡してほしい。」と

の意見があり，平成23年度より入棟希望の学生が指導教員を通じて申請すれば，休日や夜間，学生証をカードキーに

して建物の中に入れるように改善した。 

「普通教室でエアコンの入っていない部屋は，冬になると本当に寒くているのが辛い。」との意見があり，平成23年

度に全講義室に空調機を設置した。 

経済学部 【意見箱】 

 長期休業中の中央図書館閉館後の自主学習場所について要望あり，経済学部研究棟4階自習室を午後9時まで利用で

きるようにした。 

 講義室，演習室の無線LANに関する要望があり，講義室，演習室で常時無線LANを利用できるようにした。 

理学部 【満足度調査】 

 「専門分野の最先端的研究を行っている研究者や他大学の先生を招いて講義をしてもらうなどの機会を設けてほし

い」との意見があり，講演会を多数開催することとした。 

 資格取得に有用なカリキュラムを求める意見が多かったことから，ガイダンス等を通じて十分な説明を行ったとこ

ろ，多数の該当カリキュラムを選択する学生が増え，資格取得に対する満足度の上昇に繋がった。 

 職員の窓口対応に関する意見があり，職員の配置を工夫するなどして，窓口対応を改善した。 

 図書室での専門書の充実や自習環学習境の整備に関する意見が多数あり，蔵書の充実と，図書室の環境整備，講義室・

リフレッシュラウンジの整備等を行った。 

 就職活動への支援に関する要望が多数あり，就職セミナーの充実，進路状況の把握の強化，就職進路ガイダンスの充

実を図った。 

医学部 【学生との懇談会（医学科）】 

 講義室等がより学びやすい環境を求める意見があり，講義室，実習室，ロッカールーム等を改修し，学習環境を整備

した。 

 自主学習環境の増を望む意見があり，チュートリアルルームを増設し，更なる自習環境の整備を行った。 

【授業改善アンケート，卒業予定者に対する満足度調査（保健学科）】 

 講義室への空調設備の設置に関する要望があり，332講義室に設置した。 

工学部 【学務係窓口での意見聴取】 

自主学習場所でのネットワーク環境を整えてほしいとの意見があり，講義室，図書館，食堂ホールに無線LANを設置し

た。 

繊維学部 【英語学習に関するアンケート】 

 英語学習中級者の中にライティング，スピーキングを徹底的に学習したいとの希望が多数あり，一定のTOEICスコア

到達者を対象にして少人数の演習「実践的英語ライティング・スピーキング」を平成２３年度より開講した。 

【留学希望者との面談】 

 フランスENSAIT へのダブルディグリープログラム参加および短期交換留学を希望する学生から繊維学部においてフ

ランス語を勉強できる機会を望む意見があり，平成21 年度よりフランス語の専門家を臨時雇用し，週２回のフランス

語講座を実施している。 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料７－２－②－２「平成23年度新入生調査」 

 
（出典：平成23年度実施「新入生調査2011年(JFS2011)」）

 

     実 施 結 果 
 

2011年7月実施の一年生調査（全学・1706名） 

 

 大学第一世代：32% 第二世代：65% 

 現役生：79% 浪人生（1年）：16% その他：5% 

 他の高等教育機関を経由：4.5% 

 信州大学が第一志望：55% 

第二志望以下：45%（不本意入学） 

 一般入試で入学：75% 公募推薦：19% 

 センター試験後に受験を決定：35% 

 「合格しそうだった」から受験した：73% 

 「学ぶ内容に興味があった」から受験した：64% 

 願書を信大にのみ出した：37% 

 大学院（修士以上）まで進学したい：40% 

 アパートや寮などに居住：85% 

実家や親せきの家に居住：11% 

 学費の支払いに少し不安：47% 

とても不安：18% 

 

（出典：平成24年度第1回懇談会資料No.3-1） 
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資料７－２－②－３「学生相談センター組織図」 

 

資料７－２－②－４「『新入生ハンドブック』構成」 

（出典：信州大学新入生ハンドブック２０１１） 

（出典：学生支援課提供資料） 
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資料７－２－②－５「シラバスへの『質問，相談への対応』の記載」 

 
（出典：http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2011&BUKYOKU=G&CODE=02001188） 

資料７－２－②－６「各学部等における学習支援に関する取組」 

学部等名 クラス担任等 オフィスアワー 
シラバスへ質問相談

への対応を記載 
取   組   事   例 

人文学部 ○ 

（新入生ゼミナール担当） 
○（毎週火曜） ○ 

学生へ全教員のメールアドレスを公開，単位取得状況に応じた個別

相談。 

経済学部 ○ ○ ○  

教育学部 
○ ○ 

開設授業科目

一覧表で指示 

学生に配布する「開設授業科目一覧表」に教員の研究室，電話番号，

メールアドレス及びオフィスアワーを掲載。  

理学部 ○（学年担任） ○ ○ 希望者へのチューター配置。 

医学部 

○（クラス担任） ○ ○ 

医学教育センターによる全般的な学習相談の実施に加え，医学科

は１年次生から６年次生までの縦断的な医学科グループを編成し，

グループ担当教員，副グループ担当教員を配置し，指導・助言を実

施。なお，４年次生以上はCBT（Computer Based Test）の成績不良

者に対し，マンツーマン形式でチューター教員を付けて履修指導，

進捗確認等を実施。 

保健学科も同様の取組を行っており，クラス担任及び医学部学務

第2係職員が学習相談を実施。 

工学部 ○（学年担任） ○ ○ チューターの配置。 

農学部 ○ ○ ○ 授業評価アンケートによりニーズ把握，学生相談員 

繊維学部 

○ ○ ○ 

学生相談員（単位修得状況等により学生へ助言を行う），留学生への

TAの配置。 

チューターの配置。 

全学教育

機構 
○（副担任） ○ ○ 

人文学部，理学部，工学部，農学部，繊維学部の教職課程履修学生

を対象として教職科目の履修相談に対応する教職相談室を設置。 

その他 ・学生総合支援センターにおいて，大学生活の中での疑問，不安，悩み，困ったことなどについての相談を受け付ける

「学生なんでも相談」窓口の開設。 

・新入生向け図書館ガイダンスの実施。 

・附属図書館において，大学院生の学習支援相談員を配置し，学習に役立つ図書館の使い方やPCの利用などについて

のサポートの実施。 
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・情報機器等の操作について，学生を主体とする「ピアサポート」グループにおいて，相談の受付・サポートの実施。

・本学が導入するe-Learning 基盤システム「eALPS」を活用した教育や情報機器の操作等について，e-Learning セン

ターにおいて，相談の受付・サポートの実施。 

（出典：各学部等の状況を基に経営企画にて作成） 

資料７－２－②－７「留学生数，社会人学生数，障害のある学生数」 

 

（信州大学 大学ｶ概要資料編等を基により経営企画課にて作成） 

 
（各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

資料７－２－②－８「信州大学国際交流センター規程（抜粋）」 

信州大学国際交流センター規程 

（目的） 

第２条 センターは，学内共同教育研究施設として，信州大学（以下「本学」という。）における外国人留学生に対する日本語等に

関する教育の実施，本学の学生の海外留学の促進，海外向け広報の強化，地域の国際化貢献及び国際協力連携等の推進を図るとと

もに，大学全体としての国際交流の一貫性を確保するために，各部局との総合調整及び全体方針の策定等全学の調整機能の強化を

図ることを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 外国人留学生に対する日本語教育等（言語教育センターの業務に属するものを除く。）に関すること。 

二 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。 

三 外国留学を希望する本学の学生に対する情報提供及び留学先における修学上及び生活上の指導助言に関すること。 

※「社会人学生」は学校基本調

査と同義。５月１日現在で職

についている者。すなわち，

給料，賃金，報酬，その他経

営的な収入を目的とする職

に就いている者の数。ただ

し，企業等を退職した者，及

び主婦なども含む。 

※平成24年度分は，8月に調査予定。 
 

障害のある学生…日本学生支援機構によ

る「大学，短期大学及び高等専門学校にお

ける障害のある学生の修学支援に関する

実態調査」に基づく，次の障害種別に該当

する学生である。 
①視覚障害(盲，視覚障害 弱視） ②聴覚・言

語障害（聾，難聴，言語障害のみ） ③肢体不自

由（上肢機能障害，下肢機能障害，上下肢機能障

害，他の機能障害） ④病弱・虚弱（診断書有）

⑤重複 ⑥発達障害（診断書有）（LD，ADHD，高

機能自閉症等，発達障害の重複） ⑦その他（診

断書有）』 

（出典：学生支援課提供資料） 

【留学生】 

【社会人学生】 

【障害のある学生】 
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四 教育と研究の国際化を図るための本学全体の基本方針の策定に関すること。 

五 大学全体の国際交流の実施に必要な部局間の調整に関すること。 

六 海外向けの広報に関すること。 

七 国際協力及び国際貢献に関すること。 

八 外国人留学生と地域社会との交流等，地域の国際化に関すること。 

九 国際交流実施のための各種基礎調査・データ収集に関すること。 

十 その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

（出典：信州大学国際交流センター規程） 

資料７－２－②－９「『外国人留学生の手引』構成」 

 
（出典：外国人留学生の手引き） 
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資料７－２－②－10「留学生に対するチューターの配置状況」 

留学生数 チューター 

126 60 

（出典：各国際交流会館提供資料） 

資料７－２－②－11「日本語研修コース受講者数」 

コース名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度※

初 級 日 本 語 3 8 5 9 3 

初 中 級 日 本 語 ― ― 3 2 2 

中 級 日 本 語 2 3 3 0 1 

中 上 級 日 本 語 4 4 2 0 1 

※平成24年度は前期のみ（出典：国際交流課提供資料） 

資料７－２－②－12「学部独自の留学生，社会人学生に対する学習支援に関する取組」 

対 象 者 学部等名 取 組 事 例 

留 学 生 教育学部 日本語研修コースを受講できない留学生のために補講を実施 

工学部 情報工学科の遠隔講義を受講する社会人学生に対するチューターの配置 
社 会 人 

経済・社会政策科学研究科 基礎知識確認アセスメントを行い，その結果に基づき導入講義を実施（13時間）

（出典：各学部等の状況を基に経営企画にて作成） 

資料７－２－②－13「発達障害のある学生に対する支援ニーズ把握調査表」 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2010/gakusei_shien_gp/ P25～27） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学習支援に関する学生のニーズを学長オフィスアワーや新入生調査等により把握し対応を行うとともに，全学

的に教職員による学習相談，助言・指導等を行っている。 

また，留学生，社会人学生，障害のある学生等の特別な支援を必要とする学生への学習支援が行われている。

特に発達障害のある学生に対するニーズを把握するため，大学独自の支援ニーズ把握質問紙を用いた取組を行っ

ている。 

以上のことから，学習支援に関する学生（留学生，社会人学生，障害のある学生等を含む）のニーズが適切に

把握されており，学習相談，助言，支援が適切に行われていると判断する。 
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 観点７－２－③ 

   学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，学生総合支援センターを設けて総合的な学生支援を行っている。学生の課外活動・サークルに関す

る支援は，合宿研修施設，教育研究施設，体育施設及び課外活動施設の利用案内や，施設及び物品等の貸出の案

内などを行っている（資料７－２－③－１）。また，学生が自主的に行う課外活動の健全な発展と統一的な運営を

図るとともに，文化活動，スポーツ活動等の振興を目的とする信州大学学友会を設けて，体育部会及び文化部会

を置いている（資料７－２－③－２）。その学友会では，所属のサークルに加え，大学公認サークルへの活動支援

を行っている（資料７－２－③－３）。また，課外活動で使用する体育館代替施設借受費用及び消耗物品等の経費

支援や，課外活動施設の整備を実施している（資料７－２－③－４，資料７－２－③－５）。 

この他の支援として，本学で重視している環境マインド養成の一環として，大学が派遣費用を負担する「環境

教育海外研修」により学生を海外研修先に派遣している（資料７－２－③－６）。 

資料７－２－③－１「学生総合支援センターによる課外活動・サークル案内」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/circle/） 
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資料７－２－③－２「信州大学学友会会則（抜粋）」 

信州大学学友会会則 

（事務局） 

第２条 本会の事務局を信州大学学生総合支援センター内に置く。 

（目的） 

第３条 本会は，信州大学（以下「本学」という。）の学生が自主的に行う課外活動の健全な発展と統一的な運営を図るとともに，

文化活動，スポーツ活動等の振興に努め，もって本学の発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

 一 文化活動，スポーツ活動等の課外活動全般に対する支援に関すること。 

 二 第13条第１項及び第２項に規定する部会に係る企画運営及び連絡調整に関すること。 

 三 その他前条の目的を達成するために必要な事業 

第13条 本会に，第４条各号に掲げる事業を行うため，次の各号に掲げる部会を置く。 

一 文化部会 

二 スポーツ部会 

（出典：信州大学学友会会則） 
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資料７－２－③－３「学友会援助基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：学生支援課提供資料） 
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資料７－２－③－４「消耗物品等の経費支援実績」 

 
                            （出典：学生支援課提供資料） 

資料７－２－③－５「課外活動施設の主な整備実施状況」 

【平成20年度】 

第1体育館の整備（床）（松本キャンパス） 

【平成21年度】 

第1運動場の整備（人工芝）（松本キャンパス） 

【平成22年度】 

テニスコートの整備（南箕輪キャンパス） 

弓道場の整備（改修，部室新設）（松本キャンパス） 

【平成23年度】 

教育学部第2体育館耐震改修実施内装全面改修（長野（教育）キャンパス） 

工学部体育館の一部改修及び筋トレ器具等の設置（長野（工学）キャンパス） 

課外活動施設（サークルボックス）の整備（電気設備，劇団プレハブ）（松本キャンパス）

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－２－③－６「環境教育海外研修」 

（出典：各年度環境報告書） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生総合支援センターにおいて，合宿研修施設，教育研究施設，体育施設及び課外活動施設の利用案内や，施

設及び物品等貸出の案内を行っている。信州大学学友会においては，各援助基準に基づき所属するサークル及び

大学公認サークルへの経費支援を行っている。また，課外活動で使用する体育館代替施設借受費用及び消耗物品

等の経費支援や，課外活動施設の整備が行われている。その他に，環境教育海外研修への学生派遣の費用などの

支援が行われている。 

以上のことから，学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われていると

判断する。 

 

 観点７－２－④ 

   生活支援等に関する学生（留学生，障害のある学生等を含む）のニーズが適切に把握されており，生活，

健康，就職等進路，各種ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され，適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

派遣先 

オーストリア ウィーン天

然資源大学 

ドイツ リューネブルグ大

学，フライブルク市環境関

連施設 

アメリカ：ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州 ノ

ースカロライナ州立大学，

デューク大学，マグネット

スクール，行政機関関連施

設 

マレーシア プトラ大学，

グヌン・ムル国立公園 他

イタリア ベニス大学他 

派遣学生数 4名 4名 3名 4名 

単位：千円 
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《生活支援に関する学生のニーズ》 

生活支援に関する学生のニーズの把握に関しては，学生相談センター，学生総合支援センター，総合健康安全

センター，キャリアサポートセンター，国際交流センター等の各種センターや，学生総合支援センター内に開設

する学生何でも相談窓口，学長が直接学生と対話する学長オフィスアワー，オフィスアワー，各学部の授業担当

教員あるいは指導教員，各学部学務係などにおいて，日常的に実施している（資料７－２－④－１，資料７－２

－④－２，資料７－２－④－３，資料７－２－④－４）。また，意見箱の設置や留学生へのアンケートを通して，

意見の把握に努めている（資料７－２－④－４）。 

《学生の生活支援に関する相談・助言体制》 

学生の生活，健康，就職等進路，各種ハラスメント等の支援に関しては，以下のような体制により，相談・助

言に当たっている。 

① 学生相談センター 

学生相談センターでは，各学部及び全学教育機構に教員，コーディネーター，カウンセラー，保健師等を配置

する学生相談室を設置している。また，学生総合支援センター，キャリアサポートセンター，国際交流センター，

総合健康安全センター等の各種センターと連携し，効果的に学生支援に当たる体制を構築している（資料７－２

－④－１，資料７－２－④－５，前掲資料７－２－②－３）。 

② 学生総合支援センター 

 学生総合支援センターでは，大学生活における各種手続き，課外活動・サークル，授業料免除や奨学金など学

生の大学生活全般に関する総合的な支援を行っている。また，学生何でも相談窓口を設置し，学生からの相談へ

の対応を行うとともに，相談内容に応じて総合健康安全センターやクラス担任等への橋渡しを行っている（資料

７－２－④－２，資料７－２－④－５）。 

③ 総合健康安全センター 

 総合健康安全センターは，常勤の医師，保健師，カウンセラーと事務職員を配置している。さらに，松本以外

のキャンパスにも保健室を設置し，カウンセラーと保健師を置き，学生の健康管理等を行っている。また，学生

のメンタルヘルスケアや，発達障害のある学生への対応を中心に障害のある学生への対応・相談を行うとともに，

学生等への意識啓発のため講演会を年１回開催している（資料７－２－④－５，資料７－２－④－６）。 

④ キャリアサポートセンター 

 キャリアサポートセンターでは，松本キャンパスにはコーディネーター，各キャンパスの相談室には相談員を

置き，学生の就職活動に関する相談，各種ガイダンスセミナー，求人情報の提供等を行っている（資料７－２－

④－５，資料７－２－④－７）。 

⑤ 全学教育機構教職教育部 

 教職教育部では，教職課程を持つ５学部（人文・理・工・農・繊維）の教職をめざす学生に対して，教員免許

を取得するための教職科目を開講するほか，教職相談室を設置し，個別面談や教職ガイダンスを実施するととも

に，教員採用試験のための小論文指導や模擬授業の指導などの支援を行っている（資料７－２－④－５，資料７

－２－④－８）。 

⑥ イコール・パートナーシップ委員会 

 イコール・パートナーシップ委員会は８名の委員で構成され，ハラスメントに関する対応を行っている。それ

に加え，各学部・部署等にハラスメント相談員を配置し，学生からのハラスメントに関する相談を受け付ける体

制を整えている（資料７－２－④－５，資料７－２－④－９，資料７－２－④－10）。 

⑦ 国際交流センター 

国際交流センターでは，留学生に対する生活支援や相談を行っている（資料７－２－④－５）。留学生の学生生
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活支援のために，留学生一人ひとりに指導教員をつけ，就学上，学生生活上の問題や悩みの相談に対応している。

また，留学生の生活上・勉学上の相談相手として本学学生がチューターとなるチューター制度を実施している（前

掲資料７－２－②－10）。これらの他に，在留に係る手続きや，日常生活等に関する必要な情報をまとめた外国人

留学生の手引き（資料７－２－④－11），信州大学松本国際交流会館入居案内を作成（英語併記）し，留学生への

情報提供を行っている。また，キャリアサポートセンターにおいて，留学生のための就職ガイダンスや合同企業

説明会を開催するなどの就職支援を行っている（資料７－２－④－12）。これらの取組の他に，生活用品や卒業生

の不要になる家庭の生活品の交換会の支援・実施などの生活支援を行っている（資料７－２－④－13）。 

資料７－２－④－１「学生相談センター等の学生相談窓口に関する案内」 

 

資料７－２－④－２「学生何でも相談窓口」 

（出典：2012学生生活案内Ｐ34） 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsuppor

t/life/introduction.html） 
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資料７－２－④－３「学長オフィスアワーの実施案内」 

資料７－２－④－４「把握された学生のニーズとその対応状況」 

学生からのニーズ 対 応 状 況 

学生寮の生活環境を改善してほしい。（学

生総合支援センター，医学部） 

・プライバシー確保のため女子棟の入口に暗証番号式の扉を設置するとともに，防犯

のため１階居室に窓格子を取り付けた。（こまくさ寮） 

・老朽化した排水管の整備を行うとともに大便器を洋式に改修した。（思誠寮） 

・老朽化した補食室を全面改修し，冷蔵庫，食器棚を新規に購入した。（思誠女子寮）

・トイレ改修（洋式便所・ウォシュレット・換気扇の設置，扉改修等）を行った。（芙

岳寮） 

学生生活での判らないことや，悩み，不安

などを気軽に相談できる部署がない。（学

生総合支援センター） 

・平成24年４月に学生相談センターを設置し，コーディネーターを常駐させ，様々な

相談に対応する体制を構築した。 

松本キャンパス以外のキャンパスの就職

相談回数を増やしてほしい。（キャリアサ

ポートセンター） 

就職活動が本格化する12月以降の相談日を増やした。 

教員採用試験に関してもっと専門的な指

導や試験の対策を取り入れてほしい。（教

育学部満足度調査） 

・就職支援として４月に教採模擬試験結果検討と講演会，５月の長野県教員採用説明

会と模擬集団面接，８月の模擬個人面接，12月の教員採用ガイダンス，その他模擬筆

記試験（複数回）を実施している。 

・学部３・４年生，大学院生向けの教員採用支援だけでなく１・２年生向けの活動も

充実させるため，学生のニーズを調査しつつ，具体的対策と改善を行っている。 

食堂の施設・設備が古いので新しくしてほ

しい。（学長オフィスアワー 工学部実施

分） 

机・椅子の更新を行った。厨房機器の更新を行った。エアコンを増設した。 

 

講義室・実験室の空調を入れてほしい。（学

長オフィスアワー 理学部実施分，理学部

満足度調査） 

これまで空調未設置であった実験室等にエアコンを設置した。 

留学生向けの宿舎が少ない。（国際交流セ

ンター留学生アンケート） 

学長宿舎を留学生宿舎として転用（平成23年３月まで）や，借り上げアパートを増室

した。 

国際交流会館の居室内が寒い。（国際交流

センター留学生アンケート） 

全室の窓を二重サッシにするとともに，暖房設備を更新した。 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/president/） 
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新学期に入学してくる留学生が，生活に必

要な家具や電気器具類を一度に揃えるこ

とが経済的に難しい（繊維学部） 

留学生会を中心に，年度末に幅広く卒業する学生に呼びかけて不要となった家具，電

気器具類を提供してもらい，留学生新入生に渡して使用してもらう活動を行っている。

身障者支援のための意見交換会を定期的

に行った。（経済学部） 

要望のあった身障者用のトイレ，自動ドア設置を行った。 

南箕輪キャンパス近隣やキャンパス内に

おける不審者及び危険遭遇について調査

した結果，回答した約１割の学生が経験が

あった。（農学部不審者・危険遭遇アンケ

ート） 

キャンパス内においては夜間暗い場所が多く点在していたため，外灯の増設をおこな

い，また夜間の女子学生の一人歩きなどへの注意喚起を行った。 

（出典：各学部等供資料） 

資料７－２－④－５「学生の生活支援に関する相談・助言体制」 

部    署    名 

（  U  R  L  ） 
設    置    目    的 

① 学生相談センター 

（http://www.shinshu-u.ac.jp/news2/2012/04/post-147.html）

学生相談に対応するほか，学生の自殺を防止するために必要

な支援を行うことを目的とする。 

② 学生総合支援センター 

（http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/）

学生にとってわかりやすい一元的な学生支援体制の実現を目

指し，職員が連携し，一体となって学生生活全般の教育・指導

を行うとともに，学生が社会的なニーズに対応するための支援

を行うことを目的とする。 

③ 総合健康安全センター 

（http://jimuwww.shinshu-u.ac.jp/swd/health/） 

本学の学生及び職員の健康，安全及び衛生を総合的に確保す

るとともに，環境保全並びに教育研究及び職場の快適な環境の

実現を図ることを目的とする。 

④ キャリアサポートセンター 

（http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/careersupport/） 

我が国の労働，経済状況を的確かつ迅速に把握し，学生が効

果的な就職活動を展開するための支援を行うことを目的とす

る。 

⑤ 全学教育機構教職教育部 

（http://kyoushoku.shinshu-u.ac.jp/kyoushoku/） 

教職関係５学部の教職教育に関する業務を行う。 

⑥ イコール・パートナーシップ委員会 

（http://jimuwww.shinshu-u.ac.jp/ped/sh/new/eptop.htm） 

職員及び学生等が，性別，職種，出身，国籍及び民族等を理

由とした差別や偏見並びに人権侵害としてのハラスメント等を

受けることのないよう並びに差別や偏見等によって職務上又は

修学上の不利益を被ることのないよう，人権擁護及び人権侵害

の防止等並びに男女共同参画の推進に関する活動を行うことに

より，基本的人権の尊重と男女共同参画社会づくりの推進に寄

与することを目的とする。 

⑦ 国際交流センター 

（http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/） 

本学における外国人留学生に対する日本語等に関する教育の

実施，本学の学生の海外留学の促進，海外向け広報の強化，地

域の国際化貢献及び国際協力連携等の推進を図るとともに，大

学全体としての国際交流の一貫性を確保するために，各部局と

の総合調整及び全体方針の策定等全学の調整機能の強化を図る

ことを目的とする。 

（出典：経営企画課にて作成） 

資料７－２－④－６「講演会開催状況」 

開催年度 参加者数 

平成19年度 110 

平成20年度 180 

平成21年度 142 

平成22年度 83 

平成23年度 152 

 

（出典：総合健康安全センター提供資料）
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資料７－２－④－７「キャリアサポートセンターによる就職支援」 

 

（出典：就職活動ガイドブックＰ140，141) 

資料７－２－④－８「教職相談の実施案内」 

 

資料７－２－④－９「国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会規程 

（目的） 

第２条 委員会は，職員及び学生等が，性別，職種，出身，国籍及び民族等を理由とした差別や偏見並びに人権侵害としてのハラス

メント（セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，パワー・ハラスメントその他のハラスメントをいう。）

等（以下「差別や偏見等」という。）を受けることのないよう並びに差別や偏見等によって職務上又は修学上の不利益を被るこ

とのないよう，人権擁護及び人権侵害の防止等並びに男女共同参画の推進に関する活動を行うことにより，基本的人権の尊重と

男女共同参画社会づくりの推進に寄与することを目的とする。 

（職務） 

（出典：  

http://kyoushoku.shinshu-u.ac.jp/kyoushoku/note/s

oudan.html） 
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第３条 委員会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事項を行う。 

 一 人権擁護及び人権侵害の防止等に係る差別や偏見等の防止の啓発，具体的な方針の策定及び計画の立案並びに評価に関するこ

と。 

二 男女共同参画の推進に係る調査，分析，改善策の策定及び当該改善策の実施状況の点検に関すること。 

三 国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程（平成16年国立大学法人信州大学規程第27号）に定める

職務に関すること。 

四 差別や偏見等に起因する苦情の相談に応じること，苦情に関する事実確認及び調査並びに救済措置に関すること。 

五 その他基本的人権の尊重と男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 本法人の職員のうち教員から男女各２人 

二 本法人の教員以外の職員のうちから男女各２人 

（出典：国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会規程） 

資料７－２－④－10「ハラスメント相談員配置状況」 

教 員 教 諭 事務職  

男 女 男 女 男 女 
総 計

人文学部 2 1  1 4

教育学部 2 3  1 6

経済学部 2 1  1 4

理学部 1 1  1 1 4

医学部 1 2  1 4

工学部 1 1  1 1 4

農学部 3 1  2 6

繊維学部 1   3 4

総合工学系研究科 1   1

法曹法務研究科 1 1  2

全学教育機構 1 2  3

医学部附属病院   2 3 5

教育学部附属学校園  6 6 12

総合健康安全センター 3   3

附属図書館   1 1

内部部局   4 2 6

総  計 19 13 6 6 9 16 69

 

※イコール・パートナーシップ8名含む。 

（出典：国立大学法人信州大学ハラスメト相

談員一覧を基に経営企画課にて作成）
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資料７－２－④－11「外国人留学生の手引き（抜粋）」 

  

 

（出典：外国人留学生の手引きP18，19，24，25） 
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資料７－２－④－12「留学生への就職支援例」 

 

資料７－２－④－13「留学生応援のための冬物生活用品交換会・交流会の案内」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

生活支援に関する学生のニーズの把握に関しては，学生相談センター，学生総合支援センター，総合健康安全

センター，キャリアサポートセンター，国際交流センター等の各種センターや，学生総合支援センター内に設置

している学生何でも相談窓口，学長オフィスアワー，オフィスアワー，各学部の授業担当教員あるいは指導教員，

各学部学務係などにおいて，日常的に実施している。また，意見箱の設置や留学生へのアンケートを通して，意

見の把握に努めている。 

 学生，留学生に対する生活，健康，就職等進路の支援に関しては，学生相談センター，学生総合支援センター，

総合健康安全センター，キャリアサポートセンター，全学教育機構教職教育部，国際交流センターにより，相談・

助言に当たっている。各種ハラスメントへの対応に関しては，イコール・パートナーシップ委員会が中心となり，

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/careersupport/e-calendar/2011/10

/44358.html） 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/curren

t/post-98.html） 
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相談・助言に当たっている。 

 以上のことから，生活支援等に関する学生（留学生，障害のある学生等を含む）のニーズが適切に把握されて

おり，生活，健康，就職等進路，各種ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され，適切に行われている

と判断する。 

 

 観点７－２－⑤ 

   学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程に基づき（資料７－２－⑤－１），経済的理由に

より授業料の納入が困難な学生を対象とした授業料免除制度を実施している（資料７－２－⑤－２）。さらに，平

成20年度より，学業及び人物共に特に優秀と認められる学生を対象とした成績優秀学生授業料免除を実施してい

る（資料７－２－⑤－２）。これらの授業料免除に係る全学的な申請支援として，制度の内容，提出方法及び算出

方法の理解を促すため，キャンパスごとでの説明会を開催するとともに（資料７－２－⑤－３），主としてキャン

パス情報システムにより情報提供を行っている（資料７－２－⑤－４）。 

奨学金については，学生総合支援センターにおいて，申請時だけでなく，採用や返還に関する手続きの際も提

出書類や手続方法等について説明会を開催している（資料７－２－⑤－３）。さらに，地方自治体・民間の育英団

体奨学金についてもキャンパス情報システムで学生への情報提供を行っている（資料７－２－⑤－４）。奨学金の

受給者数については，資料７－２－⑤－５で示すとおりである。 

上記のほかに，風水害・地震等の災害が発生した都度，災害救助法適用地域に該当する学生の帰省先の被害の

有無や被害状況について確認し，授業料免除などの情報提供を行っている（資料７－２－⑤－４）。また，東日本

大震災等に対する義援金の一部を，実家等が被害にあった学生への見舞金等として支給した（資料７－２－⑤－

６）。 

学生寮は，５キャンパスに計８つの寮があり，それらの利用状況等は，資料７－２－⑤－７に示すとおりであ

る。東日本大震災の際には，１年生用の寮であるこまくさ寮に被災地枠（男10室・女6室）を設け，被災学生を

優先的に入寮できるようにするなどの対応を行った。 

留学生に対する経済面の援助としては，私費外国人留学生学習奨励費給付制度等の留学生を対象とする奨学金

に関する情報提供を行うとともに，本学独自に民間からの奨学金受給制度を設けるなどの支援を行っている（資

料７－２－⑤－８，資料７－２－⑤－９）。 

また，松本キャンパス及び長野キャンパスには，国際交流会館を設置している。その施設の概要及び利用状況

は，資料７－２－⑤－10に示すとおりである。また，本学の有する各寮においても，留学生の受入を行っており，

上田キャンパスに有る修己寮では20名の留学生枠を設け，私費外国人留学生の入寮を斡旋し生活面の援助に努め

ている（資料７－２－⑤－７）。さらに，民間アパートを借り上げ，留学生に提供している（資料７－２－⑤－11）。 

資料７－２－⑤－１「信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程（抜粋）」 

信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程 

（授業料の免除） 

第２条 学生（研究生，聴講生等を除く。以下同じ。）が次の各号の一に該当するときは，授業料を免除することができる。 

一 経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合 

二 授業料の各期ごとの納期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は，入学前１年以内）にお

いて，本人の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害

等の災害を受けたことにより，授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 

三 前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める理由がある場合 

２ 前項に定めるもののほか，学業及び人物共に特に優秀と認められる場合は，授業料を免除することができる。 
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３ 授業料の徴収猶予期間中又は月割分納が許可されている期間の中途において退学を許可された場合は，月割計算による退学の翌

月以降の授業料を免除することができる。 

４ 授業料の未納を理由として除籍された場合及び死亡又は行方不明のため除籍された場合は，当該学生に係る未納の授業料を免除

することができる。 

５ 授業料の納付期限内又は徴収猶予期間中若しくは月割分納を許可した期間中において学生に休学を許可した場合は，休学するこ

ととなった日の属する月の翌月（休学することとなった日が月の初日に当たるときは，その月）から復学することとなった日の

属する月の前月までの月割計算による授業料を免除する。 

第３条 前条第１項第１号，第２号又は第３号の一に該当する場合において，授業料免除の許可を受けようとする者は，所定の授業

料免除願に次の各号に掲げる調書等を添付して，学部長又は研究科長（以下「学部長等」という。）を経て学長に申請しなければ

ならない。 

一 所定の経済（災害）状況調書 

二 学資の支弁が困難であると認定することができる市町村長等の証明書 

三 外国人で本国からの送金が不能となり納付が困難な場合は，当該外国公館の証明書 

四 その他納付が困難であることを証するに足る証明書等 

２ 前条第２項に該当する場合において，学部長等は，所定の様式により学長に推薦するものとする。 

第４条 学長は，前条第１項による申請又は同条第２項による推薦を受理したときは，国立大学法人信州大学学生委員会（以下「学

生委員会」という。）の議を経て，許可する。 

２ 前項の規定による免除の許可又は不許可を決定するまでの間は，当該免除の申請に係る授業料の徴収を猶予する。 

３ 授業料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者は，本学が指定した日までに，その学期分の授業料の全額又は

半額を納付しなければならない。 

第５条 第２条第１項に規定する授業料免除の許可は年度を２期に分け，各期ごとの授業料の納付期限までに受理した申請に対し，

当該期分の授業料について許可する。 

２ 第２条第２項に規定する授業料免除の許可は，別に定める期限までに受理した推薦に対し，当該後期分の授業料について許可す

る。 

第６条 第２条第１項に規定する授業料免除の額は原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とし，同条第２項に規定す

る授業料免除の額は原則として後期分の授業料の全額とする。 

２ 各年度における授業料免除の総額は，国が定める金額の範囲内において別に定める。 

第７条 学長は，授業料免除の許可を受けた者が，次の各号の一に該当した場合は，学生委員会の議を経て，その許可を取り消すこ

とができる。 

一 申請が虚偽の事実に基づくことが明らかになった場合 

二 免除許可を受けた当該学期中の行為により学則第65条又は大学院学則第56条の規定に基づき懲戒処分を受けた場合 

三 許可の理由が消滅した場合 

四 その他許可の取り消しが適当と判断された場合 

２ 学長は，前項の規定により許可を取り消した場合は，当該許可を取り消された者から免除した授業料を速やかに徴収する。 

（授業料免除等の選考基準等） 

第 11 条の２ その他授業料の免除，徴収猶予及び月割分納の選考基準等に関し必要な事項は，別に定める信州大学授業料免除等選

考基準（平成16年９月９日），信州大学授業料免除選考基準の運用について（平成16年９月９日）及び信州大学成績優秀学生授

業料免除取扱要項（平成20年２月14日）による。 

（出典：信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程） 

資料７－２－⑤－２「授業料免除制度の実施状況」 

年 度 事  項 半額 全額 年度 事  項 半額 全額 

申 請 者 2,183 申 請 者 2,071 

免 除 対 象 者 981 822 免 除 対 象 者 1,103 636 平成19年度 

実施額（千円） 353,183 

平成20年度

実施額（千円） 319,605 

申 請 者 2,335 申 請 者 2,846 

免 除 対 象 者 1,473 439 免 除 対 象 者 2,216 176 平成21年度 

実施額（千円） 315,251 

平成22年度

実施額（千円） 344,609 

申 請 者 3,077 

免 除 対 象 者 2,498 147 平成23年度 

実施額（千円） 374,591 

※表中には，成績優秀学生授業料免除制度（各年度115名）の

実績は含まれていません。 

                           （出典：学生支援課提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料７－２－⑤－３「授業料免除及び奨学金に関する説明会」 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/news/uploaddocs/setsumeikai.pdf） 

資料７－２－⑤－４「キャンパス情報システムによる学生への授業料等の免除に関する情報提供」 
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（出典：キャンパス情報システム 授業料免除・奨学金連絡事項） 

資料７－２－⑤－５「日本学生支援機構奨学金及び地方自治体・民間育英団体奨学金受給者数」 

事       項 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

第一種奨学金受給者 1,355 1,357 1,354 1,404 1,410 
学部生 

第二種奨学金受給者 1,869 2,056 2,186 2,214 2,276 

第一種奨学金受給者 479 527 506 478 474 

日本学生 

支援機構 
大学院生 

第二種奨学金受給者 229 231 209 197 192 

地方自治体・民間の育英団体奨学金 － 77 96 104 91 

（出典：学生支援課提供資料） 

資料７－２－⑤－６「『東日本大震災等に対する義援金』の募集結果等」 

資料７－２－⑤－７「学生寮の施設概要及び寄宿料等」 

名  称 対 象 学 生 寄宿料 寮  費 収容人数（人） 

こまくさ寮 各学部１年次 4,700円 26,000円 男184  女144 

思 誠 寮 人文・経済・理学の２年次以上 4,300円 6,700円（食事は自炊・外食） 男 80 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/staff/2011/05/post-169.

html） 
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思誠女子寮 人文・経済・理学の２年次以上 4,300円 6,700円（食事は自炊・外食） 女 30 

芙 岳 寮 医学部医学科２年次・保健学科２年次以上 700円 10,000円（食費700円/日除く） 男 96（女子も可）

妻 科 寮 教育学部２年次以上 700円 約9,000円(食費700円/日除く） 男 128  女 94

若 里 寮 工学部２年次以上 4,300円 約8,000円（食事は自炊・外食） 男 80 

中 原 寮 農学部２年次以上 700円 約9,000円(食費550円/日除く） 男 96  女 18

修 己 寮 繊維学部２年次以上 4,300円 約6,000円（食事は自炊・外食） 男 80  女 20

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/life/dormitory.htmlを基に経営企画課にて作成） 

寮 名 称 等 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

松 本 キ ャ ン パ ス 

入居者数 315（1） 144（0） 325（2） 314（0） 326（3） 
こまくさ寮 

入 居 率 96.0％ 43.9％※ 99.1％ 95.7％ 99.4％ 

入居者数 62（2） 60（0） 65（1） 61（2） 59（1） 
思 誠 寮 

入 居 率 77.5％ 75.0％ 81.3％ 76.3％ 73.8％ 

入居者数 30（12） 30（8） 30（4） 29（2） 30（2） 
思誠女子寮 

入 居 率 100％ 100％ 100％ 96.7％ 100％ 

入居者数 51（0） 53（0） 54（0） 47（0） 46（0） 
芙 岳 寮 

入 居 率 53.1％ 55.2％ 56.3％ 49.0％ 47.9％ 

長野（教育）キャンパス 

入居者数 85（3） 96（3） 92（3） 89（9） 91（10） 
妻 科 寮 

入 居 率 38.3％ 43.2％ 41.4％ 40.1％ 41.0％ 

長野（工学）キャンパス 

入居者数 51（3） 55（3） 52（4） 44（5） 34（1） 
若 里 寮 

入 居 率 63.8％ 68.8％ 65.0％ 55.0％ 42.5％ 

南 箕 輪 キ ャ ン パ ス 

入居者数 49（2） 58（2） 65（7） 62（9） 55（5） 
中 原 寮 

入 居 率 42.2％ 50.0％ 57.0％ 54.4％ 47.4％ 

上 田 キ ャ ン パ ス 

入居者数 66（19） 65（19） 57（19） 45（9） 56（14） 
修 己 寮 

入 居 率 66.0％ 65.0％ 57.0％ 45.0％ 56.0％ 

※改修中につき，入居制限実施。※入居者数の（ ）内の数字は留学生で内数  （出典：学生支援課提供資料） 

資料７－２－⑤－８「留学生向けの奨学金に関する情報提供」 

 

（出演： 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/curre

nt/c-scholarship/より） 
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資料７－２－⑤－９「八十二留学生奨学金制度」 

平成２４年度私費外国人留学生奨学生募集要項【信州大学】 

株式会社八十二銀行は，地域の国際化が進展する中で，国際理解を深め，地域の国際化に貢献するため，信州大学に在学する外国

人留学生の中から，奨学生を下記により募集する。 

１．応募資格 

応募する者は，次のすべてを満たさなければならない。 

（１）自校の大学院(工学系研究科，農学研究科，経済・社会政策科学研究科，経営大学院に限る)進学を志す者で，かつ，諸外国か

ら留学中である者（24年度については下記２の国籍要件あり） 

（２）応募時点において学部4年生へ在学しており，かつ，入学から3年次終了までの期間におけるＧＰＡが２．３以上である者 

（３）留学生活上，経済的援助が必要であると認められる者 

（４）在学中の大学長の推薦を受けられる者 

２．募集人員および国籍要件 

中国国籍の留学生 ２名  ※中国語（北京語）が堪能である者に限る 

３．大学長推薦に係る基準 

  推薦にあたっては，上記応募資格を満たすほかに以下の要素を重視する。 

（１）勤勉誠実であり，かつ，勉学に励む上で健康上問題がないこと 

（２）社交性や日本語力など，当行職員と積極的にコミュニケーションをとる力があること 

（３）推薦者の在学地について，県内地域バランスに偏りがないこと 

４．支給条件 

次のすべてを満たす場合に，奨学金を支給する。 

（１）信州大学における大学院修士課程に在籍し，勤勉誠実な生活を送っていること 

（２）他の団体等から，奨学金または奨学金に準じるものの支給を受けていないこと 

（３）支給期間を通して，毎月2回程度八十二銀行本支店等において各種研修講師等を務めること 

（出典：〈八十二留学生奨学金制度〉平成２４年度私費外国人留学生奨学生募集要項【信州大学】） 

資料７－２－⑤－10「国際交流会館の施設概要及び利用状況等」 

 留学生用単身室 寄宿料（円） その他入居時費用（円） 

6ヶ月 6,000 
共益費

1年 12,000 

退去時清掃費 21,000 

6ヶ月 300 

松本国際交流会館 55 4,752 

町会費 

1年 500 

10ヶ月未満 1,040×入居月数 共益費 

10ヶ月以上 10,400 

6ヶ月未満 13,000 
長野国際交流会館 21 4,700 

退去時

清掃費 6ヶ月以上 25,000 

（出典：各国際交流会館提供資料を基に経営企画課にて作成） 

  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

入居者数 58 58 60 56 59 
松本国際交流会館 

入居率 100％ 100％ 100％ 93％ 98％ 

入居者数 21 21 21 21 21 
長野国際交流会館 

入居率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

（出典：国際交流センター等の資料を基に経営企画課にて作成） 

資料７－２－⑤－11「民間アパートの借り上げ状況」 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 家賃（円） 

松本（入居者数） 6 6 6 5 10 30,000～32,000 

長野（入居者数）  6 7 7  22,000 

※平成23年度末で長野地区の借り上げは終了         （出典：国際交流センター等の資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業料免除及び奨学金については，キャンパス情報システム等を通じて学生への情報提供を行い，経済的な援

助を必要とする学生が支援を受けられるように努めている。また，被災した学生への経済支援などの情報提供や，

見舞金の支給など特別な援助を必要とする学生への経済援助・支援も行われている。 
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 学生寮については，各キャンパスごとに学生に対して低廉な価格で住環境を提供している。 

留学生については，私費外国人留学生学習奨励費給付制度等の留学生を対象とする奨学金に関する情報提供を

行うとともに,本学独自に民間からの奨学金受給制度を設けるなどの支援を行っている。 

また，国際交流会館に留学生を受け入れるとともに，各学生寮への留学生の受け入れや民間アパートの借り上

げなど必要な援助が行われている。 

 以上のことから，学生に対する経済面の援助が適切に行われていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

○信州ユビキタスネットシステム（Shinshu Ubiquitous-Net System） 

分散した５つのキャンパスで構成する本学では，教育学部，工学部，農学部，繊維学部の高年次学生が

松本キャンパスで開講する共通教育を当該キャンパスでリアルタイムに受講することを可能とするため，

ハイビジョン規格の画質であるSUNSを各キャンパスの講義室等に設置した。同システムは，長野県内の他

の大学の遠隔講義システムと接続し，遠隔授業等に活用している。 

○学長オフィスアワーの実施 

学長と学生が直接対話できる学長オフィスアワーを対象部局ごとに実施し，学生から大学生活における

様々なニーズを把握し，対応している。 

○学生相談センターの設置 

全学的な学生支援体制を整備するため，平成24年４月に学生相談センターを発足させるとともに，学生

からの修学，生活，就職活動等に関する相談に統括的に対応するため，各学部及び全学教育機構に教員，

カウンセラー，保健師で構成する学生相談室を設置した。このセンターを中心として各学部，全学教育機

構，学生総合支援センター，キャリアサポートセンター，国際交流センター，総合健康安全センター等が

連携することにより，効果的に学生支援に当たる体制を構築している。 

○発達障害のある学生への対応 

近年，社会の理解を求められることが多い発達障害について，平成19年度に文部科学省「新たな社会的

ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択された「個性の自立を≪補い≫≪高める≫学生支援」プロ

ジェクトの成果を基に，発達障害のある学生に対して，学生総合支援センター，総合健康安全センター等

が連携して対応するとともに，初年次学生を対象に大学独自の支援ニーズ把握質問紙などにより支援を必

要とする学生の把握に努めている。 

 

【改善を要する点】 

該当なし。 
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区分８ 

第８ 教育の内部質保証システム 

 

評価項目８－１ 

  教育の状況について点検・評価し，その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され，

機能していること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点８－１－① 

  教育の取組状況や本学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価し，教育の質を保

証するとともに，教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の体系的な教育課程の構築を支援するとともに，教育の質保証に係る戦略及び教学関連の施策実施の手法

に係る研究開発を行うことを目的とする全学的な組織として高等教育研究センターを設置している（資料８－１

－①－１）。また，全学的な教育及び学生支援に係る事項の質的向上を推進し，教育の質保証に関する必要な事項

について企画立案を行うため，高等教育研究センターを中心とする教学関係の各センターで構成する教育・学生

支援連携会議を設けている（資料８－１－①－１）。さらに，高等教育研究センター等の教育の質保証に係る施策

等について，各学部，全学教育機構の教務委員長等で構成する教務委員長会議（大学院は各研究科教務委員長等

の大学院教務委員長会議）において連絡調整を図っている（前掲資料２－２－①－３，前掲資料２－２－①－８）。

なお，高等教育研究センターによる教育の質保証に係る戦略については，学士課程教育の改善・充実などの重要

事項を審議するために教育研究評議会の下に設置する教学専門委員会や，大学院教育施策や大学院将来構想を検

討し実現するために戦略企画会議の下に設置する大学院戦略会議において検討する体制となっている（前掲資料

２－２－①－２，前掲資料２－２－①－３，前掲資料２－２－①－４）。さらに，高等教育研究センター員と各学

部の教務委員長等が構成する教務委員長会議を開催し，教学専門委員会等の施策を実現するための体制を整えて

いる。 

 高等教育研究センターは，各学部，全学教育機構，各研究科との懇談会を開催し，本学の教育の具体的な取組

状況の把握に努めるとともに，本学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果については新入生調査を一例とす

る全学的な調査を実施し，その結果をフィードバックしている（前掲資料７－２－②－２）。さらに，本センター

は，学内の教学に関する蓄積されたデータを教育の質の改善・向上に利活用することとした（資料８－１－①－

２）。 

 各学部及び全学教育機構では，教学に関する自己点検組織を設け，授業改善アンケートを毎年度実施するとと

もに，卒業時・卒業後・雇用主等の満足度調査やインタビューを実施し，本学の教育を通じて学生が身に付けた

学習成果について点検・評価し，教育の質の改善・向上に努めている（資料８－１－①－３）。なお，各学部等で

行う授業改善アンケートの結果については，年度末に高等教育研究センターに報告され，センターはその状況を

取りまとめ，各学部等との懇談会の際にフィードバックを行っている。 

 資料８－１－①－１「高等教育研究センター及び教育・学生支援連携会議」 

信州大学高等教育研究センター規程 

（目的）  

第２条 センターは，学内共同教育研究施設として，信州大学における体系的な教育課程の構築を支援するとともに，教育の質保

証に係る戦略及び教学関連の施策実施のための手法に係る研究開発を行うことを目的とする。 
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（業務） 

第３条 センターは，次に掲げる業務を行う。 

一 大学教育に関する研究及び教育手法の開発 

二 大学教育の質保証に係る施策の企画 

三 教学関連の中期計画の進捗状況の把握及び計画実施の支援 

四 教学関連の大学情報戦略及び評価対応のデータ集積 

五 全学的なファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）の企画及び各部局におけるＦＤの実施支援 

六 本学が加盟する高等教育コンソーシアム信州における教育活動の推進 

七 その他前条の目的を達成するために必要な業務 

信州大学教育・学生支援連携会議要項 

 （目的） 

第２ 支援連携会議は，本学の高等教育研究センター，ｅ-Ｌearning センター，学生総合支援センター，キャリアサポートセン

ター，アドミッションセンター，環境マインド推進センター及び国際交流センターの連携を図り，全学的な教育及び学生支援に係

る事項の質的向上を推進し，教育の質を保証するために必要な事項について企画立案を行う。 

 （組織） 

第３ 支援連携会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 教学担当の理事（以下「理事」という。） 

二 高等教育研究センター長 

三 高等教育研究センター副センター長 

四 高等教育研究センターの専任教員 

五 e-Learningセンターの教職員のうち，理事が指名する者 

六 学生総合支援センターの教職員のうち，理事が指名する者 

七 キャリアサポートセンターの教職員のうち，理事が指名する者 

八 アドミッションセンターの教職員のうち，理事が指名する者 

九 環境マインド推進センターの教職員のうち，理事が指名する者 

十 国際交流センターの教職員のうち，理事が指名する者 

十一 学務課長 

十二 学生支援課長 

十三 入試課長 

十四 国際交流課長 

十五 その他理事が必要と認める者 
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（出典：信州大学高等教育研究センター規程，信州大学教育・学生支援連携会議要項，第90回教育研究評議会資料No.7） 

資料８－１－①－２「教学関係のデータ一覧」 

データ種別等 所管部署 

応募時の情報 高校名，高校の所在地，高校の情報（大学進学率等），高校での履修科目 入試課，各学部 

入学手続き情報 家族構成（出生順位等） 各学部 

入試情報 入試形態，入試科目，合格時の順位等 入試課，各学部 

学籍情報 学籍番号，生年月日，性別，住所，保証人，指導教員 学務課，各学部 

履修成績情報 授業時間割，登録科目，履修科目，成績，修得単位 学務課，各学部 

出席管理情報，図

書館入館記録 

出席，学習時間情報 e-Leaningセンター，附属図

書館 

経済状況情報 授業料納入状況，奨学金貸与の有無 学生支援課，各学部，財務部

その他：新入生調査，FD活動についての調査結果（部局，教員対象），授業改善アンケート報告資料，教育に関する点検・評

価実施状況調査の集計結果，学内版GP成果報告書等 

（出典：第14回教学専門委員会資料No.2-1，学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

注：平成24年4月より，戦略企画会議の下

の大学院戦略企画会議に変更した。 
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資料８－１－①－３「平成23年度「授業改善アンケート」の実施状況」 

（出典：平成24年度第1回部局懇談会資料No.4） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では，体系的な教育課程の構築を支援するとともに，教育の質保証に係る戦略及び教学関連の施策実施の

ための手法に係る研究開発を行うことを目的とする組織として高等教育研究センターを設置し，そのセンターを

中心とする教学関係の各センターの連携を図るための教育・学生支援連携会議を設け，教育の質保証に取り組む

とともに，教育の質の改善・向上を図るための全学的な体制が整備されている。さらに，教育の質保証に係る戦

略・施策等については評議員で構成する教学専門委員会，各学部等の教務委員長等で構成する教務委員長会議に

より，施策の実施を可能とする体制を整えている。 

教育の取組状況や教育を通じて学生が身に付けた学習成果については，満足度調査等により自己点検・評価を

行い，教育の質の改善・向上に努めている。 

以上のことから，教育の取組状況や本学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価し，

教育の質を保証するとともに，教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され，機能していると判断する。 

 

 観点８－１－② 

   本学の構成員（学生及び教職員）や学外関係者の意見の聴取が行われており，教育の質の改善・向上に向

けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 
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【観点に係る状況】 

本学の構成員からの意見聴取として，学生からは，学長と学生が直接対話する学長オフィスアワーや授業改善

アンケート等を行っている（前掲資料７－２－④－３，資料８－１－②－１）。教職員に対しては，意見提案箱を

設置し，種々の提案を受け付けている。また，平成23年度に作成したPLAN“the FIRST”に関して，学長，理事

及び副学長が，各学部，研究科，附属病院，事務局等に出向き説明会を開催し，教学関係を含めた本学の取組に

ついて意見交換を行った（資料８－１－②－２）。平成23年度から開始した共通教育の新カリキュラムは，素案

を作成した段階で学部毎に説明会を開催し，その素案に関して各学部の教員と意見交換を行い，そこでの意見を

踏まえカリキュラム編成を行った。 

また，本学の第２期中期計画には教育に関する目標を達成するための措置の一つとして「学内外からの意見を

踏まえ，教育課程を不断に見直すための体制を充実させる」ことを掲げ（資料８－１－②－３），平成23年４月

に体系的な教育課程の構築を支援するための高等教育研究センター，全学的な観点から教育や学生支援の質的向

上を図るための施策を企画・立案する組織として，教学・学生支援に関わる本学の各種センターが連携する教育・

学生支援連携会議を設置した（前掲資料８－１－①－１）。これらのセンター等と各学部，研究科等が連携し，意

見聴取の結果を基に，継続的に教育の質の改善・向上に向けた取組を行っている（資料８－１－②－１）。 

学外関係者からの意見聴取の主な取組として，各学部等において卒業生，修了生や就職先等への意見聴取が行

われるとともに（前掲資料６－２－②－１，前掲資料６－２－②－２），学外有識者を委員とする経営協議会，外

部有識者・教育委員会等との懇談会や，教育研究プロジェクト等の外部評価において，意見を聴取し，教育の質

の改善・向上に向けた取組を行っている（資料８－１－②－４）。 

資料８－１－②－１「本学構成員からの意見聴取に基づく教育改善等の状況」 

学部等名 意見，ニーズ，意見聴取方法等 改善等への取り組み状況 

人文学部 ２年次からの分野配属の公平性の確

保 

新入生アンケートにて２年次からの希望分野を把握し，修学上の指導に役立

て，配属決定時において概ね学生の希望先となるようにした。 

【満足度調査】教育実習事前事後指

導を授業の仕方や指導案の書き方な

ど実習で活かせるような内容に改善

してほしい。 

平成22年度より，授業技術に関する教科書を使用して，授業内容を改善した。

附属学校園の教員と連携し，『実習の手引き』を利用した指導案の書き方に関

する授業を取り入れ，指導案の書き方に関する具体的な指導を実施した。 

教育学部 

【FDに関わる教員アンケート】授業

改善実践事例などが多数あった。 

授業改善実践事例などが多数あり，他の教員の授業改善を促すため，報告書

を作成し，教員へ周知した。 

質問事項，実施時期，実施方法等を教授会で毎学期審議し，議論を通して，

アンケート自体の改善，教育改善効果に対する全ての教員の理解を深め，授業

改善への意識の向上を促している。 

経済学部 【授業改善アンケート】 

【卒業生アンケート】 

アンケート実施結果を集計し，公表している。その結果を効果的に授業改善・

教育改善につなげるため，個々の教員の改善のための自発的な取り組みを促す

仕組みとして，教員相互による授業参観とその反省会に，前年度のアンケート

結果を改善検討資料に加え，学生からの視点を加味するというFDを行い，改善

に努めている。 

理学部 【授業改善アンケート】アンケート

の結果がどのように利用されている

かわからない 

平成23年度より授業改善アンケートを踏まえて，授業改善の具体的取組を教

員より報告することとしている。 

改善事例は次のとおりである。 

・「読み難い字がある」との意見には，学生からその場で指摘させるようにし，

難しい字を用いる際は，学生に確認することとした。 

・「演習問題の解答を与えてほしい」との意見には，難しい問題にはヒントを

与えてあることを学生に周知し，解答は自ら考えることを改めて指導した。

・「板書が多い，板書を消すのが早い」との意見があり，板書を減らすことが

学生のためになるとは思えないことから，デジカメなどで撮影するように指

示した。 

医学科では，アンケート項目を全学共通，医学部独自，自由記述で構成し，

学生の多様な意見を拾えるようにしている。 

医学部 【授業改善アンケート】 

保健学科はＦＤ委員会が，学生による授業評価も含め，教員相互の授業評価
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等を実施し，各教員にその結果をフィードバックしている。 

工学部 【学生による授業評価】 工学部では，次の項目で構成する授業評価アンケートを実施し，学生からの

意見により，教員は自らの授業内容改善につなげている。 

１．授業内容は達成しようとしている目標にふさわしいか 

２．シラバスから大幅に逸脱せず実施されたか 

３．教育目標に沿った授業内容が提供されたか 

４．授業時間外学習の情報提供，指示が十分に与えられたか 

５．探求の仕方・姿勢，知識，技術などが獲得できたか 

６．担当教員の学問的，専門的識見が感じられたか 

７．その他自由記述 

授業評価で得られた特色ある取組は，ベスト・ティーチャ―によるＦＤセミ

ナー・授業公開などを通じ他の教員にもその取り組みを促している。一例では，

授業時の小演習が理解度向上につながった授業などがある。 

農学部 【授業改善アンケート】 教員に授業改善アンケート結果の対応状況を調査し，学生にその対応につい

て公表を行っている。 

【授業改善アンケート】 個々の授業に対する学生から意見を各教員がアンケートの要望意見に対し

て，適切に対応している。具体的には，板書の内容，字の大きさ等の改善事例

があった。 

機能機械学課程の機能機械学ゼミナ

ールにおいて，授業時に学生との懇

談を実施し，同課程では４年次に研

究室配属する際，希望研究室への配

属は成績により決まることから，学

生の成績順位を教えて欲しいとの要

望があった。 

氏名を除いて成績を成績順に課程掲示板に公開することとした。同課程では，

JABEE 活動の一環として各自の成績をポートフォリオの形で学生が把握してい

ることから，学生の成績と見比べることで成績の順位を伝えることとした。 

【学生が参画する委員会】 精密素材工学科・材料化学工学課程の教育プログラム計画委員会，精密素材

工学科・材料化学工学課程の教育達成度評価委員会及び精密素材工学科・材料

化学工学課程のFD委員会は，学生が参画し，定期的に開催している。それらの

委員会では，学習教育達成目標を設定し，それに基づいたカリキュラムである

か，シラバスが適切であるか等を評価し，教育の改善を行っている。 

【学部長と語ろう会】 年２回開催し，学生が普段抱えている思いを学部長と自由に語り合う機会を

設けている。 

繊維学部 

【授業に関するアンケート】 繊維学部に入学してきた学生として，繊維の基礎知識を早い時期に学びたい

という意見があり，１年次に必修講義として「繊維科学の基礎」を開講し，繊

維の基礎知識から始まって，未来の社会と繊維の関わりまで考えさせる機会と

した。 

全学教育

機構 

【授業改善アンケート】 学生意見により，次のような改善等を行った。 

・学生からの指摘を受けて課題の内容を見直した。 

・次年度授業内容の変更を行った。 

・資料配布の方法の改善を行った。 

・時間外授業の負担に対する不満に対し，時間外学習の意義について説明を行

った。 

・授業内に５分間雑談タイムを設けていたことが授業時間を超過していたこと

から，授業時間を超過しないように改善した。 

・板書や話すスピードについて改善を行った。 

理工学系

研究科 

【修士課程改組に関するアンケート

調査】 

学生のニーズを踏まえ，「MOT特論」「繊維技術士特論」「産学連携特別講義」

「国際連携特別講義（英語開講）」「Textile Technology（英語開講，

e-Learning）」の専攻共通科目の開設につなげた。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－１－②－２「PLAN “the FIRST説明会開催日程」 

○ 人文学部  平成23年10月25日（火） 10:00～12:00 

○ 医学部 平成23年10月26日（水） 15:00～15:30 

○ 法曹法務研究科 平成23年10月28日（金） 13:00～14:30 

○ 農学部 平成23年11月 ７日（月） 15:00～17:00 

○ 医学部附属病院 平成23年11月14日（月） 17:30～18:30 

○ 工学部  平成23年11月22日（火） 15:00～17:00 

○ 教育学部  平成23年11月30日（水） 14:00～16:00 

○ 全学教育機構  平成23年12月13日（火） 13:00～15:00 

○ 経済学部  平成23年12月14日（水） 13:00～15:00 

○ 繊維学部  平成23年12月22日（木） 13:00～14:00 

○ 理学部  平成24年 １月10日（火） 13:00～15:00 

（出典：第98回教育研究評議会 資料No.5） 
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資料８－１－②－３「国立大学法人信州大学の中期目標・中期計画一覧表（抜粋）」 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

○ 学士課程を通じて「信州大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」に掲げられた「人類知の継承」を図り，「科学的・学

問的思考」を修得するための教育課程を整備する。 

○ 学士課程を通じて「信州大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」に掲げられた「豊かな人間性」を涵養し，「社会人と

しての基礎力」を修得するための教育課程を整備する。 

  学士課程を通じて「信州大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」に掲げられた「環境基礎力」及び「環境実践力」を修

得するための教育課程を整備する。 

  信州の自然，歴史，文化を素材とした教育やフィールド学習を推進する。 

○ 学位授与の方針に基づき，各研究科においてそれぞれの専門領域に加え，情報収集・分析能力，グローバルな情報発信能力を

高めるための教育課程を整備する。 

  学士課程において成績評価分布の公表により成績評価の厳格化を進めるとともに，その上でGPA制度等の活用を図る。 

  修士課程及び博士課程の修了審査体制を充実させ，審査の厳格化を図る。 

○ 学内外からの意見を踏まえ，教育課程を不断に見直すための体制を充実させる。 

（出典：国立大学法人信州大学の中期目標・中期計画一覧表P2） 

資料８－１－②－４「学外者からの意見聴取に基づく教育改善等の状況」 

部局等名 改  善  等  の  状  況 

大学全体 【経営協議会】 

・「社会人の受入れについて，聴講生，科目等履修生，履修証明プログラム等を活用して，正規生という形より，

むしろ別の形でニーズに応えていただけたらと思っている。」との意見があり，本学における社会人教育の在り

方について検討を行い，「社会人教育等に関する提案」と題する提言書をまとめた。これを受けて，研究科にお

いて特別の課程（履修証明プログラム）の開設に向けて準備を進め，平成24年度より２つの特別の課程（履修

証明プログラム）を開設した。 

・「信州大学は教養教育の実施体制が最もしっかりしており，これを強みとして，大いにアピールした方がよろ

しいのではないか。」との意見があり，教養教育の在り方も含め現在議論を進めている。 

人文学部 【後援会総会での保証人との交流】 

 「学部ウェブサイトの情報が，あまり更新されていない」との意見があり，教授会にて各教員に最新情報を

提供することを求め，最新情報の提供に努めている。 

教育学部 【長野県教育委員会との懇談会】 

「少子化に伴う小・中学校の規模縮小，統合等を鑑みて，小・中学校両免許状を所持している教員が必要で

ある」との意見があり，平成24年度から教育課程を見直し，教育職員免許状小学校教諭１種免許及び中学校教

諭１種免許の取得に必要な科目と単位の修得を卒業要件とした。 

【教育学部・教育学研究科と教員養成に関するアンケート（県内義務教育諸学校校長宛に実施）】 

教員採用試験の合格率の向上を望む意見があり，教員就職率を５年以内に日本一を達成するための事業「目

指せ 教員就職率日本一！プロジェクト」を立ち上げ，教員就職率向上にむけての取り組みを開始した。 

「現職教員の中に専門教科（特に理科）のエキスパートが少ないように感じられる。自然と科学を理解し子

どもたちに指導できる人材の育成に力を入れていただきたい。」との意見があり，平成 22 年度から(独)科学技

術振興機構からの受託事業として，信州大学と長野県教育委員会が連携して「理科の伝道師としての専門性と

実践力を支援する教員養成プログラム」に取り組んでいる。このプロジェクトでは，大学の理科専門野教員が

小中学校の理科担当教員を支援する研修講座を開講し，その講座で理科の専門性や指導性に関する知識・技能

を習得した者に，上級ＣＳＴ（コアサイエンスティーチャー）の修了認定を行なっている。 

経済学部 【外部有識者等との懇談会】 

外部識者との懇談を毎年約20数回実施し，そこでの意見聴取をもとに，現代社会の現実の課題を把握し，授

業のテーマ等に反映している。具体的には，平成 24 年度開講「産業論特論」では，「大災害の経験と教訓」を

テーマとして開講することとした。 

【理数学生応援プロジェクトにおけるSSH（スーパーサイエンスハイスクール）高校側担当者・県教育委員会担

当者との意見交換】 

 長野県下の SSH 指定校や理数科を持つ高校と積極的な連携を求める意見があり，高大連携の取組「信州サイ

エンスキャンプ事業」に協力し，合同研修会・研究発表会への参加を行った。 

理学部 

【理数学生応援プロジェクト外部評価レポート】 

 「外部講師による学生向け公開講座を積極的に開催してほしい」との意見があり，外部講師による特別講義・

研修会の開催を増やした（平成21年度は4回→平成23年度では10回）。 

 「自主ゼミなどにおいて学年の枠組みを超えてお互いに学びあうよう，サポート体制を整えてほしい」との

意見があり，基礎理学版Wikipedia(呼称：Kisorigaku)の作成や，自主ゼミ等において，先輩，友人との共同で

の調査や学習，編集などの作業を進め，自主的な学習姿勢を身につけるよう，指導を行った。 
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 「学生自身による自主的かつ内容の充実したゼミ活動を可能とするような取り組みが必要」との意見があり，

自主性と能動性を高めるよう，サイエンスラウンジやセミナーの拡充に取り組むとともに，アドバンス実習・

実験では公募制を採用し，学生・教員の積極的な参加を促した。 

【地質科学科外部アドバイザー会議】 

 「学年を越えて学生が交流し，ともに学びあうような環境を，教員が率先して作っていく必要がある」との

意見があり，新入生歓迎ハイクや登山実習・調査実習においてTAを多数動員し，大学院生と学部学生がともに

学びあう環境作りに取り組んだ。 

医学部 【長野県からの要請】 

 医学科では，県内の医師不足解消のための入学定員増員の要請を受け，平成22年度に３名，平成23年度に

２名の増員を行った。 

【臨地実習・臨床実習指導者会議（保健学科）】 

 専攻ごとに毎年開催する会議での実習先指導者からの意見や助言を踏まえ，必要に応じて翌年度以降のカリ

キュラムに反映を行っている。 

農学部 【外部評価】 

 農学部内の各分野において，外部評価を実施し，外部評価委員による指摘事項を踏まえ，教育・研究の質の

改善・向上に向けた取り組みに努めている。 

【学部運営懇談会】 

 インターンシップに関する意見があり，JA等と連携協定を締結し，インターンシップに関して組織的に取り

組んだ。 

繊維学部 【企業，外部教育機関，学内他課程教員，学生代表で構成する教育点検委員】 

 「学生のプレゼンテーション能力を高める必要がある」との意見があり，新入生ゼミナールなどで，学生に

プレゼンテーションを課し，プレゼンテーション能力を磨く機会を増やすようにした。 

経済・社会政策科学

研究科 

【外部有識者等との懇談会】 

 イノベーション・マネジメント専攻では，学外有識者（客員教授，県内有力企業経営者など）との懇談を定

期的に開催し，意見を把握し改善に努めており，その一例として，ビジネスプレゼンテーション力の強化を提

起され，学生向けのプレゼンテーション力の強化のための特別授業を実施した。 

理工学系研究科 【卒業生アンケート】 

平成10年～平成14年に工学系研究科に入学した学生，およびその学生の就職先関係者を選びアンケートを

行い，これらのアンケート結果を踏まえ，教育の質の改善・向上に努めている。 

総合工学系研究科 平成21年度及び23年度に，海外の主要繊維系大学教員で構成するグローバルCOEプロジェクト国際評価委

員会を招集し，「国際ファイバー工学コース」の教育方針，授業科目に関する意見，アドバイスを受けた。この

結果をもとに，招聘教員の研究分野，開講科目の内容等の見直しを行っている。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の構成員からの意見聴取は，学生には学長オフィスアワー，授業改善アンケートなどを実施しており，教

職員には役員との意見交換会，共通教育カリキュラム編成段階での意見交換等により取り組んでいる。また，学

外関係者に対しては，経営協議会等の機会を通じて意見等を聴取するとともに，各学部，研究科等が外部有識者

等との懇談会やアンケート等により取り組んでいる。 

これらにより把握した意見等は，教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に取り組む形で改善につな

げている。 

以上のことから，本学の構成員（学生及び教職員）や学外関係者の意見の聴取が行われており，その意見が教

育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされていると判断できる。 

 

評価項目８－２ 

  教員，教育支援者及び教育補助者に対する研修等，教育の質の改善・向上を図るための取組が適切に行われ，

機能していること。 

 

（１）観点ごとの分析 
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 観点８－２－① 

   ファカルティ・ディベロップメントが，適切に実施され，組織として教育の質の向上や授業の改善に結び

付いているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学的なファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」という）については，高等教育研究センターが中心

となり信州大学FDポリシーに基づき（資料８－２－①－１），年度ごとの全学FD計画を作成し実施している（資

料８－２－①－２，資料８－２－①－３，前掲資料８－１－①－１）。また，本センターは，各学部において実施

するFDの支援を行っている（資料８－２－①－４）。 

さらに，FD の内容・方法についての要望を把握するために，平成 23 年６月に全学部の教員を対象にアンケー

ト調査を実施するとともに（資料８－２－①－５），FD実施時にもアンケート調査を行い，FDの改善に役立てて

いる（資料８－２－①－３）。 

各学部・研究科等においても，専門分野等に応じたFDを実施し，教育の質の向上や授業の改善等に努めている

（資料８－２－①－６，資料８－２－①－７）。また，多くの学部において教員相互のピア・レビューを実施して

いる（資料８－２－①－６）。 

さらに，教育の質の向上や授業改善に役立てるよう，各授業の成績評価分布を教員間で公表する取組を平成20

年度から全学教育機構で着手し（前掲資料５－２－①－６），平成24年度から全学的に実施することとした（資

料８－２－①－８）。 

この他，学内において組織的に取り組まれる教育の改善・質の向上につながる取組について，中期目標・中期

計画の遂行という観点から特に優れたものを学内版 GP（Good Practice：優れた取組）として選定し，経費の支

援を行っている（資料８－２－①－９）。この学内版GPの選定ヒアリングは，SUNSを利用して学内教職員に公開

している。 

 上記以外にも，コンソーシアムにおいて，各大学の遠隔講義を担当する教員を中心として，遠隔講義に関する

FDフォーラムを実施した（資料８－２－①－10）。コンソーシアムに提供される遠隔講義は全て録画されており，

担当教員が授業を自らチェックし授業の改善につなげるセルフ・レビューを可能としている。 

資料８－２－①－１「信州大学ＦＤポリシー」 

信州大学ＦＤポリシー 

1．信州大学は，教育組織としての向上を目指して，教育組織を単位とする授業担当者集団でのFDを重視します。 

2．信州大学は，教員個人としての教育力や資質向上を目指して，研修プログラムを組織的に支援します。 

【補足的説明】 

・教育組織単位とは，学部，学科，講座等の教育組織だけではなく，内容的にまとまりのある授業群の担当者集団を指します。 

・教員のキャリアパスを重視した研修プログラムを実施します。 

・個人業績評価との連動を前提に，日常的なFD活動を研修プログラム化します。 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/rche/approach/fd/） 
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資料８－２－①－２「平成23年度における全学のFDの実施状況」 

日   時 全学対象 新任教員対象 備  考 参加者数 

４月４日 

16時20分 

～19時30分 

第１回信州大学FDショートセミナー/新学期スタートアップセミ

ナー 

・e-Learning について 

・信州大学学術情報オンラインシステム（SOAR）について 

・環境ISO について/ハラスメントについて 

・兼業，倫理・服務，評価について 

・メンタルヘルス・安全衛生について 

・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

・人事課をサポート

し， Web コンテンツ

化 

47名※ 

5月10日 

16時30分～18時 

第２回信州大学FDショートセミナー

「『生徒』から『学生』への移行を考

える」 

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

 

17名※ 

５月14日 

10時～16時30分 

 新任教員FD 研修（１）

「新学期のスタート

１か月を振り返る」 

 ７名※ 

５月 （各学部の教授会にて，全教員アンケートを実施） 教員アンケート実施 回答数486名

６月14日 

16時30分～18時 

第３ 回信州大学FDショートセミナー

「授業における『配布資料』を考える」

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

37名※ 

７月12日 

16時30分～18時 

第４回信州大学FDショートセミナー

「長期休業中の学習について考える」

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

 

12名※ 

９月20日 教育におけるICT 活用に関するFD 講

習会 

  14名 

９月26日午前 

～27日午前 

FD カンファレンス 

「学生を知る～応用・実践編～」 

新任教員FD 合宿(2) 同時開催１ 泊２ 日 34名 

10月４日 

16時30分～18時 

第５回信州大学FDショートセミナー/新学期スタートアップセミ

ナー 

「新学期をスムーズにスタートさせよう！」 

・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

12名※ 

10月11日 

16時30分～18時 

第６回信州大学FDショートセミナー

「図書館の有効利用について」 

  20名 

11月８日 

16時30分～18時 

第７ 回信州大学FDショートセミナー

「学生の理解度把握について考える

（１）」 

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

21名※ 

12月６日 

15時～17時 

2011信州大学FD講演会 

「大学教育における書くこと～苦手

になるメカニズムと教育的対処につ

いて～」 

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

68名※ 

12月13日 

16時30分～18時 

第８ 回信州大学FDショートセミナー

「学生の理解度把握について考える

（２）」 

 ・コンソーシアム加盟

校へSUNS 配信 

4名 

１月17日 

16時30分～18時 

第９ 回信州大学FDショートセミナー

「シラバスの書き方」 

  18名 

※参加者数にコンソーシアム加盟校の参加者を含む。  （出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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資料８－２－①－３「FD活動報告」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/rche/approach/fd/action/） 

資料８－２－①－４「平成23年度における高等教育研究センターの支援によるFD実施状況」 

日 時 実施部局 実 施 内 容 参加者数

６月21日 理学部 理学部TA研修「『教えること』と『支援すること』」 28名 

９月20日 全学 「教育におけるICT活用に関するFD講習会」 14名 

10月17日 農学部 農学部ＦＤ研修会「ＦＤとは？～必要性と義務の間で考える～」 25名 

11月１日 理学部 理学部FD研修会「GPAの概略」，「成績の透明性と学習者中心の教育」 27名 

11月14日 農学部 農学部FD研修会「教育の質」をどのように測るのか，「教員業績評価書 今年度の対策講座」 31名 

12月５日 医学部保健学科 保健学科FD講演会準備講座「～ワークショップをデザインする」 ７名 

１月18日 医学部保健学科 保健学科FD講演会「学生に自信をつけさせる授業運営」 80名 

２月13日 農学部 農学部FD研修会「GPA説明会」 30名 

（出典：高等教育研究センター提供資料） 
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資料８－２－①－５「FDに関するアンケート結果」 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

人文

教育

経済

理学

医学

工学

農学

繊維

イノベーション

法科

機構

１．FD活動は必要だと思いますか

思う

思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

人文

教育

経済

理学

医学

工学

農学

繊維

イノベーション

法科

機構

２．授業・教育改善や授業法，学生対応などに関する研修の開催について

開催して欲しい

開催を望まない

３．開催希望：どのようなテーマを希望するか。 

・興味深い授業とは？ 

・学生の学習意欲を高める方法  

・話し方（プロの人の話が聞きたい）  

・GPAと授業改善効果，学力向上効果  

・学生がどの程度学力があるか（１年の

間にどこまで習っているか）。  

・モチベーションの低下した学生に対す

る対処の仕方 ・学生が望む講義につい

て  

・数学に対するアレルギーをいかにとく

か  

・難しいかもしれないが，他学部での講

義を参観できるようにしてほしい  

・学生のグループディスカッション，デ

ィベート，ノートテイキングの教育  

・少ない時間で効果を上げる方法  

・学生をよく知る方法はないものかどう

か  

・宿題・課題の有効な運用  

・大規模授業での学生との関わり方，ま

た，初年次教育においての文章を書く

ことへの諸問題  

・パワーポイントの使い方，大学運営者

としてのあり方，報告書の書き方…  

・授業に出ない（出られない）学生への

指導（助言）法  

・学生と一緒になって考えるワークショ

ップ，学生の生の意見を聞いてみたい。

・多人数の授業（100～200）の効率的な

方法  

・海外での先進的な教育  

・落ちこぼれの救い方  

・教員間の連携の仕方  

・学生の能力と授業レベルの整合性をど

うするか。  

・”ゆとり世代”への講義の仕方  

・講義の準備 

・成績評価  

・ベストティーチャー賞の先生方のお

話。  

・それぞれの部局にあったもの  

・eALPSの使い方  

 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－①－６「各学部等におけるピア・レビュー，成績評価分布の公表，FD等の実施状況」 

学部等名 ピア・レビューの実施 
成績評価分布の 

教員間における公表 
F D 等 の 実 施 状 況 

人文学部 - 

（検討中） 
○ 

・学部執行部会議が中心となり，授業改善のためのアンケートの分析結果等

に基づき年３～５回程度のFDを実施 

教育学部 

- ○（予定） 

・FD委員会を設置し，各FD研修を職員へ周知や，全学FDへの積極的参加を

促進 

・学部企画によるFD研修（年１～２回）を実施 

経済学部 

○ ○ 

・成績評価の方法を，学生便覧及びシラバスに記載している。これらの記載

内容を毎年学生委員会で検証し，その結果を教授会において報告。 

・FD委員会主宰による，相互授業参観と授業評価peer reviewを実施。ピア・

レビューでは，全教員が３年に１度，担当授業について同僚教員相互による

評価や検証を受け，その直後に講評・研修のためのミーティングを実施。 

理学部 

一部の学科で

実施 
○（予定） 

・実験系，フィールド系，理論系に対応した FD ワークショップ「実験・実

習系の授業改善のための講演会」を平成22年度に実施。また，平成22年度

には「ポートフォリオの活用」について，平成23年度には「GPA」について

のFD研修を実施。 

・平成23年度には学部評価点検委員会を中心として学外講師によるFD講演

会(「学生のやる気を高める方法」），及び学内講師によるセミナー(「新入生

アンケート調査から」等)を実施。 
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医学部 

○ ○（予定） 

・医学科において，医学教育センター主催により，医学部の卒前医学教育担

当者として必要な基本的なカリキュラム立案能力を修得することを目的と

して，合宿形式の「医学教育ＦＤ」を実施（平成 23 年度新規採用教員は参

加義務）。 

・若手研究者等の研究意欲の亢進に寄与するため，医学科顕彰制度の優秀論

文賞受賞者による記念講演会を開催。 

・保健学科において，FD委員会が授業評価，教員による授業の相互見学，FD

研修会（１回）を実施するための年間スケジュールを作成し，FDを実施。 

工学部 

- ○（予定） 

・学生の投票によるベスト・ティーチャー賞の実施と受賞者による FD セミ

ナー（２回）を実施。 

・メンタルヘルスセミナー（２回）の実施。 

農学部 
- ○（予定） 

・本学役員や本学高等教育研究センター教員等を講師とした FD 講演会等を

年８回程度開催。 

繊維学部 ・テニュア・

トラック教員

を対象に実施 

・一部の課程

で実施 

○（予定） 

・学部教務委員会を中心となり英語教育の改善，JABEE における成績評価の

公表とその利用をテーマとして年２回程度 FD を実施（学部教員会議の開催

に合わせて開催することで全教員の参加を促す）。 

・機能機械学課程において，JABEE 活動の一環として，原則として毎月課程

会議終了後，FD委員会を開催して，教育改善を中心に議論するFDを実施。

全学教育機構 

○ ○ 

・全学FDへ積極的に教員が参加，成績評価分布の教員間の公表に取り組み，

部門ごとのFDに活用。 

・学期中に授業評価アンケートを実施し，学生の意見を当該授業実施期間中

に反映。 

・共通教育の教育改善に資するため，優れた教育実践を「共通教育グッドプ

ラクティス」として選定し，経費の支援等の支援を実施。選定授業について

はピア・レビュー，発表会を実施。 

人文科学研究科 - ○（予定） ・人文学部の取組と共通。 

教育学研究科 - ○（予定） ・教育学部の取組と共通。 

経済・社会政策科学

研究科 

- ○ 

・全教員，院生，修了生に開かれた修士論文中間報告会，修了者報告会にお

ける議論を通じて研究指導方法，成績評価，審査基準の適用実態等の相互確

認検証を実施。 

・イノベーション・マネジメント専攻において，年１回全専任教員を対象と

して，自身の研究と授業内容に関する報告を義務づけ，約２時間の相互評価

と意見交換を実施。                         

理工学系研究科 

- ○（予定） 

・教員・学生（TA・チューター）を対象としたFD研修「教えること」と「支

援すること」を平成22・23年度に計３回実施(松本キャンパス)。 

・ベスト・ティーチャー賞受賞教員による効果的な教育実践方法のセミナー

を平成23年度に計２回実施(長野（工学）キャンパス)。 

農学研究科 - ○（予定） ・農学部の取組と共通。 

医学系研究科 

○ ○（予定） 

・保健学専攻の全教員に対して大学院教育に関するFDを開催。 

・博士課程においては，これまで研究科共通科目で複数分野の教員が授業を

担うことにより，授業方法を相互にチェックする自発的なピア・レビューの

実施。 

総合工学系研究科 - ○（予定） ・理工学系研究科の取組と共通。 

法曹法務研究科 

○ ○（予定） 

・法科大学院の教育内容及び方法について，教員相互間での知識・ノウハウ

の共有化及び相互の研鑽を図るため，授業参観及び授業参観後の教員研修

会，実務研修会及び理論研修会，講義・演習後の講義・演習担当者研修会等

を実施。 

   （出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－①－７「教育の質の向上や授業の改善に向けた取組事例」 

学部等名 取 組 事 例 

教育学部 ・FD に関わる教員アンケートにおいて，他に参考になる授業改善実践事例などが多数あった。他の教員の授

業改善を促すため，これらの事例等を報告書としてまとめ，教員へ周知した。 

経済学部 ・毎学期終了時に，全科目の単位認定の結果（受講者数，各成績の分布，単位認定率（合否率））を，教授会

で報告し，恣意的な単位認定の無いよう，各教員の自覚を促している。また，教員の成績評価が適正になさ

れるよう，成績評価の基準について審議し，成績評価に関するガイドライン「成績評価の方法等および履修

単位上限緩和成績優秀者の認定基準について」を設定した。 



信州大学 区分８ 

- 198 - 

工学部 ・ベスト・ティーチャー賞受賞者を講師とするFDセミナーにおいて，授業時の小演習が理解度向上につなが

ったことが判明したため，他の授業においても実施を推奨した。 

経済・社会政策科学

研究科 

・全修了者の個別の論文審査経過と結果を教授会で報告し検証議論することを通して，研究水準の向上，研

究指導方法の改善に役立てている。 

全学教育機構 ・平成20年度前期に開講された共通教育科目の成績評価分布を用い，全学教育機構の各教育部門を単位とす

る「Community-based FD」を実施し，各授業の成績評価分布の検証を行った。その結果を概要報告としてま

とめ，担当教員間の成績評価基準の認識共有や個別指導の実施等の改善を図った。 

高等教育研究センター ・平成23 年度に「シラバスの書き方」に関するFDショートセミナーを実施し，参加者各自のシラバスを用

いた実践的なワークを行った。実際のシラバスにおける課題点や次年度に向けて改善案を検討した。 

          （出典：各学部等提供資料等を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－①－８「全学での成績評価分布公表の取組」 

信州大学における学士課程の成績評価分布の公表について 

平成23年12月21日

 

本学の第 2 期中期計画では，「学士課程において成績評価分布の公表により成績評価の厳格化を進めるとともに，その上で GPA

制度等の活用を図る」と謳っている。成績評価分布の公表は，教員間で成績評価について比較・検討を行い，教員一人一人，並び

に教員組織が成績評価に責任を持つことにより，成績評価の厳格化と絶対評価の適切な運用を図ることを目的とする。現在，各学

部，全学教育機構（以下，「各学部等」という。）に対し成績評価分布の公表に関する検討を依頼しているが，平成 23 年度計画の

達成のため，信州大学としての方針を下記のとおり示す。 

記 

1.成績評価分布について，授業を開講する各学部等に所属する教員に公表することとする。 

2.成績評価分布を公表する科目（授業題目），方法については，開講する各学部等の判断による。 

3.成績評価分布の公表は，平成24年度前期分より実施する。 

以上

【参考】 

既に成績評価分布の公表を実施している例として，経済学部では，平成 16 年頃から全ての専門科目について，半期ごとに教授

会において公表している。医学部では，全科目の成績を進級・卒業判定資料に掲載している。また，卒業試験の成績を医学教育セ

ンターにおいて分析を行い，分析結果の報告が行われている。全学教育機構では，平成20年から授業担当教員に対しWEB（キャン

パス情報システム）により，全ての共通教育科目について成績評価分布を公表すると共に，全学教育機構の各部門において成績評

価分布を題材により良い成績評価の在り方を検討している。 

（出典：第100回教育研究評議会資料No.9） 

資料８－２－①－９「平成24年度学内版GP採択取組」 

プ ロ グ ラ ム 名 称 取組部局 

分野横断型フィールド実践による人間力の向上 人文学部 

教育カウンセリング課程における学校心理実習の充実に向けた取り組み 教育学部 

大学初年次教育を中心とした基礎学力と専門知育成プログラム 教育学部 

就業と関連づけた生物保全（環境保全）教育 理学部 

医学科3年次生を対象とした，夜勤帯を含む看護体験実習 医学部 

地域づくりを牽引する技術者育成教育 

 技術者の複眼的感性涵養のための「まち」なかキャンパス 

工学部 

信州の環境を活かしたフィールド授業による人間力向上の試み 全学教育機構 

自然環境診断マイスタープログラム 理工学系研究科 

医学系研究科新独立専攻＝疾患予防医科学系専攻キックオフイベント＆セミナー 医学系研究科 

グローバルなコミュニケーション力をもつ理系人材を育成する教育課程の構築 理学部，工学部，農学部，繊維学部，総合

工学系研究科 

大学院生を活用した学部学生のレポート作成能力の向上支援の取組 附属図書館 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－①－10「コンソーシアムにおける遠隔講義に関するFDフォーラム実施状況」 

日  時 実 施 内 容 参 加 者 数 

平成23年１月22日 大学連携における遠隔授業配信～実践事例紹介と将来的

展望～ 

95 名（コンソーシアム加盟校の参加者を含

む。） 

平成23年３月14日 Let’s START“遠隔授業”！in 2011 15名（コンソーシアム遠隔講義担当教員） 

平成23年９月14日 前期遠隔授業の振り返りと後期に向けた準備- 11名（コンソーシアム遠隔講義担当教員） 

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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【分析結果とその根拠理由】 

高等教育研究センターを中心とした全学的なFDや各学部，研究科等におけるFDを実施するとともに，ピア・

レビューや教員間における各授業の成績評価分布の公表や，遠隔講義を録画し担当教員が授業を自らチェックし

授業の改善につなげるセルフ・レビューを可能とするなど，教育の質の向上や授業の改善に務めている。 

以上のことから，FDが，適切な方法で実施され，組織として教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると

判断する。 

 

 観点８－２－② 

   教育支援者や教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るための研修等，その資質の向上を図るための

取組が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

各部局の教務，学生支援を担当する事務職員に対して，教育活動支援の質の向上と担当者の連携を深めること

を目的とした研修会，勉強会を実施している（資料８－２－②－１）。技術職員に対して，職務に必要な専門的知

識・技術・教育研究支援のための技術開発や，学生の技術指導方法等を習得し，個々の能力・資質の向上を図る

ことを目的として年一回，教育研究系技術職員研修を実施している（資料８－２－②－２）。また，各部局におい

て学外研修などへ技術職員を派遣している（資料８－２－②－３）。さらに，教育研究に活用する分析機器を管理

するヒト環境科学研究支援センターにおいて，機器利用等に関する講習会を開催し知識・技術の向上を図ってい

る（資料８－２－②－４）。 

 TA等の教育補助者に関しては，大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングを目的として大学院学生

をTAに採用し，TAとしての準備教育を含めた研修等を必要に応じて実施している(資料８－２－②－５，前掲資

料３－３－①－６)。 

資料８－２－②－１「平成23年度における学務系職員に対する研修実施状況」 

日 時 実 施 内 容 参加者数 

8 月 10 日 
第３回 学務系職員勉強会 

「成績評価」について問題点と解決策を考える 
23名

９ 月 ５ 日 平成23年度 学務系実務担当者研修  52名

９月 26 日 
FDカンファレンス（教員が主対象であるが，事務職員も参加可能）

学生を知る～応用・実践編～ 
34名（教員を含む。）

12 月 15 日 
第４回 学務系職員勉強会 

「成績評価」について問題点と解決策を考えるⅡ 
17名

（出典：学務課提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－②－２「平成22年度信州大学教育研究系技術職員研修」 

平成22年度信州大学教育研究系技術職員研修実施要項 

１ 目的 

技術職員が，その職務に必要な専門的知識・技術・教育研究支援のための技術開発，学生の技術指導方法等を習得し，個々の

能力・資質の向上を図ることを目的とする。 

２ 主催 

国立大学法人信州大学 

３ 受講者 

信州大学教育研究系技術職員（希望者）とする。 

４ 研修期間および日程 

平成２２年９月１６日(木) ～ ９月１７日(金) の２日間とし，別紙日程表（案）のとおり実施する。 

５ 研修方法 

講義，技術発表，実習および施設見学 

６ 研修会場 

信州大学工学部 
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開講式，講義，閉講式： 総合研究棟５階(５０２室) 

技術発表： 総合研究棟５階(５０２室) 

ポスター発表： 総合研究棟５階(５０１室または５０２室) 

実 習： 機械システム工学科南棟２階(２０１室，２０６室) 

見学施設： 長野市近隣の会社を検討中（新光電気様内諾） 

（出典：平成22年度信州大学教育研究系技術職員研修実施要項） 

資料８－２－②－３「平成23年度における技術職員の研修会等派遣状況」 

部局名 学外研修会への派遣状況 参加者延べ人数

理学部 機器・分析技術研究会 1 

工学部 平成23年度 実験・実習技術研究会in神戸 他11件 16 

農学部 関東・甲信越地域大学農場協議会技術研修会 他７件 14 

繊維学部 ナノテク実践カレッジ講座(SEM講習) 他15件 45 

（出典：各学部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－②－４「ヒト環境科学研究支援センターにおける平成23年度研修実施状況」 

開催日 実  施  内  容 

４月21日 
第34回 機器分析技術講習会 

演題：生物試料におけるＳＥＭ観察 応用例およびアプリケ-ション紹介 

５月26日 
第35回 機器分析技術講習会 

演題：「イメージングサイトメーターの原理と応用」 

６月30日 
第36回 機器分析技術講習会 

演題：「光学機器を用いない世界初のゲノムシークエンサー」 

７月21日 
第37回 機器分析技術講習会 

演題：分析電子顕微鏡：エネルギー損失分光法による元素分析の原理と応用 

10月27日 
第38回 機器分析技術講習会 

演題：リアルタイムPCRの最新アプリケーション ～タンパク質解析を中心に～ 

11月24日 

第39回 機器分析技術講習会 

演題：糖鎖研究を加速する汎用的な糖鎖研究用ツール －「糖鎖精製ラベル化キットBlotGlyco(R)」と「糖鎖固定化

アレイ」－ 

２月16日 
第40回 機器分析技術講習会 

演題：「次世代シーケンサー（Ion PGM）が切り開く未来 ～蛍光標識を介さない世界初の半導体シーケンサー～ 」

（出典：http://kikiweb2.shinshu-u.ac.jp/index.htmlを基に経営企画課にて作成） 

資料８－２－②－５「TAへの研修状況」 

学部名 実 施 内 容 

人文学部 ・大学院委員会及び指導教員の教育指導上の見解や助言がTA本人に常に伝達できる体制を構築 

・指導教員及び授業担当教員による指導を実施 

教育学部 ・教務部会の指示のもとに各指導教員が指導を実施 

経済学部 ・大学院運営委員会が，TA の選考と当該年度の指導実施方針を協議した上で，指導教員と共同して，各 TA

を指導するとともに，TAの教育補助活動が，学部学生への細かい指導実現につながるよう，TAの補助業務

の内容等の検証を実施 

理学部 ・平成21年度から開始された「理数学生応援プロジェクト（能動的学習意欲をもつ理数学生の発掘と育成プ

ログラム）」において，平成22年度にメンター・チューターに対する研修会を実施 

・個々の授業に関る部分については各授業担当教員がTAへの指導を個別に実施 

医学部 ・医学科では４年次のOSCE（臨床能力試験）及び６年次のAdvanced OSCE（卒業前臨床能力試験）が円滑に

実施できるように信州SP（模擬患者：simulated patient）研究会を毎月１回（60分～90分程度）実施 

・担当教員の責任のもと個別指導を実施 

工学部 ・担当教員による指導を実施 

農学部 ・担当教員による指導を実施 

繊維学部 ・４つの課程において，教育補助がスムーズに行えるように事前研修を実施 

・担当教員による指導を実施 

全学教育機構 ・授業担当教員がTAへの指導を個別に実施 

・健康科学科目・SUNS 科目の TA に対しては，教育補助がスムーズに行えるように機器操作を含めた事前説

明会を実施 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 
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【分析結果とその根拠理由】 

事務職員及び技術職員については，研修等により資質の向上を図っている。TA等の教育補助者については，TA

としての準備教育を含めた研修等を必要に応じて実施している。  

 以上のことから，教育支援者や教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るための研修等，その資質の向上

を図るための取組を適切に行っている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

○多種多様なFDの実施 

高等教育研究センターを中心として各種FDが組織的に実施されている。また，教員間における各授業の

成績評価分布の公表や，遠隔講義を録画し担当教員が授業を自らチェックし授業の改善につなげるセル

フ・レビューを可能とするなど，教育の質の向上や授業の改善に向けた取組が行われている。 

 

【改善を要する点】 

○TA研修の組織的な実施 

TA制度は，大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を目的としたものだが，多

くの学部では，TAに対しての指導が授業担当教員及び指導教員に任されている。TA等の教育補助者への研

修等を組織的に実施することが望まれる。 
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区分９ 

第９ 財務基盤及び運営管理 

 

評価項目９－１ 

  適切かつ安定した財務基盤を有し，収支に係る計画等が適切に策定・履行され，また，財務に係る監査等が

適正に実施されていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点９－１－① 

   本学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開できる資産を有しているか。また，債務が過大

ではないか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の現有資産は，国立大学法人化の際に継承した土地，建物・設備等及び法人化以後に更新・取得した建物・

設備等からなる。平成23年度末現在の資産は，固定資産及び流動資産の合計額1,028億213万円である。また，

負債は固定負債及び流動負債の合計額480億428万円である（資料９－１－①－１）。 

また，債務償還については，債務過大とはならないよう，償還計画による債務状況の確認と確実な遂行による

償還を行っている（資料９－１－①－２）。  

資料９－１－①－１「過去５年間の固定資産及び流動資産」               (単位：千円) 

財務諸表 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

   土地 

   建物 

   構築物 

   機械装置 

   工具器具備品 

   図書 

   美術品・収蔵品 

   船舶 

   車両運搬具 

   建設仮勘定 

有形固定資産 計 

無形固定資産 

   特許権 

   ソフトウェア 

   その他無形固定資産 

  無形固定資産 計 

投資その他資産 

   投資有価証券 

   長期前払費用 

  投資その他資産 計 

固定資産 計 

流動資産 

   現金及び預金 

   未収学生納付金収入 

   未収附属病院収入 

   その他未収入金 

   有価証券 

33,760,427

40,199,125

1,558,564

87,932

4,593,786

6,825,980

133,843

0

34,449

1,371,617

88,565,725

1,762

75,905

2,781

80,448

398,452

3,404

401,857

89,048,031

6,993,957

38,087

2,733,853

107,084

3,099,817

33,760,427

41,929,568

1,561,533

146,871

4,070,879

6,876,263

133,305

0

29,161

273,714

88,781,724

1,366

48,892

2,781

53,041

399,401

3,523

402,925

89,237,690

8,718,743

36,081

2,877,383

91,065

99,719

33,760,049

42,496,038

1,806,685

141,952

6,401,234

7,024,513

152,811

0

35,387

348,264

92,166,938

1,937

93,318

2,781

98,037

399,570

3,543

403,114

92,668,090

9,791,536

44,125

3,095,055

202,324

99,922

33,749,603

41,578,656

2,161,053

122,790

5,793,883

7,079,888

153,467

1,805

38,984

44,365

90,724,498

2,683

98,260

2,781

103,725

400,227

9,063

409,291

91,237,515

6,962,300

44,275

3,551,858

211,687

1,300,037

33,749,603

39,433,549

2,052,385

96,768

5,991,885

7,071,887

152,223

1,527

41,066

148,354

88,739,252

9,117

83,869

2,781

95,768

400,214

4,384

404,599

89,239,619

8,598,351

46,530

3,923,277

314,425

99,837
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   医薬品及び診療材料 

   貯蔵品 

   その他流動資産 

流動資産 計 

246,400

68,852

39,344

13,327,397

233,669

73,886

83,187

12,213,736

403,387

71,481

91,892

13,799,725

541,667

80,236

109,420

12,801,482

384,748

86,372

108,972

13,562,514

資産 計 102,375,429 101,451,427 106,467,816 104,038,997 102,802,134

負債の部 

 固定負債 

  資産見返負債 

  長期前受受託研究費等 

  国立大学財務経営ｾﾝﾀｰ債務負担金 

長期借入金 

退職給付引当金 

長期未払金 

  資産除去債務 

固定負債 計 

 流動負債 

  運営費交付金債務 

  寄附金債務 

  前受受託研究費等 

  前受受託事業費等 

  前受金 

  預り金 

  一年以内返済予定国立大学財務・

経営ｾﾝﾀｰ債務負担金 

  一年以内返済予定長期借入金 

  未払金 

前受収益 

  未払費用 

  未払消費税等 

  賞与引当金 

  承継余剰金債務 

 流動負債 計 

9,802,487

15,563

21,637,886

4,467,159

135,112

300,288

－

 36,358,496

1,191,424

1,876,412

186,937

540

608

387,912

2,585,045

87,720

6,735,774

56

115,442

9,690

72,986

69,698

13,320,248

10,400,668

19,629

19,244,779

6,175,695

105,520

454,545

－

 36,400,837

1,463,962

1,790,637

168,256

4,317

4,173

193,405

2,393,106

87,720

4,981,362

173

105,969

17,673

86,162

22,698

11,319,619

12,919,840

17,256

16,940,950

7,394,994

115,577

895,824

－

 38,284,444

－

2,145,971

137,880

2,621

2,864

207,984

2,303,828

89,930

7,550,899

58

99,017

6,759

101,197

－

12,649,013

14,365,388

20,840

14,649,532

7,526,285

138,073

672,400

59,869

37,432,390

885,409

2,438,514

198,651

16,906

5,560

169,166

2,291,418

183,394

5,631,762

17,891

95,575

3,790

103,138

－

12,041,178

14,836,563

27,738

12,649,572

7,507,087

164,066

606,792

55,942

35,847,762

1,122,690

2,538,348

278,336

2,316

3,081

204,538

1,999,959

247,226

5,540,890

2,763

90,139

8,149

118,078

－

12,156,518

負債 計 49,678,744 47,720,456 50,933,457 49,473,569 48,004,280

（出典：各年度財務諸表） 

資料９－１－①－２「債務償還計画年次表」                        (単位：円) 

支 出 額 
年度 

当年度期首 

債務残高 

当年度 

新規借入額 元  金 利  子 合  計 

19 29,028,452,793  2,508,975,000 2,759,617,490 761,888,327 3,521,505,817 

20 28,777,810,303  1,796,256,000 2,672,765,299 721,350,127 3,394,115,426 

21 27,901,301,004  1,309,229,000  2,480,826,859 671,465,131 3,152,291,990 

22 26,729,703,145  314,685,000  2,393,758,909 612,723,308 3,006,482,217 

23 24,650,629,236  228,028,000  2,474,812,184 541,516,517 3,016,328,701 

24 22,403,845,052  1,022,070,000  2,247,185,843 470,876,015 2,718,061,858 

30 11,199,828,349  0  1,648,765,911 167,692,555 1,816,458,466 

35 5,033,158,019  0  797,016,136 64,522,270 861,538,406 

40 1,939,841,000  0  352,042,000 26,718,774 378,760,774 

45 265,455,000  0  138,670,000 3,386,339 142,056,339 

49 7,036,000  0 7,036,000 109,175 7,145,175 

（出典：財務課提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成23年度末現在における本学の資産は，固定資産及び流動資産の合計額合計額1,028億213万円，負債は固

定負債及び流動負債の合計額480億428万円であり，本学の教育研究活動が支障なく遂行することが可能な資産

を保有している。債務も償還計画の確実な遂行により過大とはなっていない。 
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 以上のことから，本学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開できる資産を有しており，債務が

過大ではないと判断する。 

 

 観点９－１－② 

   本学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開するための，経常的収入が継続的に確保されて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の経常的収入は，授業料等の学生納付金（14％），附属病院収入（41％）及び外部資金等の自己収入（13％）

と国から措置される運営費交付金（32％）である。 

学生納付金収入については，適正な入学者数の確保に努めることによって継続的に収入を確保している（資料

９－１－②－１）。附属病院収入については，７対１の看護体制の維持や救急医療体制の充実，病床稼働率の向上

など病院経営基盤の強化に繋がる取組みを推進している。さらに，平成23年度収入は手術件数の増による収入増

もあり，対前年698百万円の増収となり，継続した収入を確保している。 

外部資金については，継続して確保しており，平成23年度は36億4,500万円の収入を確保している（資料９

－１－②－２）。 

資料９－１－②－１「過去５年間の学生納付金収入及び附属病院収入」      （単位:千円） 

（ 内       訳 ） 
年  度 学生納付金収入 

授業料 入学料 検定料 
附属病院収入

平成19年度 6,869,865 5,778,629 885,545 205,691 15,439,473

平成20年度 6,777,231 5,732,516 853,496 191,218 16,499,261

平成21年度 6,737,757 5,664,728 870,048 202,980 17,674,654

平成22年度 6,689,727 5,630,697 866,873 192,157 19,332,323

平成23年度 6,649,827 5,582,878 863,062 203,885 20,030,823

（出典：各年度決算報告書） 

資料９－１－②－２「過去５年間の外部資金の受入実績」          （単位:千円） 

年  度 産学連携等研究費 寄 附 金 科学研究費補助金 合  計 

平成19年度 1,963,973 796,553 766,380 3,526,906

平成20年度 2,162,236 762,148 750,185 3,674,569

平成21年度 2,257,599 934,871 709,370 3,901,840

平成22年度 2,288,443 1,043,706 774,117 4,106,266

平成23年度 1,957,815 854,206 833,330 3,645,351

（出典：各年度信州大学 大学概要 資料編） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の経常的収入である授業料等の学生納付金については，適正な入学者等の確保に努めた結果，継続的な収

入の確保となっている。また，附属病院収入，外部資金についても，継続的に収入を確保している。 

 以上のことより，本学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開するための，経常的収入が継続的

に確保されていると判断できる。 

 

 観点９－１－③ 

   本学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，収支に係る計画等が適切に策定され，関係者に

明示されているか。 
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【観点に係る状況】 

本学では，平成22年度から平成27年度までの６年間に係る第２期中期目標・中期計画において，予算，収支計

画，資金計画を策定し，経営協議会及び役員会の議を経て学長が決定後，文部科学大臣に申請し，認可を受けてい

る（http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/2011/tyuukimokuhyo_keikaku_02.pdf）。その中期目標・中期計画

に基づく各年度計画も，予算，収支計画，資金計画を策定し，経営協議会及び役員会の議を経て学長が決定後，文

部科学大臣に届出している（http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/plan_year/2011/H23_keikaku.pdf）。これ

らは，本学のホームページに掲載しており，学生，教職員はもとより，広く学外者にも公開している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成22年度から平成27年度までの６年間に係る第２期中期目標・中期計画期間の予算，収支計画，資金計画

については，学内の諸会議における審議を経て学長が決定し，文部科学大臣に申請し，認可を受けている。また，

各年度にかかる予算，収支計画，資金計画についても，学内の諸会議における審議を経て学長が決定し，文部科

学大臣に届け出ている。また，これらは本学のホームページに掲載して学生，教職員はもとより，広く学外者に

も公開している。 

以上のことから，本学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，収支に係る計画等が適切に策定さ

れ，関係者に明示されていると判断する。 

 

 観点９－１－④ 

   収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の平成19年度から平成23年度の事業収支状況は，各年度とも経常利益，当期総利益を計上している（資

料９－１－④－１）。 

また，中期計画で定めた運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費としての短

期借入金の限度額は，第１期中期目標・中期計画期間は43億円，第２期中期目標・中期計画期間は37億円として

いるが，平成19年度から平成23年度までの借入実績はない。 

資料９－１－④－１「平成19年度～平成23年度事業収支状況」            (単位：千円) 

年  度 経常費用 経常収益 経常利益 
臨時損失・

臨時利益 

目的積立金

取崩額 
当期総利益

平成19年度 42,089,432 43,095,367 1,005,935 △29,921 145,451 1,121,465

平成20年度 42,453,180 44,165,535 1,712,354 △13,010 148,593 1,847,937

平成21年度 44,365,012 45,188,652 823,639 935,430 497,531 2,256,601

平成22年度 43,336,398 45,069,064 1,732,666 △199,175 0 1,533,490

平成23年度 44,544,630 46,832,439 2,287,809 △13,454 － 2,274,355

（出典：各年度財務諸表） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成19年度から平成23年度において，経常利益及び当期総利益を計上するとともに，短期借入の実績がない。

以上のことから，収支の状況において，支出超過となっていないと判断する。 

 

 観点９－１－⑤ 

   本学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し，適切な資源配分が

なされているか。 
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【観点に係る状況】 

学内予算配分に当っては，各年度において予算配分方針を定めるとともに，予算書を作成し経営協議会及び

役員会の議を経て学長が決定し，各部局等に周知している（別添資料９－１－⑤－Ａ）。 

この編成方針・配分基準に基づき，教育研究の基盤的な経費となる教育・研究経費として教育研究経費，施

設等維持管理経費，学生図書購入費，電子ジャーナル経費を設け，配分基準に基づいた配分を行っている。 

なお，学長裁量経費，学部長裁量経費については，戦略的経費（PLAN“the FIRST”推進経費）に組み替え，

学長のリーダーシップによる戦略的・集中的に配分する経費とすることとし，各学部の計画に基づき大学改革

や教育研究活動等を推進する経費として配分している（資料９－１－⑤－１）。 

資料９－１－⑤－１「平成19～24年度 学内予算配分状況」                 (単位：千円)  

年  度 教育研究経費 
学長裁量経費 

（戦略的経費） 
学部長裁量経費 学生図書 

電子ジャー

ナル 

施設等維持

管理経費 
合  計 

平成19年度 1,442,220 207,204 113,000 48,000 77,000 243,000 2,130,424

平成20年度 1,453,725 203,913   110,000 48,000 77,000 243,000 2,135,638 

平成21年度 1,453,725 202,815 108,000 48,000 97,000 243,000 2,152,540

平成22年度 1,453,725 704,865※１ 108,000 48,000 97,000 243,000 2,654,590

平成23年度 1,453,725 1,118,000 108,000 48,000 97,000 243,000 3,067,725 

平成24年度 1,453,725 876,681※２ 48,000 97,000 200,000 2,675,406

※１ 平成22年度より戦略的経費に名称変更  ※２ 平成24年度は「戦略的経費（PLAN“the FIRST”推進経費）」に組替 

（出典：財務部提供資料を基に経営企画課にて作成） 

 

別添資料９－１－⑤－Ａ「平成24年度予算編成方針・配分基準」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学内予算の配分に当たっては，教育研究の基盤的な経費を確保しつつ，学長のリーダーシップによる戦略的・

集中的に配分する経費を確保し，教育研究活動を推進するために必要な予算として適切に資源配分している。 

以上のことから，本学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し，適

切な資源配分がなされていると判断する。 

 

 観点９－１－⑥ 

   財務諸表等が適切に作成され，また，財務に係る監査等が適正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

財務諸表等の作成に当たっては，国立大学法人法等に基づき，財務諸表の提出時に義務付けられている監事の

監査，会計監査人の監査を受けた後，文部科学大臣へ提出している（資料９－１－⑥－１，９－１－⑥－２）。

その財務諸表は，文部科学大臣による承認後に官報に公告するとともに，大学ホームページ及び書面にて財務諸

表・附属明細書・事業報告書・決算報告書を社会に公表している（資料９－１－⑥－３）。 

また，財務に関する監査等については，監事監査，内部会計監査，会計監査人による監査を実施している（資

料９－１－⑥－４）。  

監事監査については，定期監査において，財務等に関する監査を行っている（資料９－１－⑥－５）。 

内部会計監査については，内部会計監査計画を策定し，学長から命じられた職員が定期及び臨時に実地監査及

び書面監査を実施し，改善指導・改善措置を講じている（資料９－１－⑥－６，別添資料９－１－⑥－Ａ，９－
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１－⑥－Ｂ）。 

会計監査人による監査については，文部科学大臣より選任された監査法人と監査契約を締結し，監査法人が策

定する監査計画に基づき，期中及び期末監査を受けている（別添資料９－１－⑥－Ｃ，９－１－⑥－Ｄ）。 

資料９－１－⑥－１「国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程 

（年度末決算） 

第61条 出納命令役は，会計規則第37条に規定する財務諸表及び決算報告書を毎事業年度作成し，監事及び会計監査人の監査

を経て，学長に翌事業年度５月末日までに提出しなければならない。 

２ 学長は，前項に規定する書類について経営協議会において審議の後，役員会の議を経なければならない。 

３ 第１項に規定する書類は，次の各号に掲げるものとし，書類の様式は，会計基準に定める様式及び財務会計システムにより

作成される様式とする。 

一 貸借対照表 

二 損益計算書 

三 利益の処分又は損失の処理に関する書類 

四 キャッシュ・フロー計算書 

五 国立大学法人等業務実施コスト計算書 

六 附属明細書 

七 事業報告書 

八 決算報告書 

４ 前項第６号の附属明細書の基礎データについては，それぞれの部署において作成するものとし，第７号の事業報告書につい

ては，予算配分部局において作成するものとする。 

（財務諸表等の報告） 

第62条 学長は，前条における財務諸表等について事業年度終了後３月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 

                   （出典：国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程） 

資料９－１－⑥－２「国立大学法人法による財務諸表等の手続き及び公表状況」 

事業年度 会計監査人監査報告書 会計監事監査報告書 文部科学省提出日 文部科学省承認日 官報公告 大学Webサイト掲載日 

平成19年度 H20.6.17 H20.6.18 H20.6.26 H20.9.10 H20.9.29 H20.9.11 

平成20年度 H21.6.16 H21.6.17 H21.6.24 H21.9.1 H21.9.28 H21.9.11 

平成21年度 H22.6.1 H22.6.2 H22.6.9 H22.6.30 H22.9.7 H22.8.11 

平成22年度 H23.6.13 H23.6.15 H23.6.28 H23.10.14 H23.10.24 H23.10.31 

平成23年度 H24.6.14 H24.6.20 H24.6.27    

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/plan/statements/ ） 
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 資料９－１－⑥－３「大学Webサイトにおける財務諸表等の公表」 

 

 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/plan/statements/） 

 資料９－１－⑥－４「国立大学法人信州大学における監査システム」 

資料９－１－⑥－５「国立大学法人信州大学監事監査規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学監事監査規程 

（監査の目的） 

第２条 監査は，本法人の業務の適正かつ効率的，効果的な運営を確保するとともに，会計経理の適正を期することを目的とす

る。 

（監査の対象） 

第４条 監査は，本法人の業務及び会計について行う。 

（監査事項） 

第５条 監査は，次の各号に掲げる事項について実施する。 

一 関係法令，業務方法書その他諸規則等に基づく実施の状況に関する事項 

二 中期計画及び年度計画の実施の状況に関する事項 

三 組織運営及び人事管理の状況に関する事項 

四 経営執行の効率化及び業務能率化の状況に関する事項 

（出典： 

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/plan/

audit/） 
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五 決算報告書及び財務諸表の適否に関する事項 

六 資産の取得，管理，処分に関する事項 

七 資金管理に関する事項 

八 現金及び物品の出納並びに保管に関する事項 

九 適正な入札の執行に関する事項 

十 情報開示の実施状況及び保有個人情報の管理の状況に関する事項 

十一 その他監査の目的を達成するために必要な事項 

 （監査の種類） 

第６条 監査は，定期監査及び臨時監査とする。 

２ 前項の定期監査のうち，業務監査は毎事業年度１回行い，会計監査は毎月及び事業年度決算時に行う。 

３ 第１項の臨時監査は，特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。 

（会計監査人との連携） 

第９条 監事は，会計監査人と連携を保ち，積極的な情報交換を行うとともに，会計監査人の監査結果について報告を求め，こ

れを活用して適正かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。 

                          （出典：国立大学法人信州大学監事監査規程） 

資料９－１－⑥－６「国立大学法人信州大学内部会計監査実施規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学内部会計監査実施規程 

（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人信州大学会計規則（平成16年国立大学法人信州大学規則第４号）第38条の規定に基づき，

国立大学法人信州大学（以下「本法人」という。）における会計経理に関する内部監査（以下「監査」という。）に関し必要な

事項を定め，本法人の会計経理に関する事務の適正化を図ることを目的とする。 

（監査の実施） 

第３条 学長は，毎会計年度，定期に又は臨時に本法人の職員のうちから監査を行う職員（以下「監査員」という。）を命じて

各部局の監査を行うものとする。 

（監査の通知） 

第４条 学長は，監査を実施しようとするときは，あらかじめ，当該部局の長（内部部局にあっては，当該室，部又は課の長を

いう。）に対し，期日，監査員の職名及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。 

（監査の事項） 

第５条 監査は，次の各号に掲げる事項について実施するものとする。 

一 会計経理に関する法令等の適用に関する事項 

二 予算決算に関する事項 

三 収入支出に関する事項 

四 債権に関する事項 

五 物品に関する事項 

六 不動産に関する事項 

七 契約に関する事項 

八 旅費に関する事項 

九 寄附金に関する事項 

十 帳簿及び証拠書類に関する事項 

十一 その他学長が必要と認める事項 

（監査の立会い） 

第６条 監査を受ける部局の関係職員は，当該監査に立ち会わなければならない。 

（監査員の責務） 

第７条 監査員は，公正かつ厳正に監査に当たらなければならない。 

２ 監査員は，監査に当たり関係職員に説明を求め，必要に応じ，調書等の提出を求めることができる。 

（監査の報告） 

第８条 監査員は，監査が終了したときは，速やかに，その結果を学長に報告しなければならない。 

（是正改善の措置） 

第９条 学長は，監査の結果，会計経理に関し是正改善の必要があると認めたときは，当該部局の長に対し適切な措置を講ずる

よう指示するものとする。 

                        （出典：国立大学法人信州大学内部会計監査実施規程） 

 

別添資料９－１－⑥－Ａ「平成23年度 内部会計監査計画書抜粋」 

別添資料９－１－⑥－Ｂ「平成22事業年度 内部会計監査結果一覧抜粋」 

別添資料９－１－⑥－Ｃ「平成22年度 会計監査人の監査計画書」 

別添資料９－１－⑥－Ｄ「平成22年度 会計監査人の監査報告書」 
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【分析結果とその根拠理由】 

財務諸表等が法律に基づく手続きにより適切に作成されるとともに，監事監査，内部会計監査，会計監査人に

より財務に関する監査等が適正に実施されている。 

以上のことから，財務諸表等が適切に作成され，また，財務に係る監査等が適正に実施されていると判断する。 

 

評価項目９－２ 

  管理運営体制及び事務組織が適切に整備され，機能していること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点９－２－① 

   管理運営のための組織及び事務組織が，適切な規模と機能を持っているか。また，危機管理等に係る体制

が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 

国立大学法人法に基づき，学長，理事６名及び監事２名（理事，監事それぞれ１名は非常勤）を役員として置

き，役員会，学長選考会議，経営協議会及び教育研究評議会を設置している。その他に，学長を補佐する副学長

を７名，各部局に部局長を置くとともに，役員会と学部等及び各学部間の業務に係る連絡調整を行う拡大役員会

及び情報戦略に関する重要事項を審議する情報戦略推進会議を設けている（資料９－２－①－１，資料９－２－

①－２）。 

 事務組織としては国立大学法人信州大学業務執行組織規程に基づき，各理事，副学長の下に業務執行組織を置

き，必要な人員を配置している（資料９－２－①－３，９－２－①－４，９－２－①－５）。 

危機管理に係る体制として，リスク管理委員会においてリスク管理の基本方針の策定等を行うとともに，リス

ク管理の重要な要素となる法令遵守（コンプライアンス）に関することを中心とした国立大学法人信州大学リス

ク管理要領を定めている（資料９－２－①－６，資料９－２－①－７，別添資料９－２－①－Ａ）。また，コン

プライアンス・リスクの検証や当該リスクの発生を未然に防ぐための啓発活動等を行う法務・コンプライアンス

室を設置している（資料９－２－①－８）。さらに，輸出者等遵守規準の施行に伴い，本学の持つ先端技術・情

報の軍事転用等を防ぐため，国立大学法人信州大学安全保障輸出管理規程を制定するとともに，輸出監理室の設

置等を行い，安全保障輸出管理体制を整備している(資料９－２－①－９，別添資料９－２－①－Ｂ）。 

また，松本キャンパスは，総務省よりホワイトスペース特区としての採択を受け，非常時における緊急通報シ

ステムの実験放送を行っている（資料９－２－①－10）。 

この他に，災害対策，研究費不正使用，施設・設備の安全管理への対策として，資料９－２－①―11のとおり，

全学的な危機管理体制を整備している。 

資料９－２－①－１「国立大学法人信州大学組織に関する規則（抜粋）」 

国立大学法人信州大学組織に関する規則 

（役員等） 

第４条 本法人に，国大法第10条の規定に基づき，次の各号に掲げる役員を置く。 

一 学長 

二 理事 ６人 

三 監事 ２人 

２ 前項の役員のほか，本法人に，副学長及び部局長を置く。 

 （副理事） 
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第４条の２ 前条の役員等のほか，本法人に，副理事を置くことができる。 

 （役員会） 

第11条 本法人は，国大法第11条第２項の規定により，本法人の経営及び教育研究に関する重要事項について学長が決定をしよ

うとするときに，当該事項について議を経るため，国立大学法人信州大学役員会（以下「役員会」という。）を置く。 

 （学長選考会議） 

第12条 本法人は，国大法第12条の規定により，学長の選考等を行うため，国立大学法人信州大学学長選考会議（以下「学長選

考会議」という。）を置く。 

 （経営協議会） 

第13条 本法人に，国大法第20条の規定に基づき，本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人信州大

学経営協議会（以下「経営協議会」という。）を置く。 

 （教育研究評議会） 

第14条 本法人に，国大法第21条の規定に基づき，信州大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人

信州大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という。）を置く。 

 （拡大役員会） 

第15条 本法人に，本法人の業務に係る連絡調整を行う機関として，国立大学法人信州大学拡大役員会（以下「拡大役員会」という。）を置く。

（情報戦略推進会議） 

第15条の２ 本法人に，本法人の情報戦略に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人信州大学情報戦略推進会議（以

下「情報戦略推進会議」という。）を置く。 

（出典：国立大学法人信州大学組織に関する規則） 

資料９－２－①－２「管理運営組織一覧」 

審議機関 組織（構成員，審議事項等，規則） 

（構成員) 学長，理事６名 

（審議事項） 

一 中期目標についての意見（本法人が国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「国大法」という。）

第30条第３項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。）及び年度計画に関する事項 

二 国大法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 

三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

四 信州大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

五 その他役員会が定める重要事項 

役員会 

（規則）国立大学法人信州大学役員会規程 

（構成員） 経営協議会委員８名（学外有識者），教育研究評議会評議員８名，理事１名 

（審議事項） 

一 学長の選考に関する事項 

二 学長の任期に関する事項 

三 学長の解任に関する事項 

学長選考会議 

（規則）国立大学法人信州大学学長選考会議規程 

（構成員） 学長，理事６名，学外有識者８名 

（審議事項） 

一 中期目標についての意見（本法人が国立大学法人法（平成15年法律第112 号）第30条第３項の規定

により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。）に関する事項のうち，本法人の経営に関するもの 

二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，本法人の経営に関するもの 

三 学則（本法人の経営に関する部分に限る。），会計規程，役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準，

職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

六 その他本法人の経営に関する重要事項 

経営協議会 

（規則）国立大学法人信州大学経営協議会規程 

（構成員）学長，理事４名（うち，医学部附属病院長１名），副学長７名，各学部長８名，全学教育機構長，

法曹法務研究科長，附属図書館長，各学部教授16名，全学教育機構教授１名 

教育研究評議会 

（審議事項） 

一 中期目標についての意見（本法人が国立大学法人法（平成15年法律第112 号）第30条第３項の規定

により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。）に関する事項（本法人の経営に関するものを除く。） 

二 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く。） 

三 学則（本法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関す

る事項 

四 教員人事に関する事項 
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五 教育課程の編成に係る方針に関する事項 

六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

七 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に係る方針及び学位の授与に係る方針に関する事項 

八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

九 その他本学の教育研究に関する重要事項 

（規則）国立大学法人信州大学教育研究評議会規程 

（構成員）学長，理事６名（うち，医学部附属病院長１名），副学長７名，各学部長８名，全学教育機構長，

法曹法務研究科長 

（職務） 

各部局の意向を国立大学法人信州大学役員会（以下「役員会」という。）に反映させるとともに，役員会と

部局及び各部局間の連絡調整を行う。 

拡大役員会 

（規則）国立大学法人信州大学拡大役員会規程 

（構成員）学長，理事６名（うち，医学部附属病院長１名），副学長７名，総合情報センター長，総合情報

センター副センター長 

（審議事項） 

国立大学法人信州大学の情報戦略及びその推進に関する重要事項について審議する。 

情報戦略推進会議 

（規則） 国立大学法人信州大学情報戦略推進会議規程 

（出典：経営企画課作成） 

資料９－２－①－３「理事等と業務執行組織の対応関係」 

国立大学法人信州大学業務執行組織規程 

（内部部局の業務執行組織） 

第２条 学長の下に，次の業務執行組織を置く。 

内部監査室 

２ 次の各号に掲げる職務を担当する理事又は副学長の下に，当該各号に掲げる業務執行組織を置く。 

一 教学担当の理事 学務課，学生支援課及び入試課 

二 服務担当の理事 総務部 

三 研究担当の理事 研究推進部 

四 財務担当の理事 財務部 

五 産学官連携担当の理事 研究推進部 

六 国際交流担当の理事 国際交流課  

七 経営企画担当の理事 経営企画部 

八 総務担当の理事 総務部 

九 人事労務担当の理事 経営企画部及び総務部 

十 部局間調整担当の理事 経営企画部及び総務部 

十一 病院担当の理事 経営企画部，総務部，財務部及び環境施設部 

十二 環境施設担当の理事 環境施設部 

十三 企画調整担当の理事 経営企画部及び総務部 

十四 点検評価担当の副学長 経営企画部 

十五 全学教育機構担当の副学長 学務課 

十六 教育・学生支援担当の副学長 学務課及び学生支援課 

十七 企画総括担当の副学長 経営企画部 

十八 広報担当の副学長 広報室 

十九 保健管理担当の副学長 総務部及び学生支援課 

（出典：国立大学法人信州大学業務執行組織規程） 

資料９－２－①－４「人員の配置状況」 

部署名 職員数 部署名 職員数

内部監査室 ２名 教育学部（附属学校含む） 35名

広報室 ３名 経済学部 10名

経営企画部 ９名 理学部 14名

総務部 32名 医学部 37名

財務部 42名 工学部 46名

学務課 20名 農学部 31名

学生支援課 12名 繊維学部 45名

入試課 ６名 附属図書館 12名

国際交流課 ５名 総合健康安全センター 14名

研究推進部 15名 総合情報センター ９名
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環境施設部 26名 附属病院 799名

人文学部 ９名 学内共同教育研究施設等 ７名

（出典：信州大学 大学概要資料編2012 Ｐ12を基に経営企画課にて作成） 
資料９－２－①－５「業務執行組織」 

 
（出典：信州大学 大学概要資料編2012Ｐ８，９） 

資料９－２－①－６「国立大学法人信州大学リスク管理委員会規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学リスク管理委員会規程 

（職務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 リスク管理の基本方針の策定に関すること。 

二 リスク管理の取組の推進に関すること。 

三 全学的なリスク管理体制の整備に関すること。 

四 リスク管理に係る学内外の情報伝達経路の整備に関すること。 

五 リスクの発現に対する原因究明及び再発防止策に関すること。 

六 その他リスク管理に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長 

二 理事 

三 副学長 

四 各学部長 

五 全学教育機構長 

六 法曹法務研究科長 

七 医学部附属病院長 

八 その他学長が必要と認める者 

２ 前項に定めるもののほか，リスクの種類に応じて，学長が必要と認める者を臨時委員として加えることができる。 

（出典：国立大学法人信州大学リスク管理委員会規程） 

 

※技能職，医療技術職，看護職含む

非常勤職員，休職，休業者含まない。
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資料９－２－①－７「組織の移行図，危機管理対策本部指揮命令系統，安否確認体制」 
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（出典：信州大学リスク管理要領P54～56） 

資料９－２－①－８「国立大学法人信州大学業務執行組織規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学業務執行組織規程 

第23条 総務部の総務課においては，次の業務をつかさどる。 

（中略） 

２ 総務課の法務・コンプライアンス室においては，次の業務をつかさどる。 

一 学内諸規程の整備に関すること。 

二 コンプライアンスの推進及びこれに係る連絡調整に関すること。 

三 訟務に係る業務の総括に関すること（医療訴訟に関することを除く。）。 

四 その他法務事務に係る連絡調整に関すること。 

（出典：国立大学法人信州大学業務執行組織規程） 

資料９－２－①－９「信州大学の安全保障輸出管理体制」 

 

（出典： 

http://www.shinshu-u.ac.jp/stc/abou

t/documents/taisei.pdf） 
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資料９－２―①―10「ホワイトスペース実施状況」 

資料９－２―①―11「危機管理のための体制・取組例」 

目    的 体 制 ・ 取 組 

防災・災害対策 ○信州大学防災委員会規程 

○信州大学災害及び緊急時における対応細則 

○信州大学における災害対応に関する基本方針 

□防災訓練 

□緊急連絡網の作成 

研究費不正使用 ○信州大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程

○国立大学法人信州大学検収センター設置要項 

○国立大学法人信州大学不正防止計画 

□研究活動上の不正行為の防止に関する説明会 

□研究費執行ハンドブックの作成・配布 

□研究活動上の不正行為に関する通報窓口の設置 

施設・設備の安全管理 □建築基準法第12条に基づく安全パトロール 

快適な職場環境整備 ○信州大学安全衛生管理規程 

○各キャンパス安全衛生委員会細則 

□衛生管理者による職場巡視 

 

別添資料９－２－①－Ａ「国立大学法人信州大学リスク管理要領」 

別添資料９－２－①－Ｂ「国立大学法人信州大学安全保障輸出管理規程」 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2

012/04/post-453.html） 

※○規程，□取組 

 

（出典：信州大学規則集及び各部局

提供資料を基に経営企画課にて作

成） 
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【分析結果とその根拠理由】 

管理運営組織として，国立大学法人法に基づく役員会，学長選考会議，経営協議会及び教育研究評議会が置か

れ適切に機能している。その他に，役員会と部局及び各部局間の連絡調整を行う拡大役員会と，本学の情報戦略

及びその推進に関する重要事項を審議する情報戦略推進会議が設けられ，円滑な業務執行に寄与している。 

 業務執行組織については，担当する各理事・副学長の下に業務執行組織を置き直接支援を行う体制を有してい

る。人員配置の状況について，業務を遂行するのに適切な規模となっている。 

 危機管理については，国立大学法人信州大学リスク管理要領を定めて全学的なリスク管理に対する体制を整備

するとともに，法務・コンプライアンス室の設置，国立大学法人信州大学安全保障輸出管理規程の制定，輸出監

理室の設置など，安全管理のための体制整備に取り組んでいる。  

 この他に，災害対策，研究費不正使用，施設・設備の安全管理への体制整備・取組を行い，全学的な危機管理

体制を整備している。 

 以上のことから，管理運営のための組織及び事務組織が，適切な規模と機能を持っており，危機管理等に係る

体制が整備されていると判断する。 

 

 観点９－２－② 

   本学の構成員（教職員及び学生），その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが把握され，適切な

形で管理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の構成員（教職員及び学生），その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズ把握のために，以下のよ

うな取組を行っている。これらの取組の結果，本学構成員，学外関係者から寄せられた意見やニーズを基に，資

料９－２―②―１に示すとおり管理運営に反映している。 

① 経営協議会の学外委員からの意見聴取の機会として，経営協議会の時間帯の中にフリーディスカッションの

場を設け，本学の財務運営，研究戦略等をテーマとしてディスカッションを行っている（資料９－２－②－１，

資料９－２－②－２）。 

② 経営情報の共有と連絡調整を図るために，大学の役員と職員の代表者で構成する国立大学法人信州大学法人

職員連絡会を定期的に開催し，教職員から意見聴取を行っている（資料９－２－②－１，資料９－２－②－３）。 

③ 平成23年度に作成したPLAN“the FIRST”に関して学長，理事及び副学長が各学部，研究科，附属病院，事

務局等に出向き説明会を開催し，教学関係を含めた本学の取組について意見交換を行った（前掲資料８－１－

②－２，資料９－２－②－１）。 

④ 学長が直接学生と対話し生の声を聞く学長オフィスアワーを実施し，学生からの意見やニーズ把握に努めて

いる（資料９－２－②－１，前掲資料７－２－④－３）。 

⑤ 学生からの意見聴取の一環として，学生自治会連合と教学担当理事との話し合いを実施し，学生からの意見

を聴取している（資料９－２－②－１）。 

⑥ 地域住民代表との意見交換の場として地域住民代表と信州大学との懇談会を実施し，松本キャンパス周辺の

町内会長や公民館長から大学に対する意見やニーズ把握を行っている（資料９－２－②－４）。 

⑦ 市民開放授業受講生の修了証授与式と併せて市民開放授業受講生と学長の座談会を実施し，市民開放授業に

参加した受講生からの意見やニーズ把握を行っている（資料９－２－②－１，資料９－２－②－５）。 
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資料９－２－②－１「把握された意見やニーズと反映事例」 

把握された意見やニーズと反映事例 

【経営協議会】・【PLAN“the FIRST”部局説明会】 

危機管理の対応状況及び課題に関して聴取した意見を参考としつつ，学長のもとに「災害対応に関する検討作業チーム」を設置し，

本部機能，各キャンパスの対応，学外からの避難者への対応，関連する資機材等に関するマニュアル，整備計画の検討作業を行って

いる。 

【経営協議会】 

 秋季入学等に関して，経営協議会におけるフリーディスカッションにおいて聴取した学外委員からの意見を参考としつつ，グロー

バル人材育成の一環としての秋季入学や，入試，教育内容等，大学教育改革に向けた様々な検討を行うため，教育研究評議会の下に

ワーキンググループを設置し検討作業を行っている。 

【法人職員連絡会】 

法人職員に周知すべき経営情報を学内メールマガジンに掲載し，広く周知して欲しいとの意見があり，役員会，教育研究評議会等

で挙がった議題等のうち，経営に関係する内容で，法人職員に広く周知すべき情報と判断したものについて，学内メールマガジンに

掲載し，周知している。 

【PLAN“the FIRST”部局説明会】 

 男女共同参画事業においては，子育て支援の充実が必要であるとの意見を参考としつつ，出産・子育て・介護と研究が両立できる

よう，学生等を研究者の補助として配置する「研究補助者制度」を開始した。 

【学長オフィスアワー】・【留学生】 

・図書館の土曜日の開館時間を延長してほしいとの意見があり，改修工事を実施し，登録制により24時間使用可能な部屋を設けた。

・研修室，図書室での学習（利用）可能時間を広げて欲しいとの意見があり，指導寮生との打ち合わせにより利用可能時間を夜間１

時間延長することとした。 

【学長オフィスアワー】 

車椅子での通行の際に支障となるので，キャンパス内のアスファルトのデコボコを直してほしいとの意見があり，医学部の解剖実

習棟周辺及び職員組合建物前の道路の補修を行った。 

【学生自治会連合との話し合い】 

授業料免除の申請方法を簡略化してほしいとの意見があり，授業料免除の前後期一括申請制度を新たに設けた。 

【留学生】 

夜間，不審者と思われる人物が敷地内にいて怖いとの意見があり，警備員に巡回の強化を依頼するとともに，防犯カメラを設置し

た。 

【市民開放授業受講生と学長との懇談会】 

電子化している図書館の資料などが使いづらいとの意見があり，年度当初に市民開放講授業受講者を対象とした図書館ガイダンス

を実施することとした。 

【市民開放授業受講生と学長との懇談会】 

市民開放授業の広報の方法について，他の団体が行っている講座でも宣伝をしたら良いとの意見があり，信州医学振興会が開催し

ている夜間健康講座（受講者200名）において，リーフレット配付による宣伝を行った。 

（出典：各学部等提供資料を基に経営企画課にて作成） 

資料９－２－②－２「経営協議会におけるフリーディスカッション例」 

資料９－２－②－３「国立大学法人信州大学法人職員連絡会要項（抜粋）」 

国立大学法人信州大学法人職員連絡会要項 

 （連絡対象事項） 

第２ 法職連絡会は，次の各号に掲げる事項を連絡対象事項とする。 

 一 本法人の中期計画・年度計画，概算要求等に関すること。 

 二 本法人経営に係る評価に関すること。 

 三 本法人の予算及び決算に関すること。 

 四 本法人の組織編制及び業務運営方針に関すること。 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/sum

mary/） 
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 五 本法人の要員計画及び要員配置・育成方針に関すること。 

 六 その他本法人の経営に関する重要な方針に係る事項で，第６に定める準備協議を経たものに関すること。 

 （組織） 

第３ 法職連絡会は，連絡対象事項に応じて，次の各号に掲げる法人代表者及び職員代表者のうちから，学長が必要と認める者で

組織する。 

 一 法人代表者 

  イ 学長 

  ロ 理事 

  ハ 副学長 

  ニ 経営企画部長，総務部長，財務部長，研究推進部長，環境施設部長，副病院長（事務担当），学務課長，人事課長 

  ホ その他学長が必要と認める職員 

 二 職員代表者 

  イ 本法人の各事業場職員代表者 

  ロ イの職員代表者が所属しない部局から推薦された職員 

  ハ 信州大学教職員組合執行委員長，副執行委員長，事務局長及び執行委員（前号に定める理事及び副学長と同数以内とする。）

  ニ その他学長が必要と認める部局から推薦された職種別職員代表者（課長補佐・副学部長補佐系，事務系，技術系，技能系，

医療系，看護系，図書系，教務系，附属学校園教員系）各若干名 

２ 法職連絡会に幹事を置き，法人代表者及び職員代表者のうちから，各々選出する。 

（実施方法） 

第５ 法人代表者は，法職連絡会において，第２に定める連絡対象事項に関する経営方針，経営状況，経営資料その他の経営情報

を職員代表者に提示し，説明する。 

２ 法職連絡会では，前項の説明に対する質疑応答及び意見交換を行う。 

（出典：国立大学法人信州大学法人職員連絡会要項） 

資料９－２－②－４「地域住民代表と信州大学との懇談会の様子」 

資料９－２－②－５「市民開放授業受講生と学長との座談会の様子」 

 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2011/08/

post-401.html) 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2012/02/

23-7.html) 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学の構成員（教職員及び学生），その他学外関係者からの管理運営に関する意見やニーズ把握のための取組に

ついては，経営協議会内のフリーディスカッション，学長オフィスアワー，学生自治会連合との話し合い，地域

住民代表との話し合い，市民開放授業受講生と学長の座談会等を実施している。これらの機会に寄せられた意見

やニーズを基に管理運営の改善へとつなげている。 

以上のことから，本学の構成員（教職員及び学生），その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが把握

され，適切な形で管理運営に反映されていると判断する。 

 

 観点９－２－③ 

   監事監査が適切に実施されており，その結果が，本学の管理運営に有効に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は，監事２名（常勤１名，非常勤１名）を置き，国立大学法人信州大学監事監査規程に基づき，本法人の

業務の適正かつ効率的，効果的な運営を確保するとともに，会計経理の適正を期することについて，監査を実施

している（資料９－２－③－１）。 

監事による監査は，毎事業年度の始めに監査計画を作成し，学長に通知のうえ，部局関係者との意見交換や現

地視察，役員会を含む重要な会議への出席，重要な回付書類の閲覧等を通じて監査を実施している。監事は，実

施した監査の結果に基づいて，毎年監査結果報告書を作成し，学長に提出する。この際，改善等が必要と思われ

る事項については，監事の意見あるいは見解としてまとめ報告している。なお，監査計画書及び監査結果報告書

は，教職員用ホームページで学内に周知している（資料９－２－③－２，９－２－③－３，９－２－③－４）。 

重点課題を定めて実施する臨時監査は，改善等が必要と思われる事項については，監事の意見あるいは見解と

してまとめ，監査結果報告書として学長に報告されている。 

監事監査における意見等については，学長の指示に基づき担当役員等により改善等の取組が行われ，学長は，

取組結果を監事に報告している（資料９－２－③－５，資料９－２－③－６）。 

資料９－２－③－１「国立大学法人信州大学監事監査規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学監事監査規程 

（監査の目的） 

第２条 監査は，本法人の業務の適正かつ効率的，効果的な運営を確保するとともに，会計経理の適正を期することを目的とする。

 （監事の基本的姿勢） 

第３条 監事は，独立性の保持に努めるとともに，常に公正不偏の立場を保持し，自らの信念に基づき行動しなければならない。

２ 本法人の業務運営の実施状況を常に把握するとともに，業務運営上の課題をよく認識しなければならない。 

３ 監事は，監事たる地位にあるものとして，正当な注意を払って監査に当たらなければならない。 

４ 監事は，監査に係る意見を形成するに当たり，よく事実を確かめ，必要に応じて外部専門家の意見を徴し，判断の合理的根拠

を求め，その適正化に努めなければならない。 

５ 監事は，監査環境の整備及び情報の収集に積極的に努め，職務上知り得た情報を，他の監事と共有するように努めなければならない。

６ 監事は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。 

（監査の対象） 

第４条 監査は，本法人の業務及び会計について行う。 

 （監査事項） 

第５条 監査は，次の各号に掲げる事項について実施する。 

一 関係法令，業務方法書その他諸規則等に基づく実施の状況に関する事項 

二 中期計画及び年度計画の実施の状況に関する事項 

三 組織運営及び人事管理の状況に関する事項 

四 経営執行の効率化及び業務能率化の状況に関する事項 

五 決算報告書及び財務諸表の適否に関する事項 

六 資産の取得，管理，処分に関する事項 

七 資金管理に関する事項 

八 現金及び物品の出納並びに保管に関する事項 

九 適正な入札の執行に関する事項 
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十 情報開示の実施状況及び保有個人情報の管理の状況に関する事項 

十一 その他監査の目的を達成するために必要な事項 

（出典：国立大学法人信州大学監事監査規程） 

資料９－２－③－２「平成24年度監事監査計画（抜粋）」 

平成２４年度監事監査計画 

 国立大学法人信州大学監事監査規程第６条第１項及び第12条並びに同監事監査実施細則第２条の規定により，平成24年度監事

監査計画を次のとおり定めた。 

１．監査の基本方針 

 国立大学法人信州大学監事監査規程及び同監事監査実施細則に基づき，国立大学法人信州大学（以下「本法人」という。）の業務の

適正かつ効率的，効果的な運営と，会計経理の適正な執行を確保し，本法人の使命遂行に支障なきを期することを目的に監査する。 

監査は，国立大学法人信州大学監事会細則に定める監事会で運営し，内部監査室，会計監査人及び内部会計監査担当部署と密

接な連携の下に実施する。 

２．監査の重点事項 

 監査の基本方針を踏まえ，本法人の基本的な業務実施状況を定期に監査する「定期監査」と，特に重点課題を定めて監査する

「臨時監査」を下記の視点で実施する。 

「定期監査」 

 定期監査については，以下の項目を中心に，日常的に関係部署等と意見交換などを行う。 

① 学長の責任ある運営体制の下で，役員会，経営協議会，教育研究評議会等が適切に運営されているか。 

② 大学の理念，中期目標・中期計画に基づいて，平成24年度国立大学法人信州大学年度計画が，効果的に実施されているか。

③ 本法人の業務及び財務会計処理が関係法令，内部諸規程を遵守して，合理的かつ効率的に執行されているか。 

④ 会計監査人及び内部会計監査担当部署の監査が適切に機能し，財務会計処理が適正に処理されているか。 

「臨時監査」 

 本年度は，第２期中期計画の３年目で，中間年度である。大学改革をめざし，多くの計画が進行中であり，法人本部，部局の一

体的業務運営が重視される。また，災害や社会変革の中で学生等の命を守る体制と不正防止の積極的取組が焦眉の急となっている。

この観点に立って，関連部署と意見交換を行う。 

３．監査の対象部局 

 監査は，原則として法人本部，各学部，各センター，附属学校等全部門を対象に実施するが，監査事項の内容，性質等により，

対象を抽出して行うこともあり，監査実施に当たっては，あらかじめ監査対象部門の責任者に必要な事項を通知するものとする。

４．監査の実施期間 

 監査の実施時期については，別途「平成 24 年度監事監査スケジュール」を作成し，学長及び関係部門の責任者にあらかじめ

通知することとし，監査対象期間は，原則として，平成24年４月から平成25年３月までとする。 

５．監査の方法 

（１）役員会等の重要会議に出席して本法人の業務運営状況を把握し，重要案件の審議の経過を聴取する。 

（２）中期目標・中期計画において本法人が重点的に取り組む領域や各部局，センター等の将来計画に関して，担当理事，担

当責任者，担当部局長等からの報告を受ける。 

（３）監事に回付される重要な文書，決裁書類を閲覧し検証する。 

（４）会計監査人及び内部会計監査担当部署との協議の場を設け，それぞれから監査の状況の報告を受け，必要に応じて監査

に立ち会うなど，財務会計処理の実態の把握に努める。 

（５）本法人における役員会などの審議，決定事項の周知と課題整理状況，学生等の命を守るための具体的対策や体制，不正

防止対策の取組について，関係する理事，副学長，部局，センター等から，書面及び聴き取りなどによって調査する。 

６．監査の支援体制 

  監事監査規程第14条第１項に基づき，監査の支援を内部監査室に求める。 

平成２４年度臨時監査項目 

1 監査の目的 

 法人化後，大学は変革を余儀なくされ，加えて，東日本大震災以降，財政面からも変革の促進が迫られている。本法人におい

ても第２期中期計画の実現を図るため「PLAN“theFIRST”」を策定し，戦略的対応を打ち出している。 

監事監査の基本となる事項は法令遵守であるが，併せて，組織の活性化，業務運営の適正化，内部統制の充実，リスクマネジ

メントの観点から監査業務を実施している。 

今年度は第２期中期計画の中間年度で，大学改革をめざして，多くの計画が進行中であり，法人本部，部局の一体的業務運営

が重要である。また，災害や社会変革の中で，学生等の命を守る体制と不正防止の積極的取り組みは焦眉の急となっていること

から，本法人における対応状況について監査を実施する。 

2 調査対象と方法 

 関係する理事，副学長，部局，センター等から，書面及び聴き取りなどによって調査する。 

3 調査期間 

 臨時監査項目については，主として平成24 年７月から平成25 年3 月を予定している。 

4 主な調査項目 

（1）業務運営の一体的対応 
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1）役員会，役員懇談会，戦略企画会議等の機能整備と意見反映状況 

2）経営協議会，教育研究評議会，拡大役員会等の審議結果の周知状況 

3）本法人を取り巻く環境への対応状況 

（2）リスクマネジメント対応 

1）自殺防止対策 

2）事件・事故防止対策 

3）防災対策 

（3）不正防止対応 

1）体制整備等自己評価チェックリストへの対応状況 

2）各部局における対応と課題 

3）教員発注，納品検収の状況 

（出典：第267回役員会資料No.13） 

 

資料９－２－③－３「監査結果報告書（抜粋）」 

（出典：平成23年度監事結果報告書） 

資料９－２－③－４「監査情報の学内への周知」 

資料９－２－③－５「臨時監査の状況」 

監査項目 教育の質の向上と学生支援について 

監査方法 実地調査 監査実施期間 平成20年8月～平成20年12月 

平
成
20
年
度 

本学の管理運営への反映状況 平成20年12月17日開催の拡大役員会において報告を行い，以下の項目を第２期中期計画の

中に盛り込む対応を求めた結果，各項目とも，第２期中期計画に反映された。 

1）部局間連携，総合工学系研究科の充実等による特色ある教育研究拠点の形成 

2）英語教育の充実，受入れ留学生及び派遣留学生増大等の国際化戦略の構築 

3）時代や学生の動向を考慮した教育組織・教育プログラムの見直し 

4）教育研究組織の弾力的運用，並びに若手教員の活性化に向けた人事戦略の構築 

5）学生による授業評価，ピアレビュー等を活用した教育の質の向上の推進 

    

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/plan/aud

it/auditor/auditor-detail.html#detail08） 
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6）「学位授与方針」に沿った教育プログラムの構築，並びにシラバスの充実 

7）学生のメンタルケアー体制を含めた学生支援体制の充実 

8）附属図書館を含めた学習環境，並びに学生支援施設の計画的整備 

監査項目 財務状況，研究活力について 

監査方法 実地調査 監査実施期間 平成21年8月～平成22年1月 

平
成
21
年
度 

本学の管理運営への反映状況 学長は，監事から提出された「平成21年度臨時監査結果報告書（平成22年2月3日付）」に

基づき，平成22年11月に担当役員等に「取組状況等確認票：取組状況等の確認及び検討する上での課題等の回答を求める事

項（29項目）」，「取組等留意事項：監事の意見に留意して業務運営にあたるように指示する事項（24項目）」について文書で

指示を行った。このうち，「取組状況等確認票（29 項目）」については，取組状況等の確認及び検討する上での課題等の回答

を求めた。さらに，担当役員等からの提出された「取組状況等確認票」について，学長は，再度指示及び平成23年度計画の

想定する達成状態等を記載し，引き続き課題の解決等に努めるよう依頼した。 

  ○取組状況等の確認及び検討する上での課題等の回答を求める事項（抜粋） 

・これまでの概算要求事項あるいは学長裁量経費等の申請は部局が中心となっているが，部局横断的なプロジェクト提案が多

く出るような工夫あるいはコーディネートする仕組みが必要と思われるので検討を期待したい。 

・本年度から始めた不採択でも評価の高かった者への研究費支援，申請書に対するアドバイザー制度の導入などが成果につな

がることを期待している。さらに，特別推進研究や基盤S，A のような大型科研費獲得のためのプロジェクト構築の支援，若

手A への応募促進などを期待したい。 

  ○監事の意見に留意して業務運営にあたるように指示する事項（抜粋） 

・多忙な業務の中で病気休暇や休職者あるいはメンタル的な病にかかる人が増えているようである。このことは，当該職場内

の業務負担増大の一因にもなる。このような状況を考えると，健康管理にも配慮し，明るく，やりがいを持って働ける職場作

りを目指す必要があり，検討を期待したい。 

・大学評価・学位授与機構の評価単位が学部・大学院となっているため，全学教育機構は中期目標期間の評価対象組織になっ

ていない。しかし，機構所属の教職員のモチベーションを考えると，学内措置として学部等と同等の評価体制を取るなどの対

応が望まれる。 

監査項目 
「社会との連携及び社会貢献」，「諸会議のあり方」，「学内諸施設の活用」，「医学部附属病院の教育研究等」

について 

監査方法 実地調査 監査実施期間 平成22年8月～平成23年2月 

平
成
22
年
度 

本学の管理運営への反映状況 学長は，監事から提出された「平成22年度臨時監査結果報告書（平成23年3月3日付）」に

基づき，担当役員等に監査結果報告書に示された意見について，検討し重点的に取組むよう指示を行った。このうち，特定の

事項（４項目）については，その取組状況等の報告を求めた。学長は，４項目それぞれについて課題解決のための複数の検討

内容を該当部局に指示し，課題の解決に努めた。 

  ○特定の事項に係る学長の指示内容（抜粋） 

【社会との連携及び社会貢献】 

・キャンパス内における講座・講演会の開催日について，書込み可能な学内行事スケジュール表などを公開し，開催日時が調

整できるような方法の検討 

【諸会議のあり方】 

・理事・副学長の会議分担を広げて学長が議長となる会議を縮減することの検討及び理事・副学長が議長となる会議等におけ

る審議プロセスの検討 

【学内諸施設の活用】 

・宿泊可能な施設を大学全体の施設として管理を一元化し，計画的に整備することの検討 

【医学部附属病院の教育研究等】 

・重点分野を明確にして基礎系と臨床系の連携の強化を図り，優位性のある医療分野を構築するなどの検討 

監査項目 「教育活動関連」，「学生支援関連」，「研究活動関連」，「財務状況関連」 

監査方法 実地調査 監査実施期間 平成23年7月～平成24年2月 

平
成
23
年
度 

本学の管理運営への反映状況 学長は，監事から提出された「平成23年度臨時監査結果報告書（平成24年2月22日付）」

に基づき担当理事・担当副学長に対して，報告書中「リスク回避領域（８件）」とされたものについては「取組状況等確認表」

にて改善等の対応を，「リスク低減領域（11 件）」とされたものについては「取組等留意事項」にて今後の業務に留意するよ

う指示した。 

  ○「リスク回避領域」とされた事項に対する学長の指示内容（抜粋） 

・学部間連携による大学院の強化策 

・科研費の採択率及び採択金額を向上させるための取組 

・災害対策にかかる全学的な共通認識の構築 

（出典：各年度監査結果報告書を基に経営企画課にて作成） 
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資料９－２－③－６「平成２２年度監事臨時監査結果報告書の監事の意見への取組状況等（抜粋）」 

平成２４年 ６月 ５日

小 島 監 事 殿 

若 林 監 事 殿 

国立大学法人信州大学長 

山 沢  清 人 

平成２２年度監事臨時監査結果報告書の監事の意見への取組状況等について 

 

平成２３年３月３日に提出いただきました「平成２２年度監事臨時監査結果報告書」（以下，監査報告書という）の監事の意見

への取組状況等について，下記のとおり報告します。 

記 

１．監査報告書の学内周知及び監事の意見への取組 

第８２回拡大役員会（平成２３年３月１６日開催）において，監事から監査報告書の内容を報告していただきました。 

監査報告書に示された監事の意見は，取組状況等の確認及び検討するうえでの課題等を「取組状況等確認票」に分類・整理し，

平成２３年５月２５日開催の役員懇談会に諮ったうえで，学長の指示として重点的に取組むよう，担当する理事・副学長，各部

局長等及び事務担当部署に依頼しました。 

平成２３年１２月までに提出された「取組状況等確認票」（４項目）については，内容を確認したうえで学長コメントを付し

て引き続き取組を平成２４年２月に指示しました。 

また，再度取組を指示した事項については，平成２４年５月までに取組状況等が提出され，内容確認を行いました。 

２．主な事項の取組状況等 

（１）社会との連携及び社会貢献 

 ①  キャンパス内における講座・講演会の開催日について，書込み可能な学内行事スケジュール表などを公開し，開催日時 

が調整できるような方法の検討 

大学HP「イベント・公開講座一覧」を利用し，カレンダーのページ（スケジュール表）を作成することを検討しています

が，公開講座，講演会等の全てが掲載されていないため，未掲載の情報をどのように収集するかが課題となっています。 

なお，現在「学内構成員間の情報提供と情報共有の見直し」のなかで検討されている 

「Google Apps」を利用する方法についても併せて検討しています。 

  

②  公開講座やセミナーなどについて，共同開催事業を増やすなどして，特色ある事業を効率的・効果的に推進するための 

検討 

「国立大学改革」にある「産学官連携と実践的教育の強化」の課題への対応策を学部共同課題として検討・提案するとと

もに，共同開催が合理的かつ必然となるよう，連携テーマの提案や学部連携研究を強化することとしています。 

なお，バイオマスUtilization(BMU)研究会などのシンポジウムを，地域共同研究センターの地域連携フォーラム事業とす

ることにより，組織及び予算面において効率的・効果的な実施となっています。 

 

③  教職員の負担増に配慮しながら，今後の地域貢献のあり方について，大学の方針の検討 

今までの地域貢献は，教員個人に依存しているところが大きいため，組織的に行える体制とするための検討を行っていま

す。 

（出典：第267回役員会資料No.12） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

監事は，国立大学法人信州大学監事監査規程に基づき，本法人の業務の適正かつ効率的，効果的な運営を確保

するため，監事は監事監査計画を作成し，部局関係者との意見交換や現地視察，役員会を含む重要な会議への出

席，重要な回付書類の閲覧等を通じて，業務監査及び会計監査を行っている。 

監査結果は，監査結果報告書にまとめられ，学長へ提出するとともに，全学の会議等や本学ホームページを通

じて学内に周知している。また，学長は，改善すべき事項については，速やかに改善措置を講じている。 

以上のことから，監事監査が適切に実施されており，その結果が，本学の管理運営に有効に反映されていると

判断する。 

 

 観点９－２－④ 

   管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう，研修等，管理運営に関わる

職員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 
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【観点に係る状況】 

本学は，国立大学法人信州大学職員人材育成基本方針に基づき，体系的かつ効果的に職員の人材育成を行って

いる（資料９－２－④－１，資料９－２－④－２）。主な取組として，学内で各種研修を実施するとともに（資

料９－２－④－３），学外の研修に職員を派遣している（資料９－２－④－４）。また，職員の資質の向上を図る

ため，事務職員が自ら定めた目標に対する達成度の評価となる信大 FOCUS，本学が定める評価項目の観点に基づ

く評価となる能力・行動評価を実施している（資料９－２－④－５，資料９－２－④－６）。 

これらのほかに，将来の中核職員を育成することを目的として，事務系職員を本学大学院経済・社会政策科学

研究科イノベーション・マネジメント専攻に入学させ，本学の大学運営，学部運営に必要な専門知識，社会的識

見や経営的な考え方等を身につけさせている（資料９－２－④－７）。修了時には，全学向けに研修修了報告会

を行い，他の職員へ意識啓発を行っている。 

また，本法人の管理運営に関する戦略的政策的課題の改善に資することを目的として大学運営に関する講演会

を開催し，事務系職員の課長補佐以上の者に，本学の当面の諸課題や運営に関する戦略的思考などを観点とした

レポートを課し，職責に応じた自覚をうながすとともに，管理職員等の戦略政策開発能力の養成を行っている（資

料９－２－④－８）。 

資料９－２－④－１「国立大学法人信州大学職員人材育成基本方針（抜粋）」 

国立大学法人信州大学職員人材育成基本方針 

【趣旨】 

信州大学（以下本学とする）職員は，本学の理念・目標の実現に向け，それぞれが大学運営の中で委ねられた自己の職分を主体的

かつ積極的に実現するとともに，大学運営組織の創造的な一員として活躍することが求められる。 

このため，学長をはじめとする意志決定システムをサポートし実行する能力を有する人材を養成するため，職員個々の意志と意欲を

尊重し，職員個々に応じた能力向上のための人材育成の基本方針のもとに，体系的かつ効果的に職員の育成を行うこととする。 

また，職員の育成にあたっては，教員と職員の枠に当てはまらない融合的職域に応じた専門的な知識と能力を備えた人材の育成や

国際交流や産学連携など専門分野に特化した専門職（スペシャリスト）の育成など，複線的なキャリアパスを構築することにより，

各職域に応じて優れた人材の確保や養成を行う。 

ここに，本学人材育成方針を制定し，高い能力を育成された職員が，教員とともに大学運営の中核となり，大学の理念・目標の実

現に務めるとともに，職場における職員自身の自己実現を図ることを目指すこととする。 

１．人材育成の基本ポリシー 

本学は，職員の人材育成にあたり，次の事項を基本ポリシーとして，実施する。 

（１）本学は，本学の理念・目標を実現するために，職員の人材育成に積極的に取り組む。 

（２）本学は，職員が本学の重要な人的資産であることを確認し，職員個々の意志と意欲を尊重し，職員個々に相応する職務上の能

力の育成を行うとともに，職務外の自主的な能力開発についても必要な配慮・支援を行い，社会に通用する人材の育成を図る。

（３）人材育成は，計画的に，体系的にかつ効果的に実施するするとともに，各業務部門間で必要となる能力形成のバランスをとる

ように十分配慮して行う。 

（４）人材育成は，本学以外の大学，行政機関，団体や企業等とも連携して行い，社会において必要とされる能力を発揮できる人材

を養成することを目指す。 

（５）本学は，本学の業務上要請される人材育成の位置づけと全体像を示すとともに，本学能力・行動評価制度等による能力等の評

価を踏まえ，職員個々が，自らの業務に係る意志と意欲を実現するため，職員個別のキャリア計画を作成できるようにする。 

（６）人材育成は，人事異動，各種研修，出向，自己啓発，能力資格制度，能力・行動評価等の各種の人事制度及び能力開発方法を

有機的に活用し総合的に行う。 

（７）人材育成は，多様な対応力のある経営的企画的能力を有する人材を確保するすことを目指し，大学スタッフの育成から，管理

職及び高度専門職等を養成する複線型のキャリアパスを設ける。 

（８）人材育成は，部門業務別に複数の業務能力を習得向上することを目指し，主たるキャリア（メイン・キャリア）と従たるキャ

リア（サブ・キャリア）を育成する方法を採る。 

（９）人材育成は，男女共同参画型社会の実現を図ることに留意し，男女職員の均等処遇に務め，女性職員の積極的登用を進めると

ともに，女性職員の能力開発向上の機会の確保に務める。 

（10）選考採用等の外部人材登用による職員についても，人材育成の活性化を進め，職務上の学内キャリア形成を計画的に実施する。

（11）人材育成を効果的に推進するために，職場でのOJT(ｵﾝ･ｻﾞ･ｼ ｮ゙ﾌﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)を行うに際しては，上長（部長，課長，リーダー等）

の育成指導システムを確立する。上長は，職務上の下位の職員に対して，常に職務遂行上の知識・能力の修得の高度化及びコミ

ュニケーション能力の向上を図る責任を負う。 

（出典：国立大学法人信州大学職員人材育成基本方針） 
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資料９－２－④－２「信州大学事務系職員の研修体系」 

（出典：第178回役員会資料No.14） 

資料９－２－④－３「平成23年度学内研修実績」 

研 修 名 対 象 者 目    的 期  日 受講者数

リーダー研修 事務職員及び施設系技術職員

主査以上。 

部下管理及びコーチングに重点

をおいた，基本的なマネジメント

能力の開発 

平成23年11月28，29日 

26

中堅職員スキルアッ

プ研修 

事務職員及び施設系技術職員

のうち，勤務年数３年以上で

ある主任以下の職員。 

中堅職員に求められる課題形

成・問題解決力及び折衝・交渉力

の養成・向上 

平成23年６月７，８日 

30

初級スキル・マネジメ

ント力養成研修 

事務職員及び施設系事務職員

のうち，勤務年数が３年以内

の職員。 

コミュニケーション，業務マネジ

メント，キャリア開発など組織人

としての「仕事の基本」を定着化

平成23年８月25，26日 

23

新任職員文書・パソコ

ンスキルアップ研修

【フォローアップ研

修】 

平成23年度新任教職員研修を

受講した事務職員及び施設系

技術職員ならびに平成23年４

月２日以降の新規採用事務職

員 

文書・電子メールの作成方法や管

理方法に関する基礎知識及びペ

ーパーレス化を意識したパソコ

ンスキルの修得等 

平成23年６月22日，23日

11

新任教員研修 平成22年４月２日から平成23

年４月１日までの間に採用さ

れた教員 

高等教育及び学術研究の水準の

向上と発展を図ることについて

の理解及び勤務条件及び遵守す

べき服務規律等の周知 

平成23年４月12日，４月

19日ＳＵＮＳ配信 
26

新任職員研修 平成22年４月２日から平成23

年４月１日までの間に，本学

へ新たに採用された職員  

学術研究の水準の向上と発展を

図ることについての理解及び服

務規律等の就業規則に関する事

項等の周知 

平成23年４月12日～14日

14

平成24年度新規採用

内定者研修会 

平成24年４月１日付け新規採

用者 

採用前大学職員として必要な知

識の習得 

平成24年３月６日 
5

財務会計実務研修 主として財務会計系職員 国立大学法人会計基準，企業会計

並びに複式簿記の理解。 

平成23年10月26日 
17

法人会計実務研修（エ 主として財務会計系職員のう 財務会計業務の円滑な処理に必 平成23年８月～10月 26
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キスパートコース） ち，主任以上の中堅職員又は

本学簿記研修修了者又は簿記

３級資格既取得者 

要な基礎的知識を習得，実務の実

態等の理解 

評価者研修 主査クラス以上の全ての事務

職員，教育研究系技術職員，

看護職員及び医療系技術職員

実習を通じて評価基準の統一化

及び評価のスキルアップや，人事

考課を人材育成・部下の育成指導

に活用する考え方の理解 

平成23年９月12日～９月

16日 
240

キャリアデザイン研

修 

勤続年数が３年以上かつ年度

末年齢が45歳以下の職員 。 

職員の主体的なキャリア形成。 平成23年５月19日～20日
21

経営大学院派遣研修 大学院での研修を希望し，将

来的に本学の中核職員として

貢献する意欲のある職員（28

歳以上） 

大学運営，学部運営に必要な経営

的な専門知識，社会的識見や経営

的な考え方の習得。 

（研修期間） 

原則２年間（長期履修学

生制度を活用した場合最

長４年まで延長可） 

2

接遇研修 職員（非常勤職員含む） 基本的な接遇について学び，改め

て日々の接遇を振り返る 

平成23年４月13日 
34

アクセス研修【入門】 事務職員 Microsoft Office Accessについ

て理解を深める。 

平成23年６月28，29日 
32

アクセス研修【初級】 事務職員 Microsoft Office Accessについ

て理解を深める。 

平成23年７月26，27日 
29

学部科目履修研修 学職員（教員を除く） 職務上役立つ科目を履修し専門

知識を吸収することで，業務水準

の向上と発展を図る。  

平成23年度後期 

4

ワーク・ライフバラン

スセミナー（講演会） 

事務職員（教職員も受講可） 仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）の実現。 

平成24年２月16日 
173

ハラスメント相談員

研修会 

ハラスメント相談員及び学生

委員会委員 

ハラスメント及びハラスメント

に起因する問題への理解を一層

深める。 

平成23年６月10日 

29

各部局ハラスメント

防止研修会 

教職員 就業及び修学にふさわしい環境

を確保するため（ 

平成23年11月29日～２月

８日（人文学部，教育学

部，経済学部，医学部，

工学部，農学部，繊維学

部，全学教育機構で開催）

合計344名

（出典：人事課提供資料） 

資料９－２－④－４「平成23年度学外研修の主な実績」 

研 修 名 対 象 者 目    的 期  日 受講者数

平成23年度国立大学法人

信州大学放送大学授業受

講研修（第１学期，第２学

期） 

教職員（非常勤職員も含む） 社会の国際化，情報化等に対応でき

る必要な知識の修得 

平成23年４月～

９月（第１学

期）， 

10月～平成24年

３月（第２学期）

25名（第１

学期） 

28名（第２

学期） 

第11回関東地区女性職員研

修～キャリアサポートセミ

ナー～(係長級) 

係長級職員 女性職員が意欲的に自らのキャリ

アアップを考え，より高度な業務遂

行のために必要な能力等の向上。 

平成23年５月11

日～13日 

１名 

平成23年度国立大学法人

等部課長級研修 

部長級職員・課長級職員。 大学運営の基本的知識の取得と幹

部職員としての能力の向上。 

平成23年７月2

8，29日 

３名 

平成23年度関東・甲信越

地区及び東京地区実践セ

ミナー（財務の部） 

実務担当職員（課長補佐相当職

以下の者） 

専門分野毎の知識の習得と能力の

向上。 

平成23年10月７

日 

２名 

平成23年度関東・甲信越地

区国立大学法人等係長研

修 

係長級事務職員 必要な基礎的，一般的知識の習得 平成23年11月16

日～18日 

４名 

平成23年度障害学生修学

支援教職員研修会 

障害学生修学支援に関する基本的

な知識の修得を希望する教職員 

障害種別及び障害学生に関する支

援業務等の基本的知識の習得 

平成23年12月

８，９日 

１名 
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平成23年度関東・甲信越

地区及び東京地区職員啓

発セミナー 

課長補佐職以下の職員 大学経営についての見識を高め

る。 

平成23年11月1

0，11日 

２名 

平成23年度関東・甲信越地

区国立大学法人等安全管

理協議 

①衛生管理者 

②安全管理に従事する者 

③作業主任者 

④事務職員 

安全管理に関する能力の一層の向

上 

平成23年12月1

6日 

１名 

平成23年度関東・甲信越地

区及び東京地区実践セミ

ナー（広報の部） 

広報実務担当職員 専門分野ごとの知識の習得と能力

の向上を図る。 

平成23年11月10

日 

１名 

平成23年度関東・甲信越地

区及び東京地区実践セミ

ナー（人事・労務の部） 

人事実務担当職員 専門分野ごとの知識の習得と能力

の向上を図る。 

平成23年12月14

日 

２名 

平成23年度国立大学法人

等若手職員勉強会 

若手事務職員（概ね経験年数３

年から10年程度） 

若手職員の力量向上。 平成24年１月1

9，20日 

２名 

平成23年度関東地区行政

管理・評価セミナー 

事務職員 必要な知識・技能の向上 平成24年１月13

日 

１名 

平成23年度関東・甲信越地

区及び東京地区実践セミ

ナー（産学連携の部） 

実務担当職員 若手職員の力量向上 平成24年１月27

日 

３名 

第43回関東地区係長 係長級職員（年齢40歳未満） 必要な幅広い知識及び技能の付

与，行政的視野の拡大，管理能力

の向上並びに社会的識見の向上 

平成24年１月1

7日～20日 

１名 

平成23 年度関東・甲信越

地区及び東京地区実践セ

ミナー（情報の部） 

実務担当職員 専門分野の知識の習得と能力の向

上。 

平成24年３月２

日 

１名 

平成23年度研究開発評価

人材育成研修（初級） 

研究開発評価の業務に１年以上

従事した経験がある事務職員 

（係長～課長補佐クラスを対象

としているが，係員も可。） 

研究開発評価に関する基礎的な知

識等の習得 

平成24年２月1

5日～16日 

１名 

第46回関東甲信越地区国

立大学法人等会計事務研

修 

会計事務職員 会計等に関する知識の習得 平成23年10月2

4日～28日 

３名 

平成23年度国立大学法人

等施設担当職員研修会(初

任クラス） 

施設担当初任職員 施設担当職員として必要となる共

通知識，求められる職員像や事務処

理方法を具体的に指導 

平成23年12月1

2日～14日 

１名 

（出典：人事課提供資料） 

資料９－２－④－５「平成２３年度業績評価「信大ＦＯＣＵＳ」実施要領（抜粋）」 

平成２３年度業績評価「信大ＦＯＣＵＳ」実施要領 

（１）信大ＦＯＣＵＳの目的 

   「信大ＦＯＣＵＳ」は，信州大学の職員一人ひとりが，組織における自らの役割を常に意識し，日常業務を遂行することによ

り，職員個人ひいては大学全体としての目標達成を目指すものです。 

【期待される効果】 

・ 組織及び個人の目標設定と目標達成に向けた機能的に活動する職場づくり 

  ・ 職員ひとりひとりの“働きがい”の向上，自主性・自律性の育成 

  ・ 問題意識の共有，コミュニケーションの促進などによる職場の活性化 

  ・ 向上心や責任感を育む健全な大学運営の推進 

（２）対象者 

   対象者は，内部部局及び学内共同教育研究施設等を含む各部局の課長（事務担当副学部長）以下の一般事務職員（非常勤職員

を除く）とします。 

（３）実施時期 
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   原則として，平成２３年９月から平成２４年２月の期間で行う。 

   また，異動等により評価期間が短期間で上司がコメントし難い場合は，異動前所属の職場責任者等に意見を求める等の対応を

してください。 

（４）実施方法 

   業績評価の実施方法については，業績評価「信大ＦＯＣＵＳ」マニュアルを参照してください。 

（出典：平成23年度業績評価「信大ＦＯＣＵＳ」実施要領） 

資料９－２－④－６「平成23年度能力・行動評価実施マニュアル（抜粋）」 

平成２３年度能力・行動評価実施マニュアル【評価者向け】 

１．能力・行動評価の目的 

人事評価制度としての「能力・行動評価」では，職員に求められる職務遂行能力を，それが具現化した結果と考えられる職務行

動を安定的にとることができているかの判断を通じて評価します。 

ただし,この能力・行動評価の主な目的は，職員の職務遂行能力を計ることではなく， 

・評価を受ける職員自身が評価を受身で捉えるのではなく，自己評価や評価者との面談，評価を契機として，自分の「強み」や

「弱み」を確認すること 

・これら「強み」を伸ばし，「弱み」を克服するために，自ら主体的に能力開発に取組み，評価の結果を実際の業務遂行に反映し

ていくこと 

これらを主な目的として位置づけています。 

この過程では，評価者となった上司も，部下とコミュニケーションをとりながら，日常業務等を通じて計画的に部下の能力開発

に取組む（ＯＪＴ）ことが必要です。 

２．能力・行動評価の対象者 

評価対象者となる職員は，平成２３年１０月１日時点で本学に在籍している全ての常勤職員（教員を除き，特定有期雇用職員及

び臨時任用職員を含む。）です。 

本評価制度には，評価時点である平成２３年１０月１日における評価対象者の上司として同職員を評価する「評価者」と，評価

対象者として評価者による評価を受ける「被評価者」が存在し，評価対象者全員が「被評価者」となります。 

（略） 

３．評価期間 

能力・行動評価による評価対象期間は，平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までとします。 

４．能力・行動評価の方法 

(1)被評価者による自己評価（評価記号：Ｓ～ＤもしくはＡ～Ｄ又はＡ～Ｅ）  （略） 

(2)評価者のコメント  （略） 

(3)面談  （略） 

(4)評価者による評価記号の記入  （略） 

(5)取りまとめ責任者による点数集計及び調整者による調整（複数段階の調整もあり）  （略） 

５．職員能力・行動評価審査委員会による審査及び部局長等へのフィードバック  （略） 

６．査定昇給への反映について  （略） 

７．苦情申立て  （略） 
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（出典：平成23年度能力・行動評価実施マニュアル） 

資料９－２－④－７「大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻による研修実績」 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

入学者数 ２ ０ １ 

修了者数  １ １ 

資料９－２－④－８「大学運営に関する講演会一覧」 

回数 開催日 講  演  者 演  題 参加人数

１ 平成22年6月1日 
独立行政法人 大学評価・学位授与機構教授 

本法人経営協議会委員 荻上 紘一 

国立大学の戦略的運営 

－評価の立場を含めて－ 
142

２ 平成22年10月12日 
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構理事長  

丹保 憲仁 

近代後期 

－環境の時代－ 
99

３ 平成23年２月28日 
信州大学監事 常本 秀幸 国立大学の法人化 

～現在，過去，未来～ 
102

４ 平成23年７月29日 

ﾍﾙｽｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)取締役会長 

本法人経営協議会委員 大和田 實 

国立大学法人の今後の経営に

ついて 

－変化する環境への対応－ 

112

５ 平成23年12月14日 

元ﾎﾞｽﾄﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ日本法人代表取締役 

大学院経済･社会政策科学研究科 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 教授 今村 英明 

チェンジ・モンスター 

－変革を阻む怪物たち 117

（出典：人事課提供資料及び総務課提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

国立大学法人信州大学職員人材育成基本方針を定め，体系的かつ効果的に職員を育成するため，研修の実施，

評価制度の導入，大学院派遣研修等を実施している。 

以上のことから，管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう，研修等，管理

運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われていると判断する。 

 

（出典：人事課提供資料）
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評価項目９－３ 

  本学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに，継続的に改善するための体

制が整備され，機能していること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点９－３－① 

   本学の活動の総合的な状況について，根拠となる資料やデータ等に基づいて，自己点検・評価が行われて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の自己点検・評価に係る体制として，点検評価担当副学長を室長とした評価・分析室を置くとともに，各

学部等に分室を設けている。各分室との連絡調整を行う評価・分析室連絡会議を開催し，全学的な取組体制を構

築し，自己点検・評価を含む各種評価業務に取り組んでいる（資料９－３－①－１，資料９－３－①－２，９－

３－①－３）。 

 本学の活動の総合的な状況については，国立大学法人評価委員会による法人評価に対応した自己点検・評価を

行い，中期目標期間及び各年度の自己点検・評価の結果を同委員会に報告している。各年度の業務の実績に関す

る報告書の作成にあたっては，各担当部局等によって根拠となる資料やデータ等に基づいて作成された進捗報告

書等により，評価・分析室において検証・取りまとめを行っている

（http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/plan_year/2010/H22_jissijoukyou_ichiran.pdf）。 

 また，毎年10月に企画総括担当副学長と点検評価担当副学長による学内ヒアリングを実施し，年度計画の進捗

状況を早期に把握するとともに，そのヒアリングにおいて用いた資料等を基に年度計画の進捗状況を取りまとめ

た中間報告書を作成し役員会に報告している（資料９－３－①－４）。 

 また，平成24年度には法人評価とは別に，本学が定めた観点による，全学的な自己点検・評価を実施する。 

資料９－３－①－１「国立大学法人信州大学点検評価規程（抜粋）」 

国立大学法人信州大学点検評価規程 

（目的） 

第２条 大学評価は，信州大学の教育，研究，社会貢献，国際交流活動等の質的向上を図り，大学運営全般の改善・改革に資する

とともに，本法人の諸活動を活力豊かに発展させ，もって本法人の使命，理念及び目標・計画を達成し，社会からの負託に不断

に応えることを目的とする。 

 （評価・分析室） 

第４条 本法人に，第２条に定める目的を達成するため，大学評価に関する業務を処理する国立大学法人信州大学評価・分析室（以

下「評価・分析室」という。）を置く。 

（出典：国立大学法人信州大学点検評価規程） 

資料９－３－①－２「国立大学法人信州大学評価・分析室細則（抜粋）」 

国立大学法人信州大学評価・分析室細則 

（業務） 

第２条 評価・分析室は，本法人の自己点検・評価，認証評価，中期目標評価及び年度計画評価（以下「大学評価」と総称する。）

の実施及び対応並びにその結果の公表に関し，次の各号に掲げる業務を処理する。 

一 大学評価の受審過程における企画立案に関すること。 

二 大学評価の実施支援に関すること。 

三 大学評価結果に基づく，改善方策，改善計画及び改善勧告に関すること。 

四 大学評価結果等の公表に関すること。 

五 大学評価を担当する職員の養成に関すること。 

六 大学評価情報の収集，整理，調査，分析及び提供に関すること。 

七 大学評価情報のデータベース化並びにデータベースの管理及び運用に関すること。 

八 本法人の諸活動に係るニーズの調査及び研究に関すること。 
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九 大学評価に関する調査及び研究に関すること。 

十 その他大学評価及び大学評価情報に関すること。 

 （組織） 

第３条 評価・分析室は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 点検評価担当の副学長 

二 兼務する教員 若干人 

三 兼務する職員  

（分室） 

第４条 評価・分析室に，大学評価のうち各部局に係る評価に関する業務を処理するため，次の分室を置く。 

  人文学部分室，教育学部分室，経済学部分室，理学部分室，医学部分室，附属病院分室，工学部分室，農学部分室，繊維学部

分室，法曹法務研究科分室及び全学教育機構分室 

２ 各分室に，分室長及び評価担当職員を置く。 

 （室長） 

第５条 評価・分析室に，室長を置き，第３条第１号に規定する者をもって充てる。 

（連絡会議） 

第７条 評価・分析室に，各分室との連絡調整のため評価・分析室連絡会議を置く。 

２ 評価・分析室連絡会議は，第３条各号及び第４条第２項に規定する者をもって組織する。 

（出典：国立大学法人信州大学評価・分析室細則） 

資料９－３－①－３「国立大学法人信州大学評価・分析室組織図」 

国立大学法人信州大学 評価・分析室組織図

評価・分析室の業務
１．大学評価の受審過程における企画立案 ２．大学評価の実施支援 ３．大学評価結果に基づく、改善方策、改善計画及び改善勧告

４．大学評価結果等の公表 ５．大学評価を担当する職員の養成 ６．大学評価情報の収集、整理、調査、分析及び提供

７．大学評価情報のデータベース化並びにデータベースの管理及び運用

８．本法人の諸活動に係るニーズの調査及び研究 ９．大学評価に関する調査及び研究

室長（点検評価担当の副学長）

兼務教員 ４名

兼務職員

評価・分析室連絡会議

評価・分析室の業務について、各分室との連絡調整を行う

全学教育機構

分 室

人文学部

分 室

教育学部

分 室

経済学部

分 室

理学部

分 室

医学部

分 室

附属病院

分 室

工学部

分 室

農学部

分 室

繊維学部

分 室

法曹法務研究科

分 室

各学部等・研究科に設置されている点検評価委員会等

（出典： http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/bunsekishitsu_sosiki.pdf） 
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資料９－３－①－４「年度計画の進捗状況を取りまとめた中間報告書」 

（出典：第236回役員会資料No.９） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

点検評価に係る体制については，点検評価担当副学長のもと，評価・分析室を中心とした全学的な取組体制が

構築されている。 

 国立大学法人評価委員会による法人評価について，根拠となる資料・データ等に基づいた自己点検・評価が実

施されている。毎年10月には学内ヒアリングを実施することで，計画の進捗状況の早期把握に努めている。また，

平成24年度には法人評価とは別に，本学が定めた観点に基づく自己点検・評価が実施される。 

 以上のことから，本学の活動の総合的な状況について，根拠となる資料やデータ等に基づいて，自己点検・評

価が行われていると判断する。 

 

 観点９－３－② 

   本学の活動の状況について，外部者（本学の教職員以外の者）による評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

国立大学法人評価委員会による法人評価において，各年度の業務実績報告書及び第１期中期目標期間終了時の

達成状況報告書を同委員会に提出し，評価を受けている。 

また，学校教育法により求められる認証評価については，平成19年度に大学評価・学位授与機構による認証評

価を受審し，大学評価基準を満たしているとの評価を受けている（資料９－３－②－１）。 

この他に，資料９－３－②－２に示すとおり，各学部等において外部評価を受けている（資料９－３－②－３，

資料９－３－②－４，資料９－３－②－５，資料９－３－②－６，資料９－３－②－７）。なお，環境 ISO14001

認証について，工学部が平成13年から平成23年度の10年間継続的改善の努力に対して日本環境認証機構から「10

年継続賞」が平成23年度に贈られた（資料９－３－②－８）。 

また，平成24年度に実施する自己点検・評価について，学外有識者による外部評価を実施する（資料９－３－
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②－９）。 

資料９－３－②－１「認証評価認定証」 

資料９－３－②－２「外部評価受審状況」 

評価名称 受審学部等 評  価  者 備    考 

病院機能評価（ver.5） 医学部附属病院 日本医療機能評価機構 認定証(資料９－３－②－３) 

法科大学院認証評価 法曹法務研究科 大学評価・学位授与機構 法科大学院認証評価適格認定書(資料９－

３－②－４) 

外部評価 農学部 学外有識者を交えた評価委員 「農学部 外部評価報告書」(資料９－３－

②－５) 

日本技術者教育認定機

構（JABEE）による評価 

繊維学部材料化学工学

課程及び機能機械学課

程，理学部地質科学科

応用地質科学コース 

日本技術者教育認定機構（JABEE） JABEE認定プログラム教育機関名別一覧 

http://www.jabee.org/OpenHomePage/kiju

n/program01-09institution_101227.pdf 

ISO14001認証に伴うサ

ーベイランス審査 

各学部 日本環境認証機構(JACO) サーベイランス審査資料(９－３－②－６)

外部評価 全学教育機構 外部評価委員 外部評価報告書抜粋資料(９－３－②－７)

（出典：経営企画課にて作成） 

（出典：平成19年度大学評価・学位授与機構認証評価認定証） 
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資料９－３－②－３「病院機能評価（ver.5）認定証」 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－３－②－５「農学部 外部評価報告書（抜粋）」 

 

（出典：平成23年度信州大学農学部アルプス圏フィールド科学教育研究センター外部評価報告書） 

資料９－３－②－４「法科大学院認証評価適格認定書」
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資料９－３－②－６「ISO14001サーベイランス審査」 

（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/environment/report/2011/09/44323.html） 

資料９－３－②－７「全学教育機構外部評価報告書（抜粋）」 

（出典：全学教育機構外部評価報告書表紙及びP１） 
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資料９－３－②－８「ISO14001認証「１０年継続賞」 の贈呈」 

 
（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/topics/2011/06/10-3.html） 

資料９－３－②－９「国立大学法人信州大学外部評価に関する実施要項（抜粋）」 

国立大学法人信州大学外部評価に関する実施要項 

 （目的） 

第１ この要項は，国立大学法人信州大学点検評価規程（平成16年国立大学法人信州大学規程第42号）第16条の規定に基づき，国立

大学法人信州大学（以下「本法人」という。）が自ら行う点検及び評価の結果に基づき行われる学外有識者による検証（以下「外部

評価」という。）について必要な事項を定め，もって本法人の教育，研究，組織，運営等の改善に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２ この要項において「学外有識者」とは，大学に関し広くかつ高い識見を有するとともに，本法人の教育，研究その他の活動に

造詣の深い国，地方公共団体，民間機関等の業務に従事する者をいう。 

（出典：国立大学法人信州大学外部評価に関する実施要項） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

国立大学法人評価委員会による法人評価，学校教育法により求められる認証評価，各学部等における外部評価

等により，外部者による評価が随時実施されている。また，平成24年度に実施する自己点検・評価に基づいて，

外部者による評価が行われることとなっている。 

 以上のことから，本学の活動の状況について，外部者による評価が行われていると判断する。 

 

 観点９－３－③ 

   評価結果がフィードバックされ，改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

評価結果については，役員及び部局長に通知を行うとともに，役員会，教育研究評議会及び経営協議会に報告

し大学全体での情報共有を図っている。また，改善すべき点などは，評価・分析室長である点検評価担当副学長

が，役員会及び教育研究評議会等において，各担当理事等へ改善依頼を行っている。 

 課題として指摘された事項については，随時その改善に取り組んでいる（資料９－３－③－１）。 
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資料９－３－③－１「課題として指摘された事項及び改善への取組状況」 

課題として指摘された事項 取組状況等 

【平成22年度に係る業務実績に関する評価結果に

おける指摘事項】 

 法曹法務研究科において，平成16 年度の法科

大学院設置計画書の虚偽申請問題により，平成

18 年度から入学定員40名のところ，募集人員を

30名として入学者選抜を行っているという事情

があるものの，大学院専門職学位課程について，

学生収容定員の充足率が平成18年度においては

85％，平成19年度から平成22年度においては

90％をそれぞれ満たさなかったことから，今後，

速やかに，入学者の学力水準に留意しつつ定員

の充足に努めることが求められる。 

 少人数教育の実施による法科大学院教育の質の向上を図る等の観点から，平成

22年度以降の入学定員を18人とした。また，受験者の多様なニーズに対応するた

め，法学既修者向け２年コースを新設し平成23年度の入学試験から適用するな

ど，入学者の学力水準に留意しつつ，入学定員の確保に取り組んだ。 

 その結果，平成24年度の学生収容定員の充足率は90％以上となり改善された。

○ 法曹法務研究科における定員充足の推移 

年度 入学定員 募集人員 志願者数 入学者数 収 容数 収容定員 定員充足率

平成21年度 40 30 75 17 84 120 70.0%

平成22年度 18 18 44 17 73 98 74.5%

平成23年度 18 18 64 19 53 76 69.7%

平成24年度 18 18 48 18 51 54 94.4% 

【平成20年度に係る業務実績に関する評価結果に

おける指摘事項】 

 教職員の給与改定については，経営協議会に

おいて審議すべき事項であるが，報告事項とし

て扱われていることから，適切な審議を行うこ

とが求められる。 

 平成21年度の経営協議会においては，教職員の給与の支給の基準に係る事項に

ついて，全て議題として扱い，適切な審議を行った。また，今後の経営協議会に

おいても同様に取り扱うこととした。 

【第１期中期目標期間に係る業務の実績に関す

る評価結果における指摘事項】 

 平成16年度から平成21年度まで一貫して工学

研究科定員超過率が130％を上回っていること

から，今後，速やかに入学定員の見直しを含め

定員超過の改善を行うことが求められる。 

 学長から工学系研究科長に対して入学者選抜を適切に行い入学者の質を維持

するよう厳しく伝え，改善に取り組むとともに，平成22年度には入学定員を379

名から432名，平成24年度には434名と変更した。その結果，平成24年度の定員超

過率が125.3％となり改善された。 

年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

定員超過率 158.7％ 154.7％ 142.9％ 131.1％ 125.3％ 

【平成19年度大学機関認証評価における指摘事

項】 

大学院の一部の研究科においては，入学定員

超過率が高い。 

 

○人文科学研究科，経済・社会政策科学研究科については，適切な入学者選抜へ

の取組により平成24年度までの５年平均の入学定員超過率はそれぞれ100％，

112％と改善されている。 

○医学系研究科（修士課程）については，適切な入学者選抜に取り組むとともに，

平成24年度に入学定員を20名から12名とした。その結果，平成24年度までの５

年平均の入学定員超過率は104％と改善されている。 

○工学系研究科（修士課程）（現理工学系研究科）については，適切な入学者選

抜に取り組むとともに，入学定員を平成22年度に379名から432名へ，平成24

年度に434名へと変更した。その結果，平成24年度までの５年平均では137％と

入学定員超過ではあるが，平成24年度単年度では128％と改善されている。 

（出典：平成20年度，平成22年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果，平成19年度大学機関別認証評価 評

価報告書及び事務資料を基に経営企画課にて作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

評価結果のフィードバックについては，各役員及び部局長への通知とともに，役員会及び教育研究評議会等に

おいて点検評価担当副学長からの改善依頼を行っている。 

 課題として指摘された事項については，その改善への取り組みが行われている。 

 以上のことから，評価結果がフィードバックされ，改善のための取組が行われていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

○大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻派遣研修 

将来の中核職員を育成することを目的として，事務系職員を本学大学院経済・社会政策科学研究科イノ

ベーション・マネジメント専攻に入学させ，本学の大学運営，学部運営に必要な専門知識，社会的識見や
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経営的な考え方等を身につけさせている。修了時には，全学向けに研修修了報告会を行い，他の職員へ意

識啓を行っている。 

 ○環境ISO14001の継続 

環境ISO14001認証について，工学部が平成13年から平成23年度の10年間継続的改善の努力に対して

日本環境認証機構から「10年継続賞」が平成23年度に贈られた。 

 

【改善を要する点】 

該当なし。 
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区分10 

第10 教育情報等の公表 

 

評価項目10－１ 

  本学の教育研究活動等についての情報が，適切に公表されることにより，説明責任が果たされていること。 

 

（１）観点ごとの分析 

 

 観点10－1－① 

   本学の目的（学部，学科又は課程等の目的を含む。）並びに大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。）

が，適切に公表されるとともに，構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の理念と目標は，本学ホームページ（資料10－１－①－１），PLAN"the FIRST"（資料10－１－①－２），

信州大学学生生活案内2012（資料10－１－①－３）等に掲載している。さらに，各学部・研究科等の理念・目標

や共通教育の目的・目標は，本学ホームページ，印刷物等に掲載し，広く社会に公表している（資料10－１－①

－４）。 

教職員に対して本学の理念と目標を周知するため，ポスター（理念と目標及び教職員行動規範を掲載）を作成

し学内掲示板，執務室等に掲示している（資料10－1－①－５）。さらに，新任教職員に対しては，新任教職員研

修，初級スキルアップ研修において，学長の講義等により周知している。学生に対しては，本学ホームページで

の公開，新入生ガイダンスにおいて学生生活案内2012を配付し，説明を行っている。 

資料10－１－①－１「理念と目標」 

 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/philosophy/mission.html）
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資料10－１－①－２「PLAN"the FIRST"」 

  

資料10－１－①－３「信州大学学生生活案内2012（1ページ）」 

  

資料10－１－①－４「各学部，全学教育機構，各研究科の理念・目標等掲載刊行物等一覧」 

部局等名 刊 行 物 等 の 名 称 

全部局共通 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/philosophy/mission.html) 

・国立大学法人信州大学規程集 

(http://oasis.shinshu-u.ac.jp/shinshu_kitei.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab?OpenView) 

・信州大学大学案内2011－2012(16～ページ) 

・信州「知の森」づくり PLAN"the FIRST"2011-2013 

人文学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/arts/guidance/aim.html) 

・SHINSHU UNIVERSITY Faculty of Arts GUIDE BOOK 2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/arts/index.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（19ページ） 

・人文学部学生便覧 平成24年度入学生用（1ページ) 

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/plan_the_first.pdf）

（出典：  

http://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/upload

docs/2012_seikatuannai.pdf） 
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教育学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/about/message.html) 

・信州大学教育学部「学部案内2012」 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/education/index.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（23ページ） 

・平成24年度教育学部学生便覧(7ページ) 

経済学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/economics/outline/philosophy.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（36ページ） 

・2012年度経済学部学生便覧(9～10ページ) 

理学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/overview/#admi_12) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（41ページ） 

・2012年度理学部学生便覧(2ページ)  

医学部 ・ホームページ(医学部) 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/outline/philosophy.html) 

・ホームページ(保健学科) 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/department/health/point.html) 

・2012信州大学医学部入学案内 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/medicine/index.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（49ページ） 

・平成24年度医学部シラバス(6ページ) 

工学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/about/philosophy.html) 

・信州大学工学部2011－2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/engineering/index.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（55ページ） 

農学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/guidance/aim.html) 

・信州大学農学部2011－2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/agriculture/index.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（60ページ） 

・平成24年度農学部学生の手引(3ページ) 

繊維学部 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/guidance/aim.html) 

・平成24年度信州大学学生募集案内（65ページ） 

・繊維学部学修便覧平成24年度入学生用(表紙裏面) 

全学教育機構 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/general/) 

・信州大学全学教育機構2012（パンフレット） 

 (http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/general/publication/pamplet.pdf) 

・2012共通教育履修案内巻頭（目次） 

人文科学研究科 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/arts/graduate/aim.html) 

・信州大学大学院人文科学研究科案内2011 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/arts/prospective/graduate/docs/jinbun-2011.pdf.pdf) 

・平成24年度信州大学大学院人文科学研究科修士課程学生募集要項(2ページ) 

・人文科学研究科学生便覧 平成24年度入学生用(1ページ) 

教育学研究科 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/g-school/aim.html) 

・研究科案内 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/uploaddocs/H25kenkyuka.pdf)  

・平成24年度教育学研究科大学院学生便覧(5ページ) 

経済・社会政策科

学研究科 

・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/economics/outline/philosophy.html) 

・平成24年度経済・社会政策科学専攻地域社会ｲﾆｼｱﾁｨﾌﾞ･ｺｰｽ履修案内(1ページ) 

理工学系研究科 ・ホームページ 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/master/)  

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/graduate/technology.html)  

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/guidance/aim.html) 

・平成24年度理工学系研究科学生便覧(長野(工学)キャンパス分)(34ページ) 

・平成24年度理工学系研究科学修便覧(上田キャンパス分)(5ページ) 

農学研究科 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/graduate/master/) 

・信州大学大学院農学研究科2011－2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/agriculture/index.html) 
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医学系研究科 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/medicine/outline/philosophy.html) 

・大学院医学系研究科入学案内2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/pdf/graduate_school_of_medicine2012.pdf) 

平成24年度医学系研究科保健学専攻シラバス(博士前期課程6ページ，博士後期課程110ページ) 

総合工学系研究

科 

・ホームページ (http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/interdisciplinary/guidance/aim.html) 

・平成23年度信州大学大学院総合工学系研究科 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/docs/h23_graduate.pdf) 

法曹法務研究科 ・ホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/law/philosophy.html) 

・信州大学法科大学院 大学院法曹法務研究科2012 

(http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/law/annai/request2012.pdf) 

（出典：経営企画課にて作成） 

資料10－１－①－5「理念と目標及び教職員行動規範ポスター」 

 

（出典：学内掲示物） 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学の目的（学部，学科又は課程等の目的を含む。）並びに大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。）

は，本学ホームページ，刊行物，学生向け配付物，ポスター等の様々な媒体を通じて公表されており，構成員に

周知されている。 

以上のことから，本学の目的（学部，学科又は課程等の目的を含む。）並びに大学院の目的（研究科又は専攻等

の目的を含む。）が，適切に公表されるとともに，構成員（教職員及び学生）に周知されていると判断する。 

 

 観点10－1－② 

   入学者受入方針，教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表，周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学のアドミッション・ポリシー（前掲資料４－１－①－１,前掲資料４－１－①－２），カリキュラム・ポリ

シー（前掲資料５－１－①－２）及びディプロマ・ポリシー（前掲資料５－２－①－１）は，大学のホームペー

ジ（資料10－１－②－１）にて公表している。 

 さらに，アドミッション・ポリシーは入学者選抜要項や学生募集要項（資料10－１－②－２）に，カリキュラ

ム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーは学生便覧（資料10－１－②－３）等に掲載し，周知している。 

資料10－１－②－１「各方針のホームページへの掲載」 

 

  （出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/） 
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 資料10－１－②－２「アドミッション・ポリシーの学生募集要項の記載」 

   

 ↑表紙              ↑大学全体のもの         ↑人文学部のもの 

(出典：信州大学学生募集要項) 

  資料10－１－②－３「カリキュラム・ポリシー，ディプロマ・ポリシーの学生便覧への記載例」 

 

  （出典：2012共通教育履修案内） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学のアドミッション・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーは，ホームページによ

る公表や，入学者，学生等の対象に応じた刊行物にも掲載され，学内外に広く公表され周知されている。 

以上のことから，アドミッション・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーが適切に公

表，周知されていると判断する。 
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 観点10－1－③ 

   教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第172条の２に規定される事項を含む。）が公表され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の教育研究活動等についての情報は，ホームページ，刊行物により公表している。 

 学校教育法施行規則第172条の２に規定される事項は，大学公式ホームページに専用サイトを設定し公表して

いる（資料 10－１－③－１）。また，本学のホームページは，部分的ではあるが英語による教育研究情報の発信

を行っている（資料10－１－③－２）。 

 本学の自己点検・評価，認証評価及び財務諸表等は，大学のホームページに掲載し，公表している（資料10－

１－③－３）。 

 本学の学術情報は，信州大学学術情報オンラインシステム（SOAR）により本学の研究者情報と発表した論文な

どの研究成果を社会に発信している（資料10－１－③－４）。 

 さらに，刊行物を用いて教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を社会に発信している（資料

10－１－③－５）。 

資料10－１－③－１「教育・研究の情報ページ」 

  
(出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/researcher_info/)     (出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/english/) 

資料10－１－③－２「英語サイト」 
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資料10－１－③－３「自己点検・評価，認証評価及び財務諸表等の公表」 

 
（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/plan/） 

資料10－１－③－４「信州大学学術情報オンラインシステム」 

  
（出典：http://www.shinshu-u.ac.jp/soar/） 

 

資料10－１－③－５「刊行物による情報発信（ウェブサイトに掲載しているもの）」 

信州大学大学案内2011-2012 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/gaiyo/index.html 

信州大学大学案内2011-2012資料編 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/shiryo/index.html 

信大生活ガイド11-12 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/guide/index.html 

広報誌「信大NOW」 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2012/shindaiNOW_vol74/index.

自己点検・評価関係

認証評価関係

財務諸表

研究者総覧（研究者情報） 

機関リポジトリ 

(発表した論文などの研究成果) 
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html 

環境報告書2011 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/kankyou/index.html 

人文学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/arts/index.html 

教育学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/education/index.html 

経済学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/economics/index.html 

理学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/science/index.html 

医学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/medicine/index.html 

工学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/engineering/index.html

農学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/agriculture/index.html

学部案内 

繊維学部 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/textile/index.html 

全学教育機構案内 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/zengaku/index.html 

留学生案内 http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2011/suic/index.html 

（出典：経営企画課にて作成） 

【分析結果とその根拠理由】 

本学における教育研究活動等についての情報は，大学のホームページ，刊行物を通じて広く社会に公表されて

いる。さらに，部分的ではあるが英語による教育研究情報の発信も行われている。 

以上のことから，教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第172条の２に規定される事項を含む。）

が公表されていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

該当なし。 

 

【改善を要する点】 

○英語版ホームページの充実 

本学ホームページにおける英語による教育研究情報の発信は部分的であるので，更なる英語版ホームペー

ジの充実が望まれる。 


